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と
の
状
況
報
告
は
国
会
に
対
す
る
地
方
財
政
報
告
書
ａ
第
三
回
1
3
　
の
も
の
で
あ
る
。
地
方
自
治
は
終
戦
後
七
年
、
地
方
自

治
法
の
実
施
に
よ
っ
て
高
度
の
民
主
主
義
的
要
素
が
採
り
入
れ
ら
れ
、
地
方
自
治
の
画
期
的
振
興
の
時
代
を
迎
え
た
･
#
の
と

い
え
よ
う
。
然
し
な
が
ち
、
と
の
地
方
自
治
の
裏
付
け
で
あ
る
財
政
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
五
年
度
の
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
ヽ

基
く
税
財
政
制
度
改
革
に
屯
拘
わ
ち
ず
、
な
あ
歳
入
中
に
占
め
る
自
主
財
源
の
割
合
は
昭
和
二
十
五
年
度
に
お
い
て
五
一

％
ｊ
昭
和
二
十
六
年
度
に
お
い
て
五
五
％
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
叉
昭
和
二
十
六
年
度
末
に
お
い
て
地
方
団
体
の
形
式
上
の
赤

字
総
額
（
繰
上
充
用
額
）
は
六
三
億
円
に
達
し
前
年
度
の
赤
字
総
額
の
Ｉ
・
二
五
倍
に
達
し
て
い
る
。
叉
支
払
繰
延
、
事
業
繰

越
等
を
考
え
る
と
実
質
上
の
赤
字
総
額
は
Ｉ
〇
一
億
円
に
達
す
る
見
込
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
な
お
地
方
財
源
の
絶
対
額
が

地
方
団
体
の
財
政
需
要
に
対
し
て
過
少
で
あ
っ
た
こ
と
が
そ
の
原
因
の
大
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ

　

次
に
昭
和
二
十
六
年
度
の
地
方
財
政
の
決
算
の
特
色
の
第
一
は
地
方
税
が
前
年
度
よ
S
＾
四
四
％
八
三
五
億
Ｈ
!
'
#
増
加
し
て

い
る
ば
か
り
で
な
く
、
地
方
財
政
計
画
よ
り
都
道
府
県
分
で
九
四
億
円
、
市
町
村
分
で
一
一
四
億
円
、
合
計
二
〇
八
億
円
ｉ

上
廻
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
都
道
府
県
の
決
算
に
｀
‘
い
て
そ
の
財
政
窮
迫
が
緩
和
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

第
二
の
特
色
ぽ
、
こ
の
地
方
税
の
増
収
が
主
吐
し
て
異
常
な
法
人
収
益
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
都
道
府
県
に
お
い
で
は

法
人
事
業
税
、
市
町
村
に
お
い
て
は
市
民
税
法
人
税
割
が
著
し
く
延
び
た
結
果
、
地
方
団
体
間
の
財
政
力
の
不
均
衡
が
一
層
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二

激
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　

第
三
の
特
色
は
給
与
引
上
等
消
費
的
経
費
の
増
加
が
著
し
い
結
果
、
赤
字
団
体
数
が
増
加
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
傾
向

は
市
町
村
に
お
い
て
特
に
著
し
い
。
叉
大
都
市
財
政
は
行
詰
り
の
傾
向
を
示
し
、
昭
和
二
十
六
年
度
決
算
に
お
い
て
は
特
別

融
資
に
よ
っ
て
形
史
的
に
は
改
善
さ
れ
て
い
る
が
ヽ
‐
そ
の
本
質
に
お
い
て
は
財
政
窮
乏
は
激
化
の
一
途
を
辿
っ
て
い
る
。
大

都
市
の
歳
出
中
に
占
め
る
投
資
的
経
費
の
割
合
が
著
し
く
低
い
こ
と
は
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。

　

第
四
の
特
色
は
単
独
事
業
費
の
増
加
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
地
方
財
政
計
画
の
実
施
計
画
額
四
二
三
億
円
。

に
対
し
て
、
実
施
額
は
六
三
五
億
円
に
達
し
、
二
一
二
億
円
の
超
過
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
戦
時
中
過
去
十
数
年
に
亘
っ

て
自
治
体
の
各
種
施
設
が
趨
設
を
抑
１
　
さ
れ
た
結
果
、
戦
後
修
理
改
築
等
の
財
政
需
要
が
膨
脹
し
た
こ
と
並
び
に
戦
後
の
噺

し
い
施
策
に
基
く
財
政
需
要
で
あ
っ
て
、
地
方
自
治
の
伸
張
に
伴
う
具
体
的
内
容
の
充
実
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
叉
こ

め
大
部
分
は
義
務
教
育
に
関
す
る
文
教
施
設
及
び
災
害
復
旧
等
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。

　

昭
和
二
十
七
年
度
の
地
方
財
政
は
前
年
度
の
赤
字
総
額
六
三
億
円
を
抱
え
て
更
に
景
気
の
下
降
に
よ
る
税
収
の
減
少
、
税

法
改
正
に
伴
う
減
収
等
が
考
え
ら
れ
、
他
面
給
与
吸
引
上
、
公
共
事
業
費
等
事
業
量
の
拡
張
に
伴
う
地
方
負
担
の
増
加
に
よ

っ
で
、
補
正
に
よ
る
財
源
追
加
措
置
、
或
い
は
地
方
団
体
に
ゐ
い
で
人
員
の
抑
制
、
経
費
の
節
約
等
各
般
の
努
力
が
払
わ
れ

た
に
屯
拘
わ
ち
ず
、
地
方
財
政
は
な
む
一
層
、
悪
化
の
傾
向
を
示
し
、
財
源
不
足
が
地
方
自
治
の
伸
張
を
阻
ん
で
い
る
現
状

で
あ
る
。



　
　
　
　
　
　
　

第
一

　

昭
和
二
十
六
年
度
地
方
財
政
の
決
算
状
況

　
　
　
　
　

そ
の
Ｉ

　

昭
和
二
十
六
年
度
地
方
財
政
の
決
算

一
、
昭
和
二
十
六
年
度
地
方
財
政
の
概
観

　
　

昭
和
二
十
五
年
度
化
改
革
さ
れ
た
新
地
方
税
財
政
制
度
は
地
方
財
政
に
根
本
的
な
変
革
を
与
え
、
地
方
財
政
の
自
主
性

　

の
強
化
を
も
た
ち
し
た
反
面
、
そ
の
税
財
政
の
運
営
に
少
な
が
ら
ざ
る
混
乱
を
冷
九
吏
だ
が
、
昭
和
二
十
六
年
度
に
必
い

　

て
は
、
よ
う
や
く
そ
の
円
滑
な
る
運
営
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
み
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

う

　
　

又
地
方
税
制
度
に
必
い
て
は
、
昭
和
二
十
六
年
度
に
更
に

　

イ
事
業
税
に
申
告
制
度
を
採
用
し
、
ロ
市
町
村
民
税
に
新

　

た
に
法
人
税
割
を
創
設
す
る
等
の
改
正
が
加
え
ら
れ
、
地
方
税
収
入
の
増
加
が
は
が
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　

他
面
、
昭
和
二
十
五
年
六
月
に
朝
鮮
動
乱
が
勃
発
し
た
こ
と
は
、
わ
が
国
の
経
済
界
に
異
常
な
影
響
を
与
え
、
物
価
の

　

上
昇
並
び
に
生
産
活
動
の
増
大
を
１
　
ち
し
た
。
す
な
わ
ち
、
企
業
の
収
益
は
昭
和
二
十
六
年
度
上
期
を
中
心
と
し
て
好
転

　

し
、
二
十
六
年
の
年
間
を
通
じ
で
前
年
に
比
較
し
著
し
く
高
利
潤
を
得
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
経
済
の
一
般
的
状
況
を
反

　

映
し
て
二
十
六
年
度
の
地
方
税
収
入
は
全
体
と
し
て
前
年
度
よ
り
飛
躍
的
の
増
収
を
み
た
の
で
あ
り
、
就
坤
法
人
事
業
税

　

及
び
市
町
村
民
税
の
法
人
税
割
に
顕
著
に
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＼

　
　

政
府
予
算
の
編
成
に
恥
い
て
屯
、
地
方
財
政
に
対
し
て
、
公
共
事
業
国
庫
負
担
金
及
び
そ
の
他
の
補
助
負
担
金
等
の
国

　

庫
支
出
金
の
増
額
、
叉
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
の
増
額
並
び
に
地
方
債
発
行
額
の
増
額
等
の
措
置
が
ど
ら
れ
た
の
で
穆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三



　
　

し
か
し
な
が
ぢ
、
地
方
財
政
に
ゐ
け
る
財
政
需
要
は
、
公
共
事
業
費
そ
の
他
の
国
庫
支
出
金
の
増
加
に
伴
う
地
方
負
担

　

の
増
加
、
。
新
規
行
政
経
費
の
増
加
、
物
価
高
騰
に
伴
う
行
政
経
費
の
増
加
特
に
給
与
引
上
げ
に
伴
う
人
件
費
の
増
加
、
そ

　

の
他
声
Ｉ
ス
洵
風
災
１
　
の
復
旧
経
費
、
義
務
教
育
施
設
の
増
改
築
経
費
、
或
い
は
警
察
消
防
施
設
の
充
実
等
こ
れ
ら
の
支

　

出
経
費
の
増
加
屯
著
し
い
実
情
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　

ｔ
の
よ
う
な
状
況
の
下
に
あ
っ
た
昭
和
二
十
六
年
度
地
方
財
政
に
つ
い
て
、
地
方
財
政
委
員
会
が
算
定
し
た
地
方
財
政

　

収
支
見
込
み
は
最
終
的
に
は
歳
入
五
、
八
〇
九
億
三
千
百
万
円
、
歳
出
五
、
九
五
九
億
三
千
百
万
円
、
差
引
歳
入
不
足
一
五

　

〇
億
円
で
あ
っ
た
。
（
註
～
政
府
補
正
予
算
成
立
の
際
の
地
方
財
政
計
画
に
よ
る
。
）

　
　

し
か
し
な
が
ち
、
地
方
団
体
の
財
政
窮
乏
の
実
情
は
、
政
府
の
財
政
措
置
を
不
可
欠
と
し
、
政
府
屯
そ
の
必
要
を
認
め

　

る
に
至
っ
て
年
度
末
八
〇
億
円
の
臨
時
財
政
措
置
を
講
ず
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
。
そ
し
て
差
引
未
措
置
分
七
〇
億
円
に

　

つ
い
て
は
、
地
方
団
体
の
努
力
に
ま
っ
こ
と
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
た
め
、
地
方
団
体
は
、
経
費
の
節
減
は
勿

　

論
、
事
業
の
打
切
り
、
事
業
の
翌
年
度
繰
越
し
或
い
は
支
払
の
翌
年
度
繰
延
べ
等
の
措
置
を
余
儀
な
く
と
ち
ざ
る
を
え
な

　

か
っ
た
の
で
あ
る
。
（
註

　

従
っ
て
、
二
十
六
年
度
決
算
を
観
察
す
る
場
合
に
、
決
算
か
ら
落
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
翌
年

　

度
へ
の
皺
寄
せ
・
の
あ
る
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
。
）

二
、
昭
和
二
十
六
年
度
決
算
の
概
況

　

－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

　
　

都
道
府
県
及
び
市
町
村
（
特
別
区
を
含
ひ
。
）
を
通
ず
る
地
方
団
体
全
体
の
昭
和
二
十
六
年
度
歳
入
歳
出
決
算
（
普
通
会
計
、

　

分
と
し
、
公
営
企
業
会
計
及
び
収
益
事
業
会
計
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
概
況
は
歳
入
決
算
額
六
、
九
三
三
億
二
千
九
百



万
円
、
歳
出
決
算
額
六
、
六
八
六
億
七
千
二
百
万
円
で
９
≪
^
s
＾
、
歳
入
歳
出
差
引
額
す
な
わ
ち
歳
計
剰
余
金
は
二
四
六
億
五

千
七
百
万
円
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
翌
年
度
に
繰
越
し
た
歳
出
の
財
源
充
当
額
一
八
二
億
二
千
七
百
万
円
を
差
引
く
と
、
昭

和
二
十
六
年
度
の
純
剰
余
金
は
六
四
億
三
千
万
円
で
あ
る
。

　

都
道
府
県
を
通
ず
る
決
算
の
概
況
は
、
歳
入
決
算
額
三
、
九
〇
〇
億
七
千
七
百
万
円
、
歳
出
決
算
額
三
、
七
二
二
億
八
千

七
百
万
円
、
歳
計
剰
余
金
一
七
七
億
九
千
万
円
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
翌
年
度
に
繰
越
し
た
歳
出
の
財
源
充
当
額
一
一
二
億

九
千
二
百
万
円
を
差
引
く
と
、
純
剰
余
金
は
六
四
億
九
千
八
百
万
円
で
あ
る
。

　

市
町
村
を
通
ず
る
決
算
の
概
況
は
、
歳
入
決
算
額
三
、
〇
三
二
億
五
千
二
百
万
円
、
歳
出
決
算
額
二
、
九
六
三
億
八
千
六

百
万
円
、
歳
計
剰
余
金
六
八
億
六
千
六
百
万
円
で
９
≪
＼
s
＾
、
こ
れ
か
ら
翌
年
度
に
繰
越
し
た
歳
出
の
財
源
充
当
額
六
九
億
三

千
四
百
万
円
を
差
引
く
と
六
千
八
百
万
円
の
財
源
不
足
（
純
不
足
）
で
あ
る
。

　

昭
和
二
十
六
年
度
地
方
団
体
の
決
算
概
況
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

市都

　

道
町

　

府

合

特町市五

別

　　　

大

計区村

　

市村県

歳
入
決
算
額

　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

　
　
　

元
（
）
、
（
）
七
七
、
一
哭

　
　
　

一
８
一
５
一
毘
、
四
九
四

　
　
　

四
二
、
四
七
六
．
留
九

　
　
　

九
〈
、
九
〈
五
、
否
二

　
　
　

一
一
、
六
六
七
、
会
七

　
　
　
　

乙
、
Ξ
ニ
、
七
芙

　
　
　

六
会
、
一
Ξ
九
、
六
四
二

歳
出
決
算
額

　

歳
計
剰
余
金

　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

　
　

（
△
歳
計
ぶ
足
）
千
円

　
　
　

若
ニ
、
二
〈
六
、
七
九
〈

　
　
　
　
　

一
七
．
七
九
（
）
、
曼
（
）

　
　
　

二
九
六
i
i
i
＜
ｒ
Ｍ
≪

　
　
　
　
　

六
、
〈
六
六
、
四
［
九

　
　
　

四
こ
、
一
亘
一
、
四
四
一

　
　
　
　
　
　

一
審
一
、
（
）
（
）
〈

　
　
　

究
、
〈
〈
一
．
八
一
〈

　

△

　
　
　
　

〈
九
六
Ｂ
-
Ｐ
六

　
　
　

一
四
Ｅ
、
二
七
、
一
四
〈

　
　
　
　
　

六
、
淀
（
）
、
戈
九

　
　
　
　

九
．
一
―
一
、
六
六
〈

　
　
　
　
　
　

智
九
、
〇
〈
〈

　
　
　

六
六
〈
、
六
七
二
．
〈
豊

　
　
　
　
　

一
辰
．
六
哭
、
七
究

繰
越
充
当
財
源

　

純
剰
余

　

金

ヽ

　
　
　
　

千
円

　
　
　

（
△
純
不
足
）
千
円

　
　
　

1
1
'
二
九
一
一
£
一
七

　
　
　
　
　

六
、
四
九
八
、
（
）
量

　

≪
l
i
l
B
'
W
l

　

△

　
　

九
元
、
六
〈
一

　

△

　

ｔ
'
Ｏ
ｉ
二
'
＜
六
･
ｐ

　

△

　

一
一
．
ｌ
Ｓ
一
究

　

ヽ

　
　

圭
一
、
九
回
一

気
、
三
七
、
（
）
八
〈

　
　
　
　
　

五

　
　

六
〈
、
盃
二

　

含
六
．
六
七
一
一
一

i
f
＾

'
Ｓ
'
l
i
l
B
U
l

H
'
l
一
（
）
（
）
、
菩
一
（
）

　

．
四
こ
七
．
一
四
回

六
琵
九
、
六
〈
一



六

　

次
に
地
方
団
体
の
決
算
状
況
を
地
方
団
体
別
に
み
ヽ
る
と
、
歳
計
剰
余
金
を
出
し
て
い
る
団
体
（
黒
字
団
体
と
い
い
、
そ

の
歳
計
剰
余
金
を
黒
字
額
と
い
う
。
以
下
同
じ
）
及
び
歳
計
不
足
と
な
っ
て
い
る
団
体
（
赤
字
団
体
と
い
い
、
そ
の
歳
計
不

足
額
を
赤
字
額
と
い
う
。
以
下
同
じ
）
の
夫
々
の
決
算
の
概
況
は
っ
ぎ
の
と
Ｉ
り
で
、
全
地
方
団
体
一
〇
、
一
四
六
団
体
の

う
ち
黒
字
団
体
は
、
九
、
四
二
六
団
体
、
そ
の
黒
字
額
は
三
一
〇
億
四
百
万
円
で
あ
り
、
赤
字
団
体
は
七
二
〇
団
体
、
そ

の
赤
字
額
は
六
三
億
四
千
七
百
万
円
で
あ
る
。

区

分

合

　　　　　

市都

　

特町市五

　

道

　

別

　　

大町府

計区村

　

市村県

(一)

地
方
団
体
数

　
　
　

四
六

一
〇
、
一
〇
〇

　
　
　
　

五

　
　

二
六
四

　

九
．
入
〇
入

　
　
　
　

二
三

一
〇
．
一
四
六

　
　

黒

　
　
　

字

　
　
　

団

　
　
　

体

、
団
体
数

　
　

黒

　

字

　

額

　
　
　

四
四

　
　

一
七
、
九
八
一
、
八
一
九

九
、
三
八
二

　
　
　
　

二

　
　

Ｉ
四
九

九
、
二
〇
八

　
　
　

二
三

九
、
四
二
六

一
三
、
〇
二
二
、
七
三
九

　

一
、
一
一
八
、
六
入
七

　

三
、
二
二
二
、
二
六
五

　

七
、
七
〇
二
、
六
九
九

　
　
　

九
七
九
、
〇
入
九

三
一
、
〇
〇
四
、
五
五
八

赤

体

団

体
数

　
　

二

七
一
八

　
　

三

一
一
五

六
〇
〇

七
二
〇

字

　
　
　

団

―

　

赤
六
、
一
五
六
、
三
二
〇

　
　

八
八
五
、
六
七
九

四
、
一
一
八
、
七
四
一

一
、
一
五
一
、
九
〇
〇

　
　
　
　
　
　
　
　

〇

六
、
Ξ
四
七
、
七
八
九

　

都
道
府
県
の
団
体
別
決
算
状
況

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

乙

　

都
道
府
県
の
団
体
別
の
決
算
状
況
ぽ
「
別
表
第
一
」
の
と
５
ａ
s
＾
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
歳
訃
不
足
と
な
つ
で
い
る
団
体

（
赤
字
団
体
と
い
う
。
）
は
京
都
府
及
び
青
森
県
の
。
二
団
体
で
あ
る
。
ま
た
翌
年
度
に
繰
越
し
た
歳
出
に
充
当
す
べ
き
財

源
を
差
引
い
で
財
源
不
足
と
な
っ
て
い
る
佃
体
は
、
・
青
森
、
宮
城
、
秋
田
、
福
島
、
茨
城
、
新
潟
、
富
山
、
長
野
、
京

都
、
兵
庫
、
奈
良
、
徳
島
、
香
川
、
宮
崎
、
鹿
児
島
の
十
五
団
体
で
参
る
。



決
算
上
の
歳
計
剰
余
金
（
赤
字
団
体
は
歳
計
不
足
金
）
の
額
に
区
分
し
て
都
道
府
県
を
分
類
す
る
と
次
の
と
を
り
で
為

区

　

る

分

入七六五四三二一一歳一一歳

　　　　　　　　　

億億計億億計

φ

　

φ

　

φ

　

φ

　

φ

　

φ

　

４

　

円円剰円円不

　　　　　　　　　

以未余未以足

　　　　　　　　　

上満金満上金

団

　

体

　

数

　
　
　
　
　

一

　
　
　
　
　

一

　
　
　
　

八

　
　
　
　

一
三

四一二二二五七

コ

　

市
町
村
の
団
体
別
決
算
状
況

Ｃ

　
　

。
‐

　
　
　

都

　
　
　
　

道

京
都
（
一
億
六
千
六
百
万
円
）

青
森
（
二
千
五
百
万
円
）

宮
城
、
石
川
、
滋
賀
、
兵
庫
、
奈
良
、

岩
手
、
秋
田
、
茨
城
、
千
葉
、
新
潟
、

福
島
、
福
井
、
山
梨
、
岡
山
、
－
徳
島
、

山
形
、
埼
玉
、
三
重
、
長
崎
、
大
分

静
岡
、
広
島

栃
木
、
山
口

群
馬
、
岐
阜

北
海
道

府

鳥
取
、

富
山
、

愛
媛
、

県

名

香
川
、
鹿
児
島

長
野
、
和
歌
山
、
島
根
、
高
知
、
福
岡
、
佐
賀
、
宮
崎

熊
本

神
奈
川
（
八
億
円
）
、
愛
知
（
一
五
億
円
）
ヽ
東
京
（
二
六
億
円
）
、
大
阪
（
Ξ
ｏ
億
円
）

両

　

五
大
市
の
団
体
別
の
決
算
状
況
は
、
「
別
表
第
二
」
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
黒
字
団
体
は
名
古
屋
市
（
黒

　

字
額
九
億
四
千
四
ぽ
万
円
）
、
神
戸
市
（
黒
字
額
一
億
七
千
四
百
万
円
）
殴
二
団
体
で
あ
り
、
赤
字
団
体
は
、
大
阪
市

　

（
赤
字
額
六
億
七
千
八
百
万
円
）
ヽ
京
参
市
（
赤
字
額
一
億
三
千
四
百
万
円
）
ヽ
横
浜
市
（
赤
字
額
七
千
二
百
万
円
）
の
三

　

団
体
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七



八

問

　

市
（
五
大
市
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
団
体
別
の
決
算
状
況
は
、
「
別
表
第
三
」
の
と
お
り
で
諺
る
。
す
な
わ
ち
、

　

二
六
四
市
の
う
ち
黒
字
団
体
は
一
四
九
団
体
で
J
S
l
S
＾
、
赤
字
団
体
は
一
一
五
団
体
で
あ
る
。
そ
の
決
算
の
概
況
を
人

　

口
段
階
別
に
示
す
と
次
の
と
ゐ
り
で
冷
る
。
（
赤
字
額
五
千
万
円
以
上
の
市
は
「
※
」
印
を
、
赤
字
額
が
歳
入
総
額
の

　

二
割
程
度
以
上
の
市
は
「
○
」
印
を
付
し
て
み
た
。
）

　

区

　
　
　
　

分

　
　

全
市
数
黒
字
市
赤
字
市

人
口
二
〇
万
以
上

　
　
　

一
八

　
　
　

一
二

　
　
　

六

人
口
Ｉ
五
万
以
上

　
　
　
　

一
四

　
　
　

一
〇

　
　
　

四

人
口
Ｉ
ｏ
ｔ
万
以
上

　
　
　
　

二
八

　
　
　

一
三

　
　
　

一
五

人
小
七
万
以
上

人
口
五
。
万
以
上

人
口
四
万
以
上

人
口
三
万
五
千
以
上

人
口
三
万
五
千
以
下

三
入

五
二

四
六

三
〇

三
八

一

一

一

Ξ
Ξ

二
二

二
一

一
七

　
　

や
字
貧
あ
坦
に
Ｈ
蒜
齢
燧
訪
Ｆ
Ｌ

仙
台
、
匹
尼
崎
、
※
函
館
、
※
堺
、
金
沢
、
熊
本

※
下
関
、
※
小
樽
、
心
松
山
、
布
施

千
葉
、
。
徳
島
、
宇
部
、
高
松
、
甲
府
、
高
岡
、
浦
和
、
心
明
石
、
川
口
、
青

森
、
宇
都
宮
、
山
形
、
心
八
戸
、
※
福
井
、
※
大
津

一
七

　
　

心
岸
和
田
、
桐
生
、
舞
鶴
、
奈
良
、
美
唄
、
心
豊
中
、
※
松
本
。
鎌
倉
、
心
大

　
　
　
　

垣
、
藤
沢
、
心
防
府
、
吹
田
、
※
山
口
、
小
田
原
、
松
江
、
長
岡
、
郡
山

一
九

　

佐
賀
、
（
‥
）
弘
前
、
熊
谷
、
荒
尾
、
麻
屋
、
半
田
、
土
浦
、
米
子
、
守
口
、
伊

　
　
　
　

丹
ヽ
心
宇
和
島
ヽ
加
古
川
ヽ
米
沢
ヽ
１
　
田
、
参
根
ヽ
小
野
田
ヽ
石
巻
ヽ
心
立

　
　
　
　

川
、
三
条

二
四

　
　

太
田
、
能
代
、
川
内
、
伊
勢
崎
、
岩
見
沢
、
西
条
、
○
長
浜
、
○
高
槻
、

　
　
　
　

心
塩
釜
、
心
池
田
、
人
吉
、
福
知
山
、
武
生
、
坂
出
、
鶴
岡
、
○
牧
方
、
水

　
　
　
　

ヌ

　
　
　
　
　

・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

メ

　
　
　
　
　
　

ー

　
　
　

―

　
　
　
　

俣
、
※
芦
屋
、
’
上
田
、
田
辺
、
萩
、
小
林
、
島
原
、
浜
田

　

九

　
　

下
松
、
宇
治
、
新
津
、
館
山
、
［
関
、
伊
東
、
新
発
田
、
一
小
浜
、
光

-

- ● .

･ ﾐ = 言

○
茨
木
ヽ
心
稚
内
ヽ
熱
海
ヽ
。
枕
崎
ヽ
児
島
ヽ
綾
部
ヽ
泉
大
津
ヽ
関
ヽ
ご
留
意
ヽ

○
泉
佐
野
、
豊
岡
、
○
白
河
、
日
向
、
新
庄
、
○
小
松
島
、
古
河
‐
、
津
島
、



合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

富
田
林
ｆ
新
湊
、
寝
屋
川
、
玉
島

計

　
　
　

二
六
四

　
　

一
四
九

　
　

一
一
五

　
　

（
※
は
二
三
市
、
○
は
二
二
市
）

圓

　

町
村
勿
団
体
別
の
決
算
状
況
は
、
「
別
表
第
四
」
の
と
必
り
で
冷
る
（
但
し
町
村
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
毎
に
決
算

　

を
一
括
し
た
）
す
な
わ
ち
、
杢
町
村
九
、
八
〇
八
町
村
の
う
ち
、
黒
字
団
体
は
九
、
二
〇
八
町
村
で
あ
り
、
赤
字
団
体
は

　

六
〇
’
Ｏ
町
村
で
あ
る
。
赤
字
団
体
に
つ
い
て
人
口
段
階
別
に
、
団
体
数
を
示
す
と
次
の
と
ゐ
り
で
あ
る
。

　　　　　　　　　

人

合

　　　　　　　　　　

口･区

　

区三三五七一一二

　

分千千千千万j1万

　　

人人人人人千人

　

゛不以以以以以合以分

計明下上上上上上,上

赤

　

字

　

団

　

体

　

数

　
　
　
　
　
　
　
　

一
一

　
　
　
　
　
　
　
　

二
五

　
　
　
　
　
　
　
　

四
〇

一 一 一

一一二九六
五六九七七

六
〇
〇

赤

合゛

元

詣・

　
　

九
Ξ
、
四
二
二

　
　

九
八
、
八
一
四

　
　

一
四
五
、
九
三
一

　
　

一
五
五
、
九
〇
二

　
　

一
三
三
、
六
二
二

　
　

六
五
、
〇
八
八

　

三
七
八
、
二
Ｉ
四

一
、
一
五
一
、
九
〇
〇

一
町
村
当
り
平
均
赤
字
額

　
　
　

ヽ
七
、
三
数

　
　
　
　
　

三
、
七
三
七

　
　
　
　
　

二
、
四
七
〇

　
　
　
　
　

二
、
一
七
八

　
　
　
　
　

一
、
六
〇
七

　
　
　
　
　

一
、
〇
三
六

　
　
　
　
　
　

五
六
一

　
　
　
　
　

三
、
二
八
九

　

。

　
　

一
、
九
二
〇

　
　
　

備
考
「
区
分
不
明
」
の
も
の
’
は
、
北
海
道
及
び
山
口
県
町
村
で
あ
る
。

　
　
　

㈲

　

特
別
区
の
団
体
別
の
決
算
状
況
は
、
「
別
表
第
五
」
の
と
き
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
二
十
三
区
と
■
5
＾
５
黒
字
団
体
で
あ

別
表
第
一

　

昭
和
二
十
六
年
度
都
道
府
県
別
決
算
状
況

都
道
府
県
名

北

　

海

　

道

　
　

歳
入
決
算
額

　
　

歳
出
決
算
額

　
　
　
　
　
　
　

千
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

二
二
、
〇
二
Ｉ
、
六
五
九

　

二
Ｉ
、
二
四
四
、
四
一
入

差

　
　

引

　

七
七
七
、
二

≒額

事
業
繰
越

七
〇
二
、
五

二陥

純
剰
余
（
不
足
脳

　

七
四
、
七
三
ｏ

九
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奈

阪都賀重知･岡阜野梨井川山潟川京葉玉馬木城島形田城手森

　

四
、
八
五
九
．
二
四
二

　

六
、
八
六
六
、
五
一
七

　

七
、
五
七
九
、
七
三
八

　

六
、
〇
八
九
、
入
九
二

　

六
、
一
．
０
九
、
〇
八
六

　

八
、
九
〇
五
、
七
六
七

　

七
、
一
二
九
、
九
三
九

　

六
、
四
七
四
、
六
一
四

　

七
、
’
○
六
Ξ
、
六
七
八
’

　

六
、
九
二
七
、
九
八
三

　

六
、
七
入
一
、
八
四
五

五
一
、
二
九
一
、
〇
六
五

　

四
．
入
八
四
、
三
七
九

　

ム

　

六
、
七
二
二
、
〇
七
七

　

七
．
五
一
〇
、
三
五
五

　

五
、
九
〇
七
、
九
二
〇

　

五
、
七
｝
七
、
五
九
七

　

八
、
六
九
六
、
七
二
Ｉ

　

六
、
九
三
〇
、
九
五
四

　

五
、
八
七
五
、
二
〇
三

　

六
、
四
二
八
、
六
五
六
’

　

ヱ
ハ
、
五
六
四
、
二
三
九

　

六
、
六
三
八
．
二
五
五

四
八
、
六
五
六
、
二
四
二

　

九
、
九
〇
二
、
六
三
五

　
　

九
、
〇
五
五
、
四
四
五

一
〇
、
七
六
七
、
五
〇
八

　

一
〇
、
六
五
二
、
〇
三
八

　

五
、
三
二
二
、
入
三
八

　
　

五
、
一
九
四
、
五
二
九

　

四
、
二
九
七
、
三
一
三

　
　

四
、
二
八
Ξ
、
七
〇
二

。
四
、
七
九
五
、
八
四
二

　

四
、
二
三
〇
、
二
六
〇

　

九
、
三
一
九
、
二
一
八

　

六
、
七
七
一
、
Ξ
七
〇

　

入
、
七
三
一
、
四
〇
二

Ｉ
ニ
、
三
五
二
、
六
九
九

　

六
、
六
一
四
、
四
一
二

　

三
、
七
六
五
、
六
八
六

　

七
、
〇
七
二
、
入
一
‥
一
一
ニ

ー
九
、
九
六
〇
、
七
一
一

　
　
　

二
五
、
一
三
七

　
　

一
四
四
、
四
四
〇

　
　

六
九
、
三
八
三

　
　

一
八
一
、
九
七
二

　

三
九
一
、
四
八
九

　

二
〇
九
、
〇
四
六

　
　

一
九
八
、
九
八
五

　

五
九
九
、
四
一
一

　

六
三
五
、
〇
二
二

　

三
六
三
、
七
四
四

　
　

一
四
三
、
五
九
〇

二
、
六
Ξ
四
、
八
二
三

　
　

八
四
七
、
一
九
〇

　
　

一
一
｀
五
、
四
七
〇

　
　

一
二
八
、
三
〇
九

　
　
　

二
二
、
六
一
一

　

四
、
五
〇
三
、
三
〇
〇

　
　
　
　

二
九
二
、
五
四
二

　

三
、
九
九
七
、
九
一
九

　
　
　

二
三
二
、
三
四
一

　

九
、
一
九
九
、
五
一
九

　
　
　

・
一
一
九
、
六
九
九

　

六
、
一
一
七
、
二
四
五

　
　
　
　

六
五
四
、
一
二
五

　

入
、
Ξ
〇
一
、
四
六
四

　
　
　

四
二
九
、
九
三
八

一
〇
、
八
三
六
、
八
一
一

　
　
　

一
、
五
一
五
、
八
八
入

　

六
、
二
七
一
、
四
三
一

　
　
　

Ξ
四
二
、
九
入
一

　

ゴ
、
七
〇
八
、
一
Ｌ
ｏ

　
　
　
　
　

五
七
。
五
七
六

　

七
、
二
三
九
、
一
六
四

　

△

　
　

一
六
六
、
三
三
二

一
六
、
九
四
四
、
二
六
一
一

　
　

三
、
〇
一
六
、
四
五
〇

-

○

二
〇
、
入
一
二

　

今

七
五
、
〇
二
六

　

三
四
〇
、
六
一
一

　

二
二
〇
尺
Ｘ
九

、
一
八
五
、
一
二
九

　

．
四
五
八
、
二
三
一

　

四
八
四
‘
、
四
二
九

　
　

三
〇
、
八
八
六

　
　

二
二
八
、
一
一
五

　
　

七
九
、
七
六
二

　
　

七
七
、
九
九
三

二
、
五
二
七
、
二
〇
四

　

Ξ
四
一
、
三
二
三

　
　

一
六
五
、
一
０
　
一

　

五
二
九
、
〇
九
九

　
　
　

九
、
五
七
二
・

　
　

一
五
〇
、
一
一
八
九

　
　

一
四
三
、
八
六
九

△△△ム

　

四
五
、
九
四
九

　

六
九
、
四
一
。
四

ｓ

　
　
　

－

二
七
一
、
二
二
八

。
三
八
、
九
一
七

二
。
０
六
、
三
六
〇

二
四
九
、
一
八
五

二
八
五
、
四
四
四

五
六
八
、
五
二
五

四
〇
六
、
九
〇
七

二
八
一
尺
九
八
二

　

六
五
、
五
九
七

ブ
ｏ
七
、
六
一
九

五
〇
五
、
八
六
七

　

な
Ｌ
Ｉ

　

・

'
＜

　
　

四
布
穴
↓
一
↓
一

　

ぺ

　

個
０
０
１
宅
九
〇

　
　
　

’
～
四
、
〇
三
九

　
　
　

一
四
二
、
二
五
Ξ

三
七
六
、
七
七
三

　

△

三
五
一
、
三
七
二

二
一
六
、
三
入
四

三
八
一
、
七
入
四

　

四
八
、
〇
六
七

　

五
五
．
三
五
五

゛

　

Å
今
四
七
二

　

と
五
七
、
〇
七
四

　

≒
ｏ
詰
、
七
五
三

　

二
一
三
、
五
五
四

で
一
ら
四
こ
〇
四

　

二
だ
四
ヽ
戈
一
既

　
　
　

二
、
二
二
Ｉ

一
六
六
、
七
九
三

　

△
、
二
一
三
。
三
２
二
五

一
〇
〇
、
五
八
一

　
　

一
又
九
一
五
、
八
六
九
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歌

計島崎分本崎賀岡知媛川島口島山根取山良庫

一
三
、
九
〇
三
、
二
〇
０
　

　

一
三
、
八
匹
ニ
、
入
入
九

　

三
、
〇
七
〇
、
二
三
五

　
　

三
、
〇
四
三
、
四
二
八

　

五
、
〇
八
六
、
六
一
一

　
　

四
、
九
二
〇
、
八
〇
九

　

三
、
二
八
八
、
一
九
六

　
　

Ξ
、
二
三
五
、
二
二
七

　

四
、
六
七
九
、
一
〇
二

　
　

四
、
四
八
二
、
七
三
五

　

七
、
〇
六
一
、
Ξ
九
四

　
　

六
、
八
四
一
、
一
二
一

一
〇
、
三
六
一
、
〇
八
四

　
　

九
、
八
九
五
、
五
一
九

一
〇
、
〇
〇
六
、
六
六
〇

　
　

九
、
四
七
一
、
四
三
〇

　

五
、
三
三
一
、
四
七
三

　
　

五
、
一
〇
九
、
三
四
〇

　

三
、
九
二
Ｉ
、
八
四
三

　
　

三
、
八
九
六
、
七
八
九

　

六
、
八
六
四
、
九
四
五

　
　

六
、
五
六
四
、
九
九
四
・

　

四
、
九
六
六
、
八
〇
四

　
　

四
、
八
四
七
、
二
四
九

一
三
、
二
六
九
、
六
六
九

　

一
三
、
〇
九
六
、
七
〇
三

　

四
、
四
三
四
、
一
一
二

　
　

四
、
二
四
八
、
九
九
九

　

五
、
八
五
一
、
一
九
七

　
　

五
、
四
五
九
、
七
七
二

　

六
、
二
七
九
、
三
三
九

　
　

六
、
〇
六
七
、
一
九
一

　

五
、
九
二
Ｉ
、
八
四
一

　
　

五
、
五
五
五
、
八
五
三

　

六
、
二
六
一
・
、
四
九
七

　
　

六
、
一
一
五
、
五
〇
七

　

七
、
五
一
二
、
一
九
五

　
　

七
、
五
〇
九
、
一
九
九

　

六
〇
、
三
一
一

　

二
六
、
八
〇
七

一
六
五
、
八
〇
二

　

五
二
、
九
六
九

一
九
六
、
三
六
七

二
二
〇
、
一
八
三

四
六
五
、
五
六
五

五
三
五
、
二
三
〇

二
二
二
、
一
・
・
Ξ
Ξ

　

二
五
、
〇
’
五
四

二
九
九
、
九
五
一

一
一
九
、
五
五
五

一
七
二
、
九
六
六

一
八
五
、
一
一
三

三
九
一
、
四
二
五

二
一
二
、
一
四
八

三
六
五
、
九
八
八

一
四
五
、
九
九
〇

　
　

二
、
九
九
六

三
九
〇
、
〇
七
七
、
一
四
八
三
七
二
、
二
八
六
、
七
九
八

　

一
七
、
七
九
〇
、
三
五
〇

　

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
七
、
九
八
一
、
八
一
九

　
　
　
　
　

ゝ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

｛

　

△
一
九
一
、
四
六
九

別
表
第
二

　

五
大
市
別
決
算
状
況

五
大
市
名

横

　

浜

　

市

　

歳
入
決
算
額

　
　

歳
出
決
算
額

　
　
　
　
　
　

千
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

五
、
九
七
〇
、
六
二
Ｉ

　
　

六
、
〇
四
三
、
一
六
七

　

△

差

　
　

引

　
　

額

　
　
　
　
　
　

千
円

　
　

七
二
、
五
四
六

一
一
三
。
八
五
一

　

三
五
〇
、
二
七
三

　
　

四
九
、
九
四
四

　
　

二
四
、
四
一
四

　
　

七
三
、
一
六
九

　
　

三
六
、
〇
二
七

　
　

一
七
二
、
八
六
二

　

二
Ｉ
七
、
九
六
七

　

二
二
七
、
七
五
六

　
　

五
〇
、
七
七
六

　

二
三
五
２
二
八

　
　

一
一
六
、
九
五
五

　
　

一
二
五
、
二
五
三

　
　

一
七
九
、
三
一
六

　
　

一
七
三
、
四
三
五

　
　
　
　
　
　
　

１

　

二
七
七
、
四
四
五

　
　

一
五
〇
、
〇
五
六

　

二
四
九
、
六
四
〇

一
、
二
九
二
、
三
一
七

八△△△４△

　
　

五
三
、
五
四
〇

　

三
二
三
、
四
六
六

　

一
一
五
、
八
五
八

　
　

二
八
、
五
五
五

　

一
二
三
、
一
九
八

　

一
八
四
２
五
六

　

二
九
二
、
七
〇
三

　

三
一
、
七
、
二
六
三

　
　
　

五
２
〈
二
三

　

’
二
丿
五
ヽ
七
二
二

　

六
四
、
七
三
Ξ

　
　
　

二
、
六
〇
〇

　
　

四
七
、
七
一
三

　
　
　

五
、
七
九
七

　

二
Ｉ
七
、
九
九
〇

．
二
一
二
、
一
四
八

　
　

八
八
、
五
四
三

　
　
　

四
、
〇
六
六

　

二
四
六
、
六
四
四

.ぺ

二九六

　

｀●ゝ

　

ゝ
五〇四

九八九

事
業
繰
越
額

　
　
　
　
　

千
円

　

一
四
九
、
九
七
〇

　

△

　
　
　
　
　
　

一
一

八
、
〇
三
三

八
、
四
三
七

〇
、
四
〇
四

純
剰
余
（
不
足
）
額

　
　
　
　
　
　

千
円

　

二
二
二
、
五
一
六



合神大京名

別
表
第
三

　

七
、
二
七
二
、
〇
八
一

　

五
、
九
四
六
、
七
七
五

一
六
、
九
七
〇
、
七
六
二

　

六
、
三
一
六
、
二
一
〇

四
二
、
四
七
六
、
四
四
九

都
市
別
決
算
状
況

市

　
　

名

一
、
人
口
三
〇

合札川仙福

計幌崎台岡

歳
入
決
算
額

蔚

H

一
、
入
七
八
、
七
一
五

一
、
一
二
五
、
六
三
四

二
、
七
五
〇
、
七
四
二

Ｉ
、
五
八
四
、
八
〇
五

七
、
三
三
九
・
八
九
六

二
、
人
口
二
ま
吋
惣

静長横金熊尼広

　　

須

岡崎賀沢本崎島

　

六
、
三
二
七
、
五
五
五

　

六
、
〇
八
一
、
六
四
六

一
七
、
六
四
九
、
〇
二
四

　

六
、
一
四
二
、
〇
四
九

四
二
、
二
四
三
、
四
四
一

△△

九
四
四
、
五
二
六

一
三
四
、
八
七
一

六
七
八
、
二
六
二

Ｉ
七
四
、
一
六
一

ぺ
“て

八一二
八一三
五入三

　

歳
出
決
算
額

　
　
　
　
　
　

千
円

一
、
七
四
四
、
四
九
六

一
、
一
五
七
、
四
一
二

　

〈

二
、
五
三
一
、
四
六
一

一
、
四
七
四
、
二
三
四

六
、
九
〇
七
、
六
〇
一
七

一
、
八
三
六
、
五
Ξ
八

　
　

て
八
三
五
、
一
〇
六

一
、
六
六
一
、
四
九
二
。

　

二
、
〇
六
四
、
九
六
一

　

八
三
二
、
四
六
八

　
　
　

八
六
四
、
一
六
七

一
、
〇
九
二
、
五
二
九

　
　

一
、
一
二
六
、
〇
五
九

　

九
九
四
、
入
五
三

　
　
　

九
二
六
、
二
二
七

一
、
一
九
三
、
八
二
Ｉ

　
　
　

一
、
一
七
〇
、
四
〇
五

　

九
九
二
、
五
九
四

　
　
　

九
五
一
、
一
〇
一

｀△△△

、
Ｏ
Ｏ
八

、
六
入
七

、
六
七
九

差

　

引

　

額

　
　
　
　
　

千
円

　

一
三
四
、
二
Ｉ
九

　
　

三
一
、
七
七
八
゛
‘

　

二
Ｉ
九
、
一
｝
八
一

一
一
〇
、
五
七
一

四
三
二
、
二
九
三

心
△四
三六

四
、
〇
七
一

一
、
七
七
八

　
　

一
、
四
三
二

四
〇
三
、
四
六
九

　

三
一
、
六
九
九

　

三
三
、
五
三
〇

　

六
八
、
六
二
六

　

二
三
、
四
二
〈

　

四
一
、
四
九
三

　
　
　
　
　
　

一
二

三
四
〇
、
三
九
五

　

九
九
、
四
四
四

　
　
　
　

二
一
三

三
四
九
、
六
五
九

九
三
九
、
六
八
一

　
　
　
　
　
　
　

｛

　
　
　

六
〇
四
、
一
三
一

△

　
　

二
三
四
、
三
一
五

〈

　
　

六
七
八
、
四
七
五

△

　
　

一
七
五
、
四
九
八

△

　

七
〇
六
、
六
七
三

△
一
、
＝
二
〇
、
八
〇
四

　
　
　

六
〇
四
、
一
三
」

事
業
繰
越
額

　
　
　

ｊ

　

々
円
’

　

九
〇
、
八
八
二

　
　

Ｉ
〇
、
六
九
六

　

△

　

一
九
五
、
七
九
七

　

九
三
、
〇
五
一

　

三
九
〇
、
四
二
六

一
四
四
、
二
〇
二

　
　
　
　
　

－

　

三
六
、
九
九
一

　

七
六
、
四
八
一

　

七
四
、
二
四
〇

　

六
四
、
二
九
九

　

六
九
、
一
二
四

△△.△八△△△

純
剰
余
（
不
足
）
額

　
　
　
　
　

千
円

四
三
、
三
三
七

四
二
、
四
七
四

二
三
、
四
八
四

一
七
、
五
二
つ

四
一
、
八
六
七

.べ
△

四八

二四

　

ゝゝ
四三

七四

四一

一
四
二
、
七
七
〇

四
〇
三
、
四
六
九

　

六
八
、
六
九
〇

一
一
〇
、
〇
Ｌ
一

　
　

五
、
六
一
四

　

四
〇
、
八
入
三

　

二
七
｀
、
六
三
一



　

一
九
、
二
六
〇

四
四
七
、
〇
二
六
’
、

合入姫

　

岐新函鹿

　　　　

‘児

阜潟館島

堺

計幡路

一
二
、
人
口
Ｉ

合布富高浜松西小

　

岡和大下佐小

　　　　　　

，

　

呉

　

歌牟

　

世

計施山知松.山宮樽

　

山山田関保倉

　

一
、
二
五
四
’
九
八
一

　

コ
〇
四
三
、
〇
五
五

　
　

九
五
一
、
一
五
〇

　

一
、
〇
〇
五
、
二
七
五

　
　

九
四
三
、
六
三
五

　
　

九
九
七
、
五
九
七

　

一
、
六
八
〇
、
七
五
五

一
ヱ
ハ
、
四
八
〇
、
七
四
三

遥

　

一
、
〇
六
四
、
三
三
六

　
　

九
四
二
、
二
九
〇

　

一
、
一
〇
一
、
四
九
三

　
　

八
五
二
、
五
七
六

　
　

七
三
〇
、
〇
五
〇

　
　

八
九
二
、
五
八
〇

　
　

九
八
四
、
三
七
五

　
　

八
九
六
、
八
六
一

　

一
、
一
七
三
、
九
二
二

　
　

七
三
五
、
四
一
九

　
　

六
八
六
、
五
四
九

　

一
、
〇
三
二
、
五
七
一

　
　

七
八
六
、
二
五
四

　
　

五
八
四
、
一
七
二

Ｉ
ニ
、
四
六
三
、
四
四
八

　

一
、
一
七
八
、
七
八
七

　
　
　
　

七
六
、
一
九
四

　

一
、
一
八
八
、
六
三
七

　

〈

　
　

一
四
五
、
五
八
二

　
　

八
三
七
、
一
四
〇
一

　
　
　
　

一
一
四
、
〇
一
〇

　
　

九
五
七
、
九
四
五

　
　
　
　
　

四
七
、
三
三
〇

　

一
、
〇
六
四
、
七
】
八

　

△

　

一
一
二
Ｉ
、
〇
八
三

　
　

九
八
六
、
五
Ξ
Ξ

　
　
　
　
　

一
一
、
〇
六
四

　

一
、
三
八
四
、
一
七
四

　
　
　

二
九
六
、
五
入
一

一
六
、
五
三
五
、
九
六
〇

　

〈

　
　
　

五
五
、
二
Ｉ
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
八
〇
、
一
四
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

｛
〈
七
三
五
、
三
六
三

　
　

九
〇
一
、
二
七
五

　
　

九
二
二
、
三
六
八

　

一
、
一
九
八
、
九
六
九

　

△

　
　

八
一
三
、
六
一
〇

　
　

七
二
九
、
一
九
二

　
　

八
九
二
、
四
九
八

　
　

九
八
二
、
三
二
四

　
　

九
五
〇
、
〇
四
〇

　

〈

　

一
、
一
。
０
七
、
Ξ
七
三

　

一
、
〇
八
『
、
九
一
五

　

△

　
　

六
七
四
、
四
六
七

　
　

八
七
一
、
七
二
〇

　
　

七
八
六
、
二
三
Ｏ

　
　

六
〇
三
、
四
三
二

　

△

一
二
、
五
一
五
、
四
一
三

　

〈

一
六
三
、
〇
六
一

　

一
九
、
九
二
二

　

九
七
、
四
七
六

　

三
八
、
九
六
六

　
　
　
　

八
五
八

　
　
　
　
　

八
二

　
　

二
、
〇
五
一

　

五
三
、
一
七
九

　

六
六
、
五
四
九

三
四
六
、
四
九
六

　

一
二
、
〇
八
二

ヱ
ハ
〇
、
八
五
二

　
　
　
　
　

二
四

　

一
九
、
二
六
〇

　

五
一
、
九
六
五

　

七
二
、
一
八
一

一
一
二
、
〇
一
五

　

△

　

五
五
、
六
〇
三

　
　
　
　
　

－

　

一
九
、
三
〇

り

　

に

こ
○
八
、
〇
二
三

九
三
二
、
四
六
七

　

△

　
　
　
　
　
　
　
　

Ｆ

ヽ

一
〇
三
、
入
〇
〇

　

一
四
、
九
九
四

　

五
八
、
三
一
六

　

△

　

二
二
、
四
一
〇

　
　
　

七
四
九

　

一
六
、
〇
七
六

　

△

　
　
　

八
八
六

　

一
九
、
六
四
四

　

△

　

六
五
、
三
一
四

一
〇
一
、
八
七
二

　
　

四
、
〇
一
三

二
五
七
、
五
九
七

　

五
八
、
四
〇
七

　

四
七
、
三
三
〇

一
一
二
、
〇
八
三

　
　

八
、
二
四
四

　

八
八
、
五
五
八

九
八
七
、
六
八
四

一
九
八
、
三
〇
八

一
八
五
、
九
九
二

　

五
九
、
二
六
一

　
　

四
、
九
二
入

一
五
五
、
七
九
二

　

二
五
、
五
五
六

　
　
　
　

一
〇
九

　

一
五
、
九
九
四

　
　

一
、
一
六
五

　

七
二
、
八
二
三

　
　

一
、
二
三
五

〈

　

三
四
六
、
四
九
六

　
　
　
　

一
二
、
〇
八
二

　
　
　
　

五
八
、
九
七
九

　
　
　
　
　
　
　

二
四

　
　
　
　
　
　
　

－

　

△

三
九
五
、
〇
六
一

　

△

　
　
　
　
　
　
　

一
三



四
、
人
口
一
心

　 　
訂
釧
匹

福入山宇冑室川明浦｀高盛久甲旭四門高宮秋宇徳千豊
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留

　　　

日
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七
g
l
二
＞
九
二
Ｉ

五
五
八
、
〇
九
六

五
二
九
、
二
六
六

七
三
一
、
七
三
二

五
五
八
、
三
二
六

四
七
二
、
六
六
五

七
〇
四
、
二
三
七

八
五
七
、
六
五
六

七
〇
三
、
九
五
三

六
三
九
、
五
八
九

四
五
三
、
二
二
〇

五
六
四
、
六
二
二

四
三
六
、
三
一
四

五
一
〇
、
三
八
八

三
九
八
、
」
一
五

四
五
六
、
五
三
三

四
二
〇
、
六
〇
八

六
四
六
い
九
〇
七

四
八
入
、
六
六
九

三
七
七
、
七
六
七

三
九
九
、
七
九
三

三
三
九
、
一
七
三

六
六
一
双
六
〇
一

七
一
七
、
二
・
三
九

六
〇
四
、
九
六
七

五
五
九
、
一
〇
六

七
六
三
、
五
二
・
〇

五
五
〇
、
一
一
四

四
七
一
、
六
五
二

△△△

七
四
八
、
五
六
六

　

△

八
五
笠
、
五
四
七

六
三
五
、
六
〇
八

六
一
、
四
、
一
三
四

四
八
五
、
入
七
二

　

〈

五
〇
九
、
六
〇
八

四
一
一
、
九
五
九

五
四
〇
、
五
四
〇

四
一
七
、
五
七
七

五
三
四
、
六
〇
八
．

四
六
〇
、
三
〇
八

六
一
九
、
二
六
七

五
一
四
、
二
〇
八

四
〇
〇
、
Ξ
六
四

四
一
九
、
八
四
五

四
一
四
、
七
九
一

七
一
九
、
三
八
一

△△△乙△△△△△

　

〈
五
一
六
、
四
一
一

｛

　

四
六
四
、
四
四
六

二
五
、
六
八
二

四
六
、
八
七
一

二
九
、
八
四
０
　

三
一
、
七
八
八

　

八
、
二
一
二

　

Ｉ
、
Ｏ
一
三

四
四
、
三
二
九

～
二
、
一
〇
九

六
八
、
三
四
五

二
五
、
四
五
五

三
二
、
六
五
二

五
五
、
〇
〇
五

二
四
、
三
五
五

三
〇
、
一
五
二

Ｉ
九
、
四
六
二

七
八
、
〇
五
五

三
九
、
七
〇
〇

二
七
、
六
四
〇

二
五
、
五
三
九

二
二
、
五
九
七

二
〇
、
〇
五
二

七
五
、
六
一
八

五
五
・
・
、
七
八
〇

一
四

三
〇
、
二
五
四

　

〈

　
　
　
　
　

－

　

△

　
　
　
　
　

－

　

ふ

　
　
　
　
　

Ｉ

　

〈

　

七
、
二
三
三
・

　
　
　

六
三
八

一
八
、
五
三
一

三
二
、
七
五
九

三
八
、
一
四
六

二
〇
、
一
一
四

　
　
　
　
　

－

　
　
　

四
〇
四

　
　
　
　
　

－

　
　
　

一
九
八

四
七
、
三
七
七

一
三
．
六
〇
六

　
　
　
　
　

－

△△八△△ム△△△△△△△

二

一六
六一

三Ｏ
召ｇ
一一
三六
九五

　

四
、
五
七
二

四
六
、
八
七
一

二
九
、
八
四
〇

三
一
、
七
八
八

　
　
　

九
七
九

　
　
　

三
七
五

四
四
、
三
二
九

　

二
、
一
〇
九

四
九
、
入
一
四

　

七
、
三
〇
四

三
二
、
六
五
二

一
六
、
八
五
九

　

四
、
二
四
一

三
〇
、
一
五
二

Ｉ
九
、
八
六
六

七
八
、
〇
五
五

三
九
、
八
九
八

一
九
、
七
三
七

三
九
、
一
四
五

二
二
、
五
九
七

二
〇
、
０
　
五
二

七
五
、
六
一
八

五
五
、
七
八
〇
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四
九
七
、
九
九
七

　
　
　

五
五
三
、
八
〇
一

　

△

　
　

三
四
八
、
五
七
三

　
　
　
　

三
四
二
、
一
二
〇
．

　
　

四
五
四
、
〇
五
五

　
　
　

三
九
七
．
０
七
一

　
　

四
七
六
、
四
二
Ｉ

　
　
　
　

四
二
九
、
九
九
一

　
　

三
七
五
、
七
「
五

　
　
　
　

三
六
一
．
九
五
三

一
四
、
八
〇
六
、
九
〇
三

　

一
五
、
〇
五
三
、
六
八
七

　

〈
心

　　

八

五
、
人
口
七
万
以
上

三
八
市
合
計

　
　

一
四
、
七
七
六
、
一
四
一

　

一
五
、
〇
七
六
、
三
〇
八

六
、
人
口
五
万
以
上

五
二
市
合
計

　
　

一
三
、
三
六
四
、
八
六
六

　

一
三
、
四
二
Ｉ
、
四
八
六

七
、
人
口
四
万
以
上

四
六
市
合
計

　
　
　

八
、
六
二
五
、
六
七
七

　
　

九
、
〇
三
一
、
七
九
八

八
、
人
口
四
万
以
下

三
〇
市
合
計

　
　

一
〇
、
二
〇
六
、
七
八
六

　

一
〇
、
五
二
Ｉ
、
四
三
八

/へ
算

入

洩

x､ノ

九

総

計

　
　
　

九
二
〇
、
八
八
二

九
八
、
九
八
五
、
三
四
二

　
　
　

八
一
八
、
一
二
五

九
九
、
八
八
一
、
八
一
八

　

五
五
、
八
二
四

　
　

六
、
四
五
三

　

五
六
、
九
八
四

　

四
六
、
四
三
〇

　

一
三
、
七
九
二

二
四
六
、
七
八
四

六
〇
八
、
二
五
九

Ξ
六
一
、
四
七
五

△

　
　

三
〇
〇
、
一
六
七

　

△
、
七
二
二
、
二
Ｉ
七

｛

　

四
二
二
、
〇
五
（
ｙ

心

五
六
、
六
二
〇

.べ

△

四三

三八

九三

　

ゝゝ
八二

四二

四四

△

四

○

ぺ

　

△

一五
一一一一
一一

六
、
一
二
Ｉ

九
、
六
四
五

三
、
五
二
四

△

　

三
一
四
、
六
五
二

　

△
五
二
五
、
二
二
四

｛

　

二
Ｉ
〇
、
五
七
二

　
　
　

一
〇
二
、
七
五
七

△

　

八
九
六
、
四
七
六

　

△
四
、
一
一
八
、
七
四
一

｛

　

三
、
二
二
二
、
二
六
五

一

一

㎜al

　
　
　
　
　
　

－

　

△

　
　

六
、
四
五
三

　

五
六
、
九
八
四

　

五
〇
、
六
三
四

　

△

　

一
三
、
七
九
一
二

三
三
七
、
一
二
二

　

△

　

五
五
、
八
二
四

　
　
　
　
　
　
　
　

〇

　
　
　
　
　
　
　
　

〇

　
　
　

四
、
二
〇
四

　
　
　
　
　
　
　
　

〇

五
八
三
、
九
〇
七

　

△
六
五
八
、
二
八
四

｛

一

　

七
四
、
三
七
七

三
一
六
、
五
三
六

　

〈

　

六
一
六
、
七
〇
三

　

△
八
三
九
、
五
二
六

｛

　

二
二
二
、
八
二
三

二
百
〇
、
三
二
Ｉ

　

△

　

二
八
六
、
九
四
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　

．
二
二
Ｉ
、
一
〇
五

　
　
　
　
　
　
　
　

（
〈
五
〇
八
、
〇
四
六

「
三
〇
、
〇
一
二

　

△

　
　

五
三
六
、

　
　
　
　
　
　
　
　

△
五
九
〇
、

　
　
　
　
　
　
　
　

｛

　

五
四
、

二
四
〇
、
三
六
三

　

〈

　
　

五
五

一
二
〇
、
五
五
八

〇
九
二
、
八
六
七

ぺ
４

　

△八．べ

一

五

△
六
三

　
　

八

五一三

三尺五

ゝゝ

　

ゝ
四六一
七〇三
五八三

○
一
五

回
≒

　
　

一
。
七
、
八
〇
一

、
九
八
九
、
三
四
三

　

ゝゝ
○一

九〇

　

一
ベベ

四〇

二七

二九



一
六

　
　
　

（
註
）
「
算
入
洩
れ
」
と
は
岐
阜
市
ほ
か
十
市
に
お
け
る
特
別
会
計
の
う
ち
、
一
般
会
計
と
し
て
合
算
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
算
入
洩
れ
と
な
つ
た
も

　
　
　
　
　
　

の
で
あ
右
。

　
　
　
　
　
　
　

｀

別
表
第
四

　

町
村
決
算
状
況

都
道
府
県

町
村
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二
六
二

　

一
六
〇

二
ニ
ハ

ー
八
五

二
二
〇

二
一
八

三
七
五

三
六
二
・

一
六
六

一
九
一

三
一
五

二
八
四

　

七
九

一
〇
八

三
七
七

一
九
二

Ｉ
七
七

一
四
八

一
九
〇

歳

入

歳

　
　
　
　
　
　
　

千
円

｝
一
、
七
九
九
、
九
三
〇

　

二
、
四
五
六
、
〇
六
九

　

三
、
七
三
Ξ
、
三
八
六

　

三
、
五
四
八
、
二
入
八

　

三
、
三
七
二
、
三
九
一

　

二
、
九
七
一
、
三
七
一

　

四
、
六
九
〇
、
七
六
五

　

四
、
〇
〇
五
、
入
九
七

　

二
、
九
〇
八
、
七
一
四

　

二
、
九
九
八
、
一
四
四

　

三
、
六
九
一
、
八
〇
〇

　

三
、
三
六
六
、
〇
九
八

　

一
、
五
六
六
、
七
〇
五

　

一
、
八
三
三
、
七
九
六

　

五
、
三
四
六
、
四
五
六

　

二
、
二
六
〇
、
八
二
〇

　

二
。
一
二
六
、
八
〇
八

　

一
、
七
〇
八
、
二
六
八

　

一
、
七
一
一
、
四
二
二

出

-

決

　
　

算

総

　
　

括

　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

一
、
九
八
六
、
八
六
八

　

△

　

一
八
六
、
九
三
八

二
、
四
四
一
、
八
八
六

三
、
五
九
七
、
六
二
九

三
、
五
二
四
、
一
二
四
〇

三
、
二
九
八
、
七
八
四

二
、
八
五
六
、
五
九
二

四
、
五
〇
八
、
七
〇
九

三
、
七
〇
〇
、
五
八
五

二
、
六
八
八
、
〇
五
四

二
、
七
八
七
、
三
二
四

三
、
三
六
一
、
一
八
三

三
、
〇
七
四
、
九
四
〇

一
、
四
八
二
、
三
二
五

一
、
七
二
二
、
七
一
九

五
、
一
六
三
、
九
四
九

二
、
一
八
七
、
八
八
七

二
、
〇
四
九
、
五
三
五

一
、
六
九
二
、
二
八
二

Ｉ
、
六
一
八
、
一
四
六

　

一
四
、
一
八
三

一
三
五
、
七
五
．
七

　

二
三
、
九
四
八

　

七
三
、
六
〇
七

一
一
四
、
七
七
九

一
八
二
、
〇
五
六

三
〇
五
］
二
二

二
二
〇
、
六
六
〇

二
［
〇
、
八
二
〇

三
三
〇
、
六
一
七

　

赤
字
団
体

－町
村
数

　
　

赤

　
　

字

　
　

額

　
　
　

千
円

九
九

　
　

三
三
五
、
一
五
六

二
八

-
一

二
九
て
一
五
八

　
　

一

　

八
四
、
三
八
〇

一
二
〇
、
ｊ
Ｏ
七
七

一
八
二
、
五
〇
七

　

七
二
、
九
三
三

　

七
七
、
二
七
三

　

一
五
、
九
八
六

　

九
三
、
二
七
六

　 　 　

一

一 ヽ 一

-

　

一

　　

一

　　　　　　　　　　　　　

一
五,四三九四四二IO三九二四五四七八四

六
五
、
六
三
一

一
二
、
五
一
五

七
六
、
八
二
二

Ｉ
ニ
、
三
四
五

一
九
、
五
九
七

一
三
、
二
八
二

　

四
２
二
九

　

一
、
六
〇
〇

二
四
、
一
六
三

　

二
、
九
九
九

　

七
、
二
九
一

　

二
、
八
六
二

　

五
、
二
五
〇

七
一
、
ヱ
ハ
三

一
四
、
五
四
七

一
四
、
．
五
一
三

五
五
、
三
四
〇

　

六
、
一
六
三

歳

入

歳

出

歳

計

剰

余

金
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三
七
二

二
八
一

二
七
一

二
〇
五

二
．
六
九

一
五
七

一
四
四

一
三
四

三
〇
八

二
二
六

一
九
六

一
六
六

二
一
一

三
二
八

三
三
七

一
六
一

一
二
五

一
五
六

二
三
三

｛
六
九

二
五
〇

一
二
〇

一
五
五

三
二
〇

一
八
九

　

七
三

　

五
、
八
〇
七
、
三
三
四

　

三
、
五
九
九
、
四
八
一

　

四
、
七
九
Ξ
、
三
九
一

　

五
、
二
七
（
）
、
二
八
二

’
二
、
六
五
六
、
五
八
七

　

一
、
八
八
五
、
九
三
九

　

一
、
五
六
〇
、
一
九
三

　

二
、
三
六
六
、
三
六
四

　

Ξ
、
七
八
三
、
四
九
五

　

一
、
七
四
六
、
〇
〇
二

　

二
、
〇
二
七
、
七
〇
三

　

一
、
五
四
〇
、
Ξ
七
〇

　

二
、
五
九
四
、
七
三
六

　

三
、
八
七
六
、
一
七
一

　

五
、
三
四
七
、
八
九
五

　

四
、
六
三
九
、
八
八
五

　

二
、
〇
五
六
、
Ξ
八
四

　

二
、
一
七
六
、
四
一
九

　

Ξ
、
三
三
六
、
五
二
三

　

二
、
一
二
Ｉ
、
〇
四
一

　

五
、
三
八
六
、
九
五
六

　

二
、
四
二
五
、
六
一
六

　

二
、
九
〇
〇
、
二
七
八

　

Ξ
、
二
四
九
、
七
九
五

　

二
、
四
六
九
、
六
五
〇

　

二
、
〇
二
九
、
四
二
六

五
。
六
一
六
、
四
一
九

三
、
二
三
七
、
八
五
五

四
、
三
九
五
、
ｂ
九
九

四
、
八
一
八
、
三
六
八

二
、
四
八
三
、
七
三
七

一
、
七
三
九
、
二
二
七

一
、
五
二
六
、
二
九
二

二
、
二
七
三
、
旦
二
五

三
、
六
四
七
、
一
一
一

一
、
六
九
〇
、
〇
六
七

一
、
八
八
九
、
三
三
〇

一
、
五
〇
一
、
六
七
四

一
九
〇
、
九
一
五

三
六
一
、
六
二
六

三
九
八
、
二
九
二

四
五
一
、
九
一
四

一
七
二
、
八
五
〇

一
四
六
、
七
一
二

　

三
三
、
九
〇
一

　

九
三
、
三
二
九

二
二
六
、
三
八
四

　

五
五
、
九
三
五

一

七
一
一

一
四

一
一

一七

一

四

　

一一
六七六

一
三
八
、
三
七
三

　
　

一
〇

三
八
、
六
九
六

二
、
五
九
七
、
九
三
四

　

△

　
　
　

三
、
一
九
八

三
、
六
六
一
、
六
三
九

　
　

二
Ｉ
四
、
五
三
二

四
、
九
八
八
、
七
〇
一

四
、
四
二
〇
、
二
二
六

一
、
九
九
八
、
三
七
〇

二
、
〇
七
三
、
九
一
五

三
、
二
三
三
、
九
三
九

二
、
一
二
〇
、
八
三
五

五
、
二
三
九
、
七
〇
四

二
、
二
七
一
、
一
九
五

二
、
七
五
六
、
九
八
二

三
、
〇
八
五
、
四
六
七

二
、
Ξ
Ξ
〇
、
三
六
九

一
、
九
九
一
、
九
九
五

三
五
九
、
一
九
四

二
Ｉ
九
、
六
五
九

　

五
八
、
〇
一
四

一
〇
二
、
五
〇
四

　

八

四
三

　

四
一
一

一
六

一
一

一七

一
〇
二
、
五
入
四

　
　

二
三

　
　
　

二
〇
六

　
　

一
四

一
四
七
、
二
五
二

　
　
　

五

一
五
四
、
四
二
Ｉ

　
　
　

三

一
四
三
、
二
九
六

　
　
　

五

一
六
四
、
三
二
八

　
　
　

七

一
三
九
、
二
八
一

　
　
　

三

　

三
七
、
四
三
一

　
　
　

一
〇

一
七

三
〇
］
一
〇

　

四
、
九
三
三

　

四
、
〇
七
一

　

一
、
五
五
〇

一
四
、
二
二
四

　
　
　
　
　

－

　

七
、
〇
九
〇

三
六
、
一
四
一

三
三
、
三
〇
二

　

三
、
五
二
七

　

七
、
三
五
．
七

二
二
、
六
九
七

三
二
、
三
四
四

　

二
、
三
〇
八

一
一
、
三
七
七

四
生
、
〇
五
八

一
九
、
〇
丑
五

一
九
、
六
三
九

四
九
、
四
五
一

二
二
、
二
〇
七

　

四
、
六
三
七

　

六
、
三
五
六

　

二
、
四
八
六

　

五
、
三
二
二

　

二
、
一
六
七

一
四
、
七
一
四



鹿

　

児

　

島

　
　
　
　

一
一
七

　
　
　

三
、
九
二
二
、
九
〇
三

　
　

計

　
　
　
　

九
、
入
Ｏ
八

　

一
五
「
、
六
六
七
、
九
四
七

別
表
第
五

　

特
別
区
区
別
決
算
状
況

特
別
区
名

中渋江文荒目江中港豊板墨葛新台北足品杉大層:

　　　　　　　

戸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

田

央谷東.京川黒川野

　

島橋田飾宿東

　

立川並田谷

歳
入
決

七
五
八
、

記

七
一
四
２
〈
六
四

五
七
五
、
四
六
八

四
八
九
、
七
九
九

三
八
一
、
八
七
〇

四
三
四
、
二
九
七

四
八
九
、
六
〇
入

五
五
四
、
二
五
二

三
七
五
、
三
九
〇

四
三
〇
、
五
一
一

三
五
Ξ
、
六
五
七

三
八
三
、
三
四
四

五
一
九
、
六
八
四
｀

三
八
六
、
一
四
七

四
一
六
、
〇
九
六

三
六
五
、
三
〇
三

二
九
三
、
三
八
八

四
〇
九
、
八
〇
四

三
五
五
、
一
一
二

三
六
六
、
二
四
〇

四
三
六
、
四
六
ニ

　
　

三
、
七
九
二
、
九
二
六

一
四
五
、
一
一
七
、
一
四
入

歳
出
決

六
九
二
、

ｷ:

五
九
七
、
八
三
七

五
三
五
、
八
四
一

四
三
〇
、
九
四
一

三
四
四
、
九
六
二

四
三
〇
、
三
二
六

四
四
一
尺
二
三
九

四
九
五
、
六
二
四

三
六
五
、
〇
四
七

三
五
〇
、
六
一
三

三
一
九
、
一
一
四

三
三
五
、
八
六
六

四
四
九
、
〇
一
六

三
六
三
、
四
〇
五

Ξ
Ξ
七
、
八
〇
四

三
三
五
．
．
三
二
六

二
八
一
、
七
六
四

三
八
二
、
八
二
五

三
四
四
、
九
七
九

三
五
三
、
一
三
一

四
一
二
、
〇
五
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
八

　
　

一
二
九
、
九
七
七

　
　
　

九

　
　
　
　

一
五
、
三
一
九

六
、
五
五
〇
、
七
九
九

　

六
〇
〇

　

一
、
一
五
一
、
九
〇
〇

差

　
　

引

　
　

額

　
　
　
　
　
　

千
円

　
　

六
六
、
九
〇
九

　

一
一
六
、
八
二
七

　
　

三
九
、
六
二
七

　
　

五
入
、
八
五
八

　
　

三
六
、
九
〇
八

　
　
　

三
、
九
七
一

　
　

四
六
、
三
六
九

　
　

五
八
、
六
二
八

　
　

一
〇
、
三
四
三

　
　

七
九
、
八
九
八

―

　

三
四
、
五
四
三

　
　

四
七
‘
．
四
七
八

　
　

七
〇
、
六
六
八

　
　

二
二
、
七
四
二

　
　

七
八
、
二
九
二

　
　

二
九
、
九
七
七

　
　

一
二
六
二
四

　
　

二
六
、
九
七
九

　
　

一
〇
、
一
三
Ξ

　
　

一
三
、
一
〇
九

　
　

二
四
、
四
一
「

事
業
繰五

九
、
七
四
一

二
五
、
八
八
一

　

七
、
二
四
二

二
九
、
四
九
八

　
　
　
　
　

－

二
〇
、
八
三
八

二
七
、
六
八
三

一
五
、
八
一
八

　

△

三
四
、
六
八
一

二
七
、
五
九
二

三
六
、
六
四
一

　

三
、
七
（
）
三

一
五
、
六
一
一

四
六
、
四
〇
一
千

一
一
、
二
三
六

　

六
、
八
四
四

　

五
、
八
五
〇

一
五
、
〇
一
二

　

〈

　

Ξ
、
七
七
一

　

九
、
九
Å
一

純
剰
余
（
不
足
謐
一

　
　

八
、
四
二
二

五
七
、
〇
八
六

一
三
、
七
四
六

五
一
、
六
一
六

　

七
、
四
一
〇

　

三
、
九
七
一

二
五
、
五
三
一

三
〇
、
九
四
五

　

五
、
四
。
七
五

四
五
、
二
Ｉ
七

　

六
、
九
五
一

一
〇
、
八
三
七

六
六
、
九
六
五

　

七
、
一
三
一

三
一
、
八
八
九

一
八
、
七
四
一

　

四
、
七
八
０
　

一
二
、
｝
二
九

　

四
、
八
七
九

　

九
、
Ξ
Ξ
八

一
四
、
四
三
〇



合千練

　

代

計田馬

　
　

二
六
九
、
三
七
〇

　
　

三
六
三
、
三
六
一

一
〇
、
一
二
二
、
七
五
六

三
、
地
方
団
体
の
決
算
の
動
き

　

ン

　

ー

　

概

　
　
　

況

　
　

二
二
四
、
二
四
四

　
　

三
一
七
、
六
九
三

九
、
一
四
三
、
六
六
八

　

四
五
、
一
二
六

　

四
五
、
六
六
八

九
七
九
、
〇
八
八

　

三
九
、
三
一
六

　

五
〇
、
一
一
五

　

〈

五
五
一
、
九
四
四

　
　

五
、
八
一
〇

　
　

四
、
四
四
七

四
二
七
２
四
四

　
　
　

四
四
一
、
九
四
五

ぺ
△

　
　
　

一
四
、
八
〇
一

　

昭
和
二
十
六
年
度
の
地
方
団
体
に
お
け
る
決
算
状
況
を
前
年
度
の
そ
れ
と
比
較
し
て
、
地
方
財
政
の
決
算
の
動
き
に

つ
い
て
考
察
す
な
地
方
団
体
の
全
体
を
通
ず
る
決
算
に
つ
い
て
は
＾
昭
和
二
十
五
年
度
は
歳
計
剰
余
金
二
一
八
億
七

千
四
百
万
円
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
昭
和
二
十
六
年
度
は
二
四
六
億
五
千
六
百
万
円
で
あ
る
か
ち
、
総
額
に
お
い
て
は
前

年
度
よ
り
二
七
億
八
千
二
百
万
円
の
増
加
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
決
算
に
恥
け
る
歳
出
総
額
に
対
す
る
歳
計
剰
余
金

の
割
合
は
、
前
年
度
四
・
ヱ
ハ
％
で
あ
る
印
に
対
し
て
、
二
十
六
年
度
は
三
・
六
九
％
で
あ
っ
て
そ
の
割
合
は
減
少
し

て
い
る
。
ヽ
従
っ
て
、
地
方
財
政
は
総
括
的
に
は
前
年
度
よ
り
屯
悪
化
１
　
て
い
る
。

　

郡
道
府
県
を
通
じ
て
は
歳
計
剰
余
金
は
五
一
億
二
千
六
百
万
円
の
増
加
と
な
っ
て
お
り
、
歳
出
総
額
に
対
す
る
歳
計

剰
余
金
の
割
合
屯
前
年
度
四
・
四
六
％
か
ら
四
・
七
八
％
と
若
干
の
増
率
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
都
道
府
県
財
政

。
の
決
算
状
況
は
、
総
括
的
に
は
前
年
度
よ
り
好
転
し
て
い
る
。

　

市
町
村
を
通
‥
し
に
そ
は
、
歳
計
剰
余
金
は
二
三
億
四
千
三
百
万
円
の
減
少
と
･
＾
s
＾
、
そ
の
歳
出
総
額
に
対
す
る
歳
計
剰

余
金
の
割
合
屯
前
年
度
三
・
八
五
％
よ
り
本
年
度
二
・
三
二
％
と
減
率
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
で
、
市
町
村
財
政
の
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
九



二
〇

算
状
況
は
、
総
括
昨
に
は
前
年
度
よ
り
悪
化
し
て
い
る
・

　

地
方
団
体
の
決
算
に
き
け
る
歳
計
剰
余
金
の
増
減
の
概
況
及
び
そ
の
歳
出
総
額
に
対
す
る
歳
計
剰
余
金
の
割
合
は
、

総
括
的
に
は
次
の
と
、
‘
り
で
弗
る
。

区
市都合

道
府

特･町市五

大町

分市村県

別

区村計

ム

　
　
　

歳

－二

　

五

　

年

　

度

一
二
、
六
六
三
、
九
り
Ｊ

九
、
二
Ｉ
ｏ
、
ｏ
九
八

’
一
己
二
〇
、
一
六
〇

　

四
八
九
、
六
八
五

　

△

Ｘ
、
九
一
六
、
四
一
一

　

九
二
四
、
一
六
二

計

剰

余

　
　
　

金

　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

一
七
、
七
九
〇
、
三
五
〇

　
　
　

五
、
一
二
六
、
四
〇
七

　

六
、
八
六
六
、
四
一
九

　

△

　

二
、
三
四
三
、
六
七
九

　
　

二
三
三
、
〇
〇
八

　
　

八
九
六
、
四
七
六

六
、
五
五
〇
、
七
九
九

　
　

九
七
九
’
、
○
八
八

a△

二
Ｉ
、
八
七
四
、
〇
四
一

　
　

二
四
、
六
五
六
、
七
六
九

一
、
三
五
三
、
一
六
八

一
、
三
八
六
、
一
六
一

二
、
三
六
五
、
六
一
二

　
　
　

五
四
、
九
二
六

二
、
七
八
二
、
七
二
八

歳
出
規
模
に
対
す
る
歳
計
剰
余
金
の
割
合

二

　

五

　

年

　

度

　
　

二

　

六

　

年

　

度

　
　
　
　
　
　
　

弗

　
　
　
　
　
　
　
　
　

％

　
　
　
　

四
・
四
六

　
　
　
　
　
　

四
・
七
八

△

　

三
・
八
五

　

三
・
二
Ｉ

　

〇
・
六
四

　

七
・
四
四

一
一
・
五
七

　

四
・
一
八

△

　

二
・
三
二

　

〇
・
五
五

　

〇
・
九
〇

　

四
・
五
一

一
『
〇
・
七
一

　

三
・
六
九

　

都
道
府
県
財
政
辺
決
算
状
況
は
、
前
述
の
と
あ
り
総
括
的
に
は
前
年
度
よ
。
り
好
転
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
地
方
税

収
入
特
に
法
人
事
業
瀦
収
入
の
著
し
り
増
収
の
結
果
で
あ
っ
て
、
東
京
、
大
阪
、
愛
知
、
神
奈
川
等
辺
都
府
県
の
如
き

経
済
界
の
活
況
に
恵
ま
れ
た
税
収
偏
在
度
の
高
い
団
体
に
お
い
で
そ
の
財
状
が
著
し
く
好
転
し
て
い
る
反
面
、
他
の
道

府
県
に
き
び
で
は
そ
の
財
政
は
悪
化
し
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、
東
京
、
大
阪
、
愛
知
、
神
奈
川
の
四
団
体
に
鳶
け
る
歳
計
剰
余
金
の
総
額
は
八
〇
億
一
千
四
百
万
円
に

達
し
、
都
道
府
県
全
団
体
の
歳
計
剰
余
金
の
総
額
一
七
七
億
九
千
万
円
の
昨
五
％
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
Ｇ
四
団
体

に
お
け
る
歳
出
総
額
に
対
す
る
歳
計
剰
余
金
の
割
合
は
、
前
年
度
六
・
三
七
％
、
本
年
度
九
・
三
七
％
と
著
し
い
増
率

一
一

五

年

度

一
一

六

年

度

増

減



を
示
し
て
い
る
に
対
し
て
、
四
団
体
を
除
く
道
府
県
に
う
い
て
は
そ
の
割
合
は
、
前
年
度
三
・
八
七
％
、
本
年
度
三
・
四

一
％
と
減
率
し
て
い
る
。

　

歳
計
剰
余
金
の
増
加
状
況
及
び
歳
出
規
模
に
対
す
る
歳
計
剰
余
金
の
割
合
に
つ
い
て
、
東
京
、
大
阪
、
愛
知
、
神
奈

川
四
団
体
と
そ
の
他
の
団
体
の
概
況
を
示
す
と
次
の
と
お
り
で
冷
る
。

歳

　

計

　

剰

　

余

　

金

　

の

　

増

　

加

　

状

　

況

東
京
、
大
阪
、
神
奈
川
、

愛
知
の
四
都
府
県

そ
の
他
の
道
府
県

　
　
　

計

四
、
二
三
七
、
一

ぶ

　

八
、
四
二
六
、
八
三
〇

一
二
、
六
六
三
、
九
四
三

　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

八
、
〇
一
一
四
、
三
四
一

　
　
　

三
、
七
七
七
、
二
二
八

　

九
、
七
七
六
、
〇
〇
九

一
七
、
七
九
〇
、
三
五
〇

一
、
三
四
九
、
一
七
九

五
、
一
二
六
、
四
〇
七

　

歳
出
規
模
に
対
す
る

　

歳
計
剰
余
金
の
割
合

石
盤
「
‐
言
劃

　
　
　
　

％

六
・
三
七

三
・
八
七

四
・
四
六

　
　
　

％

九
・
三
七

三
・
四
一

四
・
七
八

　

次
に
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
そ
の
決
算
の
概
況
は
前
述
の
と
む
り
悪
化
し
て
い
る
が
、
五
大
市
、
市
、
町
村
、
特
別

区
の
夫
々
に
つ
い
て
更
に
そ
の
状
況
を
検
討
す
る
。

　

先
ず
山
五
大
市
に
っ
い
て
み
吝
と
、
歳
計
剰
余
金
は
、
一
三
億
五
千
三
百
万
円
の
増
加
を
示
し
、
叉
、
歳
出
規
模
に

対
す
る
歳
計
剰
余
金
の
割
合
屯
増
加
し
て
い
て
、
そ
の
決
算
上
は
財
絃
の
好
転
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ち
、
こ

の
好
転
は
年
度
末
に
行
わ
れ
た
特
別
財
政
措
置
す
な
わ
ち
五
大
市
に
対
す
る
二
六
億
円
の
融
資
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

て
、
五
大
市
財
政
の
実
態
に
む
に
い
て
は
、
（
特
別
財
政
措
置
が
な
か
っ
た
な
ち
ば
）
二
十
六
年
度
決
算
は
二
三
億
六
千
七

百
万
円
の
赤
字
で
あ
っ
て
、
前
年
度
よ
り
一
二
億
四
千
七
百
万
円
の
赤
字
の
増
加
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
財
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
Ｉ

一
一
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早

寞
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六

年
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二
二

の
悪
化
が
そ
の
実
態
で
あ
り
、
決
算
面
の
財
政
好
転
は
特
別
財
政
措
置
に
よ
る
頓
服
的
効
果
の
現
わ
れ
に
す
ぎ
な
い
の

で
あ
る
。

　

次
に
、
圀
市
に
つ
い
て
み
る
と
、
歳
計
剰
余
金
は
、
一
三
億
八
千
六
百
万
円
の
減
少
を
示
し
、
叉
歳
出
規
模
収
対
す

る
歳
計
剰
余
金
の
割
合
に
必
い
て
屯
減
少
し
て
い
て
、
そ
の
決
算
の
概
況
は
財
政
の
悪
化
を
示
し
て
い
る
。
」
か
し
な

が
ち
、
黒
字
団
体
の
歳
計
剰
余
金
と
赤
字
団
体
の
赤
字
額
と
の
関
係
１
　
考
察
す
る
と
、
赤
字
団
体
の
増
加
に
伴
う
赤
字
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ｉ

額
の
増
加
の
反
面
、
黒
字
団
体
の
減
少
に
も
拘
わ
ら
ず
黒
字
額
は
増
加
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
都
市
間
の
財
政
力
の

不
均
衡
が
顕
著
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
ヽ
赤
字
団
体
の
赤
字
額
は
、
一
一
十
五
年
度
二
〇
億
三
千
六
百
万
円
、
二
十
六
年
度
四
一
億
一
千
八
百
万

円
ヽ
増
加
額
二
〇
億
八
千
二
百
万
円
で
あ
る
・
こ
の
一
市
当
り
平
均
額
は
二
十
五
年
度
二
ヽ
四
二
四
万
円
ヽ
ご
十
六
年

度
三
、
五
八
一
万
円
、
増
加
額
一
、
一
五
七
万
円
、
す
な
わ
ち
、
四
八
％
の
増
加
率
を
示
し
、
赤
字
都
市
の
財
政
悪
化
を

示
し
て
い
る
ｏ
反
面
、
黒
字
団
体
の
歳
計
剰
余
金
は
、
二
十
五
年
度
二
九
億
百
万
円
で
二
十
六
年
度
ゆ
三
十
一
市
が
減

少
し
た
に
拘
わ
ち
ず
三
一
億
一
千
九
百
万
円
と
な
り
増
加
額
二
億
一
千
八
百
万
円
で
あ
る
。
と
の
一
市
平
均
額
は
二
十

五
年
度
一
、
六
一
一
万
円
、
二
十
六
年
度
二
、
〇
九
三
万
円
、
増
加
額
四
八
二
万
円
、
す
な
わ
ち
三
〇
％
の
増
加
率
を
示

し
、
黒
字
都
市
の
財
政
好
転
を
示
し
て
に
い
る
。
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黒
字
団
体
の
黒
字
額
（
歳
計
剰
余
金
）
及
び
赤
字
団
体
の
赤
字
額
（
歳
計
不
足
額
）
の
両
年
度
比
較
の
概
況
は
次
の
と
あ

り
で
あ
・
つ
で
、
都
市
財
政
の
悪
化
の
傾
向
の
う
ち
に
郡
市
間
の
財
政
の
不
均
衡
が
顕
著
に
な
っ
て
き
ｙ
ｓ
る
Ｋ
'
-
Ｕ
を
示
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次
に
尚
町
村
に
つ
い
て
み
る
と
、
歳
計
剰
余
金
は
、
二
三
億
六
千
五
百
万
円
の
減
少
を
示
し
、
歳
出
規
模
に
対
す
る

歳
計
剰
余
金
の
割
合
も
減
少
し
て
い
で
、
財
政
の
悪
化
を
示
し
て
に
い
る
。
す
な
わ
ち
、
赤
字
団
体
数
は
二
十
五
年
度
二

五
八
町
村
で
Ｊ
Ｒ
＼
S
^
、
二
十
六
年
度
は
六
〇
〇
町
村
と
三
四
二
町
村
の
増
加
で
、
赤
字
額
屯
総
額
で
二
十
五
年
度
四
億
五

千
六
百
万
円
、
二
十
六
年
度
一
一
億
五
千
百
万
円
、
増
加
額
六
億
九
千
五
百
万
円
で
あ
り
、
一
町
村
当
り
の
平
均
赤
字

額
も
二
十
五
年
度
一
、
七
七
〇
千
円
、
二
十
六
年
度
一
、
九
二
〇
千
円
と
一
五
〇
千
円
の
増
加
を
示
し
て
い
る
。
人
口
段

階
別
の
概
況
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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七
三

一
一
〇

三
五
六

二
〇
八

四
一
九

一
五
〇



　
　

最
後
に
㈲
特
別
区
に
っ
い
て
み
、
る
と
、
歳
計
剰
余
金
は
五
千
四
百
万
円
の
増
加
を
示
し
、
財
政
状
況
は
良
好
で
は
冷

　

る
が
、
歳
匿
規
模
に
対
す
る
歳
計
剰
余
金
の
割
合
は
、
二
十
五
年
度
一
一
・
五
七
％
、
二
十
六
年
度
一
〇
・
七
一
％
と

　

若
干
の
減
少
を
示
七
で
い
る
。

コ

　

都
道
府
県
の
決
算
の
動
き

ぐ

　
　

昭
和
二
十
五
年
度
に
必
け
る
赤
字
団
体
の
青
森
、
景
都
、
宮
城
、
鹿
児
島
の
う
ち
、
二
十
六
年
度
に
恥
い
て
黒
字
と

　

な
っ
た
の
は
宮
城
、
鹿
児
島
で
あ
り
、
赤
字
団
体
は
青
森
、
京
都
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
叉
、
二
十
五
年
度
に
や

　

て
黒
字
団
体
で
、
二
十
六
年
度
に
歳
計
剰
余
金
の
増
加
し
た
団
体
は
、
三
一
団
体
で
、
北
海
道
、
岩
手
、
秋
田
、
山

　

形
、
茨
城
、
‘
栃
木
、
群
馬
、
千
葉
、
東
京
、
神
奈
川
、
富
山
、
福
井
、
山
梨
、
長
野
、
岐
阜
、
静
岡
、
愛
知
、
三
重
、

　

滋
賀
、
大
阪
、
兵
庫
、
奈
良
、
和
歌
山
、
島
根
、
広
島
、
徳
島
、
香
川
、
愛
媛
、
長
崎
、
大
分
、
宮
崎
の
都
道
府
県
で

　

あ
る
。
叉
両
年
度
と
屯
黒
字
で
あ
る
が
、
歳
計
剰
余
金
の
減
少
し
た
団
体
は
一
一
団
体
、
す
な
わ
ち
、
福
島
、
埼
玉
、

　

新
潟
、
石
川
、
鳥
取
、
岡
山
、
山
口
、
高
知
、
福
岡
、
佐
賀
、
熊
本
の
各
県
で
あ
る
。

ヨ
五
大
市
の
決
算
の
動
き

ぐ

　
　

昭
和
二
十
五
年
度
に
ゐ
い
で
赤
字
団
体
で
あ
っ
た
神
戸
市
、
大
阪
市
、
及
び
横
浜
市
の
う
ち
、
二
十
六
年
度
決
算
に

　

お
い
で
黒
字
団
体
と
な
っ
た
の
は
神
戸
市
の
み
で
９
Ｓ
＼
s
＾
、
大
阪
市
及
び
横
浜
市
は
夫
４
　
、
そ
の
赤
字
額
は
減
少
し
た
が

　

依
然
と
し
て
赤
字
団
体
で
あ
る
。

　
　

又
、
昭
和
二
十
五
年
度
に
む
い
七
黒
字
団
体
で
あ
っ
た
名
古
屋
市
及
び
京
都
市
の
う
ち
、
二
十
六
年
度
決
算
に
恥
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
五



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
六

で
京
都
市
は
赤
字
団
体
と
な
り
、
名
古
屋
市
は
依
然
黒
字
団
体
と
な
っ
て
歳
計
剰
余
金
が
増
加
し
て
い
る
。

り哨
缶
の
決
算
の
動
き

　

市
の
決
算
に
や
い
て
、
二
十
五
年
度
及
び
二
十
六
年
度
と
■
#
黒
字
の
団
体
は
一
三
六
市
で
、
こ
の
う
ち
歳
計
剰
余
金

の
増
加
し
た
団
体
は
五
九
市
で
あ
る
の
に
対
し
減
少
し
た
団
体
は
七
七
市
で
あ
る
。
叉
両
年
度
と
屯
赤
字
の
団
体
は
七

一
市
で
、
こ
の
う
ち
赤
字
額
の
減
少
し
た
団
体
は
二
二
市
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
赤
字
額
の
増
加
し
た
団
体
は
四
九
市

で
あ
る
。
二
十
五
年
度
赤
字
団
体
で
、
二
六
年
度
黒
字
と
な
っ
た
団
体
は
一
三
市
で
、
逆
に
二
十
五
年
度
黒
字
で
二
十

六
年
度
赤
字
と
な
っ
た
団
体
は
四
四
市
で
あ
る
。
決
算
状
況
の
動
き
を
、
人
口
段
階
別
に
示
す
と
次
の
と
お
り
で
あ

区

　　

る

分

二
十
五
年
度
黒
字
都
市

　
　
　
　
　

＾
＜
年
度
屯
黒
宇
部
市

　

二
万

よ
Ｈ
Ｈ

　
　
　

二
十
六
年
度
は
赤
字
都
市

二
十
五
年
度
赤
字
都
市
‘

　

・

　
　
　
　
　
　

ｔ
ダ

　
　
　

二
十
六
年
度
は
黒
字
都
市

　

汚
ち
｛
二
十
六
年
度
亀
赤
字
都
市

　
　

赤
宇
減
少
都
市

ろ
ち
｛
赤
字
増
ｔ
都
市

７

　　

万人

＿_.以旦

　　　　

一
一三上Ｏ

　　　

万人

　

二記

四〇四一五二六五

四一七二九〇上五

　　　　　　　

万人

　　　　　　　

、口
＿．

　　　

＿＿以＿

一六九二－七上Ｏ

　　

ヽ

　　　　　　

以人

-

一

一

一

-

　

一

一

　　　　　　　　　　

口
一

　　

一一一
四五九〇九西上旁

　　　　　　　　

以人

　　　　　

一_2

　　

□
一

　

““二こ二

　

五．
六六二八〇六上万

七二九二

　　

一
八四二二

一
一
六

　

三

一

一

一

一
入五

人
口
四
万
人
口
三
・
人
口
三
・

以

　
　

上
五
万
以
上
五
万
以
下

　

一二
九九九

一 一

○○

一
七

一

一

一

　　　

一
九五四

二
五

　
　

二
六

二
Ｉ

　　　

一
五四五六二三五〇

一

　　　

一

Ｑ九七六

一

一
一

計
’

一
八
〇

二
三
ハ

盆
九

七
七

四
四

八
四

一
一一

七一
一,三

九二

二
二

四
九



　
　

二
十
六
年
度
黒
字
都
市

　
　
　
　

一
二

　
　

Ｉ
○

　
　
　

一
三

　
　

二
Ｉ

　
　
　

三
三

　

’
二
二

　
　

二
Ｉ

　
　
　

一
七

　

一
四
九

計

｛

｝
十
六
年
度
赤
字
’
都
市
゛

　
　
　

六

　
　
　
　

四

　
　
　

一
五

　
　
　

一
七

　
　
　

】
九

　
　

二
四

　
　
　
　

九

　
　
　

二
Ｉ

　
　

一
一
五

　
　

赤
字
都
市
の
増
加

　
　
　
　

一

　
　
　

〇

　
　

四

　
　

三

　
　

三

　
　

七

　
　

四
’

　

九

　
　

三
一

　

二
十
五
年
度
赤
字
で
二
十
六
年
度
黒
字
と
な
っ
た
団
体
は
、
鹿
児
島
、
大
牟
田
、
門
司
、
旭
川
、
釧
路
、
延
岡
、
徳

山
、
岩
国
、
貝
塚
、
上
野
、
春
日
井
、
古
川
、
串
木
野
の
十
三
市
で
５
≪
>
'
Ｋ
>
。

　

二
十
五
年
度
黒
字
で
二
十
六
年
度
赤
字
と
な
っ
た
団
体
は
、
仙
台
、
金
沢
、
布
施
、
千
葉
、
徳
島
、
宇
部
、
浦
和
、

川
口
、
宇
都
宮
、
桐
生
、
奈
良
、
鎌
倉
、
藤
沢
、
郡
山
、
熊
谷
、
荒
尾
、
半
田
、
加
古
川
、
米
沢
、
立
川
、
太
田
、
伊

勢
崎
、
西
条
、
人
吉
、
福
知
山
、
上
田
、
田
辺
、
萩
、
小
林
、
島
原
、
宇
治
、
新
津
、
伊
東
、
小
浜
、
稚
内
、
熱
海
、

児
島
、
泉
大
津
、
留
荊
、
豊
岡
、
日
向
、
富
田
林
、
寝
屋
川
、
玉
島
の
四
四
市
で
あ
る
。

　

二
十
五
年
度
、
二
十
六
年
度
と
屯
に
赤
字
団
体
で
あ
っ
て
、
赤
字
の
減
少
し
た
団
体
は
、
小
樽
、
高
松
、
高
岡
、
美

唄
、
小
田
原
、
松
江
、
長
岡
、
宇
和
島
、
伊
丹
、
小
野
田
、
石
巻
、
三
条
、
川
内
、
武
生
、
鶴
岡
、
水
俣
、
浜
田
、
下

松
、
館
山
、
新
発
田
、
枕
崎
、
津
島
の
二
二
市
で
あ
る
。

　

二
十
五
年
度
、
二
十
六
年
度
と
も
に
赤
字
団
体
で
あ
っ
て
、
赤
字
の
増
加
し
た
団
体
は
、
尼
ヶ
崎
、
熊
本
、
幽
館
、

堺
、
下
関
、
松
山
、
甲
府
、
明
石
、
青
森
、
山
形
、
八
戸
、
福
井
、
大
津
、
岸
和
田
、
舞
鶴
、
豊
中
、
松
本
、
防
府
、

吹
田
、
山
口
、
大
垣
、
佐
賀
、
弘
前
、
鹿
屋
、
土
浦
、
米
子
、
守
口
、
酒
田
、
彦
根
、
能
代
、
碧
見
沢
、
長
浜
、
高

槻
、
塩
釜
、
池
田
、
坂
出
、
‘
牧
方
、
芦
屋
、
一
。
関
、
光
、
茨
木
、
綾
部
、
関
、
泉
佐
野
、
白
河
、
新
庄
、
小
松
島
、
古

河
、
新
湊
の
四
九
市
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
七
‘



五

　

町
村
の
決
算
の
動
き

Ｃ

二
入

　

昭
和
二
十
五
年
度
に
Ｓ
け
る
赤
字
団
体
は
二
五
八
町
村
で
あ
り
、
昭
和
二
十
六
年
度
の
赤
字
団
体
は
、
六
〇
〇
町
村

で
三
四
二
町
村
の
増
加
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
北
海
道
及
び
山
口
県
内
の
町
村
を
除
く
赤
字
団
体
の
動
き
を
恥
る
と
ヽ

（
北
海
道
の
赤
字
団
体
は
二
十
五
年
度
三
〇
町
村
二
十
六
年
度
九
九
町
村
、
山
口
県
の
赤
字
団
体
は
二
十
五
年
度
一
〇

町
村
、
二
十
六
年
度
一
六
町
村
）
二
十
五
年
度
赤
字
の
二
一
八
町
村
の
う
ち
九
〇
町
村
は
黒
字
と
な
り
一
二
八
町
村
は

赤
字
で
あ
る
。
赤
字
団
体
の
う
ち
、
赤
字
の
減
少
し
た
の
は
五
〇
町
村
、
増
加
し
た
の
は
七
八
町
村
で
あ
る
。
叉
二
十

六
年
度
新
た
に
赤
字
と
な
っ
た
の
は
三
五
七
町
村
で
あ
る
。
人
口
段
階
別
に
概
況
を
示
す
と
次
の
と
き
り
で
あ
る
　
０

区

‐
７
　
右
幹
監
ぺ
万
‰
幹
‰
幹
‰
新
‰
新
１
　

　

計

　
　

『
ｍ
Ｊ
合

　

″

昭
和
二
十
五
年
度
赤
字
で
あ

　
　
　

九

　
　
　

一
五

つ
た
町
村
数

　
　
　

昭
和
二
十
六
年
度
は

　
　
　

黒
字
と
な
っ
た
も
の

　
　
　

三

う
ち

｛

昭
和
二
十
六
年
度
も

　
　
　
　

゛

　
　
　

赤
字
の
も
の

　
　
　
　
　
　

六

　
　
　
　

赤
字
の
減
少
し
た

　
　
　

Ｏ

　

う
ち

｛
い
い

の
増
加
し
た

　
　
　

六

　
　
　
　

-
｡
＃
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｓ
.

　　　　　

一
七

　

三

　

〇

　

五

二
八

　
　

二
三

　
　

四
八

一

　

一

五

　

Ξ九

　

六

一

一

一

一

一
J･

　

－１-
／Nゝ

　

ノゝ

一
五

三
三

一
七

一
六

六
二

　
　

三
三

　

二
一
入

　
　

四
〇

　

二
五
入

　

ｊ

二
六

三
六

一
一

二
五

一
七

　
　

九
〇

一
六

　

一
二
入

九

　

七

五
〇

七
八

昭
和
二
十
五
年
度
黒
字
で
二

十
六
年
度
赤
字
と
な
っ
た
町

　
　
　

五

　
　

一
五

　
　

二
五

　
　

五
五

　
　

六
四

　
　

九
三

　
　

一
〇
〇

　

三
五
七
．

　
　

Ｉ

村
数



昭
和
二
十
六
年
度
赤
字
で
あ

る
町
村
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
一

差
引
赤
字
町
村
の
増
加
数

(六)

一

一

二
五

一
〇

四
〇

一
二

六
七

四
四

九
七
・
一
二
九

四
九
、
ヱ
〈
七

一
一
六

　

ヽ
四
八
五

　
　

一
一
五

　

八
三

　

二
六
七

　
　

七
五

六
〇
〇

Ξ
四
二

　

特
別
区
の
決
算
の
動
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ド

　

特
別
区
の
二
十
六
年
度
の
決
算
の
状
況
は
、
概
ね
良
好
で
湯
つ
で
全
団
体
と
■
^
ｋ
ｄ
.
歳
計
剰
余
金
を
出
し
て
い
る
。
歳

計
剰
余
金
が
前
年
度
よ
り
減
少
し
た
団
体
は
、
杉
並
区
、
北
区
、
台
東
区
、
新
宿
区
、
荒
川
区
、
文
京
区
、
江
東
区
、

渋
谷
区
、
中
央
区
、
千
代
田
区
の
Ｉ
〇
団
体
で
あ
る
。
叉
、
歳
計
剰
余
金
が
前
年
度
よ
り
増
加
し
た
団
体
は
、
世
田
谷

区
、
大
田
区
、
品
川
区
、
足
立
区
、
葛
飾
区
、
墨
田
区
、
板
橋
区
、
豊
島
区
、
港
区
、
中
野
区
、
江
戸
川
区
、
目
黒
区
、

練
馬
区
の
十
三
団
体
で
あ
る
。

四
、
赤
字
決
筧
の
概
況

　
　

赤
字
団
体
数
及
び
そ
の
赤
字
額
の
増
減
状
況
を
考
察
す
る
。

　
　

ま
ず
、
赤
字
団
体
数
に
つ
い
で
は
、
都
道
府
県
に
お
い
て
二
十
五
年
度
四
団
体
、
二
十
六
年
度
二
団
体
で
９
≪
＼
S
＞
、
差
引

　

二
団
体
の
減
少
で
あ
る
。
市
町
杜
に
お
い
て
は
、
二
十
五
年
度
三
四
五
団
体
、
二
十
六
年
度
七
一
八
団
体
で
あ
り
、
差
引

　

Ξ
七
三
団
体
の
増
加
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
市
で
三
一
団
体
が
増
加
し
、
町
村
で
三
四
二
団
体
が
増
加
し
ず
ク
ト
る
？

　
　

次
に
、
赤
字
額
に
つ
い
て
み
る
と
、
―
都
道
府
県
に
｀
‘
い
て
は
二
十
五
年
度
六
億
一
千
七
百
万
円
、
二
十
六
年
度
一
億
九

　

千
百
万
円
、
減
少
額
四
億
二
千
六
百
万
円
で
９
≫
s
＾
、
市
町
村
に
お
い
て
は
、
二
十
五
年
度
四
四
億
七
千
四
百
万
円
、
二
十

　

六
年
度
六
一
億
五
千
六
百
万
円
、
増
加
額
二
〈
億
八
千
百
万
円
で
３
Ｓ
＼
s
＞
、
こ
の
う
ち
五
大
市
に
Ｉ
い
で
は
Ｉ
〇
億
九
千
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
九



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
〇

　
　

ヽ

百
万
円
減
少
し
、
市
に
Ｓ
い
で
は
、
二
〇
億
八
千
二
百
万
円
及
び
町
村
に
裔
い
て
六
億
九
千
五
百
万
円
、
夫
々
増
加
し
て

い
る
・
す
な
わ
ち
、
全
地
方
団
体
を
通
ず
る
赤
字
額
は
、
二
十
五
年
度
五
〇
億
九
千
二
百
万
円
、
二
十
六
年
度
六
三
億
四

千
七
百
万
円
、
増
加
額
一
二
億
五
千
五
百
万
円
で
あ
る
。
赤
字
団
体
数
及
び
赤
字
額
の
両
年
度
の
概
況
は
次
の
と
５
£
ｂ
s
＾
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヽ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二

　

五

　

。
年

　

度

　
　
　
　
　
　

二

　

六

　

年

　

度

　
　
　
　
　
　
　

比

　

較

　

増

　

減

市都合
区特町市五

道

　

府

　

町

　

大別

分

市村県村区計

四

二
Ｉ
五
八

赤

　
　
　

字

　
　
　

六
一
七
、

四
五
六
、
六
三
七

団
体
数

　

赤

　
　
　

字

　
　

あ
一
肌
何
劃
ｌ
、
。
字

　

４

　
　

二

　
　
　
　

Ｉ
九
一
、
四
六
九
’
△

　

二

　

△
’

　
　
　

四
二
六
、
三
二
四

七
一
八

　
　

三

一
一
五

六
〇
〇

　
　

〇

　

’

六
、
一
五
六
、
三
二
〇

　
　

八
八
五
、
六
七
九

四
、
ブ
ー
八
、
七
四
一

一
、
一
五
一
、
九
〇
〇

　
　
　
　
　
　
　

〇

三
四
九

　
　

五
、
〇
九
二
、
七
七
七

　
　

七
二
〇

　
　

六
、
三
四
七
、
七
入
九

三
七
三

　
　

〇

　

△

’
三
一

三
四
二

　
　

〇

三
七
一

一
゛
、
六
八
＾
一
、
三
三
六

一
、
〇
九
五
、
九
Ξ
九

二
、
〇
八
二
、
〇
一
二

　
　

六
九
五
、
二
六
三

　
　
　
　
　
　
　

’
○

一
、
二
五
五
、
〇
二
二

　
　

ｔ
Ｓ
、
す
で
に
概
況
に
の
べ
た
と
５
８
}

s
＾
、
地
方
団
体
に
お
い
て
・
事
業
繰
越
又
は
支
払
繰
延
を
行
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ

も
翌
年
度
に
繰
越
し
た
歳
出
に
充
当
す
べ
き
財
源
を
差
引
い
で
実
質
的
に
財
源
不
足
と
な
っ
て
い
る
団
体
及
び
’
か
の
実
質

的
赤
字
の
額
は
、
都
道
府
県
に
お
い
で
一
五
団
体
で
二
五
億
九
千
万
円
、
市
町
村
に
む
か
で
七
五
二
団
体
で
七
五
億
六
千

八
百
万
円
、
合
計
七
六
七
団
体
で
Ｉ
９
一
億
五
千
九
百
万
円
で
あ
る
。
概
況
は
次
の
と
あ
り
で
あ
る
。
（
但
し
、
町
村
に
っ

　
　
　
　
　

ｆ
－

　

―

　
　
　
　
　
　
　
　
　

亀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ノ

　
　
　

ー

　

’

い
で
は
、
実
質
的
赤
字
額
は
不
明
の
艶
め
決
算
上
の
赤
字
団
体
数
及
び
ｔ
の
赤
字
額
と
ず
る
。
）

Ｊ ･ ～ ａ ． _ ｡ Ｊ ｊ ‘ － ゛ ミ ’ ゛ ● ’ －



市｀都合

区特町市五

道

町
大別

府

分

計区村

　

市村県

　
　
　
　
　

そ
の
二

　

決
算
の
分
析

て
地
方
財
政
と
国
庫
財
政
と
の
関
連

(一

団

　

体

　

数

　
　
　
　
　
　

一
五

　
　
　
　

七
五
二

　
　
　
　
　
　
　

四

　
　
　
　

一
四
五

　
　
　
　

六
〇
〇

　
　
　
　
　
　
　

三

　
　
　
　

七
六
七

実
質
的
赤
字
額

　
　
　
　
　
　
　
　

”
千
円

　
　
　

二
、
五
九
〇
、
四
〇
四

　
　
　

七
、
五
六
八
、
九
二
七

　
　
　

一
、
三
一
〇
、
入
〇
四

　
　
　

五
、
〇
九
一
、
四
二
二

　
　
　

Ｉ
、
一
五
一
、
九
〇
〇

　
　
　
　
　
　

一
四
、
入
〇
．
一

　
　

一
〇
、
一
五
九
、
三
＝
二

　

地
方
財
政
規
模
と
国
庫
財
政
規
模

　

地
方
財
政
規
模
と
国
庫
財
政
規
模
と
の
関
係
は
、
政
府
の
方
針
が
。
中
央
集
権
的
傾
向
に
、
或
い
は
地
方
分
権
的
傾
向

に
寿
る
か
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
央
集
権
的
傾
向
の
強
化
さ
れ
た
時
代
/
-
s
*
｡

７
Ｔ
(-

>^
は
、
国
庫
財
政
の

規
模
が
膨
脹
し
財
源
の
多
く
は
政
府
に
集
中
さ
れ
る
が
、
地
方
分
権
的
傾
向
の
強
い
時
代
に
あ
っ
て
は
、
地
方
財
政
の

規
模
が
膨
脹
し
、
そ
の
財
源
も
地
方
に
移
譲
さ
れ
る
等
地
方
財
源
の
増
強
が
み
と
め
ら
れ
る
。

　

終
戦
後
に
き
け
る
地
方
行
政
は
量
質
と
屯
に
充
実
し
、
こ
れ
に
伴
っ
て
地
方
財
源
の
増
強
馬
著
し
く
、
地
方
財
政
の

歳
入
歳
出
と
も
そ
の
規
模
は
著
し
い
膨
脹
を
示
し
、
国
庫
財
政
と
地
方
財
政
の
規
模
の
・
比
率
は
最
近
よ
う
や
く
戦
前
の

比
率
に
近
ブ
き
っ
っ
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
一



年
昭
和

４

　

４

　

４

　

４

　

４

　

φ．４

　

φ

　

４

　

φ

　

４

　

Ｓ

　

４

　

４

　

４

　

４

　

４

　

４

　

φ

　

タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ξ
二

歳
入
歳
出
に
お
け
る
国
庫
財
政
と
地
方
財
政
の
規
模
の
比
率
を
示
す
と
次
の
と
み
り
で
あ
る
。

度
－

OI九入七六五四三二元

一

一

一

一
一

一

一
一

一

一
四

一
五

一
六

一
七

一
八

一

九

一

一

○

一

一

一

歳

出

総

　
　
　

額

国
庫
財
政
Ａ

　
　
　
　
　

百
万
円

　
　
　

二
、
〇
五
六

　
　
　

二
、
〇
六
三

　
　
　

二
、
〇
〇
六

　
　
　

一
、
八
二
六

　
　
　

｝
、
五
九
七

　
　
　

一
、
五
三
一

　
　
　

二
、
〇
四
五

　
　
　

二
、
三
三
二

　
　
　

二
、
二
四
七

　
　
　

二
、
二
五
九

　
　
　

二
、
三
七
二

　
　
　

二
、
九
一
四

　
　
　

三
、
五
九
五

　
　
　

四
、
九
七
〇

　
　
　

六
、
四
四
五

　
　
　

八
、
六
〇
二

　
　
　

九
、
一
九
二

　
　

Ｉ
四
、
〇
」
〇

　
　

二
Ｉ
、
Ｏ
四
〇

　
　

二
三
、
四
八
七

　

一
一
八
、
八
九
九

入

　
　
　

総

　
　
　

額

ｉ
地
方
財
興
Ｂ

　
　
　
　

百
万
円

　
　
　

一
、
九
一
二

　
　
　

二
、
二
四
入
’

　
　
　

二
、
一
五
七
’

　
　
　

一
、
九
五
七

　
　
　

一
、
九
九
三

　
　
　

一
、
八
二
六

　
　
　

二
、
〇
九
八

　
　
　

三
、
〇
六
四

　
　
　

二
、
七
六
三

　
　
　

二
、
七
四
九

　
　
　

三
、
Ξ
九
三

　

。

　
　
　

二
、
七
八
二

　
　
　

Ｉ
ニ
、
九
五
二

　
　
　

Ξ
、
三
二
〇

　
　
　

三
、
八
〇
一

　
　
　

四
、
二
三
〇

　
　
　

四
、
八
二
五

　
　
　

六
、
〇
‘
五
〇

　
　
　

四
、
二
三
六
。

　
　
　

五
、
Ξ
六
二

　
　

三
一
、
七
〇
五

Ｂ
一
Ａ
（
％
）

　

九
三
・
〇

　
　
　

χ
’

一
〇
八
・
九

一
〇
七
・
五

一
〇
七
・
二

一
二
四
一
七

一
一
九
・
二

Ｉ
Ｏ
二
・
五

一
三
一
・
三

一
二
二
・
九

一
二
７
七

一
四
三
・
〇

　

九
五
・
四

　

八
二
・
一

　

六
六
・
八

　

五
入
・
九

　

四
九
・
一

　

五
二
・
五

　

四
三
・
一

　

二
〇
・
一

　

二
二
・
八

　

二
六
・
七

　
　

、
、

　

歳

１国
庫
財
政
Ａ

　
　
　
　

百
万
円

　
　

一
、
五
七
九

　
　

】
、
七
六
六

　
　

一
、
入
一
五

　
　

一
、
七
三
七

　
　

一
、
五
五
八

　
　

一
、
四
七
七

　
　

一
、
九
五
－
Ｏ

　
　

二
、
二
五
五

　
　

二
、
一
六
三

　
　

二
、
二
〇
六

　
　

二
、
二
八
二

　
　

二
、
七
〇
九

　
　

三
、
二
入
八

　
　

四
、
四
九
四

　
　

五
、
入
六
〇

　
　

入
、
一
三
四

　
　

八
、
二
七
六

　
　

一
二
、
五
五
二

　
　

Ｉ
九
、
Å
七
二

　
　

二
Ｉ
、
四
九
六

　

一
一
五
、
二
’
Ｏ
七

地
方
財
政
Ｂ

　
　
　
　
　

百
万
円

　
　
　

一
、
四
九
一

　
　
　

一
、
八
五
八

　
　
　

一
、
七
七
〇

　
　
　

一
、
六
〇
二

　
　
　

Ｉ
、
六
五
一

　
　
　

一
、
六
一
入

　
　
　

一
、
入
入
四

　
　
　

二
、
六
〇
一

　
　
　

二
、
二
Ｉ
五

　

、
二
、
一
六
四

　
　
　

二
、
七
五
八

　
　
　

二
、
〇
八
九

　
　
　

二
、
一
七
八

　
　
　

二
、
四
二
九

　
　
　

二
、
八
四
八

　
　
　

三
、
一
四
九

　
　
　

三
、
四
八
五

　
　
　

四
、
四
二
三

　
　
　

三
、
入
六
五

　
　
　

五
、
〇
一
四

　
　

二
七
、
七
八
〇

Ｂ
一
Ａ
（
％
）

　

九
四
・
四

一
〇
五
・
二

　

九
七
―
五

　

九
二
・
二

「
Ｏ
五
・
九

一
〇
九
・
五

　

九
六
・
六

一
一
五
・
三

一
〇
二
・
四

　

九
八
こ

一
二
〇
・
九

　

七
七
・
一

　

六
六
・
二

　

五
四
・
〇

　

四
八
エ
〈

　

三
八
・
七

　

四
二
・
一

　

三
五
・
二

　

Ｉ
九
・
四

　

二
三
・
三

　

二
四
・
一



φ

　

４

　

φ

　

４

　

φ

　
　

二
二

　
　

・
二
Ｉ
四
、
四
六
七

　
　

こ
’
Ｏ
Ｏ
、
○
二
Ｉ

　
　

二
三

　
　
　

五
〇
八
、
〇
三
八

　
　
　

二
七
七
、
五
〇
〇

　
　

二
四

　
　
　

七
五
八
、
六
一
二

　
　
　

四
一
四
、
六
九
四

　
　

二
五

　
　
　

七
一
六
、
七
九
三

　
　
　

五
四
五
、
】
五
四

　
　

二
六

　
　
　

八
九
五
、
四
八
三

　
　
　

六
九
三
、
三
二
九

（
備
考
）

　

昭
和
二
六
年
度
は
決
算
見
込
に
よ
る
。

昌

　

国
庫
財
政
と
地
方
財
政
と
の
関
係

四
六
・
六

五
四
・
六

五
四
・
七

七
六
・
一

七
七
・
四

二
〇
五
、
八
四
一

四
六
一
、
九
七
四

六
九
九
、
四
四
八

六
三
三
、
二
九
五

七
四
九
、
八
三
八

　

九
三
、
四
六
七

二
五
九
、
〇
一
七
〇

三
九
一
、
四
九
二

五
二
三
、
二
七
九

六
六
八
、
六
七
二

四
五
・
四

五
六
こ

五
五
・
九

入
二
・
五

入
九
。
・
一

　

国
庫
財
政
の
歳
出
に
は
、
地
方
団
体
に
支
出
さ
れ
る
経
費
が
含
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
庫
負
担
金
き
国
庫
補

助
金
の
如
き
、
地
方
行
政
の
財
政
的
援
助
を
目
的
と
す
る
国
庫
支
出
金
と
、
地
方
団
体
罰
の
財
政
調
整
の
機
能
を
目
的

と
す
る
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
（
昭
和
二
十
四
年
度
以
前
は
地
方
配
付
税
、
二
十
二
年
度
以
前
は
地
方
分
与
税
）
と
が
あ

　

こ
の
国
庫
財
政
に
お
け
名
地
方
団
体
へ
の
支
出
は
、
財
政
援
助
的
国
庫
支
出
金
に
お
い
て
も
、
叉
財
政
調
整
の
平
衡

交
付
金
に
ｉ
ｓ
　
ｃ
.
Ｖ
’
Ｓ
'
累
年
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
国
庫
か
も
地
方
団
体
に
支
出
さ
れ
る
経
費
が
国
庫
財
政
の
歳
出
額
中

に
占
め
る
割
合
に
つ
い
て
累
年
比
較
を
み
る
と
次
の
と
鳶
り
で
あ
っ
て
、
戦
前
大
体
一
〇
％
前
後
で
あ
っ
た
が
、
戦
後

は
著
し
く
上
１
　
し
て
、
二
十
六
年
度
に
お
い
て
は
三
二
・
八
％
に
達
し
て
い
る
。
反
面
、
こ
の
国
庫
か
ら
支
出
さ
れ
る

経
費
が
地
方
財
政
の
歳
入
総
額
中
に
占
め
る
割
合
に
つ
い
て
累
年
比
較
を
み
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
っ
て
戦
前
大
体

一
〇
％
前
後
で
あ
っ
た
が
戦
後
は
著
し
く
上
昇
し
、
二
十
三
年
度
は
地
方
財
政
歳
入
総
額
の
五
’
○
％
を
超
過
す
る
に
至

り
、
二
十
六
年
度
に
を
い
て
為
三
五
・
五
％
に
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
地
方
財
政
の
自
主
性
の
強
化
に
亀
拘
わ
ち
ず
応
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Ｓ
地
方
財
政
が
国
庫
財
政
に
依
存
し
て
い
る
傾
向
が
強
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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二
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、
二
八
二

　
　

二
、
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〇
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、
二
八
八
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、
四
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四
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三
四
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七
六
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二
、
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二

　

Ｉ
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、
八
七
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〇
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、
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、
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一
〇
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、
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団
体
歳
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Ｃ
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、
Ｏ
九
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Ｏ
六
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九
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入
二
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五
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四
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四

　

八
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五
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・
七
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・
七
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・
三

　

七
・
九

一
三
・
四

一
〇
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一

一
〇
・
七

　

九
・
三

　

七
・
〇
し

　

九
・
九

一
〇
・
入

一
四
・
九
’

二
二
・
八

二
六
・
五

二
八
・
四

三
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・
六

三
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五
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五
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二
三

二
四

二
五

二
六

四
六
一
、
九
七
四

六
九
九
、
四
四
八

六
三
三
、
二
九
五

七
四
九
、
八
三
八

二
二
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、
六
六
二

Ｉ
六
八
、
八
七
九

二
二
二
、
九
三
二

二
四
六
、
一
三
三

二
七
七
、
五
〇
６

四
一
四
、
六
九
四

五
四
五
、
一
五
四

六
九
Ξ
、
三
二
九

三
〇
・
〇

二
四
・
一

三
五
・
二

三
二
・
八

五
〇
・
〇

四
〇
・
七

四
〇
・
九

三
五
・
五

　
　
　

（
備
考
）

　

昭
和
二
二
年
二
三
年
度
に
お
け
る
国
庫
歳
出
額
に
含
ま
れ
る
地
方
団
体
へ
の
支
出
額
中
に
は
一
部
府
県
支
出
金
が
含
ま
れ
て
い
る
。

二
、
地
方
歳
入
の
分
析

(一)

　

歳
入
構
成
の
状
況

　

地
方
財
政
に
む
け
る
歳
入
の
費
目
の
構
成
の
大
宗
を
な
す
も
の
は
、
地
方
税
、
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
、
国
庫
支
出

金
、
地
方
債
、
等
で
あ
る
。
そ
の
昭
和
二
十
六
年
度
決
算
に
お
け
る
構
成
は
次
の
と
５
£
？
.
s
＾
で
あ
る
。

　
　

総
括
表
（
都
道
府
県
及
市
町
村
）

　
　

項

コ
歳

目

入
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ｍ
フ
地

　
　
　

方
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汐
地
方
財
政
平
衡
交
付
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財
産
収
入
及
び
財
産
売
却
代
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分
担
金
及
び
負
担
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用
料

　

庫
道

　

府
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手
数

一越入附県支

　　　　

支

　　　　　　

出

　　　　

出

金金金金金料金４金税

都

　
　

道

府
ぬ

ふ
士
キ
下
北
七
六
、
二
九
四

　

八
一
、
〇
六
九
、
二
二
五

　
　

三
、
八
四
七
、
二
六
九

　
　

三
．
五
三
四
、
二
六
九

　

一
二
、
六
六
三
、
一
一
二

　

八
七
、
〇
Ξ
六
、
三
八
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　
　

三
、
八
五
四
、
二
九
〇

　
　

二
、
六
五
七
、
入
九
二

　

二
二
、
三
九
八
、
入
六
八

市

町

乱

一
三
八
、
八
九
七
、
五
六
二

　

三
Å
、
九
三
五
、
六
五
四

　
　

五
、
七
〇
七
、
四
二
七

　
　

一
、
八
六
〇
、
九
四
七

　
　

六
、
八
九
六
、
四
〇
五

　

三
九
。
〇
九
二
、
三
一
五

　

一
二
、
五
四
八
、
八
九
〇

　
　

六
、
九
八
一
、
六
八
〇
、

　
　

五
、
六
〇
六
、
九
〇
六

　

一
一
四
、
二
Ｉ
四
、
五
七
六

合

旨

ま

　

一
二
・
○
、
９
０
　
四
、
八
七
九

　
　

九
・
五
五
四
、
六
九
六

　
　

五
、
三
九
五
２
一
一
六

　

一
九
、
五
五
九
、
五
一
七

　

一
二
六
、
一
二
八
、
六
九
八

　

一
二
、
五
四
八
、
八
九
〇

　

一
〇
、
八
三
五
、
九
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〇

　
　

八
、
二
六
四
、
七
九
八

　

二
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、
六
一
三
、
四
四
四

三
五
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合

方収

計
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一
七
、
三
七
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、
六
一
ヽ
五

　

三
一
、
六
六
一
、
九
三
一

三
九
〇
、
〇
七
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、
一
四
八

市
町
村
内
訳
（
五
大
市
、
市
町
村
及
び
特
別
区
）
総
括
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歳

　

入
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目
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地

　
　
　

方

　
　
　

税

２

　

地
方
財
政
平
衡
交
付
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財
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収
入
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財
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却
代
金
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金
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負
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支
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友
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Ａ
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Ｏ
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Ｗ
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．
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Ｐ
Ｈ
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、
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Ｂ
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〈
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ｎ
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Ｈ
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i
i
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'
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ｗ
＜
六
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六
四
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九
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三
ハ
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一
一
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Ｋ
ｍ
t
'
o
a
i
i
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'
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l
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l
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l
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’
六
六
■
Ｐ
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Ｂ
-
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＾
'
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i
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一
問
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、
七
三

　
　
　
　

―

一
、
忠
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、
一
ｗ

　
　

二
ａ
'
＜
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I
l
l
Ξ
＜
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＾
l
U
'
M
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＜
i
i
i
ｒ
ｎ
'
Ｈ

　
　
　
　

―

一
（
）
、
一
三
、
七
哭

　

夭
、
九
量
、
六
晋
一

　

H
i
'
＾
'
Ｏ
ｆ
'
Ｂ
ｌ
Ｈ
'

　

一
、
〈
さ
、
九
四
七

　

六
、
〈
九
六
Ｈ
Ｏ
Ｗ

　

元
ｄ
を
一
、
三
五

　

I
I
I
'
Ｍ
Ｂ
Ｏ
ハ
き

　
　

六
、
九
〈
一
、
六
‘
ハ
（
）

　
　

忿
、
さ
六
、
九
（
）
六

」
ｒ
ｍ
ｒ
i
i
i
ｗ

　

一
（
）
．
‘
ハ
究
、
Ｅ
（
）
〔
〕

　

I
l
l
'
六
一
０
'
六
M
i
l

I
l
l
（
）
Ｅ
、
一
喜
一
、
発
四

　

す
な
わ
ち
、
山
一
般
財
源
の
状
況
に
つ
い
Ｖ
み
る
と
、
地
方
団
体
が
自
ら
の
意
思
に
よ
っ
で
自
主
的
に
使
途
を
定
め
る

　

こ
と
の
で
き
る
財
源
（
一
般
財
源
と
い
う
。
）
で
あ
る
地
方
税
及
び
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
は
、
合
計
三
、
九
一
八
億
七
千

、
八
百
万
円
で
あ
っ
で
、
そ
の
地
方
歳
入
総
額
中
に
占
め
る
割
合
は
地
方
団
体
全
体
で
五
六
・
五
％
と
な
っ
て
い
る
。
都



道
府
県
に
む
’
い
て
は
、
一
般
財
源
は
二
、
一
四
〇
億
四
千
五
百
万
円
で
、
そ
の
歳
入
総
額
中
江
占
め
る
割
合
は
、
五
四
・

九
男
で
あ
り
、
市
町
村
に
む
い
て
は
、
一
般
財
源
は
Ｉ
、
七
七
八
億
三
千
三
百
万
円
で
、
そ
の
歳
入
総
額
中
に
占
め
ヽ
る
割

合
は
、
五
八
・
六
％
で
あ
り
、
都
道
府
県
に
む
け
る
よ
り
市
町
村
に
お
い
て
一
般
財
源
の
割
合
は
高
く
、
そ
の
財
政
の

自
主
性
が
相
対
的
に
強
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
概
況
は
次
の
と
旨
り
で
あ
る
。
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府
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入
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額
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〇
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二
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四
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四
七
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四
九
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九
八
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二
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六
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一
二
二
、
七
五
六

六
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四
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財
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一
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四
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五
五
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、
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〇
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三
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八
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、
七
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九
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六
・
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叉
、
悶
自
主
財
源
の
状
況
に
つ
い
て
み
る
と
、
地
方
団
体
が
自
ち
の
意
思
に
よ
う
で
、
自
主
的
に
調
達
を
す
る
こ
と

の
で
き
る
財
源
（
自
主
財
源
と
い
う
。
）
は
、
地
方
税
、
使
用
料
手
数
料
、
寄
附
金
、
財
産
収
入
及
び
財
産
売
却
代
金
、

分
担
金
負
担
金
、
繰
入
金
、
繰
越
金
、
雑
収
入
等
で
あ
る
が
そ
の
合
計
額
は
、
地
方
団
体
全
体
を
通
じ
て
三
、
八
一
三

億
七
千
四
百
万
円
で
５
≪
＼
S
^
、
そ
の
歳
入
総
額
中
に
占
め
る
割
合
は
、
五
五
・
〇
％
で
あ
る
。
都
道
府
県
に
恥
い
て
は
、
二
、

九
〇
三
億
九
百
万
円
で
そ
の
歳
入
総
額
中
に
占
め
る
割
合
は
四
八
・
九
％
で
９
≪
＼
s
＾
、
市
町
村
に
お
い
で
は
Ｉ
、
尤
一
〇
億

六
千
五
百
万
円
で
、
そ
の
歳
入
総
額
中
に
占
め
る
割
合
は
、
六
三
・
〇
％
で
あ
る
。
従
っ
て
、
都
道
府
県
に
お
け
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
七

　

’



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
入

り
も
市
町
村
に
唇
い
で
自
主
財
源
の
割
合
は
高
く
ヽ
財
政
の
自
主
性
が
強
く
な
つ
て
い
る
こ
と
を
示
し
で
い
る
。
概
況

は
次
の
と
む
り
で
あ
る
。

市都(二)

区
合特町市五

道

　
　
　

府

　
　

町

　
　
　

大別

分

区･村

　

市村県

　

歳

　

入

　

総

　

額

三
九
〇
、
〇
七
七
、
一

勁(。)

計

三
〇
三
、
二
五
二
、
四
九
四

　

四
二
、
四
七
六
、
四
四
九

　

九
八
、
九
八
五
、
三
四
二

Ｉ
五
一
、
六
六
七
、
九
四
七

　

一
〇
、
一
二
二
、
七
五
六

六
九
三
、
三
二
九
、
六
四
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　

り

ヽ
自
主
財
源
額
佃

　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

一
九
〇
、
三
〇
九
、
六
〇
九

一
九
一
、
〇
六
五
、
〇
〇
三

　

二
九
、
三
六
六
、
七
五
二

　

六
三
、
一
七
八
、
三
七
四

　

九
〇
、
〇
九
八
、
二
八
一

　
　

八
、
四
二
゛
一
、
五
九
六

三
八
一
、
三
七
四
、
六
一
二

割

四

　

合

ﾐ諮）

六
三
・
。
０

六
九
・
一

六
四
・
〇

五
九
・
五

入
三
・
四

五
五
・
〇

　

歳
入
規
模
の
膨
脹

　

地
方
財
政
に
み
け
る
歳
入
規
模
は
、
昭
和
二
十
六
年
度
六
、
九
三
三
億
二
千
九
百
万
円
で
あ
っ
て
、
前
年
度
五
、
四
五

一
億
五
千
四
百
万
円
よ
り
も
Ｉ
、
四
八
一
億
七
千
五
百
万
円
す
な
わ
ち
二
七
・
二
％
の
膨
脹
と
な
っ
で
い
る
。
都
道
府
県

に
Ｓ
い
で
は
九
三
四
億
三
千
七
百
万
円
す
な
わ
ち
三
一
・
五
％
膨
脹
し
、
市
町
村
に
き
に
ｓ
ｖ
は
五
四
七
億
三
千
七
百
万

円
す
な
わ
ち
二
二
・
〇
％
膨
脹
し
、
都
道
府
県
の
歳
入
の
膨
脹
は
市
町
村
の
歳
入
の
そ
れ
よ
り
屯
邁
か
に
大
き
く
な
っ
て

い
る
。
歳
入
規
模
の
膨
脹
の
状
況
は
次
の
と
寿
り
で
あ
る
。

都

区道
府
県

分

　

二
五
年
度

二
九
六
２
ハ
Ξ
九
．
五

詣(Ａ)

　
　
　
　
　
　
　

り

ｙ
二
六
年
度
Ｂ

　
　
　
　
　
　
　

・
．
千
円

三
九
〇
、
〇
七
七
２
四
八

増
加
額
０

　

挿
加
率
い
司

　
　
　

が
円

　
　
　
　
　

衣



市

町

村

合

　

特町市五

　

別

　　　

大

計区村

　

市

(三)

二
四
八
、
五
一
四
、
八
〇
一
一

　

三
三
、
七
四
七
、
七
八
六

　

七
七
、
〇
三
七
、
〇
八
五

一
二
八
、
八
一
七
、
六
五
六

　
　

八
、
九
一
二
、
二
七
四

五
四
五
、
一
五
四
、
三
七
八

三
〇
三
、
二
五
二
、
四
九
四

　

四
二
、
四
七
六
、
四
四
九

　

九
八
、
九
八
五
２
二
四
二

Ｉ
五
一
、
六
六
七
、
九
四
七

　

一
〇
、
一
二
二
、
七
五
六

六
九
三
、
三
二
九
、
六
四
二

　

五
四
、
七
三
七
、
六
九
三

　
　

八
、
七
二
八
、
六
六
Ξ

　

二
Ｉ
、
九
四
八
、
二
五
七

　

二
二
、
八
五
〇
、
二
九
一

　
　

一
、
二
Ｉ
〇
、
四
八
二

Ｉ
四
八
、
一
七
五
、
二
六
四

二
二
・
〇

二
五
・
九

二
八
・
五

一
七
・
七

二
二
・
六

二
七
・
二

　

歳
入
規
模
の
膨
脹
の
内
容

　

地
方
財
政
に
必
け
る
歳
入
規
模
の
膨
脹
は
、
前
年
度
よ
り
心
［
、
四
八
一
億
七
千
五
百
万
円
の
膨
脹
を
示
し
で
い
る

が
、
そ
の
内
容
は
、
地
方
税
収
入
に
お
い
で
八
三
五
億
九
千
二
百
万
円
の
増
加
が
最
も
著
し
く
、
次
い
で
地
方
債
が
二

〇
四
億
五
千
万
円
、
国
庫
支
出
金
が
Ｉ
ヱ
〈
億
四
千
八
百
万
円
、
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
が
一
一
五
億
五
千
三
百
万
円

等
の
増
加
で
あ
っ
て
、
そ
の
概
況
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

区

分
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’
方

　
　
　
　

税

地
方
財
政
平
衡
交
付
金

財
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収
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び
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担
金
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使
用
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び
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成
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五
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一
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三
、
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二
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〇
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、
五
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、
八
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六
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、
三
九
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、
九
九
〇

金金金
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二
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三
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八
、
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〇
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三
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加
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四
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〇
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、
八
九
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、
七
〇
〇

　
　

三
・
五

　
　

七
八
五
、
二
九
五

　
　

一
・
四

一
、
七
九
八
・
〇
〇
〇

　
　

Ξ
・
三

三
、
四
一
四
、
三
〇
四

　
　

六
・
二

　
　

一
八
七
、
五
九
〇

　

△

　

・
三

一
・
三

　
　

一
、
八
九
五
、
八
五
二

　
　

三
・
五

　
　
　
　
　
　

三
九



地雑繰繰
合

方収越入

計
債入金金

　
　

二
、
八
四
六
、
〇
一
〇

　
　

一
・
九

　
　

二
、
二
一
六
、
六
五
六

　
　

一
・
五

　
　

三
、
七
二
三
、
二
九
一

　
　

二
・
五

　

二
〇
．
、
四
五
〇
、
三
三
三

　

二
二
・
八

一
四
八
、
一
七
五
、
二
六
四
一
〇
〇
・
〇

　
　

五
四
二
、
五
六
九

　
　
　

・
六

△
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、
七
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〇
、
一
〇
一

　

〈
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、
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二
二
、
九
二
四

　
　

二
・
〇

一
三
、
八
五
〇
、
九
七
八

　

一
四
・
八

九
三
、
四
三
七
、
五
七
一

　

一
〇
〇
・
〇

　
　

四
〇

　

二
、
三
〇
三
、
四
四
一

　
　

四
・
二

　

三
、
九
一
六
、
七
五
七

　
　

七
・
二

　

一
、
九
〇
〇
、
三
六
七

　
　

三
・
五

　

六
、
五
九
九
、
三
五
五

　

一
二
・
一

五
四
、
七
三
七
、
六
九
三
一
〇
〇
・
〇

　

次
に
歳
入
総
額
中
に
占
め
る
各
費
目
の
構
成
率
の
変
化
に
つ
い
て
み
る
と
、
地
方
税
及
び
地
方
債
の
割
合
は
増
加

し
、
特
に
都
道
府
県
に
お
け
る
地
方
税
の
割
合
の
増
加
は
著
し
い
。
叉
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
及
び
国
庫
支
出
金
の
割

合
は
減
少
し
て
い
る
。
そ
の
概
況
は
次
の
と
む
り
で
あ
る
。
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(四)

　
　

一
般
財
源
の
増
加
状
況

　

地
方
財
政
の
自
主
性
の
確
立
は
、
地
方
団
体
が
自
主
的
に
そ
の
使
途
を
決
め
る
こ
と
の
で
き
る
財
源
す
な
わ
ち
一
般

財
源
（
地
方
税
収
入
及
び
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
）
の
増
加
に
か
か
っ
て
い
る
。

　

二
十
六
年
度
決
算
に
ゐ
い
て
一
般
財
源
は
、
地
方
税
収
入
が
二
、
七
一
八
億
七
千
三
百
万
円
、
地
方
財
政
平
衡
交
付

金
が
Ｉ
、
二
〇
〇
億
四
百
万
円
、
計
三
、
九
一
八
億
七
千
八
百
万
円
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
前
年
度
と
比
較
す
る
と
、
地
方

税
収
入
に
旨
い
て
八
三
五
億
九
千
二
百
万
円
、
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
に
お
い
ず
二
Ｉ
五
億
五
千
三
百
万
円
、
計
九
五

一
億
四
千
六
百
万
円
の
増
加
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
年
度
に
対
し
て
三
二
％
の
増
加
と
な
っ
て
い
る
。

　

都
道
府
県
に
必
い
て
信
六
四
七
億
二
千
五
百
万
円
、
す
な
わ
ち
前
年
度
に
対
し
て
四
三
・
五
％
の
増
加
で
あ
り
、
市

町
村
に
お
い
で
は
、
三
〇
四
億
二
千
百
万
円
、
す
な
わ
ち
前
年
度
に
対
し
て
二
〇
・
六
％
の
増
加
で
あ
る
。

　

’
次
に
ヽ
一
般
財
源
の
増
加
状
況
を
、
歳
出
経
費
匹
増
加
状
況
と
比
較
す
る
と
、
地
方
団
体
全
体
を
通
じ
て
は
歳
出
経

費
の
増
加
率
は
二
七
・
八
％
で
あ
る
か
ら
、
、
一
般
財
源
の
増
加
状
況
が
歳
出
経
費
の
増
加
率
を
上
廻
っ
て
財
政
の
自
主

性
の
強
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
都
道
府
県
に
つ
い
て
み
る
と
、
一
般
財
源
の
増
加
率
は
、
歳
出
経
費
の

増
加
寥
を
相
当
上
廻
っ
て
い
で
、
財
政
自
主
性
の
強
化
が
著
し
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
市
町
村
に
つ
い
て
み
る
と
、

五
大
市
及
び
市
に
か
い
て
は
、
一
般
財
源
の
増
加
率
が
上
廻
っ
て
財
政
自
主
性
の
強
化
を
示
し
て
い
る
が
、
町
村
及
び

特
別
区
に
あ
い
て
は
、
一
般
財
源
の
増
加
率
が
下
廻
っ
て
、
｀
財
政
自
主
性
の
後
退
を
示
し
て
い
る
○
‘

　
　
　
　
　
　

ｊ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ

、
一
般
財
源
の
増
加
状
況
及
び
歳
出
経
費
の
増
加
率
を
示
す
と
次
の
と
必
り
で
９
Ｓ
＼
Ｋ
>
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
一



区

分

　　　　

市都

特町市五

　

道

別

　　

大町府

区村

　

市村県

合冑北
府

　
　

県海

計
名

森道

一

般

四
二

　

歳
出
経
費

‘
の
増
加
率

　
　
　
　

％

　

三
一
・
一

　

二
三
・
九

　

二
Ｉ
・
一

　

Ξ
〇
・
五

　

二
丁
Ｏ

　

一
四
・
四

　

二
七
・
八

増
加
率

　

幻

　

ぐ

　
　
　

％

　

三
四
・
九

　

二
四
・
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　

り

　
　
　

二
五
年
度
Ａ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

く

　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

一
四
九
、
三
一
九
、
九
三
一

一
四
七
、
四
一
二
、
〇
〇
四

　

一
九
、
〇
三
二
、
二
六
二

　

四
三
、
〇
四
五
、
一
〇
五

　

七
九
、
二
七
六
、
七
〇
二

　
　

六
、
〇
五
七
、
九
三
五

二
九
六
、
七
三
一
、
九
三
五

財

　
　

源

　
　

の

　
　

増

　
　

加

　
　

状

　
　

況

　
　
　
　
　
　
　
　

’

　
　
　
　
　

ｊ

　
　

ｊ

　
　
　

二
六
年
度
Ｂ

　
　
　
　

増
加
額
Ｃ
増
加
率
Ｃ
｛
Ａ

　
　
　
　
　
　
　
　

ｒ

　
　
　
　
　
　

ｒ

　
　

ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

　
　
　
　
　

％

二
Ｉ
四
、
〇
四
五
、
五
一
九

　
　
　

六
四
、
七
二
五
、
五
八
八

　
　

四
三
・
五

一
七
七
、
八
三
三
２
一
一
六

　
　
　

Ξ
〇
、
四
二
Ｉ
、
二
一
二

　
　
　

二
〇
・
六

　

二
三
、
九
四
一
、
五
八
三

　
　
　
　

四
、
九
〇
九
、
三
二
Ｉ

　
　
　

二
五
・
八

　

五
七
、
〇
七
〇
、
五
三
八

　
　
　

一
四
、
〇
二
五
、
四
Ξ
Ξ

　
　
　

Ξ
二
・
五

　

九
〇
、
五
五
四
、
二
〇
〇

　
　
　

一
ぺ
一
二
七
七
、
四
九
八

　
　
　

一
四
・
二

　
　

六
、
二
六
六
、
八
九
五

　
　
　
　
　
　

二
〇
八
、
九
六
〇

　
　
　
　

三
・
四

三
九
一
、
八
七
八
、
七
三
五

　
　
　

九
五
、
一
四
六
、
八
〇
〇

　
　

三
二
・
〇

　
　
　

次
に
一
般
財
源
の
増
加
状
況
を
団
体
別
に
み
る
と
、
都
道
府
県
に
っ
・
い
て
は
、
「
別
表
第
六
」
の
と
必
り
で
あ
っ
で
、

　
　

最
低
は
、
石
川
県
の
一
三
・
四
％
の
増
加
、
最
高
は
、
大
阪
府
の
九
一
・
〇
％
の
増
加
と
な
っ
て
い
る
。
叉
、
五
大
市
に

　

。
ワ
い
で
は
、
「
別
表
第
七
」
の
と
ゐ
り
で
あ
っ
て
、
’
最
低
は
京
都
市
の
八
・
九
％
の
増
加
、
最
高
は
、
神
戸
市
の
三
〇
・
二

　
　

％
の
増
加
と
な
っ
て
い
る
。

別
表
第
六

　

都
道
府
県
別
一
般
財
源
増
加
状
況

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
単
位
千
円
）

二

　

五

　

年

　

度

　

Ａ

　
　
　
　
　
　
　

千
円

八
、
六
四
四
、
二
七
〇

二
、
二
五
五
、
九
〇
二

二

　

六

　

年
ヽ
度

　

Ｂ

　
　

‘

　
　
　
　
　
　

千
円

一
一
、
六
五
六
、
三
〇
八

　

二
。
八
〇
四
、
ａ
五
五
ヽ

　
　
　
　
　
　
　
　

ｊ

　
　
　
　
　
　
　
　

Ａ
．

増

　

加

　

額

　

一

　

Ｃ

　
　
　
　
　
　
　
　

Ｂ

　
　
　
　
　
　
　
　

ぐ

　
　

‐

　
　
　
　
　
　
　

千
町

　
　

三
、
〇
一
二
、
〇
三
八

　
　
　
　

五
四
八
、
一
五
三
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庫阪都賀重知岡阜野梨井川山潟川京葉玉馬木城島形田城手

　

二
、
四
〇
〇
、
二
八
五

　

二
、
六
六
一
、
〇
二
二

　

二
、
二
四
〇
、
七
七
四

　

二
、
二
九
六
、
二
二
七

　

三
、
三
三
四
、
四
九
七

　

二
、
七
二
Ｉ
、
四
三
一

　

二
、
四
七
五
、
八
七
九

　

二
、
五
七
一
、
七
四
一

　

二
、
九
五
九
、
九
四
二

　

二
、
九
八
五
、
四
一
八

二
Ｉ
、
二
二
六
２
〈
六
七

　

三
、
六
七
七
、
九
四
五

　

三
、
八
三
六
、
九
六
二

　

Ｉ
、
九
〇
〇
、
三
一
三

　

二
、
〇
〇
一
、
〇
八
八

　

一
、
六
一
六
、
三
六
四

　

一
、
四
五
六
、
七
〇
Ξ

　

Ξ
、
四
七
Ｊ
、
四
六
二

　

二
、
四
九
九
、
四
六
四

　

三
、
四
九
九
、
九
八
九

　

五
、
三
五
三
、
二
六
三

　

。
二
、
三
六
三
、
一
一
一

　

一
、
五
七
七
、
二
三
三

　

二
、
九
五
二
、
五
九
一

　

七
、
四
三
五
、
一
六
二

　

五
、
七
一
一
、
〇
七
八

　

三
、
三
四
九
、
九
〇
Ξ

　

Ξ
、
六
四
一
、
一
九
七

　

二
・
、
九
九
六
、
四
五
四

　

二
、
九
八
】
、
三
五
九

　

四
、
四
七
一
、
六
三
七

　

三
、
六
七
二
、
四
六
一

　

三
、
一
九
四
、
三
五
〇

　

三
、
三
七
六
、
〇
六
二

　

四
、
一
二
四
、
四
九
〇

　

三
、
八
七
九
、
八
二
二

三
Ξ
、
九
五
六
、
一
二
五

　

五
、
八
〇
〇
、
一
七
七

‘
五
、
二
三
一
、
九
四
．
七

　

二
、
五
八
一
、
七
四
五

　

二
、
二
六
八
、
入
二
七

　

二
、
一
三
三
、
一
〇
二

　

二
、
〇
ヽ
一
四
、
二
〈
三

　

四
、
六
Ξ
四
、
五
三
九

　

Ξ
、
五
八
二
、
五
九
九

　

五
、
一
三
一
、
九
六
三

　

七
、
六
八
二
、
四
四
三

　

三
、
四
四
五
、
三
九
九

　

二
、
〇
六
Ξ
、
○
七
七

　

四
、
三
一
八
、
九
二
二

Ｉ
四
、
二
〇
二
、
三
0
1
二

　

入
、
四
一
四
、
八
八
五

　
　

九
四
九
、
六
一
八

　
　

九
八
〇
、
一
七
五

　
　

七
五
五
、
六
八
〇

　
　

六
八
五
、
一
三
二

　

一
、
一
三
七
、
一
四
〇

　
　

九
五
一
、
〇
三
〇

　
　

七
一
八
、
四
七
一

　
　

入
〇
四
２
Ξ
二

　

Ｉ
、
一
六
四
、
五
四
八

　
　

八
九
四
、
四
○
四

一
二
、
七
二
九
、
四
五
八

　

二
、
一
二
二
、
二
三
二

　

Ｉ
、
Ξ
九
四
、
九
八
五

　
　

六
八
一
、
四
三
二

　
　

二
六
七
、
七
三
九

　
　

五
一
六
、
七
三
八

　
　

五
五
七
、
四
六
〇

　

一
、
一
六
〇
、
〇
七
七

　

一
、
〇
八
三
、
一
三
五

　

一
、
六
三
一
、
九
七
四

　

二
、
三
二
九
、
一
八
〇

　

一
、
〇
八
二
、
二
八
八

　
　

四
八
五
、
八
四
四

　

一
、
三
六
六
、
三
三
一

　

六
、
七
六
七
、
】
四
〇

　

二
、
七
〇
Ξ
、
八
〇
七

　
　
　
　
　

・
四
一
一
一

三
九
・
五

三
六
・
入

三
三
・
入

二
九
・
九

三
四
・
一

三
五
・
〇

二
九
・
〇

三
一
・
Ξ

Ξ
九
・
四

三
〇
・
〇

六
９
・
Ｏ

五
七
・
六

三
六
・
四

三
五
・
九

二
二
・
四

三
二
『
・
Ｏ

三
八
・
四

三
三
・
四

四
三
・
五

四
六
・
八

四
三
・
六

四
五
・
八

三
〇
・
九

四
六
・
二

九
一
・
〇

四
七
・
四
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別
表
第
七

市
凛

歌児

計島崎分本崎賀岡知媛川島口島山根取山良

　
　

一
、
二
九
七
、
ご
四
三

　
　

一
、
八
入
〇
、
一
四
三

　
　

一
、
二
Ｉ
四
、
七
入
五

　
　

一
、
五
九
一
、
四
〇
九

　
　

二
、
六
四
五
、
一
九
二

　
　

三
、
三
九
八
、
九
九
九

　
　

二
、
七
六
七
、
四
三
二

　
　

一
、
五
〇
六
、
四
五
一

　
　

一
、
六
五
九
、
五
二
〇

　
　

二
、
三
五
〇
、
一
二
〇

　
　

一
、
六
九
一
、
〇
九
〇

　
　

五
、
七
〇
四
、
〇
七
乃

　
　

一
、
五
六
四
、
八
三
一

　
　

二
、
四
四
五
、
〇
】
四

‘

　
　

二
、
六
二
八
、
五
六
〇

　
　

二
、
一
四
九
、
五
五
五

　
　

一
、
九
三
〇
、
四
三
〇

　
　

二
、
七
六
五
、
三
〇
四
‘

一
四
九
、
一
・
＝
一
九
、
九
＝
二

五
大
市
別
一
般
財
源
増
加
状
況

名

二

　

五

　

年

　

度

　

Ａ

鋲

-

･皿･

　

ゝ･／

九
一
入
、

」．
戸4
猷

　
　

一
、
入
九
入
、
二
三
一

　
　

二
、
六
九
八
、
一
三
七

　
　

一
、
五
七
七
、
二
六
九

　
　

二
、
二
二
九
、
〇
六
一

　
　

三
、
八
九
三
．
Ξ
八
．
二

　
　

四
、
八
一
四
、
五
〇
四

　
　

三
、
七
六
〇
、
四
一
入

　
　

二
、
一
九
〇
、
九
二
二

　
　

二
、
一
八
四
、
五
七
八

　
　

三
、
四
六
九
、
三
九
六

　
　

二
、
一
三
九
、
七
六
七

　
　

七
、
五
九
〇
、
七
〇
〇

　
　

二
、
〇
七
五
、
五
五
七

　
　

三
、
二
六
一
、
二
四
九

　
　

三
、
五
六
一
、
二
五
一

　
　

二
、
七
二
三
、
九
三
八

　
　

一
ぺ
五
三
六
、
一
四
四

　
　

Ξ
、
八
三
〇
、
七
〇
二

二
Ｉ
四
、
〇
四
五
、
五
一
九

二

　

六

　

年

　

度

　

Ｂ

Ξ
、
七
二
三
、
九
二
Ｉ

　
　
　
　
　
　

・
四
四

　
　

六
〇
〇
、
九
八
八

　
　

入
一
七
、
九
九
四

　
　

三
六
二
、
四
八
四

　
　

六
三
七
、
六
五
二

　

一
、
二
四
八
、
一
九
〇

　

一
、
四
一
゛
五
、
五
〇
五

　
　

九
九
二
、
九
入
六

　
　

六
八
四
、
四
七
一

　
　

五
二
五
、
〇
五
入

　

一
、
一
一
九
、
二
七
六

　
　

四
四
八
、
六
七
七

　

一
、
八
八
六
、
六
三
〇

　
　

五
一
〇
、
七
二
六

　
　

八
一
六
、
二
三
五

　
　

九
三
二
、
六
九
一

　
　

五
七
四
回
一
八
三

　
　

六
〇
五
、
七
一
四

　

一
、
〇
六
五
、
Ξ
九
八

六
四
、
七
二
五
、
五
八
八

’
四
六
・
五

　

四
三
・
五

　

二
九
・
九

　

四
〇
・
二

　

四
七
・
四

　

四
一
・
七

　

三
五
・
九

　

四
五
’
四

　

三
一
・
七

　

四
七
・
五

　

二
六
・
六

　

Ξ
Ξ
・
Ｏ

　

三
二
・
七

　

三
三
・
四

　

』
五
・
五

　

二
六
・
八

　

三
一
・
ａ

　

三
入
・
五

　

四
三
・
五

　
　

ｊ

増
加
率
ｃ
一
Ａ

　
　

ぐ

二
七
・
六



合神大京名

古

計戸阪都屋

　

三
、
〇
六
一
、
二
五
〇

　

三
、
一
五
六
、
〇
八
五

　

七
、
二
四
七
、
三
六
二

　

二
、
六
四
八
、
八
九
一

一
九
、
〇
三
二
、
二
六
二

　

三
、
九
一
六
、
九
六
四

　

三
、
四
三
六
、
四
〇
六

　

九
、
四
一
七
、
八
〇
七

　

三
、
四
四
六
、
四
八
五

二
三
、
九
四
一
、
五
八
三

　
　

八
五
五
、
七
一
四

　
　

二
八
〇
、
一
三
二

二
、
一
七
〇
、
四
四
五

　
　

七
九
七
、
五
九
四

四
、
九
〇
九
、
一
三
二

二
七
・
九

　

入
・
九

二
九
・
九

三
〇
・
二

二
五
・
八

　

１
　
考
と
し
て
地
方
税
財
政
制
度
改
正
前
の
昭
和
二
十
四
年
度
に
き
け
る
一
般
財
源
と
比
較
す
る
と
、
二
十
四
年
度
の

一
般
財
源
は
、
二
、
〇
九
一
億
一
千
三
百
万
円
で
あ
る
か
ら
、
一
、
八
二
七
億
六
千
四
百
万
円
の
増
加
と
な
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
八
七
・
四
％
の
増
加
と
な
っ
て
一
般
財
源
と
し
で
著
し
い
増
加
状
況
を
示
し
て
い
る
。

そ
の
概
況
は
次
の
と
む
り
で
あ
る
。

市都合
区特町市五

道

　

府
大町別

分

市村県計区村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｊ

二

　

四

　

年

　

度

　

Ａ

一
〇
八
、
七
二
〇
、
六
四
七

一
〇
〇
、
三
九
三
、
一
二
七

　

一
四
、
三
〇
〇
、
二
九
四

　

三
一
、
三
八
四
、
二
〇
二

　

五
二
、
入
三
八
、
〇
‘
三
八

　
　

。
一
、
八
七
〇
、
五
九
三

二
〇
九
、
一
一
三
、
七
七
四

却

　

自
主
財
源
の
増
加
状
況

ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｊ

二

　

六

　

年
度
価

二
Ｉ
四
、
〇
四
五
、
五
一
九

一
七
七
、
八
三
三
、
ニ
ヱ
〈

　

二
三
、
九
四
一
、
五
八
三

　

五
七
、
〇
七
〇
、
五
三
八

　

九
〇
、
五
五
四
、
二
〇
〇

　
　

六
、
二
六
六
、
八
九
五

三
九
一
、
八
七
八
、
七
三
五

増

　

加

　

額

　

化

一
〇
五
、
三
二
四
、
八
七
二

　

七
七
、
四
四
〇
、
〇
八
九

　
　

九
、
六
四
一
、
二
八
九

　

二
五
、
六
八
六
、
三
三
六

　

三
七
、
七
一
六
、
一
六
二

　
　

四
、
三
九
六
、
三
〇
二

一
八
二
、
七
六
四
、
九
六
一

　
　
　

ｊ

増
加
率
ｏ
＼
＜

　
　

九
六
・
九

　
　

七
七
・
一

　
　

六
七
・
五

　
　

八
一
・
九

　
　

七
一
・
三

　

二
三
五
・
〇

　
　

八
七
・
四

　

地
方
財
政
の
自
主
性
の
確
立
は
、
地
方
団
体
が
自
主
的
に
調
達
す
る
こ
と
の
で
き
る
財
源
す
な
わ
ち
自
主
財
源
（
地

方
税
収
入
、
使
用
料
手
数
料
、
そ
の
他
。
）
の
増
瀬
が
必
要
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
五



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
六

　

二
十
六
年
度
決
算
に
か
い
て
自
主
財
源
は
、
総
額
三
、
八
一
三
億
七
千
四
百
万
円
で
あ
り
、
歳
入
総
額
の
五
五
％
と

な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
庫
支
出
金
、
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
及
び
地
方
債
等
地
方
団
体
の
意
思
に
よ
ち
ず
政
府

が
決
定
す
る
も
の
が
三
、
一
一
九
億
五
千
五
百
万
円
（
歳
入
総
額
の
四
五
・
〇
％
）
に
の
ぼ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
地
方
自
治

‥
の
進
展
に
３
拘
ら
ず
地
方
財
政
化
ｔ
‘
い
て
は
、
依
然
と
し
て
そ
の
自
主
性
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

へ
二
十
六
年
度
に
お
け
る
自
主
財
源
総
数
三
、
八
一
三
億
七
千
四
百
万
円
は
、
こ
れ
を
前
年
度
と
比
較
す
る
と
、
尨
方

団
体
全
体
を
通
じ
て
、
一
、
〇
四
七
億
一
千
万
円
の
増
加
と
な
っ
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
増
加
率
は
三
七
・
九
％
で

あ
る
。
そ
の
う
ち
、
都
道
府
県
に
や
い
で
は
、
六
一
四
億
四
千
五
百
万
円
の
増
加
と
な
り
、
そ
の
増
加
率
は
、
四
七
・
六

％
で
５
≫
s
^
、
市
町
村
に
Ｉ
い
て
は
四
三
二
億
六
１
　
五
百
万
円
の
増
加
と
な
り
、
そ
の
増
加
率
は
三
四
・
一
％
で
あ
る
。

従
っ
て
自
主
財
源
の
増
加
状
況
■
#
相
当
顕
著
と
な
っ
て
い
る
。

　

次
に
自
主
財
源
の
増
加
状
況
を
歳
出
経
費
の
増
加
状
況
と
比
較
す
る
と
、
地
方
団
体
を
通
じ
て
歳
出
経
費
の
増
加
率

は
二
七
・
八
％
で
あ
る
か
も
、
自
主
財
源
の
増
加
率
は
相
当
上
廻
っ
て
、
そ
の
財
政
自
主
性
は
、
増
強
さ
れ
た
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

／

　
　
　
　

Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｉ

　

Ｍ
４

　

Ｉ

　
　
　
　

｀

　

Ｊ
Ｉ

　
　
　
　
　

『
’

　
　

Ｍ
－

　
　

’

示
し
て
い
る
。
都
道
府
県
に
つ
い
て
も
、
ま
た
、
市
町
村
に
っ
ご
い
で
馬
財
政
自
主
性
は
増
強
さ
れ
て
い
る
。

　

い

　
　
　

・

　
　
　
　
　

－

　
　
　

１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１

　

－

　
　
　
　
　
　
　

／

　
　
　
　
　
　
　
　

゛
ｒ
ｌ

自
主
財
源
の
増
加
状
況
及
び
歳
出
経
費
の
増
加
率
を
示
す
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

区

　
　
　
　
　

分

都

　

道
｛
府

　

県

自

　
　

主

　
　

財

　
　

源

　
　

の

　
　

増

　
　

加

　
　

状

　
　

況

歳
出
経
費

の
増
加
率

　
　
　
　

形

　

三
一
・
一
‐

二
五
年
度
鴎

　

二
六
年
ｍ

≪

一
二
八
か
入
六
四
、
三
四
二

　

Ｉ
九
〇
、
三
〇
九
、
六
〇
九

増

　

加

　

額
Ｑ
増
加
率
O
l
＜
!

　
　
　
　
　

ｔ
臥

　
　

ｒ
臥

六
一
、
四
四
五
、
二
六
七

　
　

四
七
・
六

｜



市
特町市五

（六）合

町
大別

市村計区村

一
四
七
．
七
九
九
、
入
一
九

　

二
三
、
一
〇
六
、
四
三
〇

　

四
七
、
六
六
入
、
七
五
三

　

六
九
、
七
五
七
．
０
四
入

　
　

七
、
二
六
七
、
五
入
入

二
七
六
、
六
六
四
、
一
六
一

一
九
一
．
０
六
五
、
〇
〇
Ξ

　
　

四
三
、
二
六
五
．
一
入
四

　

二
九
、
Ξ
六
六
、
七
五
二

　
　
　

六
、
二
六
〇
．
Ξ
二
二

　

六
三
、
一
七
入
、
三
七
四

　
　

一
五
、
五
〇
九
、
大
二
Ｉ

　

九
〇
．
０
九
八
、
二
入
一

　
　

二
〇
．
Ξ
四
一
．
二
三
三

　
　

八
．
四
二
Ｉ
．
五
九
六

　
　
　

一
、
一
五
四
、
〇
〇
入

三
入
一
、
Ξ
七
四
、
六
一
二

　

Ｉ
Ｏ
四
、
七
一
〇
．
四
五
一

三
四
・
一

三
六
・
入

三
〇
・
五

Ξ
四
・
三

一
五
・
九

三
七
・
九

二
三
五

二
７
一

三
〇
・
五

二
Ｉ
・
ｏ

一
四
・
四

二
七
・
入

　

地
方
税
の
増
加
状
況

両

　

国
税
と
地
方
税
と
の
関
係

　
　

等
し
く
国
民
の
負
担
で
あ
る
国
税
と
地
方
税
と
の
累
年
比
較
を
み
る
と
、
次
の
と
Ｓ
り
国
税
は
、
地
方
税
盈
一
か

　

に
上
廻
つ
で
い
る
。
こ
れ
は
有
力
な
税
源
で
あ
る
多
く
の
税
目
が
国
税
に
帰
属
し
、
地
方
税
は
比
較
的
貧
弱
な
税
源

　

の
み
に
止
ま
つ
で
い
る
結
果
で
あ
る
。

　
　

昭
和
二
十
五
年
度
の
地
方
税
制
度
の
改
革
は
地
方
税
制
度
に
根
本
的
な
変
革
を
屯
だ
ら
し
、
地
方
税
の
増
収
が
は

　

が
ら
れ
た
が
、
な
Ｓ
、
国
税
に
対
す
る
地
方
税
の
比
重
は
低
い
。

　
　

国
税
と
地
方
税
と
の
累
年
比
較
は
次
の
と
ｊ
ａ
s
＞
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｊ

年

　

度

　

国
税
収
入
額
＜

　

地
方
税
収
入
額
皿
比
較
Ｂ
一
Ａ

昭
和

　

元

　
　
　

二

　
　
　

三

　
　

百
万
円

　

九
六
九

　

九
三
〇

一
、
〇
〇
二

　

百
万
円

六
五
四

六
二
五

六
五
七

ハ
乞（

六
七
・
二

六
五
・
七

年

　

度

　

国
税
収
入
額
幻

　

地
方
税
収
入
額
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

く

　
　
　
　
　
　
　
　

ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
円

　
　
　
　
　
　
　

百
万
円

　
　
　

四

　
　
　
　

九
回
二

　
　
　
　

六
六
五

六五

九
〇
五

八
〇
一

四

七

六
〇
二

五
三
〇

　

ｊ
姦
蚤六

匍

六
六
・
八

六
六
・
一



一一一一一一一

六五四三二－.０九八七

七
六
二

八
二
二

一
、
五
二

二
、
〇
七

二
、
六
〇

三
、
七
八

四
、
四
〇

Ξ九八五五六=｡五－

五
二
二

五
五
入
．

五
九
六

六
三
四

六
七
二

六
五
九

七
〇
四

七
六
三

七
八
四

’
八
七
九

六
八
・
四

六
七
・
八

六
四
ヱ
〈

六
三
・
一

五
八
・
六

四
三
・
三

三
三
・
九

二
九
・
Ξ

二
〇
・
八

一
九
・
九

一

七

一

八

一

九

一
一

○

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一
一

一

一
四

一

一

五
一
六

　
　

六
、
七
八
八

　
　

八
、
六
五
九

　

一
一
、
六
六
五

　

一
〇
、
四
九
九

　

Ξ
〇
、
一
一
一

一
四
七
、
四
六
一

三
四
五
、
八
三
一

五
一
入
、
一
七
三

四
五
六
、
三
九
三

六
〇
四
、
〇
三
二

　

四
八

　
　
　

九
三
四

　
　
　

九
九
二

　
　
　

八
六
二

　
　
　

九
八
五

　
　

三
、
七
二
六

　

二
〇
、
一
九
八

　

七
七
、
七
〇
九

一
四
二
、
四
四
一

ご二
七
一
、
八
七
三

一

一
一
一

入

一
一

五

　

七
・
四

　

九
・
四

一
二
・
四

一
三
・
八

二
二
・
五

二
七
・
五

四
一
・
二

四
四
・
九

局

　

地
方
税
収
入
の
増
加
状
況
と
偏
在
の
状
況

　
　

昭
和
二
十
六
年
度
に
お
け
る
地
方
税
紅
入
篆
は
総
額
二
、
七
一
八
億
七
千
三
百
万
円
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
都
道
府

　

県
に
お
い
て
徴
収
し
た
も
の
ぼ
［
、
三
二
九
億
七
千
六
百
万
円
（
地
方
税
総
額
の
四
八
・
九
％
）
で
９
Ｋ
＼
S
＾
、
市
町
村
に

　

お
い
て
徴
収
し
た
も
の
は
［
、
三
八
八
億
九
千
七
百
万
円
（
地
方
税
総
額
の
五
一
・
一
％
）
で
あ
る
。
こ
れ
を
前
年
度
と

　

比
較
す
る
と
、
総
額
に
Ｓ
い
て
八
三
五
億
九
千
二
百
万
円
（
前
年
度
収
入
額
の
四
四
・
四
％
）
の
増
加
で
Ｊ
≫
S
＞
、
都
道

　

府
県
に
き
い
で
は
五
四
八
億
一
千
八
百
万
円
（
前
年
度
収
入
額
の
七
〇
・
一
価
）
の
増
加
で
Ｊ
８
^
s
＾
、
市
町
村
に
む
い
で

　

は
二
八
七
億
七
千
四
百
万
円
（
前
年
度
収
入
額
の
二
六
・
一
％
）
の
増
加
で
あ
る
。

　
　

次
に
地
方
税
収
入
が
地
方
団
体
の
歳
入
総
額
中
に
占
め
る
割
合
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
、
二
十
五
年
度
は
、
都
道

　

府
県
に
お
い
て
は
二
六
・
四
％
市
町
村
に
Ｉ
に
い
て
は
四
四
・
四
海
で
全
体
と
し
て
三
四
・
五
％
で
あ
Ｉ
、
二
十
六
年
度



区

ぽ
、
都
道
府
県
に
を
い
て
三
四
・
一
％
市
町
村
に
み
い
て
四
五
・
八
％
で
全
体
と
し
て
ぽ
三
九
・
二
％
で
夫
々
歳
入
総

額
中
に
地
方
税
の
占
め
る
割
合
は
上
昇
し
て
特
に
都
道
府
県
に
お
い
て
著
し
い
。

　

地
方
税
収
入
額
の
地
方
団
体
別
の
増
加
状
況
及
び
そ
の
歳
入
総
額
中
に
占
め
る
割
合
は
、
次
の
と
き
り
で
あ
る
。

分

都

　

道

　

府

　

県

（
１
　
順
器
躯
）

市合

特町市五

大町

市村

　

別

計区村

地

　
　

方

　
　

税

　
　

収

　
　

入

　
　

の

　
　

増

　

加

　
　

状

　
　

況

　
　
　
　
　
　
　
　
　

り

　
　

昭
和
二
Ｉ
五
年
度
Ａ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｃ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

七
八
、
一
五
八
、
一
九
一

　

（
八
、
四
六
一
、
〇
一
七
）

一
一
〇
、
一
二
二
、
七
九
〇

　

一
七
、
一
六
一
、
二
五
五

　

三
五
、
六
五
五
、
六
八
三

　

五
一
、
二
四
七
、
九
一
七

　
　

六
、
〇
五
七
、
九
三
五

一
八
八
、
二
八
〇
、
九
八
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

り

　
　
　

昭
和
二
六
年
度
Ｂ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

一
三
二
、
九
七
六
、
二
九
四

（
一
二
、
四
一
〇
、
四
四
七
）

一
三
八
、
八
九
七
、
五
六
二

　

二
二
、
一
一
一
、
三
八
五

　

四
七
、
七
三
八
、
〇
六
〇

　

六
二
、
七
八
一
、
二
二
二

　
　

六
、
二
六
六
、
八
九
五

　
　
　
　
　

・
-
ﾉ

　

χ
Ｉ
ノ
χ
Ｉ
ノ

　

増
加

　

率

　
　

増
減
額
Ｍ
―
＜
Ｏ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

廊

　
　
　
　
　
　
　

千
円

　
　
　
　
　

％

五
四
、
八
一
八
、
一
〇
三

　
　

七
〇
・
一

（
三
、
九
四
九
、
四
Ξ
○
）

　

（
四
六
・
七
）

二
八
、
七
七
四
、
七
七
二

　

四
、
九
五
〇
、
二
二
〇

一
二
、
〇
八
二
、
三
七
七

一
一
、
五
三
三
、
三
〇
五

　
　
　

二
〇
八
、
九
六
〇

二
七
一
、
八
七
三
、
八
五
六

　

八
三
、
五
九
二
、
八
七
五

二
六
・
一

二
八
・
八

三
三
・
九

二
二
・
五

　

三
・
四

四
四
・
四

地
方
税
収
入
が
歳
入
総

額
中
に
占
め
る
割
合

二
五
年
度

　

二
六
年
度

　
　
　

％

　
　
　
　

％

二
六
・
四

　

三
四
こ

四
四
・
四

五
〇
・
九

四
六
・
三

三
九
・
入

六
八
・
〇

三
四
・
五

四
五
・
八

五
二
・
〇

四
八
・
二

四
一
・
三

六
一
・
九

三
九
・
二

　

都
道
府
県
に
｀
‘
け
る
地
方
税
収
入
の
増
加
は
前
述
の
と
I
｡
ａ
s
＞
極
め
て
著
し
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
都
道
府
県
別
の

地
方
税
収
入
状
況
は
「
別
表
第
八
」
の
と
Ｉ
り
鳥
取
県
の
三
億
円
か
ら
東
京
都
の
三
三
九
億
円
に
至
る
ま
で
団
体
間
に

相
当
顕
著
な
懸
隔
が
み
ち
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
都
道
府
県
税
の
大
宗
を
な
す
事
業
税
、
入
場
税
、
遊
興
飲
食
税

の
税
源
が
極
め
て
偏
在
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

　

昭
和
二
十
六
年
度
に
お
け
る
各
都
道
府
県
の
税
収
入
の
偏
在
は
、
次
に
み
る
と
５
Ｊ
ｂ
s
＾
地
方
収
入
額
が
二
十
億
円
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
九

）

）

）

）

）

増

加

率

｜



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
〇

超
ｔ
だ
団
体
は
、
四
六
都
道
府
県
中
三
割
に
も
み
た
ぬ
十
三
都
道
府
県
に
過
ぎ
な
い
の
で
５
≫
S
^
、
且
つ
、
こ
の
十
三

都
道
府
県
の
地
方
税
収
入
額
は
、
‘
全
都
道
府
県
の
地
方
税
収
入
額
の
七
割
を
超
過
し
て
い
る
状
況
で
３
Ｓ
＼
S
>
、
そ
の
他

の
三
十
三
県
の
税
収
入
は
い
ず
れ
も
二
十
億
円
未
満
に
す
ぎ
ず
、
且
つ
そ
の
地
方
税
収
入
額
は
全
郡
道
府
県
の
地
方

税
収
入
額
勿
三
割
に
み
た
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ノ

　

昭
和
二
十
六
年
度
各
都
道
府
県
の
地
方
税
収
入
額
の
概
況
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
○
’
‘
｀

　

ヽ
区

地
方
税
収
入
額

４タφ

　

φ

　

φ

　

タ

　

４

　

φ

　

φ

　

φ

笠五

　
　

分

　
　
　

団
。
体

億
円
以
下

億
円
以
上

一
〇

　

億
円
以
上

一

五
’
こ
４

一
一

○

一
一

五

Å七六五四三

石･ｏダ０6００

･φ

　

φ

　

４

　

タ

　

タ

　

４

　

４・φ

　

数

　
　
　
　
　

都
道
府
県
名
（
か
っ
こ
内
は
地
方
税
収
入
額
単
位
億
円
）

　

一

　
　

鳥
取
（
三
）

一
二

　
　

青
森
（
八
）
、
秋
田
（
八
）
、
山
形
（
八
）
、
福
井
（
九
べ
山
。
梨
（
六
）
、
奈
良
（
七
）
、
島
根

　
　
　
　

（
六
）
、
徳
島
（
八
）
、
香
川
（
八
）
、
高
知
（
七
）
、
佐
賀
（
八
）
、
犬
分
（
九
）

一
三

　

岩
手
（
一
〇
）
、
宮
城
（
一
三
）
、
茨
城
（
一
〇
）
、
栃
木
（
一
三
）
、
群
馬
（
一
三
）
、
千
葉

　
　
　
　

（
一
四
）
、
石
川
（
一
〇
）
、
滋
賀
（
一
二
）
、
和
歌
山
（
一
三
）
、
長
崎
（
一
四
）
、
熊
本

　
　
　
　

（
一
三
）
、
宮
崎
（
一
二
）
、
鹿
児
島
こ
ｏ
）

　

七

　
　

福
島
（
一
五
）
、
。
埼
玉
（
一
八
）
、
。
富
山
（
一
六
）
、
長
野
（
一
七
）
、
岐
阜
（
一
い
九
）
、
岡
山
。

　
　
　
　

（
一
九
）
、
愛
媛
（
一
七
）

　

三

　
　

新
潟
（
二
三
）
、
三
重
（
二
〇
）
、
山
口
（
二
ヽ
ｏ
）

‐
Ｌ

　
　

広
島
（
二
六
）

　

、
。
『
－
。

　
　
　
　
　
　

ミ
‘

　

’
。

　

二

　
　

静
岡
（
三
’
四
）
、
京
都
（
三
四
）

　

一

　
　

神
奈
川
（
四
七
）

　

二

　
　

福
岡
（
五
五
）
、
北
海
道
（
五
七
）

　

一

　
　

愛
知
（
六
九
）

　

一

　
　

兵
庫
（
七
一
『
』
。

二

　

大
阪
（
一
四
二
）
、
―
尽
（
Ξ
三
吉



)(ｲ))(ロ
区

　

次
に
偏
在
度
の
高
い
状
況
を
示
す
と

　

引
最
屯
偏
在
し
て
い
る
東
京
及
び
大
阪
の
地
方
税
収
入
額
咤
都
道
府
県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｃ

の
税
総
額
の
三
六
・
二
％
を
占
め
、
ｎ
ｔ
京
、
大
阪
、
兵
庫
、
愛
知
、
神
奈
川
、
京
都
の
六
大
都
府
県
で
は
総
額

の
五
三
・
〇
％
を
占
め
、
ぺ
ど
れ
ら
六
大
都
府
県
及
び
北
海
道
、
新
潟
、
静
岡
、
三
重
、
広
島
、
山
口
、
福
岡
（
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ぐ

ず
れ
も
地
方
税
収
入
二
〇
億
円
以
上
の
団
体
）
の
合
計
で
は
税
総
額
の
七
〇
・
八
％
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
偏
在
の

状
況
に
つ
い
て
二
十
五
年
度
と
二
十
六
年
度
と
を
比
較
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

分

八

　

十
三
都
道
府
県
計

ぐそ
の
他
の
三
十
三
県
の
計

　

全

　
　

国

　
　

計

東
京
、
大
阪
の
み

六
大
都
府
県
計

十
三
都
道
府
県
計

年

　

度

一

六

　

年

　

度

増
加
率

　

ｊ

　

Ｃ
一
Ａ

　

ぐ

　
　
　

％

　
　

七
二
Ｉ
ニ

　
　

七
六
・
六

　
　

■
p
l
l
l
-
1

　
　

竟
・
二

　
　

七
９
一

税

　
　
　
　
　

ｊ

収

　

入

　

Ａ

　
　
　
　

ｆ
ｒ
-
~
Ｅ

二
七
、
突
九
、
Ｅ
七
二

元
、
〈
〈
九
、
〈
二

吾
一
．
次
五
、
（
）
二
九

二
四
．
Ξ
笙
、
一
六
二

次
．
一
夭
、
一
九
一

全
国
比
税

　
　
　

％

　
　

萱
・
〈

　
　

三
６

　
　

六
〈
一
＜

　
　

I
l
l
I
-
1
1

　
　

一
８

　
　
　
　
　

ｊ

収

　

入

　

Ｂ

　
　
　
　
　

ぐ

　
　
　
　

千
円

　

四
〈
、
一
夭
、
四
三

　

き
．
四
元
、
七
二
四

　

九
四
、
一
九
九
、
〈
究

　

Ｈ
Ｋ
'
Ｗ
＊
'
元
Ｍ

一
三
、
九
七
六
、
一
一
九
四

全
国
比

　
　
　

％

　
　

l
i
H
ハ
･
1
1

　
　

i
f
l
W
-
０

－
８元き

　

三入

税

　

収

　

入

　

ｃ

　
　
　
　
　

y
ｈ
£

　
　

1
1
0
'
!
≪
'
＜
Ｂ
≪

1
1
1
0
'
Ｗ
Ｂ
＾
”
S
l
l
f
l

四
（
）
、
四
（
）
四
、
〈
七
（
）

一
四
、
四
Ξ
、
Ξ
量

酉
一
、
〈
一
〈
、
一
（
）
一
一
一

全
国
比

　
　
　

％

　
　

戻
入

　
　

六
四
人

　
　

豊
■
９

－
８示

　

ニ

向

　

税
目
別
の
徴
収
状
況

　
　

｀
昭
和
二
十
六
年
度
地
方
税
収
入
額
は
、
こ
れ
を
税
目
別
に
み
る
と
、
道
府
県
税
は
Ｉ
、
二
〇
五
億
六
千
五
百
万
円

　

で
あ
り
、
市
町
村
税
は
Ｉ
、
五
一
三
億
八
百
万
円
で
あ
る
。
（
註

　

東
京
都
で
徴
収
し
た
市
町
村
税
相
当
分
は
、
一
二

　

四
億
［
千
万
円
で
あ
る
。
］

　
　
　

―
’
ｊ

　
　

ｒ
徴
収
歩
合
だ
つ
い
て
み
る
と
ヽ
道
府
県
税
は
ヽ
二
十
六
年
度
ぼ
八
二
・
〇
％
で
前
年
度
の
七
四
・
二
弧
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

玉
一
一

｜

｜

｜



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
二

七
・
八
％
上
昇
し
て
い
る
。
市
町
栓
税
ぽ
、
二
十
六
年
度
は
八
一
・
七
％
で
、
前
年
度
の
七
九
・
八
％
よ
ｔ
一
・
九

％
上
昇
し
て
い
る
。

　
　
　

ヽ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

し

　

’
次
に
税
目
別
に
増
加
状
況
を
み
る
と
、
道
府
県
税
は
総
額
五
〇
八
億
六
千
八
百
万
円
の
増
加
と
な
り
、
そ
の
大
部

分
を
占
め
る
の
は
、
法
人
淳
業
税
で
、
四
六
八
億
四
千
四
百
万
円
の
増
加
を
示
し
て
ひ
名
が
、
こ
れ
は
朝
鮮
ブ
ー
ム

に
よ
≪
＜
？
収
益
の
異
常
な
る
増
加
の
結
果
で
あ
る
。
市
町
村
税
は
、
総
額
二
二
七
億
二
千
四
百
万
円
の
増
加
で
、
そ
の

主
な
る
ｉ
の
は
、
市
町
村
民
税
の
法
人
分
が
一
六
五
億
一
千
四
百
万
円
、
固
定
資
産
税
が
一
七
五
億
三
千
六
百
万
円

等
の
増
加
で
あ
る
。

　

次
に
地
方
財
政
計
画
に
お
け
る
地
方
税
収
入
見
込
額
と
比
較
す
る
と
、
地
方
税
収
入
見
込
額
二
、
五
一
〇
億
四
千

三
百
万
円
よ
り
二
〇
八
億
三
千
百
万
円
の
増
収
と
な
っ
て
あ
り
、
税
目
別
に
は
、
道
府
県
税
に
お
い
て
九
三
億
六
千

九
百
万
円
、
市
町
村
税
に
き
い
で
プ
ー
四
億
六
千
二
百
万
円
の
増
収
と
な
っ
て
い
る
。

　

二
十
五
年
度
、
二
十
六
年
度
に
っ
い
で
税
目
別
に
地
方
税
収
入
額
の
比
較
及
び
地
方
財
政
計
画
に
Ｉ
け
る
地
方
税

収
入
見
込
額
と
の
比
較
を
示
せ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

り
都
道
府
県

ぐ

分

一

普道

通尹

税県

　

税

ニ

　

ー
五

　

年

　

度
淘
二

　

六

　

年
。
度

　

皿
。
Ｊ
Ｅ
油

叱

　

財
政
計
画

　

門
Ｊ
ｊ
作

く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

く

　
　

ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

　
　
　
　
　

ヽ
‐

　
　
　

ふ
丁
円

　

・
‐

　

。
‘
百
万
円
‐

　
　

。
。
百
万
円
。

六
二
、
二
九
四
Ｊ
Ｏ
五
六

　

一
一
九
、
｝
一
〇
、
一
Ξ
二

　

五
六
、
八
一
六
、
二
六
五

　

」
」
、
〇
、
二
。
一
｀
Ｏ

　
　

入
、
九
〇
〇



四
、
税
目
区
分
不
明
分

道
府
県
税
計

東
京
都
徴
収
市
税
相
当
分
、

都
道
府
県
徴
収
総
額

　
　

ｊ

　

－

Ａ

　

｀

　

区

(1・

市

　

町

　

村

　
　
　
　
　
　
　

分

市

　

町

　

村

　

税

普

　
　

通

　
　

税

　

法
定
１
　
通
税

六
ミ
ｏ
九
六
、
三
八
六
一
一
八
、
八
四
て
ｏ
．
一
二

三
六
、
五
六
八
、
六
八
四

一
〇
、
七
五
八
、
五
三
四

二
五
、
八
一
〇
、
一
五
〇

　　

一

一八三一

ゝ

　

ゝ．ゝ

　

●
七二二五

七五八八

八六九六

　

ゝ

　

ゝ

　

ゝ

　

ゝ
○九七四

三二一八

七〇四六

　
　
　

二
七
三
、
六
一
二

　
　
　
　

四
八
、
四
七
九

　
　
　

二
九
四
、
四
五
四

　
　
　

一
九
七
、
木
七
〇

　
　
　
　

四
九
、
九
八
九

　

七
、
三
五
三
、
一
二
九

　
　
　
　
　

、

　
　
　

〇

六
九
、
六
九
七
、
一
七
四

　

一
八
、
四
六
一
、
〇
一
七

七
八
、
一
五
八
、
一
九
一

八
四
、
六
六
一
、
八
四
七

五
六
、
七
四
四
、
六
二
六

　

一
一
０
　
　
、
ｏ
一
‘
九

四
八
、
〇
九
三
、
一
六
三

Ｊ五
七
、
六
〇
二
、
六
七
二

　

四
六
、
八
四
四
、
一
三
八
‘

二
七
、
〇
五
九
、
一
七
五

　
　

一
、
二
四
九
、
〇
二
五

　
　

一
、
八
六
九
、
八
七
四

　

一
八
、
三
三
一
、
四
〇
一

　

一
一
、
二
三
四
、
四
〇
四

　
　

一
、
九
九
一
‘
、
九
四
二

　
　
　

三
三
五
、
四
七
六

　
　
　
　

五
三
、
七
二
八

　
　
　

三
六
二
、
三
四
〇

　
　
　

二
六
九
、
三
〇
九

　
　
　
　

二
三
、
六
〇
Ξ

　
　

一
、
二
九
六
、
七
二
Ｉ

　
　
　
　

一
三
五
、
二
０
　
二

Ｉ
ニ
〇
、
五
六
五
、
八
四
七

　

一
二
、
四
一
〇
、
四
四
七

一
三
二
、
九
七
六
、
二
九
四

　
　
　

二
入
三
、
三
八
八

　

五
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、
一
七
七

　

五
、
二
三
一
、
九
四
七

　

二
、
五
八
一
、
七
四
五

　

二
、
二
六
八
、
八
二
七

　

二
、
一
三
三
、
一
〇
二

一
般
財
源
中

占
め
る
税
収

ｗ
㈲乳

・
八

　

三
〇
・
五

　

三
一
・
六

　

三
七
・
三

｀
二
八
・
二

　

二
七
・
一

　

一
三
五
・
四

　

二
七
・
六

　

四
〇
・
七

　

四
一
・
四

　

四
四
・
六

　

三
七
・
三

一
〇
〇
・
〇

　

八
二
・
五

　

四
四
・
六

　

六
二
・
二

　

四
七
・
七

　

四
六
・
七



大熊長佐福高愛香徳山広岡島鳥和奈兵大京滋三愛静岐長山

　　　　　　　　　　　　　　　　　

歌

分本崎賀岡知媛川島口島山根取山良庫阪都賀重知岡阜野梨

　
　

六
〇
九
、
六
七
一

　

一
、
七
六
四
、
四
一
八

　

一
、
九
五
六
、
七
九
九

　

三
、
四
三
二
、
六
九
二

　

六
、
九
一
〇
、
八
九
四

　

二
、
〇
三
八
、
七
一
四

　

一
、
二
二
五
、
〇
八
〇

　

Ξ
、
四
七
九
、
七
八
五

一
四
、
二
〇
二
、
Ξ
〇
二

　

七
、
一
〇
四
、
三
九
二

　
　

七
二
六
、
三
八
四

　

一
、
Ξ
Ξ
六
、
二
八
一

　
　

三
九
三
、
八
四
〇

　

一

　

六
一
三
、
四
六
〇

　

一
、
九
二
Ｉ
、
九
七
八

　

二
、
六
二
四
、
六
二
八

　

二
、
〇
〇
一
、
一
〇
一

　
　

入
四
三
、
八
二
五

　
　

八
九
九
、
三
三
九

　

一
、
七
六
六
、
八
四
九

　
　

七
一
一
、
六
九
四

　

五
、
五
二
八
、
〇
九
一

　
　

八
二
二
、
〇
〇
一

　

一
、
四
九
三
、
七
四
六

　

一
、
三
二
五
、
二
九
一

　
　

九
五
八
、
二
八
五

一
、
四
〇
四
、
四
九
二

二
、
八
七
〇
、
一
二
一

一
、
六
二
五
、
八
〇
〇

一
、
六
九
九
、
二
七
一

　
　

七
七
一
、
五
四
九

一
、
四
〇
六
、
六
八
五

　
　

八
三
七
、
九
九
七

　
　

八
三
九
、
一
三
七

　
　
　
　
　
　
　

－

一
、
三
一
〇
、
四
九
三

一
、
一
七
一
、
八
四
七

一
、
三
六
一
、
八
五
六

一
、
一
八
三
、
四
二
九

一
、
六
一
五
、
六
〇
一

一
、
九
七
一
、
四
〇
四

二
、
一
八
九
、
八
七
六

一
、
七
五
九
、
三
一
七

一
、
三
四
七
、
〇
九
七

一
、
二
八
五
、
二
三
九

一
、
七
〇
二
、
五
四
七

一
、
四
二
八
、
〇
七
三

二
、
〇
六
二
、
六
〇
九

　
　
　
　
　
　

／

一
、
二
五
三
、
五
五
六

一
、
七
六
七
、
五
〇
Ξ

二
、
二
三
五
、
九
六
〇

一
、
七
六
五
、
六
五
Ξ

　

二
、
〇
一
四
、
一
六
三

　

四
、
六
三
四
、
五
Ξ
九

　

三
、
五
八
二
、
五
九
九

　

五
、
一
三
一
、
九
六
三

　

七
、
六
八
二
、
四
四
三

　

三
、
四
四
五
、
三
九
九

　

二
、
〇
六
三
、
〇
七
七

　

四
、
三
一
八
、
九
二
二

Ｉ
四
、
二
〇
二
、
三
〇
二

　

八
、
四
、
一
四
、
八
八
五

　

一
、
八
九
八
、
二
三
一

　

二
、
六
九
八
、
一
三
七

　

一
、
五
七
七
、
二
六
九

　

二
、
二
二
九
、
〇
六
一

　

三
、
八
九
三
、
三
八
二

　

四
、
八
一
四
、
五
〇
四
。

　

三
、
七
六
〇
、
四
一
八

　

二
、
一
九
〇
、
九
二
二

　

二
、
一
八
四
、
五
七
八

　

三
、
四
六
九
、
三
九
六

　

二
、
一
三
九
、
七
六
七

　

七
、
五
九
〇
、
七
〇
〇

　

二
、
〇
七
五
、
五
五
七

　

三
、
二
六
一
、
二
四
九

　

Ξ
、
五
六
一
、
二
五
一

　

二
、
七
二
三
、
九
三
入

　
　
　
　
　
　

。
五
七

　

三
。
〇
・
三

　

三
八
・
一

　

五
四
・
六

　

六
六
・
九

　

八
九
・
九

　

五
九
・
二

　

五
九
・
四

　

八
〇
・
六

一
〇
〇
・
〇

　

八
四
・
四

　

三
八
・
三

　

四
九
・
五

　

二
五
・
〇

　

二
七
・
五

　

四
九
・
四

　

五
四
・
五

　

五
三
・
二

　

三
八
・
五

　

四
一
・
二

　

五
〇
・
九

　

三
三
・
三

　

七
二
・
入

　

三
九
・
六

　

四
五
・
八

　

三
七
・
二

　

三
五
・
二



鹿宮

児

合
計
又
は
平

均島降

　
　

て
二
〇
四
、
三
七
一

　
　

一
、
〇
〇
九
、
五
〇
二

一
三
二
、
九
七
六
、
二
九
四

　

一
、
三
三
一
、
七
七
三

　

二
、
八
二
Ｉ
、
二
〇
〇

八
一
、
〇
六
九
、
二
二
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
入

　
　

二
、
五
三
六
、
一
四
四

　
　

三
、
八
三
〇
、
七
〇
二

二
Ｉ
四
、
〇
四
五
、
五
一
九

＠

　

法
定
外
普
通
税
実
施
状
況
及
び
標
準
税
率
超
過
課
税
状
況

　
　

法
定
外
普
通
税
実
施
状
況
及
び
標
準
税
率
超
過
課
税
状
況
の
概
況
は
次
の
と
き
り
で
あ
る
。

　

イ

　

法
定
外
普
通
税
実
施
状
況

　

（
昭
和
二
十
六
年
度
決
算
見
込
）

　
　

都

　

道

　

府

　

県

家税

畜

税

　

目

牛

　
　

馬

　
　

税

果

　

樹

　

税

興
農
臨
時
特
別
税

犬税

市

　
　

町

　
　

税

都
道
府
県
名

埼福島秋冑福宮岩北

　　　　　　　　　　

海

玉島根田森島城手道

　

村

課
税
団
体
数

　
　

二
、
五
七
〇

収
入
済

　

五
九
、
入
一

弓額

　

九
、
〇
九
三

一
五
、
六
〇
一

一
五
、
四
二
〇

　

二
、
四
六
二

　

六
、
〇
八
一

　

五
、
一
四
五

一
三
、
二
一
六

ヱ
ハ
、
六
六
四

　

税

　
　
　
　

目

商
品
切
手
発
行
税

税

　
　
　
　

目

ガ
ス
井
戸
税

特
別
漁
業
権
税

繭漁

　

労
引
取

税税

特
別
遊
興
飲
食
税

立
木
伐
採
税

　
　

計

　
　
　

．

課
税
団
体
数

　
　
　
　
　

三

都
道
府
県
名

奈長福同岐奈福新

良崎岡

　

阜良香潟

税

　

丿

　

目
｀

国
有
物
件
使
用
税

四
七
・
五

二
六
・
四

六
二
・
一

。
入
″
芦

　
　

一
、
二
｝
六

　
　

一
、
三
四
五

　
　

一
、
四
〇
一

　
　

一
、
九
七
三

　

一
五
、
七
八
五

　

八
七
、
一
八
四

　
　

五
、
〇
八
七

　
　

七
、
〇
。
０
三

二
六
四
、
五
〇
八

課
税
団
体
数

　
　
　
　
　

一



使牛山二家とヽ

　

馬

　　

歳
用出羊牛畜畜

人産

　

馬

税税税税税税

商
品
切
手
発
行
税

　　　　　　　

一

　　　　　　

一一

三二一一八九七

り

　

標
準
税
率
超
過
課
税
状
況

　

都

　

道

　

府

　

県

都
道
府
県

高徳福宮

市

知鳥井城、

町

　

区

　
　
　
　
　

民

調
査
団
体
数

国金楽蓄扇ミ果

　　

音風シ
庫器

　　　　

樹

　　

機機ｙ

税税税税税税

有
物
件
使
用
税

業

税

　
　

一

二
八
七

　

三
〇

　

一一一

一一一一

積
込
施
設
利
用
税

入
漁
権
税

立
木
伐
採
税

　

竹林

　　

産
計取物

移
出
税

引
税

五二

　
　

六
四

　
　
　

一
入

　
　
　

二

三
、
一
一
九

特

　

別

　

所

　

得

　

税

第

　
　

一

　
　

種

　
　

第

　
　

二

　
　

種

百
分
の
七
・
二

φタタ

七
・
六

七
・
六
八

七
・
〇
四

百
分
の
九
・
〇

φ

　

４

　

φ

九
・
六

九
・
六

八
・
八

　

（
昭
和
二
十
六
年
十
一
月
現
在
調
）

　
　

備

　
　
　
　
　
　
　
　
　

考

北
海
道
、
山
形
、
秋
田
、
山
梨
、
愛

　
　
　
　

五
九

第

　
　

一

　
　

種

　
　

第

　
　

二

　
　

種

百
分
の
’
一
三
・
五

　　　　　

４

　

φ

　

４村

一
四
・
四

一
四
・
四

一
三
・
二

市
町
村
民
税
所
得
割

　

市

」
八
七

百
分
の
九
・
〇

”

　
　

九
・
六

”

　
　

九
・
六

”

　
　

八
・
八

　
　

町

一
、
〇
二
九

　
　
　

村

四
、
九
二
五

地
方
税
法
第
七
四
九

条
の
外
形
標
準
課
税

百
分
の
Ｉ
・
九

４

　

タ

　
　

計
’

六
、
一
四
一

一
・
九
二

Ｉ
・
七
六

二
・
八
八

比

　
　

率

　
　
　
　

形

一
〇
〇
・
〇

｜

｜



第
一
方
式
採
用
分

　

標
準
税
率
以
下

　

標

　

準

　

税

　

率

　

標
準
税
率
以
上

第
二
方
式
採
用
分

　

本

　
　
　
　
　

文

　

本
文
の
比
例
税
率

　

但

　
　
　
　
　

書

　

但
書
の
比
例
税
率

第
三
方
式
採
用
分

　

本

　
　
　
　
　

文

　

本
文
の
比
例
税
率

　

但

　
　
　
　
　

書

　

但
書
の
比
例
税
率

　

九

〇八

八
七

一
一

八
六

二
五

　　　　　

，

　　　

六

〇－〇二三〇－○

固
定
資
産
税
（
市
）

　

区

　
　
　
　

分

標
準
税
率
以
上

税
百
分
の
Ｉ

　

”

　
　

一

φ

　

φ

　

４

　

φ

　

φ

　

４

一

　

●

　

●

　

●
九八七率

一
一

〇

一
一

一

一

一

Ｉ●

一
一
一

一
一

五

一
一

七

二
三
七

一

入

八九

　

四
〇

七
入
六

一
一
三

　

一
二

六
五
六○○○六六五

　
　

七
三
三

　
　

一
、
〇
六
八

　
　
　

二
五

　
　
　
　

三
四

　
　

五
六
八

　
　
　

入
四
三

　
　

一
四
〇

　
　
　

一
九
一

四
、
一
四
四

　

五
、
〇
一
六

　
　

三
四
〇

　
　
　

四
七
八

　
　

一
一
三

　
　
　

一
二
五

Ξ
、
五
四
八

　

四
、
二
六
五

一
四
三

　

四
八

　

一

八六

一

一
一

一

一
一

一
四
八

　

五
七

　

二
四

　
　

入

　

一
三

　

一
二

一
七
・
‘
四

　

〇
・
六

一
三
・
４
　
　

　

三
・
一

八
一
・
七

　

七
・
八

　

二
・
〇

六
九
・
五

　

二
・
四

　

〇
・
九

　

〇
・
四

　

〇
・
一

　

〇
・
二

　

〇
・
二

　
　
　
　

六
〇

知
、
三
重
、
奈
良
、
愛
媛
を
除
く
三

八
府
県
に
つ
い
て
調
査
し
た
も
の
で
あ

る
。

　
　
　

市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名

高
山

郡
山
、
飯
田
、
浜
田
、
直
方

宇
和
島

函
館
、
旭
川
、
美
唄
、
帯
広
、
横
手
、
鶴
岡
、
新
庄
、
白
河

小
樽
、
釧
路

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

留
別

岩
見
沢
、
網
走
、
稚
内
、
能
代

北
見



三
、
地
方
歳
出
の
分
析

(一)14 13 12 ri 10 ９ ８ ７ ６ ５ ４ ８ ２・１

　

歳
出
構
成
の
状
況

　

地
方
財
政
に
ゐ
け
る
歳
出
費
目
は
、
議
会
費
、
庁
費
（
役
場
費
）
、
警
察
消
防
費
、
土
木
費
、
教
育
費
、
社
会
及
び
労

働
施
設
費
、
保
健
衛
生
費
、
産
業
経
済
費
等
で
あ
る
。
昭
和
二
十
六
年
度
決
算
に
必
け
る
歳
出
費
目
の
構
成
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

　

地
方
歳
出
総
括
表

歳

　

出

　

費

目

教土警庁議

　　

察。

　　

役

育木消場会

　　

防゛

費費費費費

社
会
及
び
労
働
施
設
費

前諸公選統財産保

　　

計

　

業ｔ

債挙調産経衛

　　

査

　

済生

合牟

度支

出

金費費費費費費

繰
上
充
用
金

　
　
　

計

都

　
　

道

　
　

府

　
　

県

　
　
　
　

ｘ

　
　
　
　

千
円

　
　

一
、
九
三
八
、
〇
一
五

　

三
六
、
二
〇
七
、
三
五
七

　
　

九
、
七
五
八
、
〇
四
四

　

七
二
、
五
八
六
、
四
六
七

1
二
〇
、
六
五
九
、
六
一
七

　

三
四
、
五
八
二
、
九
二
八

　

一
二
、
一
九
〇
、
〇
五
七

　

六
二
、
六
二
三
、
七
五
二

　
　

二
、
三
四
九
、
九
四
三

　
　
　
　

五
四
一
、
七
九
Ξ

　
　

一
、
一
［
［
つ
う
ニ
ト
ｍ

　

Λ
司
剛
ぞ
ｔ
、
四
’
胆
一
↑

　

一
一
、
五
一
九
、
二
三
二

　
　
　
　

七
三
四
、
九
二
五

三
七
二
、
二
八
六
、
七
九
八

市

　
　
　

町

　
　
　
　

村

　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

五
、
四
三
七
、
二
二
〇

　

五
八
、
八
四
五
、
八
九
九

　

二
九
、
二
二
冊
．
一
九
二

　

三
九
、
〇
六
一
、
三
八
五

　

六
二
、
〇
四
一
、
二
四
六

　

三
五
、
一
七
四
、
八
八
三

　

一
一
、
四
三
八
、
二
七
七

　

一
九
、
三
七
二
、
四
六
一

　
　

五
、
〇
二
〇
、
四
九
一

　
　
　
　

六
〇
二
、
九
三
四

　
　

」
’
い
五
・
プ
四
、
五
五
五

　
　

五
、
九
三
四
、
二
〇
三

　

一
八
・
、
○
入
三
、
八
二
〇

　
　

四
、
六
四
五
、
五
〇
九

二
九
六
、
三
八
六
、
〇
七
玉

合

　
　
　
　
　
　
　
　

計

　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

　
　

七
、
三
七
五
、
二
三
五

　

九
五
、
〇
五
三
、
二
五
大

　

三
八
、
九
七
一
、
二
三
六

　

一
一
一
、
六
四
七
、
八
五
二

　

一
八
二
、
七
〇
〇
、
八
六
三

　
　

六
九
、
七
五
七
、
八
一
一

　
　

二
三
、
六
二
八
、
三
三
四

　
　

八
一
、
九
九
六
、
二
二
二

　
　
　

七
、
三
七
〇
、
四
三
四

　
　
　

二
、
一
四
四
、
七
二
七

　
　
　

二
へ
六
三
四
、
七
八
〇

　
　

一
一
、
四
〇
八
、
六
四
六

　
　

二
九
、
六
〇
三
、
〇
五
二

　
　
　

五
、
三
八
〇
、
四
三
四

　

六
六
八
２
〈
七
二
、
八
七
三

六
一



９

　

８
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歳合

市
町
村
内
訳
（
五
大
市
、
市
、
町
村
及
び
特
別
区
）
総
括
表

教.土警役議

　　

察所

　　

出

育木消役会費

目

　　

防お

費費費費費

社
会
及
び
労
働
施
設
費

公選統一財産保

　　

’計

　　

業健

債挙調産経衛

　　

査

　

済生

諸

　

支

　

出

金費費費費費費

前
年
度
繰
上
充
用
金計

五

　

大

　

市

　
　
　
　

千
円
『

　
　

一
l
H
'
Ｓ
'
i
八
七
〈

　

六
'
ｏ
ｏ
＾
'
n
n
c
m

　

七
、
七
七
九
、
六
二
一

　

六
、
毛
Ｅ
、
Ｓ
一
（
）

　

i
i
l
≫
1
1
1
1
1
＾
＜
０

　

六
㎡
〈
二
、
六
七
一
一
一

　

二
■
ｓ
ｎ
二
ｍ
＜

　
　

九
〈
二
、
一
Ｘ
六

　
　

I
I
W
六
、
六
九
一
l
l

　
　
　

】
〈
、
一
智

　
　

一
‘
一
六
、
〈
９
ハ

　

ー
、
墨
三
、
一
‘
一
六
ニ

　

ー
、
九
Ξ
が
一
六

　

一
■
Ｓ
≪
Ｂ
＜
六

四
う
一
塁
、
四
四
一

　

市

　
　
　

千
円

一
、
Λ
一
六
、
二
二
四

一
七
■
l
i
l
H
＜
≪
0

1
1
1
'
＜
1
ハ
＜
１
Ｔ
Ｏ

ｎ
＼
　
＼
ｉ
ｉ
＼
m

一
七
、
（
）
九
（
）
、
（
）
六
三

一
ち
一
嗇
．
言
一

　

’
【
、
名
｀
、
空
〈

　

ｒ
Ｈ
-
p
i
i
i
'
＜
i
≪
i
i
i

　
　

･
S
W
l
i
l
O
＜

　
　

一
一
四
、
四
莞

　
　

回
二
四
、
一
1
1
-
ｐ

　

】
】
'
f
i
W
m
六

　

｀
、
一
七
六
、
七
一
九

　

i
n
六
七
■
＾
･
P
l
l
l

究
、
‘
八
＜
!
'
＜
1
＜

町

　
　
　

村

　

ニ
、
究
一
、
　

　
一

1
　 　
　 　

＼

　

i
i
i
i
i
n
o
＜
＜
n
i

　

〈
'
M
H
i
f
l
元

　

一
〈
Ｈ
Ｈ
Ｈ
'
Ｗ
ａ

　

一
i
l
l
六
Ｏ
.
≪
≪
i
1
1
1
1

　

一
i
B
i
i
ｒ
i
i
i
i
H

　

I
I
、
９
一
六
、
七
二
ニ

　

l
m
ｘ
i
ｗ
i
ｗ
六

　

I
f
七
'
･
!
>
＜
'
六
一
九

　
　

芙
一
一
一
、
〈
〈
六

　
　

〈
き
、
九
六
（
）

　

一
、
九
琵
ａ
ｆ
ｌ
ｉ

　

ｉ
'
六
Ｋ
'
l
（
）
〈

　
　

ｎ
Ｈ
Ｏ
Ｋ

.

Ｉ
四
｀
、
一
一
七
、
一
四
Ａ

六
二

特
別

　

区

　
　
　
　
　

千
円

　
　

夭
ｑ
一
９
一

　

Ｒ
九
七
〈
、
七
（
）
｀

　
　
　
　

〈
、
二
六
1
1

　
　

〈
奘
、
九
九
六

　

I
f
l
盈
Ｍ
Ｉ
Ｋ
Ｏ

　
　
　

･
p
i
i
'
ｗ
i
m

　
　
　

■
　
i
ｒ
＜
六
九

　
　
　

七
四
、
九
四
六

　

一

　

一
一
七
、
〈
七
一

　
　
　
　

六
．
瓦
一
一

　
　
　

九
一
２
ハ
Ｋ
Ｏ

　
　
　
　

七
d
1

　

一
㎡
一
六
ｄ
毛

九
、
一
四
戦
六
六
〈

合

　
　
　

計

　
　
　
　
　

千
円

　
　

W
H
l
W
l
l
i
l
O

　

n
〈
。
〈
四
五
、
〈
九
九

　

一
元
。
二
二
一
、
一
九
ニ

　

ー
苓
（
）
六
一
、
夭
五

　

六
‘
一
、
宕
一
、
一
画
六

　

盃
、
一
七
圏
、
〈
〈
一
一
一

　

二
H
l
i
K
　
i
!
W

　

一
念
毛
一
一
、
四
六
一

　
　

ミ
、
（
）
一
乙
、
【
九
一

　
　
　

ｍ
Ｙ
ｉ
ｍ
｡

　
　

一
'
M
i
ｒ
n
i
i
i
i
i
i
l

　
　

ｗ
　
■
Ｓ
u
ｍ
　
1
1
0
9
1

　

一
〈
。
（
）
〈
弓
ハ
ニ
（
）

　
　

ｒ
六
ａ
ｒ
n
i
o
＾

一
瓦
六
㎡
〈
六
、
（
）
七
｀

　

次
に
歳
出
総
額
中
に
占
め
る
歳
出
費
目
の
構
成
率
に
つ
い
忿
両
年
度
を
比
較
す
る
と
、
そ
の
移
動
は
、
警
察
消
防

費
、
土
木
費
、
社
会
及
び
労
働
施
設
費
の
構
成
率
は
減
少
し
、
教
育
費
、
保
健
衛
生
費
、
産
業
経
済
費
の
構
成
率
は

増
大
し
て
ぐ
い
る
。
特
に
教
育
費
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
に
Ｉ
い
て
減
少
し
、
都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
増
大
し
て
い

る
。
歳
出
費
目
構
成
率
の
両
年
度
比
較
は
次
の
と
Ｉ
り
で
あ
る
。



歳

出

　

費

　

目

教土警庁議

　

’察寝

育木消

　

会

　　

防琶

費費費費費

社
会
及
び
労
働
施
設
費

諸公選統財産保

　　

計

　

業健

債挙調産､経衛

　　

査

　

済生

支

前
年
度
繰
上

　

合

　

充出
計用

金金費費費費費費

総

一
四
・
二

　

六
・
二

一
八
・
〇

二
六
・
〇

一
〇
・
五

　

三
・
四

一
一
・
五

　

四二

　　　

一

二八一六四一

一
〇
〇
・
〇

括
一
四
・
二

　

五
・
八

一
六
・
七

二
七
・
四

一
〇
・
四

　

三
・
五

一
二
・
三

　　

一

四二－

　
　

一
・
七

　
　

四
・
四

　
　
　

八

一
〇
〇
・
〇

　
　
　

都

　

道

　

府

　

県

二
五
年
度

　

二
六
年
度

　
　
　
　
　
　

％

　
　
　
　
　
　
　
　

％

　
　
　
　
　
　

五

　
　
　
　
　
　
　
　

五

　
　
　

一
〇
・
〇

　
　
　
　
　
　

九
・
七

　
　
　
　

二
・
七

　
　
　
　
　

二
・
六

　
　
　

二
７
九

　
　
　
　
　

一
九
・
五

　
　
　

二
九
・
八

　
　
　
　

三
二
・
四

　
　
　
　

八
・
二

　
　
　
　
　

九
・
三

　
　
　
　

三
・
二

　
　
　
　
　
　

三
・
三

　
　
　

一
六
・
六

　
　
　
　
　

一
六
・
八

　
　
　
　
　

四

　
　
　
　
　
　
　

六

　
　
　
　
　

三

　
　
　
　
　
　
　
　

二

　
　
　
　
　

．
七

　
　
　
　
　
　
　

三

　
　
　
　

二
・
一

　
　
　
　
　
　

一
・
五

　
　
　
　

三
・
五

　
　
　
　
　

三
・
一

　
　
　
　
　
　

一

　
　
　
　
　
　
　
　

ニ

　
　

ー
Ｏ
〇
・
〇

　
　
　
　

一
〇
〇
・
〇

　
　
　

市

　
　

町

　
　

村

二
五
年
度

　

二
六
年

　　　　　　

一二一一一
二

　　

－五ΞΞ一三〇九一

二六四八四六二四四四〇七％

　
　

六
・
四

　
　
　

五

一
〇
〇
・
〇

　
　
　

刄

　
　

一
・
八

　

一
九
・
八

　
　

九
・
九

　

二
二
・
二

　

二
〇
・
九

　

一
一
・
九

　
　

三
・
九

　
　

六
・
五

　
　

一
・
七

　
　
　

二

　
　
　

五

　
　

二
・
〇

　
　

六
・
一

　
　

一
・
六

一
〇
〇
・
〇

⊇
歳
出
規
模
の
膨
脹

　
　

地
方
財
政
に
お
け
る
歳
出
規
模
は
、
昭
和
二
十
六
年
は
六
、
六
八
六
億
七
千
二
百
万
円
で
、
前
年
度
五
、
二
三
二
億

　

八
千
万
円
よ
^
･
5
＃
>
一
、
四
五
三
億
九
千
二
百
万
円
、
す
な
わ
ち
二
七
・
八
％
の
膨
脹
と
な
り
、
都
道
府
県
に
お
い
で
は
、

　

八
八
三
億
一
千
百
万
円
す
な
わ
ち
三
一
・
一
％
の
膨
脹
と
な
り
、
市
町
村
に
お
い
て
は
五
七
〇
億
八
千
百
万
円
ず
な
わ

　

ち
二
三
・
九
％
の
膨
脹
と
な
り
、
都
道
府
県
の
歳
出
の
膨
脹
は
市
町
村
の
歳
出
の
膨
脹
よ
り
も
蚤
か
に
著
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
Ξ

言

］

ゴ



区

歳
出
規
模
の
膨
脹
の
状
況
は
次
の
と
お
り
で
諺
る
。

分

市都

　

道
町

　

府

特町市五

大別

合

計
市村県村区

　
　
　
　
　
　
　

り

　

二
五
年
度
Ａ

　
　
　
　
　
　
　

ぐ

　
　
　
　
　
　
　

千
円
。

二
八
三
、
九
七
五
、
六
三
四

二
三
九
、
三
〇
四
、
七
〇
三

　

三
四
、
八
六
七
、
九
四
六

　

七
六
、
五
四
四
、
七
八
九

一
一
九
、
九
〇
一
、
二
四
五

　
　

七
、
九
九
〇
、
七
二
三

五
二
三
、
二
八
〇
、
三
三
七

司
歳
出
規
模
の
膨
脹
の
内
容

ぐ

　
　
　
　
　
　
　

り

　

二
六
年
度
Ｂ

　
　
　
　
　
　
　

く

　
　
　
　
　
　
　

千
円

三
七
二
、
二
八
六
、
七
九
八

二
九
六
、
三
八
六
、
〇
七
五

　

四
二
、
二
四
三
、
四
四
一

　

九
九
、
八
入
一
、
八
一
八

一
四
五
、
一
一
七
、
一
四
八

　
　

九
、
一
四
三
、
六
六
八

六
六
入
、
六
七
二
、
入
七
三

六
四

　
　
　
　
　
　
　
　

ｊ

増

　

加

　

額

　

Ｃ

　
　
　
　
　
　
　
　

ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

八
八
、
三
一
一
、
一
六
四

　

五
七
、
〇
八
一
、
三
七
二

　
　

七
、
三
七
五
、
四
九
五

　

二
三
、
三
三
七
、
〇
二
九

　

二
五
２
一
一
五
、
九
〇
三

　
　

一
、
一
五
二
、
九
四
五

一
四
五
、
三
九
二
、
五
三
六

増
加
率
励
Ｊ

　
　
　

ぐ

　
　
　
　
　
　

％

　
　
　

三
一
・
一

　
　
　

二
三
・
九

　
　
　

二
７
一

　
　
　

三
〇
・
五

　
　
　

二
７
０

　
　
　

一
四
・
四

　
　

二
七
〇
・
八

　

地
方
歳
出
の
増
加
額
一
、
四
五
三
億
九
千
二
百
万
円
の
内
容
は
、
教
育
費
に
お
い
で
四
六
八
億
二
千
五
百
万
円
（
都
道

府
県
三
六
０
　
億
五
千
百
万
円
、
市
町
村
一
〇
七
億
七
千
三
百
万
円
）
の
増
加
と
な
っ
て
Ｉ
り
、
地
方
歳
出
の
増
加
総
額

の
三
二
・
二
％
を
占
め
て
い
る
。
、
そ
の
他
重
要
増
加
費
目
は
、
庁
費
、
土
木
費
、
産
業
経
済
費
、
社
会
及
び
労
働
施
設

費
等
で
あ
る
。
費
目
別
内
訳
ぱ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

歳
出
奪
目

警庁議

　
　

会

（
役
場
ｙ

察
消
防

費費費

総
ｌ
ｆ

　

加

　
　
　

額

　
　
　

千
円

一
、
九
五
八
、
四
五
七

括
一
四

●
五

１
１

増

　
　
　

加

　
　
　

額

　

構

　

成

　

率

　
　
　

都

　

道

　

府

　

県

　

ド

増

　

加

　
　

額
構
成
率

二
｛
、
〇
五
八
、
〇
一
五

　

六
、
五
三
八
、
八
三
四

一

四％

四

.五

　
　
　
　
　
　
　

千
円

　
　

四
七
三
、
入
三
六

七
、
七
四
‘
匯
、
一
一
七
〇

二
、
一
六
二
、
九
六
一

二八

●

　

●
八五％五

　
　
　

市
・

　
　

町

　
　

村

判
Ｌ
ｊ
ｌ
、
列
剌
ぷ
「
判

　

一
、
四
八
四
、
六
二
Ｉ

　
　
　
　

ニ
・
六

二
二
、
三
一
三
、
八
四
五

　

四
、
三
七
五
、
八
七
三

二
三
・
三

　

七
・
七



教土

育'木

費費

社
会
及
び
労
働
施

設
費

保
健
衛
生
費

産
業
経
済
費

諸公選統財

　　　　

計支債挙調産

出

　　　　

査

金費費費費

前
年
度
繰
上
充
用

金
合

計

　

一
七
、
三
三
八
、
五
九
四

　
　
　

一
一
・
九

　

四
六
、
八
二
五
、
三
八
四

　
　

三
二
・
二

　

Ｉ
四
、
六
二
五
、
二
六
七

　
　
　

一
〇
・
一

　
　

六
、
〇
四
二
、
四
五
七

　
　
　

四
・
二

　

二
二
、
〇
九
〇
、
四
七
七

　
　
　

一
五
・
二

　
　

Ｉ
、
八
二
八
、
八
三
〇

　
　
　
　

一
・
三

△

　
　

九
〇
六
、
六
九
八

　

△

　
　

・
六

△

　
　
　

六
八
三
、
六
四
五

　

△

　
　
　

・
五

　
　
　
　

二
八
八
、
四
六
〇

　
　
　
　
　

・
二

　
　

四
、
二
七
三
、
八
九
二

　
　
　

二
・
九

　
　

四
、
一
一
四
、
二
一
二

　
　
　
　

二
・
八

一
四
五
、
三
九
二
、
五
三
六

　
　

一
〇
〇
・
〇

勣

　

地
方
歳
出
経
費
の
消
費
的
経
費
と
投
資
的
経
費

ぐ

一
〇
、
二
九
三
、
二
一
一

三
六
、
〇
五
一
、
三
九
三

一
一
、
一
六
二
、
五
四
〇

　

三
、
二
四
四
、
三
八
八

一
五
、
五
九
一
、
〇
二
〇

　

一
、
一
四
七
、
六
六
一

△

　

四
四
六
、
四
一
〇

△

　

八
〇
七
、
一
〇
〇

△

　

四
一
四
、
九
三
三

　

一
、
四
八
二
、
四
一
二

　
　
　

六
二
六
、
〇
一
五

八
八
、
三
一
一
、
二
〈
四

△△△

一
一
・
七

四
〇
・
八

一
二
・
六

　

三
・
七

一
七
・
七

　

一
・
三五九五

一

七

　
　
　

・
七

一
〇
〇
・
〇

　

七
、
〇
四
五
、
三
八
三

　
　
　

一
二
・
三

一
〇
、
七
七
三
、
九
九
一

　
　
　

一
八
・
九

　

三
、
四
六
二
、
七
二
七

　
　
　

六
・
一

　

｀
二
。
。
七
九
八
、
〇
六
九

　
　
　

四
・
九

　

六
、
四
九
九
、
四
五
七

　
　
　

一
一
・
四

　
　

六
八
一
、
二
〈
九

　
　
　

一
・
二

△

　
　

四
六
〇
、
二
八
入

　

△

　
　
　

・
八

　
　

一
二
Ｉ
『
四
五
五

　
　
　
　

・
二

　
　

七
〇
Ξ
、
三
九
三

　
　
　

一
・
二

　

二
、
七
九
一
、
四
八
〇

　
　
　

四
・
九

　

三
、
四
八
八
、
一
九
七

　
　
　

六
・
一

五
七
、
〇
八
一
、
Ξ
七
二

　
　

Ｉ
Ｏ
Ｏ
・
Ｏ

　

歳
出
経
費
は
、
そ
の
経
費
の
使
途
目
的
に
よ
っ
て
人
件
費
物
件
費
等
消
費
的
目
的
に
使
途
さ
れ
る
消
費
的
経
費
と
、

公
共
事
業
単
独
事
業
等
の
建
設
的
事
業
に
使
途
さ
れ
る
投
資
的
経
費
と
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
所
謂

公
債
の
元
利
償
還
金
及
び
一
時
借
入
金
利
子
の
如
き
公
債
費
及
び
前
年
度
繰
上
充
用
金
は
、
そ
の
特
殊
性
か
ら
別
個
に

す
る
と
と
が
適
当
で
あ
る
。

　

昭
和
二
十
六
年
度
地
方
団
体
の
歳
出
決
算
を
右
に
述
べ
た
経
費
の
使
途
目
的
に
よ
っ
で
分
析
す
る
と
、
消
費
的
経
費

は
四
、
二
七
三
億
九
千
七
百
万
円
で
あ
っ
て
、
歳
出
経
費
総
額
の
六
三
・
九
％
、
投
資
的
経
費
は
二
、
二
四
四
億
八
千
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
五



六
六

百
万
円
で
歳
出
総
額
の
三
一
７
六
％
と
な
っ
で
い
る
。

　

消
費
的
経
吏
の
内
訳
は
ヽ
人
件
費
が
二
ヽ
二
六
九
億
三
千
三
百
万
円
ヽ
物
件
費
が
Ｉ
、
〇
五
二
億
二
千
四
百
万
円
、
そ

の
他
の
消
費
的
経
費
が
九
五
二
億
三
千
九
百
万
円
と
な
っ
て
い
る
。

　

投
資
的
経
費
の
内
訳
は
、
公
共
事
業
費
が
Ｉ
、
五
八
五
億
八
千
七
百
万
円
、
ご
の
う
ち
一
般
公
共
事
業
費
が
Ｉ
、
〇
四

六
億
四
千
二
百
万
円
、
災
害
公
共
事
業
費
五
三
九
億
四
千
五
百
万
円
で
あ
る
。
単
独
事
業
費
は
六
五
八
億
九
千
八
百
万

円
と
な
っ
で
い
る
。

　

地
方
歳
出
の
経
費
別
内
訳
は
次
の
と
ゐ
り
で
あ
る
。

　

区

　
　
　
　

分

　

一

　

消
費
的
経
費

　

１
人
件
費

　

２
１
物
件
費

　

３

　

そ
の
他

二

　

投
資
的
経
費
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公
共
事
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イ

　

ー

　

般

　
　

口

　

災
‐
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独
事
業

三
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債
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馥
］
彗
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都

　

道

　

府
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Ｊ
Ｉ
Ｊ
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六
五
、
四
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・
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一
四
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〇
〇
二
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六
二

　
　

四
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・
〇

　

四
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、
三
八
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、
三
六
一

　
　

一
一
・
一
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、
〇
七
九
、
二
三
Ξ

　
　

一
三
・
五

一
・
二
五
、
六
一
一
、
九
七
四

　
　

三
三
・
七

一
〇
〇
、
四
二
七
、
九
五
三

　
　

二
七
’
Ｏ

　

六
五
、
八
六
九
、
〇
〇
三

　
　

一
七
・
七

　

三
四
、
五
五
入
、
九
五
〇

　
　
　

九
・
三

　

二
五
、
一
八
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、
〇
一
二
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・
七
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四
七
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四
四
三

　
　
　

一
・
五

　
　

’
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三
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、
九
二
五

　
　
　
　

・
二

　

市

　
　
　

町

　
　
　

ヽ
村

１
１

金

　
　
　

融
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４
″

一
八
六
、
九
三
二
、
〇
八
七

　
　

六
三
・
〇

七
七
、
九
三
〇
、
六
六
入

六
三
、
八
四
〇
、
‘
七
一
七

四
五
、
一
六
〇
、
七
〇
二

九
八
、
八
七
四
、
比
七
六

五
八
、
一
六
〇
、
〇
二
四

三
八
、
七
七
三
、
五
七
八

一
九
、
三
八
六
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四
四
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四
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、
七
一
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二
五
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五
、
九
三
｀
四
、
二
〇
三
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、
六
四
五
、
五
〇
九

　

二
六
・
三

　

二
７
五

　

一
五
・
二

’
三
三
・
Ξ

　

一
九
・
六

　

一
三
・
一

　
　

六
・
五

　

一
三
・
七

　
　

二
こ

　
　

一
・
六

合

計

二金］

六構

三成

|

乱，重

二
二
六
、
九
三
三
、
五
三
〇

一
〇
五
、
二
二
四
、
〇
七
八

　

九
五
、
二
三
九
、
九
・
三
五

二
二
四
、
四
八
六
、
二
五
〇

一
五
八
、
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八
七
、
九
七
七

一
〇
四
、
六
四
二
、
五
八
一

　

五
三
、
九
四
五
、
ヨ
九
六

　

六
五
、
八
九
八
、
二
七
三

　

一
一
、
四
〇
入
、
六
四
六

　
　

五
、
三
八
〇
、
四
Ξ
四

三
三
・

一
五
・

一
四
・

三
三
・

二
三
・

　　　

一
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区

計

三
七
二
、
二
八
六
、
七
九
八

　

一
〇
〇
・
〇

　

二
九
六
、
三
八
六
、
〇
七
五

　

一
〇
〇
・
〇

　

六
六
八
、
六
七
二
．
八
七
三

　

一
〇
〇
・
〇

都
道
府
県
歳
出
を
経
費
別
に
前
年
度
と
比
較
す
る
と
次
の
と
必
り
で
あ
る
。

一

消

費

分

３２１

そ物人

的
経の件件

二
投
資
的
経

　

１

　

公

　

共

　

事

　
　

イ

　

ー

　
　

ロ
ー

　

災

　

２

　

単
独
事

三

　

公

　
　

債

四

費業害般業費他費費費

前
年
度
繰
上
充
用
金

　
　
　

計

　
　
　
　
　
　

り

昭
和
二
五
年
度
Ａ

　
　
　
　
　
　

ぐ

　
　
　
　
　
　

千
円

　
　

一
七
一
．
契
９
九
七
七

一
容
、
七
萱
Ｈ
＜
l
f
l

　

一
i
i
i
ｒ
i
i
i

'
-
ｐ
二
七

　

ｗ
＼
．
一
三
、
七
六
五

一
９
ハ
．
Ｅ
一
六
．
一
毛
一

　

〈
六
、
四
一
六
．
〈
九
七

　

四
七
、
ニ
i
ｓ
Ｍ
ｉ
ｍ

　

元
、
言
ニ
、
一
毛
Ｅ

　

言
、
（
）
究
、
H
M

　
　

I
(
1
'
≪
'
＾
'
1
W
1
<

　
　
　

一
（
）
〈
．
九
一
（
）

二
八
凧
九
宣
、
六
一
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｊ

昭
和
二
六
年
度
Ｂ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

　
　
　

一
同
（
）
、
四
六
Ｅ
、
嬰
六

　
　
　

一
四
九
．
〔
〕
（
）
ニ
、
〈
き
Ｉ

　
　
　
　

Ｅ
ｎ
ｉ
Ｋ
ｉ
ｉ
ｎ
ｉ
Ｈ
ａ

　
　
　
　

Ｍ
(
）
、
宅
き
＝
皿

　
　
　

三
五
、
さ
Ｉ
、
九
七
四

　
　
　

一
（
）
（
）
、
琵
七
、
九
吾
一

　
　
　
　

六
Ｅ
、
〈
六
九
、
（
）
（
）
一
一
一

　
　
　
　

酉
一
．
Ｅ
夭
、
空
（
）

　
　
　
　

一
三
．
一
合
．
２
一

　
　
　
　
　

Ｗ
Ｈ
ｆ
ｌ
ｌ
'
Ｂ
Ｉ
ｌ
一
一
一

　
　
　
　
　

、
七
一
震
、
九
二
五

　
　
　

毛
ニ
、
一
Ｘ
六
、
七
九
〈

△a

金

市
町
村
歳
出
の
経
費
別
、
団
体
別
、
内
訳
は
次
の
と
む
り
で
湯
る
。
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計
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一
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千
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千
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千
円

　
　
　

％

　
　
　
　
　

千
円

　
　
　

％

二
〈
、
一
男
、
二
〈
九

　
　

六
六
・
六

　

六
（
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、
Ｅ
一
孟
、
会
九

　
　

六
？
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九
（
）
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久
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一
言
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ｖ
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一
コ
ー
■
ｐ

一
I
H
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一
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六
一
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そ
の
他

二

　

投
資
的
経
費

　

１

　

公
共
事
業

ｐイ

災.一

害般

一
一

一
四合

２

　

単
独
事
業
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債

　

費

　

前
年
度
繰
上

　

充
用
金

　
　
　
　
　

計
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四
'
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H
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一
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四
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一
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i
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六
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七
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l
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七
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一
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t
l
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宍

喬
人

一
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七
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ｍ
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Ｈ

Ξ
・
九

　

一
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一
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一
（
）
〔
〕
６

一
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、
さ
元
、
一
Ξ
ａ

五
一
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き
き
憲
八

二
〈
'
O
B
I
U
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Ｈ
＊

一
四
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二
四
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一
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〈
（
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一
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六
六
照
留
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i
'
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ｍ
ｒ
ａ
＊
i
i

　
　

【
七
九
．
（
）
四
〈

一
塁
、
一
一
七
、
一
四
〈

一
六

一
一
一
一

l
i
l
B
H
ハ

ー
九
・
一
一
一

　

九
・
〈

　

九
･
Ｍ

一
六
’
I
l
l

　　　

-

　

●

　　

●
三

　

四

一
、
曼
六
、
M
e
i
i
i

＼
＜
Ｋ
、
二
六
〈

一
㎡
壹
、
一
〈
〈

一
、
§
笠
、
一
笠
四

　
　

。
。
べ
き
言

　

酉
Ξ
、
（
）
〈
（
）

　
　
　
　

七
き
Ｉ

一
８
・
（
)
　
＾
'
l
B
i
ｒ
六
六
〈

　

六
八

一
四
人

ニ
ｏ
・
ち

一
四
・
七

一
四
・
六

　

・
一

’
≪
･
≪

―
。
一
名
、
き
｛
一

九
〈
、
Ａ
吉
、
二
七
六

天
、
一
六
（
）
、
（
）
二
四

叉
、
七
･
P
l
l
l
'
l
l
i
'
i
'
＜

一
念
一
〈
六
㎡
四
六
－
。

昌
、
七
一
四
、
箭
一

＾
ｗ
'
＾
i
i
i
f
l
'
i
i
o
ｗ

　

塁
ハ
琵
㎡
（
）
九

一
８
６

　

元
六
．
夭
六
、
（
）
七
Ｅ

一
昨
二

盃
・
一
一
一

一
九
・
六

一
亭
一

．
六
■
ｗ

一
Ｗ
-
Ｐ

　

二
1

　

一
・
六

６
（
）
・
（
）

人
件
費
に
つ
い
て

人
件
費
信
昭
和
二
十
六
年
度
に
あ
い
て
二
、
二
六
九
億
三
千
三
百
万
円
に
・
達
し
、
歳
出
総
額
の
三
三
・
九
％
（
都
道

府
県
に
お
い
て
は
、
四
〇
％
、
市
町
村
に
や
い
で
は
、
二
六
・
三
％
）
を
占
め
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
財
源
は
殆
ど
一

般
財
源
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
上
に
、
最
近
の
給
与
改
訂
に
伴
う
人
件
費
の
増
加
は
著
し
い
■
#
の
が
Ｊ
Ｒ
Ｓ
＾
、
人
件
費

は
地
方
団
体
の
財
政
の
重
圧
と
な
っ
て
い
＆
。

　
　
　
　
　

ヅ

　

前
年
度
に
比
較
し
て
二
十
六
年
度
の
人
件
費
の
増
加
の
状
況
を
都
道
府
県
に
っ
い
Ｖ
み
名
と
、
人
件
費
の
増
加
額

は
四
四
二
億
六
千
九
百
万
円
で
＆
つ
て
、
そ
の
財
源
と
な
る
べ
き
一
般
財
源
の
増
加
額
六
四
七
億
二
千
五
百
万
円
の

六
八
・
個
％
征
達
す
る
。
従
っ
て
都
道
府
県
別
に
人
件
費
の
増
加
額
と
゛
一
般
財
源
の
増
加
額
と
比
較
す
る
と
、
人
件

費
増
加
額
が
～
般
財
源
の
増
加
額
を
超
過
し
て
い
る
府
県
は
、
北
海
道
、
岩
手
、
千
葉
、
新
潟
、
石
川
、
滋
賀
ハ
鳥



(2)
区

分

事
業
費
総

　

額

　

認
証
（
補
助
対
象
）
額

　

認

　

証

　

外

　

分

国地

庫
補
助
額

方

　

負

　

担

　

額

寄起

附
金
負
担

金債

そ
の
他
特
定
財
源

(Ａ)（Ｄ）（Ｃで）（Ｂ）

一
般
公
共
事
業

　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

六
五
、
八
六
九
、
〇
〇
三

六
三
、
八
一
二
、
〇
〇
六

　

二
、
〇
五
六
、
九
九
七

三
四
、
九
二
べ
七
五
三

三
〇
、
九
四
七
、
二
五
〇

一
五
、
九
五
五
、
八
八
八

　

三
、
四
入
八
、
三
一
三

　

一
、
三
六
八
、
六
六
二

災
害
公
共
事
業

　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

三
四
、
五
五
八
、
九
五
〇

三
四
、
〇
九
六
、
八
二
三

　
　

四
六
二
、
一
二
七

二
二
、
〇
一
九
、
一
七
五

一
二
、
五
Ξ
九
、
七
七
五

　

八
、
九
〇
九
、
八
九
〇

　
　

六
二
Ｉ
ニ
、
九
九
七

　
　

一
〇
九
、
三
七
一

合

寅計

　

一
〇
〇
、
四
二
七
、
九
五
三

　
　

九
七
、
九
〇
八
、
八
二
九

　
　
　

二
、
五
一
九
、
二
二
四

　
　

五
六
、
九
四
で
、
九
二
八

　
　

四
三
、
四
八
七
、
〇
二
五

　
　

二
四
、
八
六
五
、
七
七
八

　
　
　

四
、
一
一
一
、
三
一
〇

　
　
　

一
、
四
七
八
、
〇
Ξ
Ξ

六
九



一

般

　

財

　

源

　
　

地
方
負
担
率

　
　

Ｃ

劃
｛

起
債
充
当
率

　
　

゜

湾

　

一
般
財
源
充
当
率
゛

A C a(E)

一
〇
、
一
三
四
、
三
八
七

　
　
　
　
　

四
七
・
〇

　
　
　
　
　

五
一
・
六
。

　
　
　
　
　

一
五
・
四

二
、
八
九
七
、
五
一
七

　
　
　
　

三
六
・
三

　
　
　
　

七
一
・
一

　
　
　
　
　

八
・
四

七
〇

二
二
、
〇
三
一
、
九
〇
四

　
　
　
　
　

四
三
・
三

　
　
　
　
　

五
七
・
二

　
　
　
　
　

二
二
・
〇

う３

　

単
独
事
業
費
に
っ
い
で

　
　

単
独
事
業
費
の
六
五
八
億
九
千
八
百
万
円
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
と
市
町
村
と
の
団
体
間
の
重
複
額
二
四
億
一

　

千
五
百
万
円
が
含
ま
れ
て
い
る
か
も
こ
れ
を
控
除
す
る
と
、
実
施
純
計
額
は
六
三
四
億
八
千
三
百
万
円
で
あ
っ
で
、

　

こ
れ
は
地
方
財
政
計
画
に
ゐ
け
る
二
十
六
年
度
実
施
所
要
額
四
二
三
億
円
よ
り
感
二
一
一
億
八
千
三
百
万
円
の
超
過

　

執
行
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ
ｊ

　
　
　
　
　
　
　
　

－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

－

　
　

重
複
額
を
控
除
し
た
単
独
事
業
実
施
純
計
額
の
内
訳
は
、
文
教
施
設
関
係
費
二
〇
八
億
二
千
百
万
円
、
土
木
農
林
関

　
　
　
　
　
　
　

｀

　
　
　

″

　

ｒ
″

　
　
　

゛

　
　
　
　

’

　

』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｌ

　

ｒ

　
　
　
　
　

お
・

　

』
・

　
　
　
　
　
　

一
ｓ

　

係
（
災
害
復
旧
事
業
費
を
含
ひ
）
は
、
二
八
六
億
八
千
七
百
万
円
、
そ
の
他
警
察
消
防
等
の
施
設
関
係
一
三
九
億
七
千
四

　

百
万
円
と
な
っ
て
い
る
・
文
教
施
設
関
係
費
に
つ
い
て
は
ヽ
そ
の
大
部
分
が
市
町
村
の
事
１
　
費
ｔ
な
わ
ち
ヽ
義
務
教

　

育
の
た
め
の
校
舎
建
設
費
等
で
あ
っ
て
、
ヱ
〈
三
億
五
千
四
百
万
円
に
達
し
、
市
町
村
財
政
就
中
町
村
財
政
に
対
Ｌ
し

　

て
、
重
い
財
政
負
担
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
に
い
る
。
単
独
事
業
費
の
内
訳
は
次
の
と
む
り
で
昂
る
。

　

イ

　

単
独
事
業
費
の
内
訳

区（

単

独

　
　
　
　

分

事

　

業
‐
費

都

　

道

　

府

　

県

　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

二
五
、
一
八
四
、
‘
○
二
Ｉ

市

　
　
　

町

‘
四
〇
、
七
一
四
、
二

村≒

合六
五
、
八
九
八
、
二

計畿



区

文実宣

教施

　

純複
関。

　

計

係額額

土
木
農
林

そ(ロ)

の
（
含
災
害
）

　
　
　

他

　

一
、
三
八
三
、
一
一
七

二
三
、
八
〇
〇
、
九
〇
四

　

四
、
四
六
六
、
六
〇
二

一
三
、
七
三
六
、
二
二
三

　

五
、
五
九
八
、
〇
七
九

市
町
村
単
独
事
業
費
の
内
訳

分

　

回：

魏。事
ｎ。:

呂
謙

そ

　

の

　

他

　

五

　
　

大

　

市

　
　
　
　
　
　
　

千
円

二
、
六
四
六
、
八
八
一

　
　
　
　

五
、
〇
六
〇

二
、
六
四
一
、
八
二
Ｉ

　

五
六
八
、
二
四
一

二
、
〇
九
九
、
五
七
七

　

九
七
四
、
〇
〇
三

勁

　

一
般
財
源
の
増
加
額
の
使
途

ぐ

　

一
、
〇
三
二
、
四
五
四

三
九
、
六
八
一
、
七
九
八

一
六
、
三
五
四
、
九
九
六

一
四
、
九
五
〇
、
八
六
七

　

八
、
三
七
五
、
九
三
五
’

　
　
　
　

市

一
三
、
八
六
〇
、

　
　
　
　
　
　
　

町

　
　
　
　
　

村

　
　

千
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

八
四
二

　

二
三
、
六
六
三
、
四
四
九

　
　

四
四
九
、
二
四
八

二
二
、
四
一
」
、
五
九
四

　

四
、
九
一
四
、
四
九
一

　

五
、
〇
六
三
、
五
〇
九

　

Ξ
、
四
Ξ
Ξ
、
五
九
四

　
　
　

五
七
八
、
一
四
六

二
三
、
〇
八
五
、
三
〇
三

一
〇
、
五
八
八
、
一
九
三

　

八
、
五
七
七
、
七
七
三

　

三
、
九
一
九
、
三
三
七

特
’
別

　

区

　
　
　
　
　

千
円

五
四
三
、
〇
八
〇

五
四
三
、
〇
八
〇

二
八
四
、
〇
七
一

二
Ｉ
〇
、
〇
〇
八

　

四
九
、
〇
〇
一

　

二
、
四
一
五
、
五
七
一

六
三
、
四
八
二
、
七
〇
二

Ｉ
。
一
〇
、
八
二
Ｉ
、
五
九
八

二
八
、
六
八
七
、
〇
九
〇

一
三
、
九
七
四
、
〇
一
四

　
　

合

　
　
　
　
　

計

　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

四
〇
、
七
一
四
、
二
五
二

　

Ｉ
、
〇
三
二
、
四
五
四

三
九
、
六
八
一
、
七
九
八

一
六
、
三
五
四
、
九
九
六

一
四
、
九
五
〇
、
八
六
七

　

八
、
三
七
五
、
九
三
五

　

。
都
道
府
県
に
恥
け
る
一
般
財
源
の
増
加
額
は
、
地
方
税
の
増
加
額
五
四
八
億
一
千
八
百
万
円
と
、
地
方
財
政
平
衡
交

付
金
の
増
加
額
九
九
億
七
百
万
円
と
の
合
計
額
六
四
七
億
二
千
五
百
万
円
で
あ
る
。
と
の
増
加
額
の
使
途
を
算
定
す
る

と
、
消
費
的
経
費
に
火
Ｏ
四
億
五
千
八
百
万
円
（
総
額
の
九
三
・
四
％
）
、
投
資
的
経
費
に
四
〇
億
五
千
五
百
万
円
（
総

額
の
六
。
・
三
％
）
と
な
つ
で
い
る
。
消
費
的
経
費
の
う
ち
、
人
件
費
に
四
四
二
億
六
千
九
百
万
円
充
当
さ
れ
、
物
件
費
’

及
び
そ
の
他
の
消
費
的
経
費
に
一
六
一
億
八
千
九
百
万
円
が
充
当
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
投
資
的
経
費
の
う
ち
、
公
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
一



事
業
費
に
一
一
億
九
千
七
百
万
円
（
総
額
の
一

の
四
・
四
％
）
が
充
当
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
二

・
八
％
）
が
充
当
さ
れ
、
単
独
事
業
費
に
二
八
億
五
千
八
百
万
円
（
総
額

一
般
財
源
増
加
額
の
経
費
別
使
途
の
大
様
は
次
の
と
ゐ
り
で
あ
る
。

　

都
道
府
県
分

昭
和
二

区
ニー

投消

資費

１

　

公
共

イ

　

ー

ロ

　

災

分

事的的

業経経

金費費害般費費費

歳
出
合
計

　
　
　
　
　

千
円

　

一
七
一
、
四
六
ｑ
九
七
七

　

６
六
、
｀
一
六
．
毛
一

　

〈
六
、
四
一
六
、
〈
忿

　

ｍ
、
二
ｉ
ざ
一
四

　

一
双
一
６
う
Ｉ
一

　

一
己
、
（
）
究
、
四
七
Ｂ

　
　

ｒ
≪
ｒ
i
ｔ
ｆ
六

　
　
　

一
（
）
〈
．
九
一
（
）

　

一
る
Ｉ
、
忿
｀
、
査
四

四
、
地
方
財
政
の
住
良
一
人
当
り
額

五
年
度

一
般
財
源
鴎

　
　
　
　
　
　

千
円

ニ
＜
＜
i
i
n
≪
＜

　

一
Ξ
、
五
（
）
（
）
、
二
四
七

　

一
一
、
〈
一
良
．
二
塁

　

一
（
）
㎡
二
九
、
一
男

　
　

一
£
（
）
｀
、
（
）
w

　

ｗ
交
六
'
0
1
H

　
　

I
K
'
≪
＾
'
l
i
l
≪

　
　
　

1
（
）
〈
．
九
．
一
（
）

　

一
Ｈ
.
≪
'
i
i
n
＾
”
≪
i
i
i
i

昭
和
二

歳
出
合
計

　
　
　
　
　
　

千
円

　

一
一
四
（
）
、
四
六
五
、
四
哭

　

l
l
l
ｒ
^
;
l
l
'
＾
Ｍ

　

一
（
）
（
）
、
四
‘
一
七
、
九
吾
一

　
　

六
Ｗ
'
＜
i
;
＾
'
Ｏ
Ｏ
Ｗ

　
　

Ｈ
ｌ
Ｈ
'
M
l
l
K
'
-
＾
Ｍ
Ｏ

　
　

ニ
Ｅ
、
一
ａ
、
（
）
二
Ｉ

　
　

Ｗ
'
Ｅ
-
Ｐ
ａ
'
Ｂ
Ｍ
t

　
　
　

七
ｍ
'
m

　

l
W
二
、
一
Ｘ
六
、
七
九
〈

六
年
度

一
般
財
源
価

　
　
　
　
　

千
円

一
合
、
二
〈
ｑ
一
七
六

　

二
七
'
ｍ
ｈ
'
九
七
H
t

　

一
馬
宝
一
、
き
四

　

一
ｑ
一
否
、
夭
七

　
　

一
一
、
〈
九
七
、
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総
額
に
対

す
る
割
合

九
亭
四
一

　

六
・
二
七

　

一
人
一
五

　

？
ハ
ー

　

子
四
六

　

四
・
嘸
一

　

０
-
１
八
四

　

９
九
七

二
（
）
（
）
・
（
）

　
　

昭
和
二
十
六
年
度
の
地
方
財
政
の
歳
入
及
び
歳
出
に
つ
い
て
の
住
民
一
人
当
り
額
は
次
の
と
Ｓ
り
で
あ
る
。

０

　

昭
和
二
十
六
年
度
地
方
財
政
歳
入
歳
出
項
目
別
住
民
一
人
当
り
額
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年
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歳

入

出

目

１

　

地

　
　

方

　
　

税

　
　

地
方
財
政
平
衡
交
付

２

　

金

ａ

　

財
産
収
入
及
び
財
産

　
　

売
却
代
金

　
　
　

。

４

　

分
担
金
及
び
負
担
金

５

　

使
用
料
及
び
手
数
料

６

　

国
庫
支
出
金

７

　

都
道
府
県
支
出
金
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計
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一
、
五
九
八

　
　

九
七
四

　
　
　

四
六

　
　
　

四
二

　
　
　

Ｉ
五
一

　

一
、
〇
四
六

　
　
　
　

－

　
　
　

四
六

　
　
　

三
二

　
　
　

ヱ
ハ
ー

　
　

一
｛
〇
九

　
　

三
八
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市

　

町

　

一
、
六
六
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四
六
八

　

六
九

　

二
二

　

八
Ξ

計

事

　

ｘ

　
　
　

円

三
、
二
六
七

　
　

１

一
、
四
四
二

　
　

２

一
一
五

　

六
四

二
三
四

四
七
〇

　
　

一
、
五
一
六

一
五
一

　
　
　
　

一
五
一

　

八
四

　
　
　

二
二
〇

　

六
七

　
　
　
　

九
九

一
七
一

　
　
　

三
三
二

一
三
一

　
　
　

三
四
〇

二
六
〇

　
　

六
四
一

四
、
六
八
六

　

三
、
六
四
五

　

八
、
三
三
一

昭
和
二
十
六
年
度
地
方
歳
出
経
費
別
住
民
一
人
当
り
額

べ

　

経

消

費

　

費

的

　

項

経

費

　

目

都
道
府
県

　

市
町
村

計

　
　
　
　
　

円

　
　
　
　
　

円

　
　
　
　
　

円

二
、
八
八
九

　

二
、
二
四
五

　

五
、
一
三
四

　

歳

－
議

　

会

　

費

庁
（
役
場
）
費

。
３

　

警
察
消
防
費
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土

　

木

　

費

教

　

育

　

費

社
会
及
び
労

働
施
設
費

保
健
衛
生
費

産
業
経
済
費

財

　

産

　

費

統
計
調
査
費
‐

合細

計
目

３

　

２

　

１

そ物.人

の件件

他費費

都
道
府
県
市

　
　
　
　
　

円

　
　
　

二
三

　
　

四
三
五

　

一
一
七

　

八
七
二

Ｉ
、
四
五
〇

　

四
二
ハ

　

ー
四
七

　

七
五
三

　

一

　

一

七八

　
　
　

二
二

　
　
　

六
六

　
　

一
三
八

　
　
　

｀
九

四
、
四
七
四

都
道
府
県

　
　
　
　

円

　

一
、
七
九
一

　
　

四
九
七

　
　

六
〇
一

ﾕ．町

ら村

七
〇
七

三
五
一

四
六
九

七
四
六

四
二
三

一
三
七

二
三
三

　

六
〇

一
一
一七一

七一八七

　
　
　

五
六

三
、
五
六
〇

　

市
町
村

　
　
　
　

円

　
　

九
一
ぷ
七

　
　

七
六
七

　
　

五
四
一

七
三
ヽ

｡計
八
八円

一
、
「
四
二

　
　

四
六
八

一
、
Ξ
四
一

二
、
一
九
六

　
　

八
三
九

　
　

二
八
四

　
　

九
八
六

　
　

八
八

　
　
　

一
四

　
　

三
一

　
　

一
三
七

　

三
五
五

　
　

六
五

八
、
〇
三
四

　
　

計

　
　
　
　
　

円

二
、
七
二
八

べ
二
六
四

一
、
一
四
二



二
、
投
資
的

　

１

　

公

　

共

　

２
単
独

三
、
公

　
　

債

　

事事経

費業業費

四
、
前
年
度
繰
上
充
用
金

　

合
、

　
　
　

計

一
、
五
一
〇

一
、
二
〇
七

　
　

三
〇
三

　
　
　

六
六

　
　
　
　

九

四
、
四
七
四

一
、
一
八
八

　

二
、
六
九
八

　

六
九
九

　

一
、
九
〇
六

　

四
八
九

　
　
　

七
九
二

　
　

七
一

　
　
　

一
三
七

　
　

五
六

　
　
　
　

六
五

三
、
五
六
〇
、
『

　

八
、
〇
三
四

１

一

２

災

害般

七
九
二

四
二
五

七
四

四
六
六

二
三
三

一
、
二
五
八

　

六
四
八

　
　
　
　
　

第
二
、
昭
和
二
十
七
年
度
地
方
財
政
の
状
況

一
、
昭
和
二
十
七
年
度
地
方
財
政
の
概
観

　
　

昭
和
二
十
七
年
度
の
地
方
財
政
は
、
歳
出
経
費
に
つ
い
て
見
る
と
、
昭
和
二
十
六
年
十
月
に
行
わ
れ
た
給
与
改
訂
に
よ

　

る
増
加
経
費
が
平
年
度
化
し
た
の
み
で
な
く
、
二
十
七
年
十
一
月
に
更
に
改
訂
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
給
か
関
係
経

　

費
が
著
し
く
増
大
し
た
ほ
か
、
公
共
事
業
費
そ
の
他
の
政
府
施
策
に
よ
る
地
方
負
担
経
費
が
濯
加
し
、
そ
の
ほ
か
一
般
物

ｙ
価
の
高
騰
に
伴
っ
て
、
行
政
諸
経
費
は
増
嵩
し
て
い
る
一
方
、
歳
入
に
つ
い
て
は
、
地
方
税
収
入
の
伸
張
が
前
年
度
に
比

較
し
て
さ
ほ
と
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
地
方
税
法
の
改
正
に
よ
っ
て
減
税
ｉ
あ
り
、
地
方
財
政
平
衡
交

付
金
及
び
地
方
債
の
増
額
に
よ
っ
て
、
地
方
財
政
計
画
上
収
支
均
衡
が
と
ち
れ
イ
い
る
と
ぽ
い
え
、
そ
の
実
態
は
前
年
度

と
同
様
深
刻
な
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
、
個
々
の
地
方
団
体
に
つ
い
て
み
る
と
、
既
述
し
た
如
く
、
前
年
度
に
お
い
て
七
百
余
の
地
方
団
体
に
Ｉ
い
て

総
額
六
三
億
円
に
の
ぼ
る
赤
字
決
算
を
行
っ
て
お
り
、
更
に
、
二
十
七
年
度
に
繰
越
し
た
歳
出
に
充
当
す
べ
き
財
１
　
を
差
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昭
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度
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財
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の
状
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一
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昭
和
二
十
七
年
度
地
方
財
政
の
概
観

　
　

昭
和
二
十
七
年
度
の
地
方
財
政
は
、
歳
出
経
費
に
つ
い
て
見
る
と
、
昭
和
二
十
六
年
十
月
に
行
わ
れ
た
給
与
改
訂
に
よ

　

る
増
加
経
費
が
平
年
度
化
し
た
の
み
で
な
く
、
二
十
七
年
十
一
月
に
更
に
改
訂
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
給
か
関
係
経

　

費
が
著
し
く
増
大
し
た
ほ
か
、
公
共
事
業
費
そ
の
他
の
政
府
施
策
に
よ
る
地
方
負
担
経
費
が
濯
加
し
、
そ
の
ほ
か
一
般
物

ｙ
価
の
高
騰
に
伴
っ
て
、
行
政
諸
経
費
は
増
嵩
し
て
い
る
一
方
、
歳
入
に
つ
い
て
は
、
地
方
税
収
入
の
伸
張
が
前
年
度
に
比

較
し
て
さ
ほ
と
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
地
方
税
法
の
改
正
に
よ
っ
て
減
税
ｉ
あ
り
、
地
方
財
政
平
衡
交

付
金
及
び
地
方
債
の
増
額
に
よ
っ
て
、
地
方
財
政
計
画
上
収
支
均
衡
が
と
ち
れ
イ
い
る
と
ぽ
い
え
、
そ
の
実
態
は
前
年
度

と
同
様
深
刻
な
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
、
個
々
の
地
方
団
体
に
つ
い
て
み
る
と
、
既
述
し
た
如
く
、
前
年
度
に
お
い
て
七
百
余
の
地
方
団
体
に
Ｉ
い
て

総
額
六
三
億
円
に
の
ぼ
る
赤
字
決
算
を
行
っ
て
お
り
、
更
に
、
二
十
七
年
度
に
繰
越
し
た
歳
出
に
充
当
す
べ
き
財
１
　
を
差



　

引
い
た
に
い
わ
ゆ
る
、
実
質
的
決
算
か
ら
み
れ
ば
、
一
〇
一
億
円
に
達
す
る
財
源
不
足
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
二
十

　

”
七
年
度
財
政
の
負
担
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
多
く
の
地
方
団
体
は
前
年
度
に
■
7
S
>
＾
-
６
し
て
財
政
窮
乏
の
傾
向
を
示
し

　

て
い
る
。

二
、
昭
和
二
十
七
年
度
地
方
財
政
計
画
の
大
要

　
　

ノ

　
　

毎
年
度
策
定
す
る
地
方
財
政
計
画
は
、
単
に
こ
れ
に
よ
っ
て
、
地
方
財
政
規
模
を
予
測
す
る
の
み
な
ち
ず
、
こ
れ
を
苓
’

　

礎
と
七
て
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
の
額
の
決
定
、
地
方
債
の
発
行
計
画
、
そ
の
他
地
方
財
源
措
置
方
法
を
決
定
す
る
屯
の

　

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

～

　
　

二
十
七
年
度
の
地
方
財
政
計
画
の
算
定
は
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
基
い
て
地
方
財
政
が
画
期
的
に
強
化
を
図
ら
れ
た
年
で

　

あ
る
昭
和
二
十
五
年
度
決
算
を
基
礎
と
し
て
、
こ
れ
に
昭
和
二
十
六
年
度
に
増
加
し
た
財
政
需
要
を
推
定
加
算
し
た
既
定

　

財
政
規
模
に
、
二
十
七
年
度
の
新
規
財
政
需
要
を
加
算
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

両

　

地
方
財
政
の
当
初
計
画
の
概
要

　
　
　

昭
和
二
十
五
年
度
決
算
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
重
複
額
（
都
道
府
県
と
市
町
村
間
に
重
複
し
て
計
上
さ
れ
て
い
る
額
）
を
控

　
　

除
し
た
決
算
純
計
額
五
、
〇
二
三
億
三
千
百
万
円
に
、
昭
和
二
十
六
年
度
新
規
増
加
財
政
需
要
額
一
、
〇
四
六
億
四
千
六

　
　

百
万
円
を
加
算
し
た
昭
和
二
十
六
年
度
の
既
定
財
政
規
模
、
六
、
〇
六
九
億
七
千
七
百
万
円
を
基
礎
と
し
て
二
十
七
年

　

ヽ

　
　

度
当
初
に
予
測
さ
れ
た
新
規
増
加
財
政
需
要
額
九
三
五
億
九
千
九
百
万
円
を
加
算
し
て
、
七
、
〇
〇
五
億
七
千
六
百
万
円

　
　

と
算
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
財
源
と
し
て
は
、
地
方
税
二
、
九
二
四
億
三
千
六
百
万
円
、
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
一
、
一
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
五



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
六

五
〇
億
円
、
地
方
債
五
五
五
億
そ
の
他
に
よ
っ
て
、
収
入
合
計
七
、
〇
〇
五
億
七
千
六
百
万
円
で
９
≫
ｓ
ｒ
｡
、
収
支
は
符
合

す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
新
規
増
加
財
政
需
要
額
の
主
な
も
の
は
、
二
十
六
年
十
月
に
行
わ
れ
た
給
与
改
訂
の
平
年
度
化
に
伴
う

給
与
関
係
経
費
の
増
加
額
二
二
〈
億
九
千
万
円
、
政
府
施
策
の
増
加
に
伴
う
経
費
の
増
加
額
一
六
九
億
二
千
七
百
万

円
、
物
価
騰
貴
に
伴
う
一
般
物
件
費
の
増
加
額
一
五
〇
億
五
千
二
百
万
円
、
臨
時
事
業
費
の
増
加
額
四
四
七
億
五
千
五

百
万
円
等
で
あ
り
、
歳
入
に
っ
い
で
の
増
加
は
、
地
方
税
収
入
の
増
加
額
四
一
三
億
九
千
三
百
万
円
、
地
方
財
政
平
衡

交
付
金
の
増
加
額
五
〇
億
円
、
地
方
債
の
増
加
額
一
五
〇
億
円
、
国
庫
補
助
金
の
増
加
額
三
二
Ｉ
億
八
千
八
百
万
円
、
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方
歳
入

七
（
）
（
）
、
毛
六

　
　
　
　
　

つ

　

｝
一
、
｀
忿

四
（
）
、
九
（
）
（
）

元
、
叉
六

二
、
一
至
八

二
八
．
一
さ

一
茜
一
．
〈
九
七

　
　
　

つ

r
ｏ
ｏ
ｍ

一
四
、
六
８

一
‘
一
七
、
八
七
〈

　

〈
、
ニ
さ

‘
一
九
、
六
一
〈

　

Ａ
、
８
（
）

　
　
　

ｒ
ｗ
Ｍ

ｗ
ｏ
、
Ｅ
（
）
（
）

　

－
一
毛
、
き
（
）

八
二
、
一
六
六

　
　

毘
、
六
夭

蔵
四
〈
一
‘
一

　
　

一
四
一
変
九

｀
七
Ｗ
＜

　

　
　

　
　
I
K
、
一
六
（
）

H
'
1
1
1
1
1
1
1

一
】
一
、
六
８

　

△

元
回
一
〈

　

九
、
九
二
四

1
一
九
．
六
一
〈

　
　

１

　

△

　
　

空

　

ム

　

八

　

〈
一

　

△

　
　

一
四

　

為

一
６
七
、
六
七
九

　

■
Ｐ
Ｏ
＜
'
1
1
1
0
1
1

　

元
’
一
、
九
元

　

ｍ
ｉ
ａ
'
i
i
一
六
一
‘
一

　
　
　

（
）
△
翌
．
（
）
８
△
曼
誕
）
一
一
一
△

　

六
、
六
九
七

ゴ
ー
、
（
）
（
）
（
）

ニ
（
）
ｄ
（
）
（
）

　

八
〇

Ｈ
Ｏ
Ｏ

｀
、
８
（
）

　

△

ｒ
＾
o
i
i

回
、
究
七

　
　

１

　

－
ｔ
i
f
l

　

△

七
、
七
二
六

　

一
七
〈

一
苫
８

　

△

弓
一
三

一
三
萱

　

〈
一

　

△

一
、
つ
四
一
一

　

一
弓
一

ニ
、
（
）
（
）
（
）

一
、
六
ｍ

一
、
六
六
Ｂ

　
　

一
四

六
．
六
〈
四

一

　

地
方
財
政
計
画
に
Ｓ
け
る
地
方
歳
入
見
込

／
し
χ

　
　
　
　

Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｉ
！
ｄ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｊ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

！

　
　
　

昭
和
二
十
七
年
度
の
地
方
財
政
修
正
計
画
に
ゐ
け
る
地
方
歳
入
見
込
額
は
、
総
額
七
、
四
〇
三
億
二
百
万
円
で
、
前

　

年
度
計
画
額
五
、
八
〇
九
億
三
千
百
万
円
よ
S
＾
･
#
、
一
、
五
九
〇
億
六
千
九
百
万
円
の
増
加
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。
地
方

　

税
が
四
二
四
億
一
千
七
百
万
円
、
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
二
五
〇
億
円
、
国
庫
支
出
金
三
八
九
億
八
千
八
百
万
円
、
地

　

方
債
二
二
〇
億
円
そ
の
他
の
収
入
三
〇
九
億
六
千
六
百
万
円
の
そ
れ
ぞ
れ
増
加
見
込
と
な
っ
て
い
る
。
概
況
次
の
と
き



り
で
あ
る
。

区

１
３

　

２

分

地

　
　
　

方

　
　
　

税

地
方
財
政
平
衡
交
付
金

公普国

丿庫

　

助支
事負

　

担出

災一
失
業
対
策
事

５４

そ地

計

のI方

他債業害般業金金

　
　
　

二
六
年
度
修
Ｅ
計
面

　
　
　
　
　
　

り

　
　
　
　
　

り

収
入
見
込
鴎
構
成
比
り

　
　
　
　
　

’
百
万
円

二
五
一
、
〇
四
三

一
二
〇
、
〇
〇
〇

一
一
八
、
一
八
八

　

三
四
、
九
三
五

　

七
五
、
五
〇
三

　

三
九
、
二
四
〇

　

三
六
、
二
六
三

　
　

七
、
七
五
〇

　

四
〇
、
五
〇
〇

　

五
一
、
二
〇
〇

　
　
　

二
七
年
度
修
正
計
画

　
　
　
　
　
　

り

　
　
　
　

り

収
入
見
込
呻
構
成
比
仙

　
　
　

％

　
　
　
　
　
　

百
万
円

四
三
・
三

　

二
九
三
、
四
六
〇

二
〇
・
七

　
　

一
四
五
、
〇
〇
〇

二
〇
・
三

　
　

一
五
七
、
一
七
六

　

六
・
〇

　
　

四
六
、
三
一
七

一
三
・
○

　
　

一
〇
二
、
八
五
九

　

六
・
七

　
　

五
二
、
六
八
八

六
・
三

一
・
三

六
・
九

八
・
八

五
八
〇
、
九
三
一

　
　

一
〇
〇
・
〇

　

五
〇
、
一
七
一

　
　

八
、
〇
〇
〇

　

六
二
、
五
〇
〇

　

八
二
、
一
六
六

七
四
〇
、
三
〇
二

　
　

Ｉ

　
　
　
　

％

三
九
・
七

一
九
・
六

二
７
二

　

六
・
三

二
二
・
九

　

七
・
一

　

六
・
八

　

一
・
〇

　

八
・
四

一
一
・
一

○
○
・
○

(Ｂ－Ａ

(Ｃ)

　
　

―

　
　

百
万
円

・
四
二
、
四
一
七

二
五
、
〇
〇
〇

三
八
、
九
八
八

一
一
、
三
八
二

二
七
、
三
五
六

二
二
、
四
四
八

(ｂ－ａ

△

一
一

六部

△

一

一

？

九

〇
・
三

〇
・
九

〇
・
四

　

一
三
、
九
〇
八

　
　

〇
・
五

　
　
　

二
五
〇

　

△
〇
・
三

　

二
二
、
〇
〇
〇

　
　

一
・
五

　

三
〇
、
九
六
六

　
　

二
・
三

一
五
九
、
〇
六
九

　
　
　

―

登
一
六
・

心

二
〇
・
八

三
三
・
〇

三
二
・
大

三
六
・
二

三
四
・
三

三
八
・
四

　

三
・
二

五
四
・
三

六
〇
・
五

二
七
・
四

　

ず
な
わ
九
引
地
方
税
収
入
に
つ
い
て
峡
そ
の
伸
張
が
歳
入
総
額
の
伸
張
に
及
ば
ず
構
成
率
は
減
少
し
ヽ
り
一
般

財
源
に
つ
い
て
■
#
、
そ
の
伸
張
は
、
歳
入
総
額
の
伸
張
に
及
ば
ず
構
成
率
は
減
少
し
、
叉
〃
自
主
財
源
に
つ
い
て
■
#
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ぐ

の
伸
張
は
歳
入
総
額
の
伸
張
に
及
ば
ず
構
成
率
は
減
少
し
て
い
る
。

コ
地
方
税
収
入

ぐ

　

・
両

　

地
方
税
法
の
改
正

八
一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゝ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
二

　

シ
ャ
ウ
プ
税
制
使
節
団
の
勧
告
を
基
礎
と
し
て
制
定
せ
ち
れ
た
地
方
税
財
政
体
系
は
、
わ
が
国
の
地
方
財
政
史
上

画
期
的
･
{
ｓ
＊
７
Ｓ
>
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
社
会
経
済
事
情
の
推
移
に
伴
い
相
当
の
修
正
を
加
'
＾
;
＾
ａ
必
要
が
生
じ
、
昭

和
二
十
六
年
功
改
正
に
加
え
て
ゐ
や

会
に
提
出
せ
ら
れ
た
。

　
　
　
　

地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
要
目

（ｲ）

附
加
価
値
税

附
加
価
値
税
の
実
施
を
一
年
延
期
す
る
。

りロ

　

事
業
税
及
び
特
別
所
得
税

く

　
　

附
加
価
値
税
実
施
の
日
ま
で
存
置
す
る
ｉ
の
と
し
、
少
額
所
得
者
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
だ
め
、
個
人
の
事
業

　

税
及
び
特
別
所
得
税
に
つ
い
で
免
税
点
の
制
度
に
代
え
、
新
た
に
三
万
八
千
円
の
基
礎
控
除
の
制
度
を
設
け
る
。
、

りＪ

　

市
町
村
民
税

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

｀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ド

　

Ｊ
皿
に
改
め
る
。

り卜
漁
業
権
税
、
広
告
税
及
び
接
客
人
税
を
廃
止
す
る
。

　
　

…
…

　

…
…

右
の
趣
旨
に
よ
る
法
律
改
正
案
に
対
し
、
も
の
後
国
会
に
』
け
る
審
議
に
よ
っ
て



　

イ

　

入
場
税
、
遊
興
飲
食
税
の
税
率
引
下
げ

　

ｙ
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ト

　

ロ

　

事
業
税
、
特
別
所
得
税
、
固
定
資
産
税
、
電
気
ガ
ス
税
等
非
課
税
範
囲
の
拡
張

　
　

等
大
幅
の
国
会
修
正
が
加
え
ら
れ
た
。

　
　
　

こ
の
国
会
の
修
正
に
よ
る
税
法
上
の
減
税
額
は
平
年
度
に
む
い
で
入
場
税
、
遊
興
飲
食
税
、
電
気
ガ
ヌ
税
に
っ

　
　

い
て
見
る
と
概
算
そ
れ
ぞ
れ
Ｉ
〇
七
億
円
、
七
六
億
円
、
九
億
円
に
な
る
も
の
と
推
定
せ
ら
れ
る
。

　
　
　

こ
の
中
入
場
税
、
遊
興
飲
食
税
、
電
気
ガ
ス
税
の
三
税
に
関
す
る
改
正
規
定
の
実
施
は
そ
の
減
収
分
に
対
応
ず

　
　

る
地
方
財
源
の
補
填
措
置
を
ま
っ
で
な
さ
れ
る
べ
き
屯
の
と
さ
れ
、
昭
和
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
実
施
せ
ら
れ

　
　

る
こ
と
と
な
っ
た
。
叉
本
改
正
規
定
の
実
施
に
伴
う
二
十
七
年
度
の
地
方
税
の
減
収
見
込
額
は
三
税
に
つ
い
て
言

　
　

え
ば
入
場
税
一
三
億
三
千
万
円
、
遊
興
飲
食
税
一
〇
億
九
千
四
百
万
円
、
電
気
ガ
ヌ
税
二
億
百
万
円
、
計
二
六
億

　
　

二
千
五
百
万
円
と
推
定
せ
ら
れ
た
。

局

　

固
定
資
産
税
の
評
価
基
準
の
改
正

　
　

昭
和
二
十
七
年
度
に
必
い
て
は
、
固
定
資
産
の
評
価
の
均
衡
化
と
評
価
基
準
の
実
務
的
適
合
を
計
り
、
可
及
的
評

　

価
の
合
理
化
を
企
図
す
る
目
的
の
屯
と
に
、
固
定
資
産
の
評
価
基
準
に
次
の
よ
う
な
改
正
が
な
さ
れ
た
。

　

う

　

イ

　

土
地
及
び
家
屋
に
つ
い
て
平
均
価
額
の
制
度
を
設
定
し
、
市
町
村
間
の
評
価
の
均
衡
を
保
持
す
る
こ
と
と
し
た
、

　
　
　

な
あ
、
平
均
価
額
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
間
に
む
け
る
評
価
の
結
果
が
平
均
価
額
と
異
り
、
市
町
村
阻
の
訊
価
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
三



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
四

　

著
し
い
不
均
衡
を
生
ず
る
場
合
は
、
地
方
税
法
第
四
百
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
府
県
知
事
が
行
う
修
正
の
勧
告
功

　

具
体
的
基
準
と
す
る
こ
と
と
し
、
ま
た
、
基
準
財
政
収
入
額
の
基
準
と
し
で
屯
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
ど
と
。

ロ

　

土
地
の
評
価
に
つ
い
で
評
点
法
を
採
用
す
る
こ
と
と
し
た
こ
と
。

ｙ
ハー

　

家
屋
評
価
の
合
理
化
を
計
る
た
め
、
坪
当
評
点
基
準
表
を
作
成
し
、
増
減
価
の
方
式
に
つ
い
で
も
、
物
理
的
損

ぐ

　

耗
の
外
に
、
経
済
的
増
減
価
の
要
素
を
加
味
す
る
こ
と
と
し
た
こ
と
。

｝
一

　

償
却
資
産
の
基
準
評
価
額
を
改
訂
し
た
こ
と
。

(3)

　

昭
和
二
十
七
年
度
地
方
税
収
入
見
込
。

　

本
年
度
の
地
方
財
政
計
画
上
の
地
方
税
収
入
見
込
額
は
、
当
初
計
画
に
Ｓ
い
て
二
、
九
二
四
億
三
千
六
百
万
円
で

あ
る
が
、
そ
の
後
の
状
況
に
よ
っ
て
、
補
正
計
画
収
を
い
て
は
、
二
、
九
六
〇
億
八
千
五
百
万
円
Ｉ
算
定
さ
れ
て
｀
‘

ｓ
＾
更
に
そ
の
後
入
場
税
、
’
遊
興
飲
食
税
、
電
気
ガ
ス
税
等
の
税
法
改
正
の
｀
実
施
に
伴
う
減
収
が
、
二
六
億
二
千
五
百

万
円
と
推
定
さ
れ
る
の
で
、
改
正
実
施
後
の
地
方
税
収
入
見
込
額
は
、
二
、
九
三
四
億
六
千
万
円
と
算
定
さ
れ
る
。

税
目
別
に
地
方
税
収
入
見
込
揉
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

差

　
　

引

　
　

増

　
　

減

区

　

～
々
当
裂
袁
逼
『
綾
入
d

1
1
1
＾
起
冦
ｍ

　

倒

　
　
　
　

囚

　
　

差
引
改
正
規
定

問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鴎

　
　
　
　
　
　
　

ぐ

　
　
　
　
　
　
　

化

　
　
　
　

Ｅ

　
　
　

’

　
　

心

　
　
　
　

に
よ
る
減
収
額
心

　
　

‘
’

　
　
　
　
　
　
　
　

‘

　

百
万
円

　
　
　

Ａ

　
　
　

百
万
円

　
　
　
　
　
　
　

百
万
円

　
　
　
　

ぐ
百
万
円

　
　
　
　

ぐ
百
万
円

　
　
　
　
　

百
I
≪
j
E

道
府
県
法
定
普
通
税

　

一
三
〇
、
三
二
九

　

一
二
九
、
四
〇
二

　

一
二
六
、
九
七
八

　

△

　
　

。
九
二
七

　

△

　

三
、
三
五
一

　

△

　

二
、
四
二
四



狩鉱自遊入小特

　　

事

猟区動:I場

　

奏法個業

者

　

車食

　　

得
税税税税税計税人人税

　
　

旧
法
に
よ
る
税

市
町
村
法
定
普
通
税

　
　

市
町
村
民
税

　
　
　

均
等
割

　
　
　

所
得
割

　
　
　

法
人
税
割

　
　

固
定
資
産
税

　
　

自
転
車
税

接入広木鉱電荷

客

　　　

材

　

気

　

湯告引産が車
人

　　　

取

　　

ス
税税税税税税税

旧
法
に
よ
る
税

　

八
六
、
三
二
七

・
三
二
、
四
七
九

　

五
三
、
八
四
八

　
　

二
、
一
三
六

　

八
八
、
四
六
Ξ

　

二
Ｉ
、
〇
八
四

　

一
七
、
九
二
七

　

『
二
、
一
五
七

　
　
　

三
三
三

　
　
　

三
〇
一

　
　
　
　

六
四

一
六
一
、
六
五
二

　

七
二
、
八
二
二

　
　

七
、
一
二
四

　

四
四
、
〇
三
〇

　

二
Ｉ
、
六
六
八

　

七
〇
、
九
一
九

　
　

一
、
五
二
Ｉ

　
　

一
、
二
六
七

　

一
二
、
〇
六
九

　
　

一
、
六
六
四

　
　

一
、
〇
九
一

一

一
一

一

五乱

　

八
一
、
六
四
三

　

二
九
、
〇
五
四

　

五
二
、
五
八
九

　
　

一
、
二
七
一

　

八
二
、
九
一
四

　

二
三
、
六
九
九

　

一
八
、
八
一
二

　
　

ニ
、
三
五
三

　
　
　

三
八
二

　
　
　

二
五
一

　
　
　

九
九
一

一
六
五
、
四
六
三

　

七
〇
、
九
〇
三

　
　

八
、
〇
〇
〇

　

四
一
、
八
〇
九

　

二
Ｉ
、
○
九
四

　

七
二
、
四
七
六

　
　

一
、
九
八
〇

　
　

一
、
二
六
七

　

二
二
、
四
〇
四

　
　

一
、
六
六
四

　
　

一
、
〇
九
一

　
　
　
　

三
五

　
　
　
　

一
三
三

　
　
　
　

三
六

　
　

二
、
四
七
四

八
一
、
六
四
三

二
九
、
〇
五
四

五
二
、
五
八
九

　

一
、
二
七
一

八
二
、
九
一
四

二
二
、
三
六
九

一
七
、
七
一
八

　

二
、
三
五
三

　
　

三
八
二

△△△△△

　
　
　

二
五
一

　

△

　
　
　

九
九
一

一
六
五
、
二
六
二

　

七
〇
、
九
〇
三

　

△

　
　

八
、
〇
〇
〇

四
一
、
八
〇
九

二
Ｉ
、
○
九
四

七
二
、
四
七
六

　

一
、
九
八
〇

　

一
、
二
六
七

二
二
、
二
〇
三

　

一
、
六
六
四

　

一
、
〇
九
一

　
　
　

三
五

△△

　
　

一
三
三

　

△

　
　
　

三
六

二
、
四
七
四

四
、
六
八
四

　

〈

三
、
四
二
乖

　

△

一
、
二
五
九

　

△

　
　

八
、
六
五

　

△

五
、
五
四
九

　

△

二
、
六
一
五

　

八
八
五

　

△

　
　

一
九
六

　
　

四
九

　
　

五
〇

　

△

　

九
二
七

三
、
八
一
一

一
、
九
一
九

　

〈

　

八
七
六

二
、
二
一
二

　
　

五
七
四

一
、
五
五
七

　
　

四
五
九

一

　

ゝ
一
一
一
一
一
一

五

△△

　
　

三
五

　
　

九
二

　

Ａ

　
　

三
六

二
、
四
Ｏ
Ｏ

四
、
六
八
四

三
、
四
二
五

一
、
二
五
九

　
　

八
六
五

五
八
五
四
九

一
、
二
八
五

　

二
〇
九

　
　

一
九
六

　
　

四
九

　
　

五
〇

　

九
二
七

公△

三
、
六
一
〇

　

△

一
、
九
一
九

　

八
七
六

二
、
二
二
Ｉ

　

五
七
四

一
、
五
五
七

　

四
五
九

　
　
　

－

一

一

一
一
一
四

∠Ｘ

　
　
　

三
五

　
　
　

九
二

　
　
　

三
六

二
、
四
〇
〇

　
　

八
五

一
、
Ξ
Ξ
Ｏ

一
、
〇
九
四

　
　
　

－

二
〇
一

一
－－

○

－



法
定
普
通
税
洽
計

　　

地

　　　

法

　　　

目

市道方市道定市道

町府税町頂F;町府的

村県総村県通村県

分分計分分税分分税

薯

(4)

二
九
一
、
九
八
一

　
　
　
　

一
五
二

　
　
　
　
　

三
一

　
　
　
　

一
二
Ｉ

　
　
　
　

三
〇
三

　
　
　
　

一
七
五

　
　
　
　

一
二
八

二
九
二
、
四
Ξ
六

一
三
〇
、
五
三
五

一
六
一
、
九
〇
一

二
九
四
、
八
六
五

　
　
　

三
五
一

　
　
　
　

三
一

’

　
　

三
二
〇

　
　
　

八
六
九

　
　
　

三
二
八

　
　
　

五
四
一

二
九
六
、
〇
八
五

一
二
九
、
七
六
一

二
〈
六
、
Ξ
二
四

二
九
二
、
二
四
〇

　
　
　

三
五
一

　
　
　
　

三
一

　
　
　

三
二
〇

　
　
　

八
六
九

　
　
　

三
二
八

　
　
　

五
四
一

二
九
三
、
四
六
〇

一
二
七
、
三
三
七

　

△

一
六
六
、
一
二
三

二
、
入
八
四

　
　

一
九
九

　

一
九
九

　

五
六
六

　

一
五
三

　

四
一
三

三
、
六
四
九

　

七
七
四

　

△

四
、
四
二
三

八
六

二
五
九

　

△

一
九
九

　
　

－

一
九
九

五
六
六

一
五
三

四
一
三

一
、
〇
二
四

三
、
一
九
八

四
、
二
二
二

△△△

三
税
の
改
正
規
定
実
施
後
収
入
見
込
額
は
、
昭
和
二
八
年
一
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
も
の
と
し
て
の
推
計
額
で
あ
る
。

二
、
六
二
五

二
、
六
二
五

二
、
四
二
四

　

二
〇
一

　

地
方
税
の
収
入
状
況

　

道
府
県
に
あ
け
る
地
方
税
の
収
入
状
況
は
、
昭
和
二
十
七
年
十
一
月
末
現
在
で
地
方
財
政
計
画
上
の
収
入
見
込
額

一
、
二
七
三
億
円
に
対
し
て
六
五
二
億
円
で
あ
っ
て
前
年
同
期
に
比
し
そ
の
収
入
の
進
捗
率
は
鈍
化
し
て
い
る
。
殊
に

法
人
事
業
税
に
お
い
て
目
立
つ
。
こ
の
税
目
別
内
訳
は
次
の
と
あ
り
で
あ
る
。

一
、
普

　

通

　

税

　
　

事

　

業

　

税

゛
二

　
　

六

　
　

年

　
　

度

Ｊ
謡
悶
々
災
霜
む

　
　
　
　
　

百
万
円

一
一
（
ｙ
、
二
Ｉ
Ｏ

　

七
二
～
〇
入
五

　
　
　
　

百
万
円

六
〇
、
三
九
三

四
二
、
一
六
八

匠
＜
向

　

五
四
・
心

五
八
・
四

　
　
　
　

・
゛

　

二

　
　
　

七

　
　
　

年

　
　

’
度

財
政
計
画
に

　

り

　
　
　
　
　
　

χ
ｊ
／

　

ベ
ノ

　

／
~
ノ

　

χ
ｊ
／

趾
惣
筧
万
焚
ａ
ゆ
ゆ
高
ゆ

　
　
　
　

百
万
円

一
二
六
、
三
一
五

　

八
一
、
六
四
三

　
　
　
　

百
万
円

六
四
、
Å
九
一

四
三
、
四
四
八

　
　
　
　

％

五
一
・
四

五
三
・
二

△△

= (b)-(a)
一

四海

五
・
一
一

∧
｜

｜



狩漁鉱自遊入特

凱業

　

動興

　

別個法

者権区章饗場;;

税税税碑税税税人人

　
　

法
定
外
普
通
税

二
、
目

　

的

　

税

三
、
旧
法
収
入

　

合

　
　
　
　

計

　

四
五
、
〇
〇
六

　

二
七
、
〇
七
九

　
　

一
、
五
〇
八

　

一
八
、
三
五
九

　

一
五
、
一
一
四

　
　

二
、
〇
二
七

　
　
　

四
六
八

　
　
　
　

一
〇
一

　
　
　

三
五
七

　
　
　
　

一
九
一

　
　
　
　

三
一

　
　
　

九
五
六

一
一
一
、
一
九
七

三
〇
、
九
九
五

一
一
、
一
七
三

　
　
　

九
八
九

　

九
、
八
一
九

　

五
、
五
〇
一

　

一
、
三
七
七

　
　
　
　

六
三

　
　
　
　

二
八

　
　
　

二
五
七

　
　
　

一
九
一

　
　
　
　
　

四

　
　
　

八
五
八

六
一
、
二
五
五

六
八
・
九

四
一
・
二

六
五
・
五

五
三
・
五

三
六
・
四

六
七
・
九

　

一
三
・
四

　

二
七
・
七

　

七
一
・
九

一
〇
〇
・
〇

　

一
二
・
九

　

八
九
・
七

　

五
五
こ

五
二
、
五
八
九

　

三
一
、
六
九
七

二
九
、
〇
五
四

　
　

一
一
、
七
五
一

　

一
、
二
七
一

　
　
　
　

八
〇
六

二
二
、
三
六
九

　
　

一
二
七
八
〇

一
七
、
七
一
『
八
’

　

六
、
六
三
四

　

二
、
三
五
三

　
　
　

一
、
六
八
七

　
　

三
八
二

　
　
　
　
　

四
四

　
　
　
　

－

　

‐

　
　
　
　
　

－

　
　

二
五
一

　
　
　
　

二
四
六

　
　

三
二
八

　
　
　
　

二
四
六

　
　
　
　

三
一

　
　
　
　
　
　
　

四

　
　

九
九
一

　
　
　

ｊ
Ξ
二
四

一
二
七
、
三
三
七

　

六
五
、
二
Ｉ
九

六
〇
一
一

△

八

七

四
〇
・
四

六
三
・
四

五
二
、
六

三
■
Ｖ
’
四

七
一
・
六

一

△

Ｏ

八

△

一
一

一

△

？

九

－

○

一
・
五

　

△

九
八

○

△

七
四

八

△

一
二

三
二

五
一

九七
一

一

一
一
一

七

一

九

　

〇
・
二

二
五
・
四

△
五
七
・
〇

今

　

三
・
九

　
　

な
あ
本
年
度
の
地
方
税
収
入
を
観
察
す
る
に
当
っ
て
特
に
考
慮
に
入
れ
ね
ぱ
な
ち
ぬ
こ
と
は
、
朝
鮮
動
乱
勃
発
以
来

　

朝
鮮
ブ
ー
ム
を
契
機
と
し
て
我
国
産
業
経
済
界
が
異
常
な
活
況
を
呈
し
た
の
が
、
昨
年
か
ち
本
年
に
入
り
産
業
界
の
活

　

動
が
停
滞
乃
至
下
向
の
傾
向
に
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
又
景
気
が
産
業
に
よ
り
践
行
的
で
あ
り
、
地
方
団
体
の
地
域
内
の

　

産
業
構
成
も
不
均
等
で
あ
る
た
め
、
地
方
団
体
間
の
税
収
入
の
不
均
等
的
分
布
が
前
年
と
そ
の
様
相
を
異
に
し
て
現
わ

　

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ｊ５

　

標
準
税
率
超
過
課
税
と
法
定
外
普
通
課
税
の
状
況

　
　

地
方
団
体
は
年
々
依
然
と
し
で
財
政
窮
迫
の
状
態
に
あ
る
た
め
、
或
い
は
零
細
な
税
源
ま
で
■
#
求
め
で
法
定
外
普
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
七



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
八

税
を
設
定
し
、
或
い
は
標
準
税
率
を
超
過
し
て
課
税
す
る
等
、
▽
そ
の
必
要
な
財
源
の
確
保
に
努
力
し
て
い
る
が
、
就
中

法
定
外
普
通
税
に
つ
い
で
は
中
に
は
現
行
地
方
税
制
に
補
完
的
な
意
味
を
こ
め
た
１
Ｓ
＞
の
屯
あ
る
に
し
て
も
そ
の
団
体
数

は
極
め
て
多
い
の
で
あ
つ
で
本
年
度
に
ゐ
け
る
状
況
は
概
ね
次
の
と
ゐ
り
で
あ
る
。

り(ｲ

昭
和
二
七
年
度
標
準
税
率
超
過
課
税
団
体

（
都
道
府
県
分
）

府
福徳

(ロ)
都市

県

　
　

名

　
　
　
　

井島

　
　
　

事

　
　
　
　
　

業

法
人
及
び
個
人
第
一
種

特
別
法
人
及
び
個
人
第
二
種

外
形
標
準
課
税

法
人
及
び
個
人
第
一
種

特
別
法
人
及
び
個
人
第
二
種

外
形
標
準
課
税

市
町
村
民
税
課
税
方
式
別
団
体
数
調

m

　

区

以口

　

以口
上一上二

　

岑

分

ｏ

　

甫○

乖ぼ司罰T蔀

合体合体合体
数％数％数％

第
一
方
式

　
　
　
　

六

　
　
　

一
〇
〇

　
　
　
　

一
一

　
　
　

六
一

　
　
　

二
三

　
　
　

五
八

　
　

税

百
分
の
一
三
・
二

百
分
の

　

八
・
八

百
分
の

　

一
・
七

百
分
の
二
二
・
二

百
分
の

　

八
・
八

百
分
の

　

一
・
九
二

　

第

　

二

　

方

　

式

－
１

本
『
文

　

但

　
　
　

書

　
　
　

計

－
一
二四｜

　

｜

一
〇

二
五

三｜

　

｜

一

　

一

五六七

一
一
九七｜

　

｜

一
六

四
〇

　
　
　

特

　
　

別

第
一
種

第
二
種

第
一
種

第
二
種

所

得

　
　

税

　

百
分
の
七
・
〇

　

百
分
の
八
・
・
八

百
分
の
七
・
〇
四

百
分
の
八
・
八

　
　
　

第

　

三

　

方

　

式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

合

本
ノ
文

　

但

　

書

　
　

計

一

一

一

二一｜

　

｜

　

｜

　

｜

　
　

計

　
　

六

一
〇
〇

　

一
八

一
〇
〇

　

四
〇

一
〇
〇



八
九

分町

人
口
五
万
｛
団
体
数

以
上

　
　

割
合
％

人
口
五
万

未
満

計

翁

合体

％数

,～´－ゝ

割団

合体

％数

　

村

府

合体

％数

市
町
村
｀
計

０ヽ）

･-A－、
割団

合体

％数

　
　

四
六

　
　

五
五

　
　

五
二

　
　

四
二

　

二
二
八

　
　

五
一

一
、
〇
三
一

　
　

一
一

一
、
一
六
九

　
　

一
二

一

〇

一

一

一

　
　

一
九

　
　

一
五

　
　

四
三

　
　

一
六

゛
六
八
九

　
　
　

七

　

七
三
二

　

’
七

　
　

二
七

　
　

三
二

　
　

五
二

　
　

四
二

　
　

八
八

　
　

三
二

七
、
二
〇
一

　
　

七
八

七
、
二
八
九

　
　

七
七

固
定
資
産
税
標
準
税
率
超
過
課
税
調
（
市
分
）

　

適
用
税
率

百
分
の
Ｉ
・
七

φ

　

φ

　

４

　

４

　

タ

　

４

　

４

　

タ

Ｊ
・
七
五

一
・
八

一
・
九

二
・
〇

二
・
一

二
・
二

二
・
五

一
一

七

（こ）計

　
　
　

三
七

　
　
　

四
四

　
　
　

七
一

　
　
　

五
七

　
　

二
三

　
　
　

四
八

七
、
七
五
四

　
　
　

八
五

七
、
入
八
五

　
　
　

八
四

　

一

一

　

一

一

一
一

一

六
七

　

一
七
〇

　

一

○一｜

　

｜一一

二
四
六

　
　

三

二
四
七

　
　

三

一 一
一

一一四－

三
一
二

　
　

四

三
一
六

　
　

四

　
　
　
　
　

適

　
　
　
　
　
　
　

用

　
　
　
　
　
　
　

市

　
　
　
　
　
　
　

名

高
山
市
’

武
生
市

横
手
市
、
酒
田
市
、
魚
津
市
、
直
方
市

宇
和
島
市

函
館
市
、
旭
川
市
、
美
唄
市
、
能
代
市
、
大
館
市
、
鶴
岡
市
、
新
庄
市
、
白
河
市
、
益
田
市
、
浜
田
市

小
樽
市
、
釧
路
市

帯
広
市

岩
見
沢
市
、
網
走
市
、
稚
内
市
、
夕
張
市

留
萌
市
、
北
見
市

二
六
市

法
定
外
普
通
税
実
施
状
況
調
（
道
府
県
分
）

備

　
　
　

八
四

　
　

一
〇
〇

　
　

一
二
五

　
　

一
〇
〇

　
　

二
七
三

　
　

一
〇
〇

九
、
二
三
四

　
　

一
〇
〇

九
、
五
〇
七

　
　

一
〇
〇

考

←



立
木
伐
採

ミ犬税

シ

　

ｙ

税税税
目

課
税
市
町
村
数

　

二
、
六
六
四

　
　
　

三
一
九

　
　
　

六
六

一
〇
、
六
二
七

　

三
、
〇
四
八

牛
馬

収
入
見
込
額

　

九
八
、
四
一
心

ｆ

山牛税

出羊馬

産
税税税

目

課
税
市
町
村
数

　
　
　
　

五
〇

　
　
　
　
　
　

一

　
　
　
　
　
　

ニ

一
一

一六

　

収
べ

辿

（

法
定
外
普
通
税
実
施
状
況
調
（
市
町
村
分
）

）

計

島長大福和石奈新’岐４福秋宮岩青北

歌

都
道

海府

根崎分岡山川良潟

　

阜

　

島田城手森道

牛４゛特果臨特が繭漁家果牛家家牛家

　　　

：

　　

|別ス

引

馬

　　

興実補漁＃１

　

掃畜樹馬畜畜馬畜

　　　

ｔ

　

ｈ丿

　　　

食

　

別
税

　　

税税税税税税税税税税税税税税

一
二
、
二
二
九

一
三
、
二
四
一

　

九
、
〇
三
五

　

二
、
六
七
八

　

一
七
、
二
〇
八

　
　

一
、
〇
九
四

　
　
　

六
〇
〇

六
〇
、
〇
〇
〇

二
三
、
九
二
〇

七
二
、
〇
o
o

　
　

四
、
〇
〇
〇

　
　

二
、
七
六
〇

　
　

四
、
入
九
四

三
二
Ｉ
、
一
九
三

県
名

税

目

昭
和
二
七
年
度
収
入
見
込
額
（
千
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　

六
六
、
四
五
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
、
一
九
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
、
三
〇
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
四
、
五
八
二

九
〇

摘

要
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税税税税税税税税税税税税税税

一

一
九

　　　　

三二

二五二一〇一

　

二

三
二

　

三

　
　

一

二
三

二
’
四

　
　

一

ヨ

　

地
方
財
政
平
衡
交
付
金

一
八
、
三
九
七

　

一
、
二
九
一

　

一
、
一
九
四

　
　
　

六
〇

　
　
　

三
五

　
　

四
七
六

　
　
　

一
一
七

　
　
　

二
六

　
　

三
入
三

一
一
、
六
〇
〇

　
　
　

八
九
八

一
三
、
三
二
〇

　

六
、
八
七
四

　
　
　

二
四
〇

特
別
固
定
資
産
税

林
産
物
移
出
税

商
品
切
手
発
行
税

固
定
資
産
使
用
税

竹
引
’
取
税

楽

　
　

器

　
　

税

ダ
ム
使
用
税

椎
茸
原
木
伐
採
税

宣
伝
広
告
税

　
　

計

　　　　　

一

二二･五五八五一
一

一
一

　

一

一

　

一

　
　
　
　

一

　
　
　
　

一

三
、
三
二
四

二
一
八
、
八
四
六

　
　

七
、
五
〇
〇

　

二
七
、
二
七
一

　

四
八
、
八
〇
〇

　
　
　
　
　

三
〇

　
　
　
　
　
　

七

　
　

三
、
〇
〇
〇

　

三
〇
、
入
五
三

　
　

三
、
五
三
五

　
　
　
　

三
六
〇

　
　
　
　

一
五
〇

　

二
四
、
〇
二
二

五
三
二
、
七
八
四

ｎ

　

地
方
財
政
平
衡
交
付
金
は
地
方
財
政
上
地
方
税
と
と
馴
に
収
入
の
大
宗
を
占
め
る
も
の
で
、
そ
の
総
額
は
前
述
の

ぐ
如
く
当
初
予
算
に
む
い
て
Ｉ
、
二
五
〇
億
円
で
あ
っ
た
が
補
正
予
算
に
ゐ
い
て
二
〇
〇
億
円
増
額
せ
ら
れ
、
一
、
四
五

〇
億
円
と
な
り
前
年
度
に
比
し
二
五
〇
億
円
の
増
と
な
っ
た
。
平
衡
交
付
金
制
度
は
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
基
き
昭
和
二

十
五
年
度
に
実
施
さ
れ
て
よ
り
本
年
は
既
に
第
三
年
目
に
入
っ
た
訳
で
あ
る
が
、
前
ニ
ケ
年
の
経
験
に
か
ん
が
み
交

付
金
の
算
定
方
法
に
■
#
諸
点
に
改
正
が
行
わ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
一

砂果務

*IJ

　

猛

ぴ｜

税税税



２

　

地
方
財
政
平
衡
交
付
金
法
．
の
改
正
点

ぐ
（ｲ）

九
二

第
十
三
回
国
会
に
ゐ
け
る
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
法
の
一
部
改
正
の
要
点
は
次
の
と
お
り
で
冷
る
。

測
定
単
位
の
改
正

警
察
費
、
消
防
費
、
社
会
福
祉
費
、
衛
生
費
、
労
働
費
、
林
野
行
政
費
、
徴
税
費
の
測
定
単
位
を
孜
め
た
。

り
ロ

　

単
位
費
用
の
法
定

Ｃ

　
　

昭
和
二
十
五
、
二
十
六
年
の
Ｉ
［
ヶ
年
は
暫
定
的
に
地
方
財
政
委
員
会
の
規
則
に
よ
っ
た
が
、
単
位
費
用
の
調
査

　

研
究
が
進
ん
だ
の
で
交
付
金
制
度
の
運
営
の
安
定
を
図
る
た
め
、
単
位
費
を
法
定
化
し
た
。

りＪ

　

補
正
事
由
の
改
正

　
　

従
来
の
段
階
、
密
度
、
態
容
、
寒
冷
及
び
種
別
に
よ
る
五
種
の
補
正
が
併
列
的
で
あ
っ
た
の
を
、
種
別
補
正
の

　

適
用
の
あ
る
も
の
は
こ
の
補
正
を
行
っ
た
後
、
そ
の
他
の
補
正
を
行
う
も
の
と
し
、
密
度
補
正
は
拡
張
し
人
口
密

　

度
の
外
に
屯
採
入
れ
、
叉
測
定
単
位
の
帰
属
す
る
市
町
村
の
「
規
模
」
と
昂
る
の
を
「
態
容
」
に
改
め
そ
の
内
容
を
よ

　

り
合
理
化
し
た
。

うこ

　

特
別
交
付
金
制
度
の
恒
久
化

　
　

暫
定
的
制
度
と
し
て
あ
っ
た
特
別
交
付
金
制
度
を
恒
久
的
な
も
の
と
し
、
そ
の
総
額
を
従
来
は
交
付
金
総
額
の

　

一
〇
％
に
相
当
す
る
・
額
で
為
っ
た
の
を
八
％
と
し
た
。



　

蛸

　

測
定
単
位
の
翫
値
ヽ
補
正
係
数
ヽ
茎
準
財
政
収
入
額
の
算
定
方
法
を
法
定
す
る
こ
と
と
し
ヽ
昭
和
二
十
七
～
八

　

ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。
・

　
　

’

　
　

年
度
に
限
ｔ
規
則
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

　

へ

　

国
の
要
請
す
る
行
政
に
対
す
る
保
障

　
　

゛

　
　
　

地
方
団
体
が
そ
の
行
政
に
お
い
て
法
令
に
基
き
義
務
づ
け
ら
れ
た
規
模
と
内
容
と
を
備
え
る
の
を
怠
っ
て
い
る

　
　

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
関
係
行
政
機
関
は
こ
紅
に
つ
き
勧
告
し
、
叉
、
勧
告
に
し
た
が
わ
な
か
っ
た
場
合
に
は

　
　
　

一
定
の
手
続
き
に
よ
り
当
該
地
方
公
共
団
体
に
既
に
交
付
し
た
交
付
金
の
全
部
叉
は
一
部
を
返
還
せ
し
め
る
方
途

　
　

を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
こ
と
。

　
　
　

叉
、
第
十
五
国
会
に
於
け
る
主
な
改
正
点
は
、
引
給
与
改
訂
等
に
よ
り
単
位
費
用
を
改
訂
し
ヽ
か
父
付
金
総
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

　
　
　
　
　
　
　

ｚ
Ｑ

　
　
　
　
　
　
　
　

‘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ぐ

　
　

の
按
分
方
式
を
従
来
の
交
付
基
準
額
に
按
分
率
を
乗
ず
る
方
式
を
改
め
、
基
準
財
政
需
要
額
に
按
分
率
を
乗
ず
る

　
　

こ
と
と
し
た
。

り

　

普
通
交
付
金
決
定
の
際
に
お
け
る
、
府
県
、
市
町
村
別
基
準
財
政
需
要
額
、
基
準
財
政
収
入
額
及
び
交
付
基
準
額

　

並
び
に
、
交
付
団
体
数
等
を
、
昭
和
二
十
六
年
度
と
比
較
す
れ
ば
次
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

都

　
　

道

　
　

府

　
　

県

　
　

分

　
　
　
　
　
　
　
　
　

市

　

。
町

　
　
　

村

　
　
　

分

区

分

基

準

財

政

需

要

額

基

準

財

政

収

入

,額

　
　
　
　
　

ｊ

　
　
　
　
　
　
　

り

二
六
年
度

　

Ｃ

　
　

二
七
年
度

　

Ｄ

　
　
　
　
　

ぐ

　
　
　
　
　
　
　

ぐ

　
　
　
　
　

千
円

　
　
　
　
　
　
　

千
円

　

二
〈
．
六
蛮
、
〈
夭

　
　
　

一
五
（
）
、
（
）
一
（
）
、
弓
一
九

九
二
、
四
き
、
六
九
（
）

　
　
　

i
i
a
ｗ
ｏ
六
'
m
＼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
三

圓Ξ
一
六

I
･
Ｍ
Ｂ

　
　
　
　
　
　

り

二
冰
年
度

　

Ａ

　
　
　
　
　
　

Ｃ

　
　
　
　
　

千
円

　

一
四
七
、
四
五
一
、
五
七
（
）

　

老
ｄ
一
乙
、
六
’
一
七

二
七
年
度

　

皿

　
　
　

Ｂ
一
Ａ
－

　

一
七
六
'
w
m
'
覇

　
　
　
　

一
・
一
乙

九
一
、
９
辰
、
一
宕

一
・
一
〈
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ゝ

　

Ｓ
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・

　

ゝ

　

ゝ

　　

六七〇

　　

一二三

　

○Ξ七－

　　

:!!杢き

　

、２夭さ

　

究さ兄２

　　

ゝ

　

・

　

●

　

Ｌ
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一

笑

　

突ｚき変

Ｏ　

　

○九〇〇

一

　　

Ｃ）四六四

七

　　

五ニニー

　

Ｓ

　　　

ゝ

　

●

　

ゝベ
ニ

　　

ー

　

九二7Z
=６・λΞ箕面

七四

　

一

　

八－○

　
　

含
、
九
七
四
、
九
二
七

　
　

ｉ
≫
、
（
）
琵
、
壹
（
）

　
　
　
　
　
　
　
　

二

　
　

一
一
Ｓ
震
一
、
究
九

　
　

ｍ
ｏ
'
Ｏ
Ｂ
'
＾
'
i
ｗ

△

　

べ
七
（
）
七
、
一
七
〈

　
　
　
　
　
　
　

Ｂ
六

市
町
村
内
訳
（
大
都
市
分
、
市
分
及
び
町
村
分
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
都
市
分

区

特普交基基

別通,付::

交･交｀基政政

交

付

分
金什付準7:

計金‘金額額額

討
財
刈
丿
刳
對
緋
″

　
　
　
　
　

ｎ
-
円

　
　
　
　

千
円

　

一
天
邑
九
、
一
九
1
　
　
　
　
　
W
I
S
O
六
〈
、
四
〇
九

　

一
・
芸
一

　

二
〈
、
一
（
）
六
０
≪
　
　
　
　
i
ｔ
ｔ
、
夭
弓
一
圭

　

一
・
二
六

　
　

コ
二
六
、
〈
九
四

　
　

一
㎡
一
一
、
（
）
｀
一

　

一
・
一
一
a
i

　
　

一
０
＾
1

I
'
l
l
'
六
I
l
l
　
一
、
一
〈
六
、
六
晋
一
　
’
一
’
・
（
）
九

　
　

之
六
。
芸
一
一

　
　
　

里
六
、
一
九
Ｅ

　

（
）
・
さ
Ｉ

　
　

一
ざ
Ｉ
ヘ
六
〈
四
ｒ
六
H
i
ｒ
＜
Ｈ
＾
　
　
　
　
０
-
＾
０

市
一
・
・
三
一

一
・
一
三

一
・
一
一

一
・
・
二
I

1
-
０
０

一
・
一
〈

一
会
一

一
・
一
三

一
・
８

一
・
壹

一
・
芸
一

一
■
ｗ

1
-
０
０

　
　

萱
、
三
大
、
一
六
七

　
　

一
三
、
二
九
五
．
一
ｘ
ｓ

　
　
　

六
、
六
四
回
一
志

　
　

夭
、
九
変
、
六
酉
一

　
　
　
　
　

＾
'
l
l
t
＜
-
ｐ

　
　

九
一
、
兄
二
、
二
一
西

　
　

毛
ぶ
七
六
．
（
）
毛
．

　
　

盃
、
Ξ
六
、
一
六
七

　
　
　
　
　
　
　

晋
ぢ

　
　

二
七
、
六
宝
、
六
一
四

　
　

詣
．
六
九
四
、
六
一
量

△

　

七
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昭
和
二
十
七
年
度
の
地
方
債
の
発
行
予
定
額
は
一
般
会
計
分
は
当
初
地
方
財
政
計
画
に
お
い
て
五
五
五
億
円
、
補

　

正
計
画
に
お
い
て
一
二
〇
億
円
の
増
加
発
行
が
見
込
ま
れ
、
結
局
本
年
度
発
行
総
額
は
六
七
五
億
円
と
な
る
が
、
内

　

五
〇
億
円
は
前
年
度
に
む
い
て
繰
上
使
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
実
質
的
に
は
、
六
二
五
億
と
な
り
、
前
年
度
に
比
し

　

二
一
一
〇
億
円
約
五
四
％
の
増
と
な
り
、
地
方
財
政
計
画
の
総
歳
入
中
の
約
八
・
四
％
を
占
め
る
。
地
方
債
は
そ
の
他

　

に
公
営
企
業
分
と
し
て
一
七
五
億
円
と
な
っ
て
い
て
、
前
年
度
よ
り
八
〇
億
円
の
増
と
な
っ
て
い
る
。
叉
本
年
度
の

　

資
金
運
用
部
資
金
の
運
用
計
画
に
お
い
て
は
地
方
債
の
引
受
予
定
は
七
七
〇
億
円
と
な
っ
で
い
る
の
で
残
り
の
八
〇

　

億
円
は
い
わ
冲
ｔ
１
　
噴
ど
な
っ
て
卜
る
。
公
募
債
の
割
振
り
は
一
般
会
計
発
り
五
び
億
円
ノ
公
営
企
業
分
箕
三
〇

　

億
円
と
な
っ
て
い
る
。

　
　

右
の
起
債
の
配
分
に
当
っ
て
は
概
ね
次
の
方
針
に
し
た
が
っ
て
行
わ
れ
た
。
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九
六

　

即
ち
一
般
会
計
分
に
っ
い
で
は
先
ず
一
般
補
助
事
業
分
（
河
水
統
制
・
六
三
制
及
び
一
般
補
助
事
業
分
）
、
災
害
復

旧
事
業
分
（
国
庫
補
助
に
よ
る
分
と
単
独
分
）
、
一
般
単
独
事
業
分
に
大
別
し
、
そ
の
各
団
体
へ
の
配
分
に
当
っ
て

は
、
一
般
補
助
事
業
及
び
災
害
復
旧
事
業
分
に
つ
い
て
は
、
地
方
財
源
賦
与
の
観
点
か
ら
当
該
団
体
の
財
政
状
態
即

ち
一
般
財
源
の
状
況
並
び
に
事
業
の
地
方
負
担
額
の
財
政
負
担
に
な
る
程
度
を
考
慮
す
る
こ
と
と
し
、
叉
一
般
単
独

事
業
分
に
つ
い
て
は
継
統
事
業
を
優
先
に
当
該
事
業
の
緊
急
度
及
び
事
業
効
果
並
び
に
当
該
団
体
の
財
政
状
況
等
を

勘
案
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
（
な
む
公
営
企
業
分
に
っ
い
て
#
継
統
事
業
を
優
暁
に
、
そ
の
事
業
の
緊
急
度
、

効
果
、
当
該
事
業
会
計
の
財
政
状
況
を
勘
案
し
な
が
ら
配
分
を
行
っ
た
。
）

　

以
上
の
地
方
債
の
配
分
額
中
政
府
資
金
以
外
に
起
債
資
金
を
求
め
る
も
の
、
い
わ
ゆ
る
公
募
に
よ
る
分
に
つ
い
て

は
地
方
団
体
の
財
政
力
乃
至
公
募
し
得
る
能
力
等
を
考
慮
に
入
れ
て
配
分
し
た
の
で
あ
る
。

　

昭
和
二
十
七
年
度
地
方
債
発
行
計
画
を
前
年
度
と
比
較
す
る
と
次
の
と
Ｓ
り
で
あ
る
。
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昭
和
二
十
六
年
度
分
地
方
債
発
行
額
の
う
ち
に
は
特
別
融
資
八
〇
億
円
及
び
ル
ー
ズ
災
害
緊
急
融
資
分
一
八
億
円
を
含
む
。

悶

　

地
方
債
の
発
行
総
額
の
問
題
に
つ
い
て

　
　

地
方
財
政
計
画
並
び
に
資
金
需
給
等
の
関
係
か
ら
地
方
債
の
年
間
発
行
総
額
は
、
現
在
制
限
さ
れ
て
い
る
が
、
戦

　

時
中
並
び
に
戦
後
の
経
済
的
、
財
政
的
諸
事
情
の
制
約
を
受
け
て
建
設
的
乃
至
補
填
的
投
資
が
極
め
て
不
充
分
に
し

　

か
行
抄
れ
な
か
つ
た
こ
と
は
、
戦
後
の
地
方
自
治
振
興
の
た
め
の
要
請
等
と
相
ま
つ
で
地
方
公
共
団
体
の
起
債
要
望

　

額
を
極
め
て
多
額
な
ら
し
め
て
い
る
。
そ
し
て
一
般
補
助
事
業
の
地
方
負
担
分
に
つ
い
て
屯
い
え
る
こ
と
で
あ
る
が
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一
一

一
- -

　　　　　

一

四

　

’五四〇
一

一

-

公
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
八

殊
に
一
般
単
独
事
業
並
び
に
公
営
企
業
に
つ
い
て
見
れ
ば
次
の
如
く
そ
の
充
足
率
は
極
め
で
低
率
で
あ
つ
で
、
要
望

す
る
起
債
が
得
』
れ
ず
已
ひ
を
得
ず
一
般
財
源
を
以
つ
で
事
業
財
源
に
充
当
し
そ
の
団
体
の
財
政
を
圧
迫
し
た
り
、

又
は
事
業
の
完
成
年
度
が
逐
次
後
年
度
に
遷
延
し
た
り
し
て
い
る
例
は
非
常
に
多
い
の
で
あ
る
。

　
　

昭
和
二
十
六
年
度
及
び
二
十
七
年
度
分
地
方
債
充
当
率

　
　
　

。

　　　　

．－１
㈲向（ｲ）

　

般

　　　　　　

－

会
計
分

般
補
助

一六河

・水

分

統事
一
一

一

般

　

補

業

昭
和
土
六
年
度

府
県
、
分
市
町
村
分

助制制

㈲§匈

補
助
災
害
復
旧
事
業

単
独
災
害
復
旧
事
業

一
般
単
独
事
業

　

義
務
教
育
施
設

そ

　
　

、
の

他

交病上'電

　　　

企

通院水気業

４:宍

業業業業

　

計

五

七形

一

○
○

五
’
六

八
五

三
八

里かえ
四
一

四
八

ニ
ル

ー
八

五

八％

八
二

四
九

七
五

五
六

一
三

一
四

二
二

三
四

二
四

一
、
九

一
七

計I

　
　

％

　

五
八

一
〇
〇

　

入
二

　

五
四

　

八
二

　

四
五

　

一
二

　

一
四

　

一
一
’

四

○

三
六

二
七

二
二

Ｉ
七

昭
』
和
’
二

　

七

　

年
度

府
県
分
～
市
町
村
’
分

五
七形

一
〇
〇

　
　

Ｉ
Ｉ

　

五
ぶ

’
八
五

　

三
四

里ＡＩＡ
四
〇

三
六

二
七

二
五

五

七％

八
二

四
九

七
五

三
三

一
二

二
四

-㎜-
一

八七

一

一

一

一
一

一
四

一
六

計

(Ｂ)

　
　

形

　

五
七

　

△

一
〇
〇

　

八
二

　

五
四

八
一

三
四

三

　

二一

五七四一

△△

　

△

　　

△

　

△

四
〇
『

二
五

　

心

二
〇

　

へ

一
八

(Ｂ)－(Ａ)

｜

｜

｜

｜



節
そ
の
他
の
事
業

　
　
　
　
　

－

合

　
　
　
　
　
　
　
　

計

　
　
　
　
　

．
三
六

一

一

一

一

一

一
七

二
六

一
一
天

　

｜

一
九九

九

△

一
一

六

｜

　

八

卯

　

文
教
関
係
の
起
債
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

｀

　
　

六
・
三
制
整
備
起
債
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
六
・
三
制
の
義
務
教
育
施
設
の
整
備
事
業
に
伴
う
地
方
負
担
額
は
、
昭

　

和
二
十
五
年
度
ま
で
は
全
額
起
債
で
賄
っ
た
の
が
、
‐
昭
和
二
十
六
年
度
は
地
方
債
の
枠
の
関
係
で
七
七
％
と
な
っ
た

　

が
本
年
は
枠
の
中
で
充
当
率
を
引
上
げ
八
二
％
と
し
た
。
叉
小
中
学
校
の
老
朽
校
舎
改
築
起
債
に
つ
い
て
は
こ
れ
を

　

重
視
し
前
年
の
一
七
億
円
よ
呼
四
〇
億
円
に
二
三
億
円
増
加
し
割
当
て
た
の
で
湯
る
。

㈲
～
公
募
債
に
つ
い
て

　
　

地
方
債
の
借
入
先
を
資
金
運
用
部
資
金
以
外
に
求
め
る
こ
と
は
近
年
殆
と
な
か
っ
た
と
い
っ
で
よ
い
の
で
あ
る

　

が
、
昭
和
二
十
六
年
度
末
の
地
方
団
体
へ
の
特
別
融
資
に
つ
い
て
三
〇
億
円
認
め
ら
れ
、
本
年
度
に
ふ
い
て
は
地
方
‐

　

債
発
行
総
額
八
五
〇
億
円
中
八
〇
億
円
の
発
行
予
定
と
な
っ
で
い
る
。
こ
の
八
〇
億
円
の
う
ち
、
三
七
億
五
千
万
円

　

は
社
債
市
場
に
お
い
て
一
般
公
募
し
、
他
の
四
二
億
五
千
万
円
は
地
元
の
金
融
機
関
よ
り
借
入
叉
は
地
方
住
民
よ
り

　

の
直
接
公
募
の
方
法
に
よ
り
調
達
す
る
予
定
と
な
っ
で
い
る
。

　
　

公
募
債
の
事
業
別
配
分
は
次
の
と
Ｊ
ｈ
'
s
s
.
で
冷
る
。

　

区

　
　
　
　
　
　

分

一
般
補
助
事
業
分

総

同

内

訳

考

道

府一

　

上
ｌ
ｌ

都
及
び
五

　
　
　

一

借
市

　
　

町

　
　

村

　
　
　
　
　
　

百
万
円

九
九

額

倆



1ﾐ.●

般

そ文単

　

教独

系

　　　　　

一
ぶ病交水

営

　　　　　

般

企院通道会

合

事
業

計の

分

　

施
事事事

業

分

計業業業計他設分
計

二
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

五
、
〇
〇
〇

一
。
九
八
六

　
　

八
一
四

　
　

二
〇
〇

三
、
〇
〇
〇

八
、
〇
〇
〇

二
七
〇

　
　

－

一
七

〇

一
一
一

　

ゝ

○

○

○

一

五

〇八

　

二
〇
〇

　

三
五
八

三
、
三
五
八

一
、
一
二
〇

　

五
四
〇

　

五
八
〇

一
、
三
九
〇

一
、
三
四
〇

　

七
二
〇

　
　
　

－

ニ
、
〇
六
〇

三
、
四
五
〇

一
〇
〇

六
一
〇

四
六
〇

一
五
〇
゛

六
一
〇

四
九
六

　

八
六

　

五
八
二

Ｉ
、
一
九
二

　

本
来
の
公
募
と
屯
い
う
べ
き
市
場
公
募
に
つ
い
て
は
そ
の
発
行
団
体
を
現
在
の
起
債
市
場
の
景
況
な
り
地
方
団
体

の
金
融
信
用
度
と
い
っ
た
も
の
等
か
ち
見
て
、
本
年
ぽ
東
京
都
と
五
大
市
の
都
市
債
が
中
心
に
な
ち
ざ
る
を
得
ぬ
と

思
ね
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

≒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。
・

　

地
方
債
の
公
募
条
件
は
戦
前
は
国
債
と
一
流
社
債
と
の
中
間
に
位
し
た
の
で
あ
る
が
、
今
回
の
公
募
再
開
に
当
っ

て
は
、
昭
和
二
十
七
年
七
月
に
日
銀
そ
の
他
の
関
係
機
関
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
起
債
懇
談
会
に
お
い
て
基
準

条
件
を
次
の
如
く
決
定
さ
れ
た
。

　

発
。
行

　

価

　

格

　

（
額
面
百
円
に
つ
き
）

　

最
高
百
円
か
ら
最
低
九
十
八
円
五
十
銭
ま
で

　

利

　
　
　
　
　

率

　
　
　
　
　
　
　
　
　

’
年
利
八
分
五
厘

　

償

　

還

　

期

　

限

　
　
　
　

－

　
　
　
　

五

　

年

　

応
募
者
利
廻
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
歩
最
低
二
・
三
三
銭
最
高
二
・
四
四
銭



　
　
　
　

手

　
　

数

　
　

料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

受
託
手
数
料
二
〇
銭
引
受
手
数
料
二
円
五
〇
銭
を
基
準
と
し
合
算
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
二
円
七
〇
銭
と
す
る
。

　
　
　
　

現
在
ま
で
発
行
さ
れ
た
東
京
郡
債
他
七
銘
柄
の
発
行
条
件
を
見
る
と
、
発
行
価
格
は
九
十
九
円
五
十
銭
、
他
は
基

　
　
　

準
条
件
ど
き
り
と
な
っ
で
い
る
。
そ
の
他
地
方
団
体
が
地
元
金
融
機
関
と
接
衝
し
借
入
れ
る
屯
の
に
づ
い
て
は
利
率
い

　
　
　

は
最
高
年
九
分
か
ら
最
低
七
分
ま
で
八
分
程
度
が
多
く
償
還
年
限
は
最
長
十
年
か
ら
最
低
三
年
ま
で
で
大
部
分
五
年

　
　
　

程
度
と
な
っ
て
い
る
。

四
、
昭
和
二
十
七
年
度
地
方
歳
出

　

一

　

地
方
財
政
計
画
に
お
け
る
地
方
歳
出
見
込

　
　
　

昭
和
二
十
七
年
度
地
方
財
政
の
修
正
計
画
に
お
け
る
地
方
歳
出
見
込
額
は
、
総
額
七
、
四
〇
三
億
二
百
万
円
で
、
前

　
　

年
度
計
画
額
五
、
九
五
九
億
三
千
百
万
円
よ
り
も
Ｉ
、
四
四
三
億
七
千
百
万
円
の
増
加
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。
臨
時
的
経

　
　

費
と
し
て
は
、
公
共
事
業
費
が
、
四
三
七
億
四
千
四
百
万
円
、
単
独
事
業
費
が
九
〇
億
円
の
増
加
見
込
で
９
≪
s
＾
、
経
常

　
　

的
経
費
と
し
て
は
、
給
与
費
が
、
五
三
四
億
六
千
百
万
円
、
そ
の
他
の
経
費
で
三
八
一
億
六
千
六
百
万
円
の
増
加
見
込

で
あ
る
。
そ
の
概
況
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

歳

　　

事
１
臨
時

　
　

項
藍
Ｅ
齢
大
構
琵
一
『
罷
Ｅ
離
大
構
箆
０
０

出

　
　
　
　
　
　
　
　

百
万
円

　
　
　
　
　

％

　
　
　
　
　
　

百
万
円

　
　
　
　
　

知

的
経
費

　

一
八
四
、
七
五
六

　
　

三
一
・
〇
’
二
三
七
、
五
〇
〇

　
　

三
二
・
〇

(Ｂ)一(Ａ)

　

(Ｃ)

　
　
　

．
百
万
円

五
二
、
七
四
四

　
　
　
　

一
〇
一

(ｂ)－(ａ)

増
加
率
゛

(Ｃ)
-
(Ａ)

　
　

％

　
　
　
　

形

一
・
０
　

　
　

二
八
・
五



　

田
公
共
事
業
費

　

田
ｉ
（
祓
｀
）

　

㈲

　

災

　
　
　
　

害

　

㈲
失
業
対
策

　

叫
単
独
事
業
費

２
経
常
的
経
費

　

川
給

　

与
．
費

　

（
年
末
手
当
を
含
む
）

　

悶

　

そ
の
他
の
経
費

　
　
　

計

一
四
二
、
四
五
六

　

四
二
、
三
〇
〇

四
一
一
、
一
七
五

一
七
二
、
四
八
二

二
三
八
、
六
九
三

五
九
五
、
九
三
一

二
三
・
九

　

二
二
・
二

　

八
・
二

　

二
・
五

　

七
・
一

　

六
九
･
　
ｏ

　

二
七
・
入

　

四
一
・
二

Ｉ
Ｏ
Ｏ
・
Ｏ

一
八
六
、
二
〇
〇

　
　
　

二
五
・
一

一
〇
一
、
五
六
六

　
　
　

一
三
・
七

　

六
九
、
一
二
〇

　
　
　

九
・
三

　

一
五
、
五
一
四

　
　
　
　

二
・
一

　

五
一
、
三
〇
〇

　
　
　

六
・
九

五
〇
二
、
八
〇
二

　
　
　

六
八
・
〇

二
二
五
、
九
四
三

　
　

三
〇
・
六

二
七
六
、
入
五
九

　
　

三
七
・
四

七
四
〇
、
三
〇
二

　
　

Ｉ
Ｏ
Ｏ
・
Ｏ

　
　
　
　

一
Ｑ
二

四
三
、
七
四
四

二
三
、
四
三
一

　

｛
九
、
八
八
六

　
　
　

四
二
七
△

　

九
、
〇
〇
〇
△

　

九
一
、
六
二
七
△

　

五
三
、
四
六
一

　

三
八
、
一
六
六
△

一
四
四
、
三
七
｝

一

一
一

○

五

一

一

〇
・
四

〇
・
二

一
・
〇

二
・
八

三
・
八

　

－

三
〇
・
七

三
〇
・
〇

四
〇
・
四

　

二
・
八

二
７
三

二
二
・
三

三
一
・
〇

一
六
・
〇

二
四
・

:
二
｀

ず
な
わ
ぢ
、
二
十
七
年
度
計
画
は
、
そ
の
特
質
と
し
で
次
功
諸
点
を
指
摘
で
き
る
。

引

　

公
共
事
業
費
等
の
臨
時
事
業
費
の
増
加
が
著
し
く
ヽ
そ
の
増
加
率
は
歳
出
規
模
の
増
加
率
を
上
廻
キ
歳
出
総
額

ぐ

　

中
に
占
心
る
割
合
屯
増
加
し
て
い
る
。

り

　

公
共
事
業
費
旦
冊
年
度
事
業
費
に
対
す
る
増
加
率
は
三
〇
・
七
％
で
単
独
事
業
費
の
そ
れ
は
二
Ｉ
・
三
％
で
Ｉ
公

　

共
事
業
費
の
伸
張
率
が
著
し
く
大
で
あ
る
。

司

　

経
常
的
経
費
の
増
加
率
峡
歳
出
規
模
の
増
加
率
を
下
廻
キ
歳
出
総
額
中
に
占
め
る
割
合
も
減
少
し
で
い
る
o

l
l

　

給
与
費
の
増
加
は
い
特
に
著
し
く
、
そ
の
増
加
率
は
、
歳
出
規
模
の
増
加
率
を
上
廻
り
、
そ
の
歳
出
総
額
中
に
占

　

め
る
割
合
屯
増
加
し
て
い
る
。

コ
給
与
関
係
費

ぐ



山

　

給
与
関
係
費
の
増
加
の
内
容

　
　

共
済
組
合
費
、
恩
給
組
合
費
等
を
含
む
本
年
度
の
給
与
関
係
費
は
地
方
財
政
計
画
上
二
、
二
五
九
億
四
千
三
百
万

　

円
で
あ
っ
て
、
当
初
計
画
に
む
い
七
前
年
度
に
対
し
二
二
〈
億
九
千
万
円
の
増
加
、
修
正
計
画
に
お
い
で
は
更
に
、

　

二
九
四
億
戮
千
二
百
万
円
を
増
し
前
年
度
に
対
し
て
は
五
一
一
億
七
千
二
百
万
円
の
増
加
と
な
っ
て
い
る
。

　

ひ

　

当
初
計
画
に
お
け
る
増
加
は
昭
和
二
十
六
年
十
月
に
国
家
公
務
員
の
給
与
改
訂
に
準
じ
て
行
わ
れ
た
地
方
公
務

　
　

員
の
給
与
改
訂
に
よ
る
増
加
額
が
、
本
年
度
に
お
い
で
平
年
度
化
す
る
こ
と
（
所
要
額
一
八
〇
億
五
千
八
百
万
円
）

　
　

と
、
年
末
手
当
が
前
年
度
は
給
与
月
額
の
八
割
で
あ
っ
た
の
が
本
年
度
は
Ｉ
〇
割
と
さ
れ
る
関
係
（
所
要
額
三
三

　
　

億
四
千
三
百
万
円
）
及
び
寒
冷
地
手
当
支
給
地
の
改
訂
（
所
要
額
二
億
八
千
九
百
万
円
）
で
あ
る
。

　

０
０
修
正
計
画
に
お
い
で
は
、
昭
和
二
十
七
年
十
一
月
か
ら
国
家
公
務
員
に
準
じ
平
均
二
〇
％
の
給
与
引
上
げ
を
実

　
　

施
し
、
且
つ
夏
期
手
当
を
給
与
月
額
の
五
割
を
支
給
す
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
期
末
手
当
を
さ
ら
に
、
給
与
月
額

　
　

の
五
割
を
追
加
す
る
こ
と
（
所
要
額
二
七
五
億
八
千
二
百
万
円
）
と
な
っ
た
ぼ
か
、
地
方
公
務
員
の
給
与
が
国
家
公

　
　

務
員
よ
り
高
い
と
し
て
当
初
計
画
の
給
与
費
算
定
の
際
調
整
さ
れ
た
額
の
修
正
に
伴
う
増
加
（
所
要
額
九
億
二
千

　
　

四
百
万
円
）
及
び
勤
務
手
当
、
寒
冷
地
手
当
の
支
給
地
域
区
分
の
改
訂
及
び
石
炭
手
当
の
単
価
引
上
げ
（
所
要
額
二

　
　

億
六
千
百
万
円
）
が
そ
の
内
容
で
あ
る
。

　
　
　
　

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＼

　
　
　

当
初
計
画
及
び
修
正
計
画
に
お
け
る
給
与
関
係
経
費
の
増
加
額
の
内
訳
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
〇
Ξ



区

Ａ

　

当
初
計
画
に
お
け
る
増
加
額

内分
訳

田
給
与
改
訂
に
よ
る
増

(ホ)(ニ)(・ヽ)(p)(イ)

(2)(3)

恩共給

　

与

　

費

　

の

済
組
合
費
の

健
康

議
員

委保給
員険
等組費

　

の

合
費
の

報
酬
の

増増増増増加

年
末
手
当
引
上
げ
に
よ
る
増
加

寒
冷
地
手
当
地
域
改
訂
に
よ
る
増

加

　
　

合

Ｂ

　

修
正
計
画
に
お
け
る
増
加
額

　
　

Ｉ

　

ｓ
－
』
―
ｉ
－
－
！
・
ｉ
・
ｓ
Ｌ
Ｉ
ｒ
ｋ
ｓ
ｒ

　

’
ｐ
４

内計
訳

叫
詰
鸚
諸
帽
省
伴
嘉

(２)

　

(こ)(・ヽ)(ｐ)(イ)(へ)(ホ)(ニ)(・ヽ.)(

金

　
　
　
　

額

　
　
　

百
万
円

一
入
、
〇
五
八

一
六
、
四
二
七

　
　

四
九
五

　
　

七
九
二

　
　
　

一
二
九

　
　
　

二
Ｉ
五

　

三
、
三
四
三

　
　

二
入
九

二
Ｉ
、
六
九
〇

九
二
四

八
（
ｙ
七

　

六
七

一三

九｀一

市
町
村
吏
員
健
康
保
険
組
合
費

議
員
委
員
等
報
酬
手
当

二
七
、
五
八
二

Ｉ
四
、
五
九
二

Ｉ
〇
、
二
一
六

　
　
　

四
四
六

　
　
　

一
八
一

　
　
　

一
二
六

　
　
　

二
Ｉ
七

　
　
　
　
　
　
　
　

一
〇
四

道

　
　

府

　
　

県

　
　
　
　
　

百
万
円

　
　

一
二
、
七
一
四

　
　

一
一
、
五
三
九

　
　
　
　

四
五
五

　
　
　
　

六
六
三

　
　
　
　
　
　
　

１

　
　
　
　
　
　

五
七

　
　
　

二
、
二
六
八

　
　
　
　
　

二
〇
九

　
　

一
五
、
一
九
一

九
二
〇

八
〇
三

　

六
七

一三

九.一

一
八
、
［
七
九

　

九
、
九
四
六

　

六
、
九
六
Ξ

　
　

Ξ
八
八五

七

市

　
　

町

　
　

村

　
　
　
　
　

百
万
円

　
　
　

五
、
三
四
四

　
　
　

四
．
八
八
入

　
　
　
　
　

四
〇

　
　
　
　

一
二
九

　
　
　
　

一
二
九

　
　
　
　

一
五
入

　
　
　

一
、
〇
七
五

　
　
　
　
　

入
０
　

　
　
　

六
、
四
九
九四

　

四

九
、
四
〇
三

四
、
六
四
六

三
、
二
五
三

　
　
　

五
八

　

’
一
八
一

　
　

。
一
二
六

　
　

一
六
〇

恩共期給I

　　　

末

　

済手

　　　

当

給組谷与

.1;

　

?¶給゛？４

　

当

　

訂

　

組手
吋竹ｙ;

当費

合禁

　

るのの.のめ

　　　

増

　　　

．

費き費加増増淵増



(3)

(ヲ)(ル)(ヌ)り)(チ)(ト)

死退公特日超

直過

宿勤

直務

　

別
務
災

亡職

害職

給手手
賜手補

　　

償

金当費与当当

　

勤
務
地
手
当
支
給
地
改
訂
に
よ
る

　

増
加

引
勤

　

務

　

地
。
手

　

当

ぐ㈲

　

年
末
手
当
及
び
超
過
勤
務
手
当

ｊ

　

寒
冷
地
手
当
支
給
地
改
訂
及
石
炭

に

　

手
当
引
上
に
よ
る
増
加

合（

冷

　

地

　

炭

手手

当当
計

　
　
　

三
九
八

　
　
　

五
三
三

　
　
　

四
八
四

　
　
　
　

二
二

　
　
　

三
五
七

　
　
　
　

一
〇

　
　
　

七
一
五

　
　
　

六
四
三

　
　
　
　

七
二

　
　
　

二
六
一

　
　
　
　

二
二

　
　
　

二
三
九

二
九
、
四
八
二

　
　
　

一
五
五

　
　

三
八
五

　
　
　
　

一
〇

　
　
　
　

一
五

　
　

二
五
五

　
　
　
　

五

　
　

Ξ
七
六

　
　

三
四
〇

　
　
　

三
六

　
　

二
〇
四

　
　
　

三
八

　
　
　

一
六
六

一
九
、
六
七
九

△

　
　

二
四
三

　
　

一
四
八

　
　

四
七
四

　
　
　
　

七

　
　

一
〇
二

　
　
　
　

五

　
　

三
三
九

　
　

三
〇
三

　
　
　

三
六

　
　
　

五
七

　
　
　

一
六

　
　
　

七
三

九
、
八
〇
三

局
職
員
給
与
費

　
　

二
十
七
年
度
地
方
財
政
計
画
Ｅ
の
職
員
給
与
費
は
、
基
本
給
及
び
期
末
手
当
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
算
定
さ
れ
て

　

い
る
ｏ

区

りイ

　

基

　

本

ぐ

　
　
　
　

分

　
　

こ
般
職
員

給
給
与
改
訂
前
の
見
込

　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

　
　

三
五
、
七
〇
〇
、
九
四
九

　
　

八
四
、
二
四
〇
、
入
六
八

　

一
一
九
、
九
四
一
、
八
一
七

給
与
改
訂
に
よ
る
増
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

　
　
　

二
、
九
〇
九
、
九
九
四

　
　
　

七
、
〇
三
六
、
二
四
一

　
　
　

九
、
九
四
六
、
二
三
五

勤
務
地
手
当
支
給
区
域
の

　
　

合

改
訂
に
よ
る
増
加
一

　

千
円

　
　
　
　

一
三
九
、
〇
九
七

二
〇
一
、
二
〇
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　

計

　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

三
八
、
七
五
〇
、
〇
四
〇

九
一
、
四
七
八
、
三
一
六

三
四
〇
、
三
〇
四

　
　

一
三
〇
、
二
二
八
、
三
五
六

　
　
　
　
　
　
　

一
〇
五



令区

(Ｏ

道
府
県

市
町
村

　

合

計

　

五
七
、
〇
二
四
、
三
六
二

　
　

Ｉ
、
三
〇
五
、
三
三
三

　

五
八
、
三
二
九
、
六
九
五

一
七
八
、
二
七
一
、
五
一
二

期
末
手
当

分計

給
与
改
訂
前
の
見
込

　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

　
　

二
、
九
七
五
、
〇
七
九

　
　

七
、
〇
二
〇
、
〇
七
二

　
　

九
、
九
九
五
、
一
五
一

　
　

四
、
七
五
二
、
〇
三
〇

　
　

゛

　

一
〇
入
、
七
七
八

　
　

四
、
八
六
〇
、
八
〇
八

　
　

一
四
。
八
五
五
、
九
五
九

　

四
、
五
三
七
、
一
七
五

　
　
　

一
〇
九
、
〇
二
八

　

四
、
六
四
六
、
二
〇
三

一
四
、
五
九
二
、
四
三
八

二
九
九
、
六
七
八

　
　

三
、
一
一
八

三
〇
二
、
七
九
六

六
四
三
、
一
〇
〇

ｌ-

○
六

　

六
一
ヽ
、
八
六
一
、
一
一
一
五

　
　

一
、
四
一
七
、
四
七
九

　

六
三
、
二
七
八
、
六
九
四

一
九
三
、
五
〇
七
、
〇
五
Ｏ

給
与
改
訂
及
び
増
額
分

　
　

勤
務
地
手
当
支
給
区
域
の

　
　

合

（
勤
勉
手
当
）
に
よ
る
堰

　
　

改
訂
に
よ
る
増
加

　

千
円

　
　

二
、
〇
三
七
、
二
入
Ξ

　
　
　
　
　
　

一
一
、
六
四
二

四
、
九
二
五
、
九
六
七

六
、
九
六
三
、
二
五
〇

三
、
一
七
六
、
二
五
二

　
　
　

七
六
、
Ξ
二
九

　

Ξ
、
二
五
二
、
五
八
一

一
〇
、
二
Ｉ
五
、
八
三
一

一
六
、
七
六
七

二
八
、
四
〇
九

二
五
、
‐
〇
四
六

　
　
　

二
六
〇

二
五
、
三
〇
六

五
三
、
七
一
五

　
　
　
　
　
　
　
　

計

　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

　

五
、
〇
二
四
、
〇
〇
四

一
一
、
九
六
二
、
入
〇
六

-

一
六
、
九
八
六
、
八
一
〇

　

七
、
九
五
Ξ
、
三
二
入

　
　
　

一
八
五
、
三
六
七

　

八
、
一
三
八
、
六
九
五

一
五
、
一
二
五
、
五
〇
五

尚

　

職

　

員

　

数

　
　

地
方
公
共
団
体
の
職
員
は
地
方
財
政
計
画
に
洽
い
で
昭
和
二
十
六
年
度
は
Ｉ
、
三
八
七
、
六
四
一
名
、
昭
和
二
十
七

　

年
度
は
Ｉ
、
三
五
四
、
三
六
九
名
と
･
ｋ
＊
S
＾
、
三
三
、
二
七
二
名
の
減
と
な
る
。

　
　

そ
の
定
員
内
訳
及
び
前
年
度
よ
り
砂
増
減
事
由
は
次
の
と
き
り
で
あ
る
。

一

　

区

般

都

道

　
　

分
’

職

　

員

府

　

県

昭
和
二
六
年
度

　
　
　

’

　
　

人

　

一
二
入
、
Ξ
Ｏ
入

昭
和
二
七
年
度

　
　
　
　
　
　
　

人

Ｌ
二
二
、
七
「
Ｏ

増

　
　
　
　
　

滅

　
　
　
　
　
　
　
　

人

△

　

五
、
五
九
八

　
　

備

　

考

　

（
増
減
事
由
）

行
政
整
理
に
よ
る
減
員



市
教

育

事高盲中小

　

等ろ

学学職計町唖
職そ

村

員

　

の学
員他校｀校校

合

　

市丿都

消警

　　　　　

防察

　　　

道

　

計町

府職職計

計

　　　　

員員I

　　

村県

三
一
八
、
八
一
〇

五
三
七
、
一
一
八

三
四
三
、
七
二
五

一
七
七
、
七
三
八

　

。
三
、
八
五
〇

　

八
四
、
一
三
一

｝

　

七
五
、
九
一
九

六
八
五
、
三
六
三

一
一
〇
、
〇
〇
〇

　
　
　
　
　

五
九
八

　
　

五
四
、
’
五
六
二

　
　

五
五
、
ヱ
ハ
Ｏ

一
、
三
八
七
、
六
四
一

㈲

　

給
与
単
価
と
そ
’
の
調
整

三
一
〇
、
六
三
入

五
二
三
、
三
四
八

三
三
九
、
九
八
一

一
七
九
、
二
〇
六

　

八
八
、
九
二
Ｉ

　

七
三
、
九
七
二

六
八
一
一
、
〇
八
〇

　

九
三
、
七
九
六

　
　
　
　
　

五
八
三

　
　

五
四
、
五
六
二

　
　

五
五
、
一
四
五

一
、
三
五
四
、
三
六
九

△．乙

　

八
、
‐
一
七
二

一
三
、
七
七
〇

△

　

三
、
七
四
四

　
　
　

一
、
四
六
八

　
　
　
　

九
四
〇

△

　
　

一
、
九
四
七

△

　

三
、
二
八
三

△

　

一
六
、
二
〇
四

△△△

　
　
　
　
　

一
五

　
　
　
　
　

－

　
　
　
　
　

一
五

三
三
、
二
七
二

行
政
整
理
に
よ
る
減
員

生
徒
袈
に
よ
る
減
員

生
徒
増
に
よ
る
増
員

生
徒
増
に
よ
る
増
員

行
政
整
理
に
よ
る
減
員

自
治
体
警
察
廃
止
等
に
よ
る
減
員

行
政
整
理
に
よ
る
減
員

　

地
方
公
務
員
の
給
与
の
実
態
が
国
家
公
務
員
の
給
与
基
準
に
比
較
し
て
、
高
い
と
い
う
こ
と
に
っ
い
で
ぱ
、
昭
和
二

十
六
年
度
に
あ
い
て
始
め
て
問
題
と
し
で
提
起
さ
れ
た
４
の
で
あ
る
。
昭
和
二
十
六
年
十
一
月
に
行
わ
れ
た
国
家
公
務

員
の
給
与
改
訂
に
準
ず
る
地
方
公
務
員
の
給
与
改
訂
に
対
し
、
国
が
財
源
措
置
を
行
う
に
際
し
て
、
地
方
公
務
員
の
給

与
額
自
体
の
問
題
に
つ
い
て
は
干
渉
し
な
い
が
、
国
家
財
政
の
見
地
か
ら
地
方
公
務
員
の
給
与
改
訂
に
つ
い
て
国
の
行

火
べ
き
財
源
措
置
と
し
て
は
、
国
家
公
務
員
の
給
与
の
基
準
に
し
た
が
っ
た
給
与
並
び
に
給
与
改
訂
が
行
わ
れ
た
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
〇
七



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
〇
入

に
必
要
忿
財
源
の
み
を
確
保
す
る
と
い
う
趣
旨
の
■
^
-
＼
）
ｌ
ｉ
政
府
は
次
の
よ
う
な
閣
議
決
定
を
行
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　

Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１

　
　
　
　
　
　
　

閣
議
決
定
事
項

　

（
二
六
、
一
一
、
七
）

　

「
今
回
の
地
方
公
務
員
の
給
与
の
改
訂
に
つ
い
て
、
国
が
す
べ
き
地
方
財
源
措
置
は
、
地
方
公
務
員
と
国
家
公
務
員

の
給
与
基
準
と
の
間
の
不
均
衡
の
調
整
を
期
待
し
、
こ
れ
を
前
提
と
し
て
計
算
さ
れ
た
も
の
で
Ｊ
≪
≫
Ｋ
!
>
。
」
そ
し
て
具
体
的

に
は
そ
の
措
置
と
し
て
、
一
定
の
抽
出
調
査
に
よ
っ
で
得
た
結
果
の
超
過
額
、
す
な
わ
ち
都
道
府
県
一
般
職
員
に
つ
い

て
は
四
六
二
円
、
教
職
員
は
三
七
五
円
、
市
町
村
一
般
職
員
（
警
察
消
防
職
員
を
含
有
。
）
は
五
七
六
円
そ
れ
ぞ
れ
国
家
公

務
員
よ
s
＞
高
い
と
ｎ
れ
る
額
を
差
引
き
調
整
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
給
与
単
価
と
し
で
財
源
措
置
が
行
わ
れ
た
の
で

あ
る
。
（
註

　

か
か
る
調
整
を
し
な
い
場
合
の
増
加
所
要
額
憾
、
二
十
六
年
度
七
〇
億
円
と
見
込
ま
れ
る
。
）

。
し
か
し
な
が
ち
、
地
方
公
務
員
の
給
与
費
に
つ
い
て
の
こ
の
問
題
は
地
方
財
政
に
と
っ
て
は
極
め
て
深
刻
な
問
題
で

あ
り
、
地
方
公
共
団
体
側
の
強
い
要
望
も
あ
り
、
関
係
各
省
間
の
申
合
せ
に
基
い
て
地
方
公
務
員
給
与
調
査
連
絡
協
議

会
が
こ
の
年
の
十
一
月
に
設
置
せ
ら
れ
、
前
の
調
査
方
法
に
改
善
を
加
え
、
地
方
公
務
員
の
給
与
の
再
調
査
が
行
わ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

昭
和
二
十
七
年
度
の
当
初
地
方
財
政
計
画
に
５
£
Ｓ
　
Ｓ
Ｖ
ｉ
ｉ
時
期
的
な
問
題
か
も
前
述
の
調
整
単
価
に
よ
っ
て
給
与
費
が

算
定
さ
松
で
い
る
が
、
修
£
計
画
の
算
定
に
あ
た
っ
で
は
給
与
調
査
の
結
論
｛
出
た
の
で
、
こ
れ
に
よ
る
こ
と
と
し

た
。

　
　

ず
霖
わ
ち
、
、
給
与
調
査
連
絡
協
議
会
の
調
査
結
果
に
よ
っ
て
、
給
与
単
価
の
調
整
額
（
国
家
公
務
員
の
標
準
よ
り



般
職
員

財
政
計
画

実

　
　
　

績

区

分

一

較

比

Ｂ－Ａ(Ｂ)(Ａ)

市教道

高
い
と
さ
れ
る
額
）
は
次
の
と
お
り
修
正
さ
れ
た

区

　

分

般
’
職
員

職

　
　

員

般
．
職
員

○

修

　　　

正

四

六

二円前

三
七
．
五

五
七
六

修

　　　

正

一一＿＿
一一
四四

九八円後

五
七
六

修

　
　
　

正

△△

　
　
　

こ
の
調
整
額
は
、
そ
の
後
給
与
改
訂
そ
の
他
に
よ
っ
て
財
敦
計
画
上
次
の
と
５
５
)
s
＾
-
^
Ｊ
＾
つ
て
い
る
。

　
　

区

　
　
　
　

分

　
　
　
　

。
‐

　
　

当
初
。
調

　

整

　

額

　
　
　
　
　

給
与
改
訂
後
調
整
額

　
　
　
　
　

比

道
府
県
一
般
職
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
四
朋

　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
九
　
　
一
I

教

　
　

育

　
　

職

　
　

員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
四
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
七
八

市
町
村
一
般
職
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
七
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
八
三

　

一

二一

六四円額

四二二
〇二四

七九六円較

．
次
に
財
政
計
画
上
の
給
与
改
訂
前
後
の
給
与
単
価
に
つ
い
て
実
際
の
単
価
と
比
較
す
る
と
次
の
と
｀
‘
り
と
な
っ
て

い
る
。

本

　
　

改

　
　
　
　

訂

　
　
　
　

前

俸
扶
養
手
当
勤
務
地
手
当

　
　
　

円

〈
、
８
七

〈
Ｍ
Ｍ
Ｍ

　

Ｈ
ｉ
Ｈ
＜

　
　

円

一
６
１

一
、
９
毛

　
　

一
三

.△

　　　

一

八

　

．ご

八

　

Ｏ　
二

　

九円

一
三
七

計

　
　
　

円

一
ｑ
一
m
i

l
O
'
Ｓ
＾
Ｈ

言

5咤

　
　
　
　
　
　

改

　
　
　
　

訂

　
　
　
　

後

本

　

．
俸
扶
養
手
当
勤
務
地
手
当

　
　
　

円

■
Ｓ
'
l
i
K
H

一
Ｓ
笛
一七

哭

　
　

円

一
、
９
一
五

一
、
９
一
七Ξ

　
　

ム

一
〇
九

　
　

円

一
、
四
〈
一
一
一

一
£
六

　

Ξ
七

　
　

円

Ξ
、
兄
二

三
？
i
l
Ｗ

杢

三

ペ

ミ



小
学
校
教
員

　

財
政
計
画

比I

　

実

較

　

績

中
学
校
教
員

　

財
政
計
画

比

　

実

較

　

績

Ｂ二Ａ(Ｂ)(Ａ)Ｂ一Ａ(Ｂ)(Ａ)

　

＜
'
m
＼

1
0
、
一
発

　
　

査
七

一
Ｓ
孟
七

一
ｑ
九
四
六

　

夭
九

　
　

△

昌

　

５

　　　

。

　

究

　

含
一

一

言jl

△

一
究

蛮

一

△

一

　　

五
1£

　　

三
四

　　

八

６
、
九
四
七

一
ご
一
杏
Ｉ

　
　

同
一
Ｅ

一
一
、
九
合

一
二
．
四
一
i
n

　
　

四
四
I
I

二
、
七
会

Ξ
、
淀
（
）

　
　

七
H
I
六

l
l
l
'
＜
Ｗ

ｍ
ｉ
、
喬
一

　
　

六
六
四

　
　

△

備
考

　

本
表
の
実
績
は
、
東
京
、
大
阪
、
福
岡
を
除
い
た
四
三
道
府
県
の
平
均
額
で
あ
る
・
。

ｊ三

　

政
府
の
施
策
に
伴
う
増
加
経
費

く

奄

　

恋

九

　

九

突

－
一

一

○
△

　　　

九
Ξ

　　

昌

△

I
'
Ｏ
Ｋ

　

七
九
九

　

ｍ
i
ｏ

ﾉい九

ご

　

三

－

　

ΞＥ

I
I
Ｂ

■
、
四
九
二

Ｉ
四
、
９
一
〈

　
　

塁
六

一
Ｈ
ｗ
ｍ

一
５
８
一
一

　
　

琵
九

　

当
初
地
方
財
政
計
画
に
お
い
て
は
、
前
年
度
に
対
し
一
六
九
億
円
の
増
で
あ
り
、
修
正
計
画
に
お
い
て
は
更
に
一
九

億
円
を
増
し
、
前
年
度
に
対
し
て
は
一
八
八
億
円
の
贈
加
と
な
７
で
い
る
。

孝

　

Ａ
系
統
行
政
費

く

　
　

従
来
国
庫
補
助
金
を
伴
っ
て
い
た
経
費
で
昭
和
二
十
五
年
度
の
制
度
改
正
に
際
し
、
叉
は
そ
の
後
に
Ｉ
い
て
そ
の

　

経
費
の
全
額
を
地
方
負
担
に
振
り
替
え
ら
れ
た
経
費
（
い
わ
ゆ
る
Ａ
系
統
行
政
費
と
称
す
る
も
の
）
の
増
加
は
次
の
と

　

あ
り
六
七
億
六
千
五
百
万
円
で
、
前
年
度
よ
り
三
二
億
五
千
八
百
万
円
の
負
担
増
加
で
あ
る
。



指繊補補市計児農農海衆教

事

助紹・・・:;恥

　

A

　

..

　　　　

＝､...-､.

(Ｏ

員業議
瓦委

　
　
　
　
　

項

　

員

　

選

　

挙

　

費

選
挙
人
名
簿
調
整
費

委
員
選
挙
人
名
簿
調
整
費

選
挙
人
名
簿
調
整
費

計

　

区

　
　

分

総
理
府
所
管

地

費

昭
和
二
六
年
度

　
　
　
　

百
万
円

　　　

一

　　　

〇

｜九四｜

三
、
〇
八

　
　

一
四

｜二四｜

　
　

一
〇
九

　
　
　

二
Ｉ

　
　
　

三
八

三
、
五
〇
七

方

　
　
　
　
　

経

―昭
和
二
七
年
度

　

』

　
　
　
　

百
万
円

　
　
　

一
、
七
三
八

　
　
　
　

三
〇
三

　
　
　
　
　

一
三

　
　
　
　

一
〇
一

　
　
　
　

一
三
八

　
　
　

三
、
六
〇
四

　
　
　
　

二
〇
五

　
　
　
　

二
入
八

　
　
　
　

三
五
二

　
　
　
　
　
　

－

　
　
　
　
　
　

－

　
　
　
　
　

二
三

　
　
　

六
、
七
六
五

増△･△△

　
　
　
　

減

　
　

百
万
円

一
、
七
三
八

　
　

一
九
九

　
　
　
　

四

　
　

一
〇
一

　
　

一
三
八

　
　

五
二
〇

　
　
　

六
三

　
　

二
八
八

　
　

三
五
二

　
　

Ｉ
○
九

　
　
　

二
Ｉ

　
　
　

一
五

三
、
二
五
八

Ｂ
系
統
行
政
費

生
活
保
護
費
、
結
核
予
防
費
等
現
在
国
庫
支
出
金
を
伴
っ
て
い
る
行
政
に
か
か
る
経
費
（
い
わ
ゆ
る
Ｂ
系
統
行
政

費
と
称
す
る
も
の
）
の
増
加
内
容
は
次
の
と
｀
‘
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
国
庫
補
助
金
の
増
加
額
一
二
一
億
八
千
三
百

万
円
で
あ
り
、
そ
の
地
方
負
担
額
の
増
加
額
は
、
四
二
億
三
千
三
百
万
円
で
あ
る
。

　

国

　
　

庫

　
　

補

　
　

助

　
　

金

１
１

昭
和
二
六
年
度

　

昭
和
二
七
年
度

　

増

　
　

減
（
Ａ
）

　

百
万
円

　
　
　
　
　

百
万
円

　
　
　
　
　

百
万
円

　

三
八

　
　
　
　

五
入
一

　
　
　
　

五
四
三

　
　
　
　

地

　
　

方

　
　

負

　
　

担

　
　

額

剛
和
二
六
年
衝
－
昭
和
一
一
釘
酎
創
Ｌ
耐
　
１
胆

l

又

百
万
円

　
　
　
　
　

百
万
円

二
八

　
　
　
　
　

二
八

　
　
　
　

ヽ
一
一
一

増
加
経
費

　

（
Ａ
）
十
（
Ｂ
）

　
　
　
　

百
万
円

　
　
　

五
七
一

:維助助;i量童業

::吋:♂・

材割'｀ら雪

　

護員
1当2の怠施措選

::::ド・・

費費減増金費費費



法
務
府
所
・
管

文
部
省
所
管

厚
生
省
所
管

農
林
省
所
管

通
産
省
所
管

運
輸
省
所
管

労
働
省
所
‥
管

建
設
省
所
管

郵
政
省
所
管

　
　

計
‘

(四)

一

一

一

　
　
　

四
三
四

二
五
、
四
四
五

　

八
、
七
四
七

　
　
　
　

二
六

　
　
　
　
　

三

一

一

一
六

二
Ｉ

　

Ｉ

Ξ
四
、
九
三
三

　
　
　

二
七
三

　

゛

　

九
六
一

』
二
、
九
四
一

　

一
一
、
六
七
五

　

一
町六

　

△

　
　

二
八
〇

　
　

四
三
二

　
　

Ｉ
五
三

四
六
、
三
一
六

　
　

二
七
〇

　
　

五
二
七

六
、
四
九
六

二
、
九
二
八

　
　
　

一
〇

　
　
　
　

一

　
　
　

六
四

　
　

四
一
一

　
　

一
五
三

一
一
、
三
八
三

　
　

四
〇
四

一
一
、
六
一
六

　

三
、
〇
一
三

一
三
二

　

三
〇

　

て
六
四
三

二
『
Ξ
Ξ
七

　

三
、
六
三
五

　
　
　
　

一
六

一
四
〇
´

六
二
九

　
　

－

一
五
、
一
九
五

　
　

一
九
、
四
二
八

一

一

一

一

一
、
二
三
九

一
、
七
二
Ｉ

　

六
二
二

わ、､バ

四
、
二
三
三

　

二
七
〇

一
、
七
六
六

八
２
二
七

三
、
五
五
〇七

二一六

　

一
、
〇
一
〇

　
　
　

一
五
三

一
五
、
六
一
六

　

自
治
体
警
察
の
経
費

　

昭
和
二
十
三
年
三
月
七
日
自
治
体
警
察
創
設
当
時
、
警
察
吏
員
九
五
、
〇
〇
〇
人
、
事
務
職
員
一
五
、
〇
〇
〇
人
と
予

定
さ
れ
て
い
４
-
｡
の
で
あ
る
が
、
昭
和
二
十
七
年
末
の
調
査
で
は
警
察
吏
員
八
四
、
一
三
二
人
、
事
務
職
員
一
〇
、
二
九
九

人
で
あ
る
。
そ
の
間
に
必
い
て
、
昭
和
二
十
六
年
十
月
か
ら
は
、
警
察
法
の
改
正
に
よ
っ
で
市
町
村
の
条
例
で
適
宜
定

員
の
増
減
を
行
う
と
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
一
般
的
慣
向
と
し
て
、
大
都
市
以
外
の
都
市
に
ゐ
い
て
は
、
増

加
し
て
い
る
所
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、
昭
和
二
十
八
年
一
月
一
日
現
在
の
国
警
調
査
、
に
よ
る
と
実
人
員
は
七
八
、
九
四
一

人
で
充
員
率
は
九
四
％
で
あ
る
○

　
　
　
　

｀

　
　
　

‘
’

　

『

　

自
治
体
警
寒
の
廃
止
に
よ
る
定
員
の
減
少
状
況
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

昭

区和
二
六

分

－

○

一

警

　

察

　

吏

　

員
－

　
　

事

　

務

　
　
　
　
　
　
　
　

人
－

　
　
　
　
　
　
　

。

　
　
　
　

二
二
、
一
八
〇

戸
5‰

計

　
　
　
　
　

、
人

　

一
五
、
八
．
二
九



六そ

一

一

一

一

一

一

七
・

七
．
・

八

　

・

　

計

六四

●

　

●

一一

一

一

　
　

入
一
二

　
　

五
六
三

　
　

九
八
一

一
五
、
五
三
六

　

一
七
九

　

一
二
四

　

二
三
六

三
、
一
八
八

　
　

九
九
一

　
　

六
八
七

　

一
、
二
Ｉ
七

一
八
、
七
二
四

　

こ
の
推
移
を
昭
和
二
十
三
年
三
月
七
日
と
昭
和
二
十
八
年
一
月
一
日
現
在
と
の
段
階
別
の
定
員
を
比
較
す
る
と
次
の

通
り
で
あ
る
。

町

区

　

大

　
　
　

都

の

　
　

他

　
　

の

計

分

村市市

昭
和
二
三
年
三
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

人

　
　
　
　

四
六
、
三
八
四

　
　
　
　

二
九
、
一
一
五

　
　
　
　

一
九
、
五
〇
一

　
　
　
　

九
五
、
〇
〇
〇

昭
和
二
八
年
一
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

人

　
　
　
　

四
六
、
五
一
三

　
　
　
　

三
五
、
三
七
九

　
　
　
　
　

二
、
四
三
九

　
　
　
　

八
四
、
三
三
一

ま
た
、
昭
和
二
十
三
年
以
来
の
自
治
体
警
察
の
設
置
状
況
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

度

昭
和
二
十
三
年
三
月
七
日

　

（
警

　

察

　

法

　

制

　

定
）

昭
和
二
十
六
年
十
月
一
日

　

（
警
察
法

　

一

　

部
改
正
）

昭
ご
和
二
十
七
年
四
月
一
日

　

（
警
察
法
一
部
改
正
関
係
）

　
　
　

維

　
　
　

持

　
　
　

団

　
　
　

体

　
　
　

数

特

　

別

　

区

　
　
　

市

　
　
　
　

町

　
　

村

　
　
　

計

一
一一

二
一
八

　
　

一
、
三
八
六

　
　

一
、
六
〇
五

二
六
八

二
七
四

二
九
一

二
三
三

五
六
〇

五
〇
八

維市

比△

　

△

持
し
な

Ｉ

’
一
二

六
、
二
六

四九人較

一
七
、
〇
六
二

Ｉ
〇
、
六
六
九

い

団

体

村

計

一
、
〇
二
四

　

一
、
〇
二
四

五

　
　

一
、
〇
七
三

　
　

一
、
〇
七
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
五
四
）

一
一
三

｜

｜



昭

一

昭
和
二
十
八

　

一
月
一
日

　
　
　
　

一

　

町
村
の
警
察
恥
に
関
す
る

　

（
任
馳
の
時
期
の
特
例
に
関

Ｊ

　

る
法
律

二
七
四

二
七
五

二
〇
九

一
四
六

四
八
。
四

四
二
二

最
後
に
戦
前
戦
後
の
警
察
官
及
び
警
察
吏
員
の
変
遷
状
況
は
次
の
と
５
ａ
s
＾
で
５
Ｒ
Ｋ
？
。

年

区

分
人

三
月
七
日

昭
和
二
十
八
年
一
月
一
日

大
区大東

　

警
察
官
又
は
警
察
吏
員
の
定
員
数

国

　
　
　
　

警

　

自

　
　
　
　

警

　

小

　
　
　
　
　

計

六
八
、
六
六
一
、
六
五
四

七
二
、
五
三
九
、
七
二
九

七
一
、
九
九
六
、
四
七
七

七
三
、
‘
一
一
四
、
一
三
六

八
三
、
一
九
九
、
六
三
七

三
〇
、
〇
’
０
１
０
’

四
八
、
一
四
七

九
五
、
〇
〇
〇

八
四
、
Ξ
三
一

六
五
、
九
九
七

八
五
、
五
八
〇

九
三
、
九
一
三

一
二
五
、
〇
〇
〇

一
三
二
、
四
七
入

昭
和
二
十
五
年
度
及
び
二
十
六
年
度
の
警
察
費
の
決
算
額
は
次
の
と
Ｊ
ｓ
s
＾
で
あ
る
。

分

都

市

　
　
　
　
　
　
　

、

　
　

１
／

昭
和
二
五
丿
年
度
Ａ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

　
　

一
〇
、
二
六
六
、
五
七
九

阪京

市都

五
、
四
二
Ｉ
、
八
〇
八

二
、
〇
Ａ
Ｊ
ハ
、
六
二
七

　
　
　
　
　
　
　

り

昭
和
二
六
年
度
呻

　

一
二
、
九
〇
五
、
五
五
入

六
、
九
九
九
２
一
西
五

一
一
、
二
九
九
、
五
一
〇

　

一
二
四

五

　
　

一
、
〇
九
七

一
、
〇
二

　

岫
）

五

　
　

一
、
一
五
八

　
　

一
、
一
六
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
六
一
）

　
　

増
加
’
比
率
（
千
分
比
）

人

　
　
　
　

口

　

定

　

員

　

数

比

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
五
六

一
、
〇
四
九

一
、
〇
六
五

一
、
二
一
二

（
Ｂ
）
Ｉ
（
Ａ
）

　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

二
、
六
Ξ
八
、
九
七
九

一
、
五
七
七
、
五
三
七

　

谷
二
二
、
Å
八
三

較

一
、
０
　
〇
〇

一
、
二
九
七

一
、
、
四
二
三

一
、
八
九
四

二
、
〇
〇
七

Ｂ
-
Ａ

一

一
一
六

一
こ
一
九

一

一

Ｏ

５石FiFii和

甲恰

　

l察

　

例

　

例関

､

j

、

荒

肆Ｈ

球1十

軍年年年

｜

｜



　

そ神横名京

　

の

市他

　　

古

　

市戸浜

　

都

　

町

　　　

屋

　

村市市市浦

市

町

町

村
村

　
　

七
五
一
、
〇
七
七

　
　

六
九
四
、
一
四
五

　
　

七
一
三
、
〇
九
〇

　
　

五
九
九
。
八
三
二

一
一
、
一
二
五
、
六
六
四

　

七
、
一
七
七
、
四
九
七

　

三
、
九
四
入
、
一
六
七

二
Ｉ
、
三
九
二
、
二
四
三

　

一
、
〇
〇
四
、
五
九
八

　
　

九
二
八
、
六
五
九

　
　

九
二
Ｉ
、
四
七
三

　
　

。
七
五
一
、
九
七
三

一
二
、
一
五
一
、
三
一
〇

　

八
、
九
五
七
、
五
五
〇

　

三
、
一
九
三
、
七
六
〇

二
五
、
〇
五
六
、
八
六
八

△

　
　

二
五
三
、
五
二
Ｉ

　
　

二
三
四
、
五
一
四

　
　

二
〇
八
、
三
八
三

　
　

一
五
二
‘
．
一
四
一

一
、
〇
二
五
、
六
四
六

一
、
七
入
〇
、
、
〇
五
三

　
　

七
五
四
、
四
〇
七

三
、
六
六
四
、
六
二
五

一
・
三
四

一
・
三
四

回
二
九

一
・
二
五

一
・
〇
九

一
・
二
五

〇
・
八
一

一
・
一
七

　

次
に
両
年
度
決
算
に
お
け
る
財
源
に
つ
い
て
地
方
債
を
除
く
、
地
方
負
担
額
は
、
二
十
五
年
度
に
お
い
て
、
一
二
Ｉ

億
六
百
万
円
、
二
十
六
年
度
に
や

額
算
出
額
は
、
二
十
五
年
度
一
六
七
億
一
千
六
百
万
円
、
二
十
六
年
度
一
八
八
億
七
千
四
百
万
円
で
あ
っ
て
、
地
方
団

体
に
お
け
る
超
過
負
担
額
は
、
二
十
五
年
度
四
三
億
八
千
九
百
万
円
、
二
十
六
年
度
五
〇
億
八
千
九
百
万
円
と
な
っ
で

い
て
、
自
治
体
警
察
に
対
し
て
の
地
方
負
担
は
、
過
重
と
な
っ
て
い
る
実
情
に
あ
る
。
概
況
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

区

　
　
　
　
　
　

分

　
　
　
　

昭
和
二
五
年
度

匹
都
市
｛
ｍ
和
二
六
年
度

　
　
　
　
　
　

減

　

額

そ
の
他

　

昭
和
二
五
年
度

市
町
村

｛

昭
和
二
六
年
度

分

　
　
　

二
六
－
二
五

　
　
　
　
　
　
　
　

り

決
算
（
見
込
）
額
Ａ

　
　
　
　
　
　
　
　

Ｃ

　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

　
　
　
　

一
（
）
、
二
六
六
、
ｗ
w

　
　
　
　

l
n
'
^
＾
0
1
1
1
'
i
i
i
i
K

　
　
　
　

ニ
、
六
与
ハ
、
九
七
九

　
　
　
　

二
、
Ξ
Ｅ
．
六
六
四

　
　
　
　

Ξ
、
一
一
、
三
石

　
　
　
　

一
、
（
）
一
Ξ
、
一
八
四
六

財

　
　

源

　
　

内

　
　

訳

基
準
財
政
需
要
額

　
　
　
　
　
　
　
　

Ｃ

　
　
　
　
　
　
　
　

Ｃ

　
　
　
　
　
　
　

千
円

　
　
　
　

〈
．
九
二
Ｉ
、
･
＼
>
０
≪

　
　
　

一
Ｏ
'
l
i
l
≪
＜
≪

　
　
　
　

一
、
言
七
、
智
九

　
　
　
　

七
、
七
会
、
宕
七

　
　
　
　

＜
'
≪
≪
、
二
六
〈

　
　
　
　
　

■
ｓ
ｗ
ｏ
'
ｎ
ｎ
ｉ

　
　
　
　
　
　

一
一
五

比

‰

ム△△ムa
△

　
　
　

千
円

一
、
一
四
五
、
Ａ
七
一
一
一

一
、
七
（
）
（
）
．
一
ｍ

　

Ｗ
Ｍ
'
i
K
i
l

m
'
l
一
筥
元
一
七

m
i
i
K
＾
0
1
1
1
1

　

一
望
日
一
Ｅ

　

地

　

方

　

債

　
　

そ

　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

　
　
　
　
　

一
究
６
８

　
　
　
　

一
、
（
）
七
五
、
七
一
Λ

　
　
　
　
　

〈
七
六
．
七
一
Λ

　
　
　
　
　
　

〈
六
、
七
（
）
（
）

　
　
　
　
　
　

一
七
、
（
）
（
）
（
)

＜
1

Ｗ
Ｗ
Ｏ

の
気
助

　
　
　

ぐ

　
　
　

千
円

一
ｑ
実
七
、
五
七
九

一
一
、
〈
二
九
、
〈
四
〔
〕

　

一
．
七
六
二
、
二
六
一

二
、
９
一
〈
、
九
六
四

一
二
、
一
昌
、
一
一
一
６

　

一
、
（
）
空
、
器
一
六

｜

｜



鎖

Ξ
、
元
一
ご
一
望

i
|
≪
'
O
i
f
l
≪
'
＜
六
八

　

I
f
六
六
Ｂ
'
六
二
五

　

夭
五
．
七
（
）
〔
〕

一
・

、
（
）
九
こ
．
七
一
〈

　

〈
（
）
七
、
（
）
一
〈

1
1
1
1
0
六
M
H
l
i
i

二
汽
九
六
四
、
一
昌

　

う
ハ
毛
、
六
（
）
七

　
　

一
一
六

一
六
、
七
一
六
、
七
吾
一

一
〈
、
〈
七
四
、
九
吾
一

　

I
一
、
一
Ｅ
ヘ
ニ
（
）
（
）

a
△A

r
ｍ
八
九
、
七
色

ｒ
ｏ
≪
'
i
'
≪
-
ｐ

　

六
究
、
邑
七

國

　

本
表
の
財
源
内
訳
中
そ
の
他
皿
に
は
約
一
億
円
の
手
数
料
等
を
含
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヽ

　

警
察
費
の
大
宗
を
な
す
も
の
は
、
人
件
費
で
あ
る
。
二
十
六
年
度
決
算
額
中
に
占
め
る
人
件
費
の
額
と
、
そ
の
割
合

を
示
す
と
、
次
の
と
お
り
で
、
す
な
わ
ち
人
件
費
総
額
一
八
一
億
三
千
万
円
で
決
算
総
額
中
に
占
め
る
割
合
は
、
七
一

％
と
な
っ
て
い
る
。

大

　　　

区

都
五東

分

大京市

市都分・

そ
の
他
市
町
村
分

村
分村
合
計分分

決
算
見
込

(Ａ)額

　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

一
二
、
九
〇
五
、
五
五
入

　

六
、
九
九
九
、
三
四
五

　

五
、
九
〇
六
、
二
二
二

Ｉ
ニ
、
一
五
一
、
三
一
〇

　

八
、
九
五
七
、
五
五
〇

　

三
、
一
九
三
、
七
六
〇

二
五
、
〇
五
六
、
八
六
八

同

上

　
　

中

　
　

人

件

(Ｄ)

-

(Ａ．･)

(Ｂ)

-

(Ａ)

・
七
五
六

　

・
七
二
六

・
八
二
八

　

・
八
一
〇

・
六
七
〇

　

・
六
二
七

・
六
八
九

　

・
六
三
九

・
七
〇
六

　

・
六
五
三

・
六
四
三

　

・
五
九
七

・
七
一
〇

　

・
六
七
一

　
　
　
　
　
　
　
　

ｊ

　
　
　
　
　
　
　
　

り

警
察

　

吏
員
Ｂ

　

事
務
職
員
Ｃ

　
　
　
　
　
　
　
　

ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　

ぐ

　
　
　
　
　
　
　

千
円

　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

九
、
三
六
九
、
三
二
Ｔ

　
　

三
八
四
、
四
二
Ｉ

五
、
六
六
六
、
五
五
二

　
　
　

一
二
九
、
四
三
三

三
、
七
〇
二
、
七
六
九

　
　

二
五
四
、
九
八
八

七
、
七
五
七
、
七
三
一

　
　
　

六
一
八
、
七
入
八

五
、
八
四
九
、
六
八
一

　
　
　

四
七
三
、
七
〇
七

　

一
、
九
〇
八
、
〇
五
〇

　
　
　

一
四
五
、
〇
八
一

一
七
、
一
二
七
、
〇
五
二

　

Ｉ
、
Ｏ
Ｏ
Ξ
、
二
〇
九

　

費

―う

　
　

り

Ｂ
’
＋
Ｃ

く

　
　

ぐ

　
　

り

＝
Ｄ

　
　

Ｃ

　
　
　
　
　
　
　

千
円

九
、
七
五
三
、
七
四
二

五
、
七
九
五
、
九
八
五

三
、
九
五
七
、
七
五
七

八
、
三
七
六
、
五
一
九

六
、
三
二
三
、
三
八
八

二
、
〇
五
三
、
一
三
一

一
八
、
二
二
〇
、
二
六
一

　

太
表
の
人
件
費
に
は
公
安
香
員
の
報
酬
は
含
ま
な
い
。
な
お
、
東
京
都
事
務
職
員
に
係
る
人
件
費
の
う
ち
一
部
分
は
警
察
吏
員
分
に
含
ま
れ

て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

‘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
－

　

な
お
、
本
表
の
人
件
費
に
は
惚
給
、
扶
養
手
当
、
勤
務
地
手
当
、
寒
冷
地
手
当
、
石
炭
手
当
、
宿
日
直
手
当
そ
の
他
各
手
当
、
恩
給
、
退
隠

料
、
共
済
組
合
費
、
健
康
保
険
組
合
費
、
退
職
手
当
等
が
含
ま
れ
て
い
る
。



司
公
共
事
業
費

ぐ

　
　

昭
和
二
十
七
年
度
に
ふ
け
る
公
共
事
業
費
総
額
は
、
一
、
九
四
五
億
一
千
四
百
万
円
で
あ
り
、
前
年
度
よ
り
ご
二
二

億
七
千
万
円
の
増
加
で
あ
る
。
そ
の
経
費
負
担
の
状
況
は
、
国
費
分
が
Ｉ
、
三
五
一
億
一
千
六
百
万
円
で
、
地
方
団
体

負
担
分
は
、
五
九
三
億
九
千
八
百
万
円
で
あ
り
、
前
年
度
と
比
較
し
て
、
国
費
分
は
二
三
八
億
百
万
円
の
増
加
で
あ

り
、
地
方
団
体
負
担
分
は
、
七
四
億
六
千
九
百
万
円
の
増
加
と
な
っ
て
い
る
。
公
共
事
業
費
の
経
費
負
担
状
況
は
次
の

と
お
り
で
冷
る
。
｀

柏
総

　

括

ぐ
国事

　

業

費費

　

総

･地地分

　

補直
覆

カフ

(ロ)

表分

　
　
　
　

助

　
　

費

担

　
　
　

金

　

負

　

担

費

　

Ａ
十
Ｂ
＋
Ｃ(Ｃ)(Ｂ)分(Ａ)轄分額

昭
和
二
六
年
度

　
　
　
　
　
　

百
万
円

　
　
　

一
六
三
、
二
四
四

　
　
　

一
一
一
、
三
一
五

　
　
　

三
五
、
九
六
〇

　
　
　

七
五
、
三
五
五

　
　
　

五
一
、
九
二
九

　
　
　
　

五
、
九
九
四

　
　
　

四
五
、
九
三
五

　
　
　

一
二
七
、
二
八
四

一
、
般
公
共
事
業
費
と
災
害
公
共
事
業
費

昭
和
二
七
年
度

　
　
　
　
　
　

百
万
円

　
　
　

一
九
四
、
五
一
四

　
　
　

二
二
五
、
一
一
六

　
　
　

四
〇
、
二
七
七

　
　
　

九
四
、
八
三
九
｀

　
　
　

五
九
、
Ξ
九
八

　
　
　
　

七
、
九
九
九

　
　
　

五
一
、
三
九
九

　
　
　

一
五
四
、
二
三
七

増

一
一
七

減

　
　
　

、
額

　
　
　

百
万
円

三
一
、
二
七
〇

二
三
、
八
〇
一

　

四
、
三
一
七

一
九
、
四
八
四

　

七
、
四
六
九

　

二
、
〇
〇
五

　

五
、
四
六
四

二
六
、
九
五
三



区
国事

　

業
補直

分

費

　

総

　

額

　

費

助轄

地

　
　

方

　
　

費

　

分

　
　

担

　
　

金

　

地

　

方

　

負

　

担

地
方
経
費

　

Ａ
十
Ｂ
十

分Ｃ(Ｃ)(Ｂ)分GA)

　
　

一

　

般

　

公

　

共

　

事

　

業

Ｉ
Ｉ

昭
和
二
六
年
度

　

昭
和
二
七
年
度
‘
増

　

減

　

額

　
　

百
万
円

　
　
　
　
　

百
万
円

　
　
　
　
　

百
万
円

一
〇
九
、
七
六
一

　

コ
ー
四
、
二
四
一

　
　
　

一
四
、
四
八
〇

七
〇
、
八
四
四

　
　

入
一
、
六
〇
六

　
　

一
〇
、
七
六
二

三
一
、
七
五
二

　
　

三
四
、
入
七
二

　
　
　

三
、
一
二
〇

三
九
、
〇
九
二

三
八
、
九
一
七

　

五
、
二
〇
五

三
三
、
七
一
二

七
八
、
〇
〇
九

四
六
、
七
三
四

　

ヽ

四
二
、
六
三
五

　

六
、
九
七
八

三
五
、
六
五
七

八
九
、
三
六
九

　
　

一
七
、
六
四
二

三
、
七
一
八

一
、
七
七
三

一
、
九
四
五

一
、
三
六
〇

　
　
　
　
　

一
「
八

災

　

害

　

公

　

共

　

事

　

業

昭
和
二
六
年
度

　
　
　
　

百
万
円

　

五
三
、
四
入
一
三

　

四
〇
、
四
七
一

　
　

四
、
二
〇
入

三
六
、
二
六
三

二
二
、
〇
一
二

　
　
　

七
八
九

　

一
二
、
二
二
三

四
九
、
二
七
五

昭
和
二
七
年
度

　
　
　
　

百
万
円

　

七
〇
、
二
七
三

　

五
三
、
五
一
〇

　
　

五
、
四
〇
五

増

　

減
’
額

　
　
　
　

百
万
円

　

一
六
、
七
九
〇

　

一
三
、
〇
三
九

　
　

一
、
一
九
七

四
八
、
一
〇
五

　
　

一
一
、
八
四
二

一
六
、
七
六
三

　

一
、
〇
一
ニ

ー
五
、
七
四
二

六
四
、
八
六
八

　

三
、
七
五
一

　
　

二
三
二

　

三
、
五
一
九

一
五
、
五
九
三

　

地
方
団
体
に
ふ
け
る
公
共
事
業
費
総
額
は
Ｉ
、
五
四
二
億
三
千
七
百
万
円
で
前
年
度
よ
り
二
六
九
億
五
千
三
百
万

円
の
増
加
で
あ
る
。
そ
の
財
源
と
し
て
は
、
国
庫
補
助
金
と
し
で
、
九
四
八
億
三
千
九
百
万
円
で
前
年
度
よ
り
一
九

。
四
億
八
千
四
百
万
円
の
増
加
で
あ
る
か
も
、
地
方
団
体
負
担
は
五
九
三
億
九
千
八
百
万
円
で
前
年
度
よ
り
七
四
億
六

千
九
百
万
円
の
増
加
で
あ
る
。

　

公
共
事
業
の
地
方
団
体
経
費
の
事
業
別
内
訳
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

;砂河

　

区

初川

事事

凛業

費費

　

分

地

額

鑓
轄
事
業
分
担

　
　

四
酋
血

莞
一
一
、
九
一
〈

合

　
　
　
　

計

　
　
　
　

千
円

一
六
．
さ
九
．
異
九

　

ｒ
Ｏ
Ｂ
Ｂ
'
＾
Ｋ

国
庫
補
助
額

　
　
　
　
　

千
円

　
　

Ｗ
'
M
'
Ｈ
I
Ｋ

　
　

Ｍ
W
Ｏ
Ｏ
Ｏ

方

　
　

負

　
　

担

―

　

補
助
事
業
地
方

　

負
担
額

　

『
。

　

＜
ｎ
＜
＼
'
i
　 　
　 1
　 　
　 　

一

一
m
m

小

計

　
　
　
　

千
円

一
二
'
M
l
l
'
＾
Ｍ
Ｋ

　

Ｉ
一
、
六
吾
一
．
（
）
８

｜

｜



調建住水都港道水山開土

地

改
湾路産林拓

市

計
宅道

設

災

害
総

ｎ／!
計査械建施爾事事施事事良

年年

　　

:設設;業業設業業：

度度

　

費費費'費費費費費費費費
,計

り六
単
独
事
業
費

ぐ

〈
．
二
六
四
、
一
毛

ニ
'
i
i
i
ｗ
i
ｒ
ｏ
＜
i
i
i

＜
、
夭
九
．
一
冥

　

一
、
八
七
〈
．
｀
（
）
（
)

　

四
'
Ｂ
＜
０
'
ニ
究

　

一
、
七
莞
、
九
九
七

　

ａ
'
l
m
u
K
O
i
i

　
　

四
究
、
こ
き

　

四
、
九
変
、
四
一
m
i

　
　

四
元
、
〈
七
六

　
　

六
四
．
六
８

四
六
、
七
萱
、
｀
盗

夭
ｉ

.
六
】
、
九
Ｅ
七

　

＾
'
l
S
l
i
l
'
ニ
８

＾
Ｈ
Ｘ
ｌ
ｉ
Ｋ
、
七
一
己

ニ
、
（
）
き
、
ニ
（
）
一
一

　

四
七
六
、
一
発
七

Ｗ
'
二
〈
九
、
（
）
九
七

　

一
、
Ξ
ハ
ー
．
一
一
一

５
ハ
i
i
i
ｒ
i
i
H
d
i
i

ニ
、
ニ
全
、
六
宕

四
．
’
二
Ｉ
、
〈
〈
嵐

　
　

〈
萱
６
六
〈

　

四
Ｗ
Ｋ
Ｏ
Ｗ

　
　

Ｕ
Ｋ
六
、
夭
七

　
　
　

六
四
．
六
８

盃
、
六
Ｅ
七
．
（
）
四
九

Ξ
．
七
色
、
ニ
1
1
1
:
1

　

・
】
、
究
ニ
、
（
）
七
一
一
一

一
、
一
‘
一
究
ご
一
望

　

一
（
）
．
一
曼
５
髪
九

　

一
苫
一
．
一
〈
、
四
命

　

一
『
〈
夫
．
三
豆

　

一
一
一
、
一
元
．
六
‘
一

　

６
．
「
二
、
六
芸

　

四
．
容
一
２
６
一

　

〈
、
六
変
．
六
〈
七

　

一
．
言
ニ
、
変
〈

　

九
、
哭
六
、
二
二
〈

　
　

一
、
日
六
、
一
一
六
一
一
一

　
　
　

一
一
一
き
Ｉ
（
）
（
）

〈
二
、
三
色
、
六
三

一
、
七
三
．
一
合

ご
Ｉ
．
Ξ
Ｅ
．
一
ｉ
一
一

一
四
六
．
一
一
夭
、
２
八
五

i
;
＾
Ｂ
'
＾
i
i
i
i
i
i

　
　
　

－

ニ
M
l
一
、
六
ｓ

〈
四
〈
、
九
究

六
九
一
．
二
六
七

六
、
九
七
〈
、
冥
二

　

〈
夭
、
〈
〈
（
）

　

一
六
｝
、
七
〈
七

七
、
九
究
ｄ
二
九

　

一
一
、
（
）
鳳
）
£
盲

　

三
９
一
〈
、
四
〈
ニ

　

ー
四
．
一
言
、
〈
翌

　

一
一
一
、
一
元
、
六
一
1

」
ｑ
九
六
ｏ
'
＾
i
i
i
m

　

四
、
七
言
、
〈
六
〈

　

〈
、
六
1
1
1
1
1
1
'
≪
＊

　

一
．
言
ニ
．
量
〈

　

九
、
巽
六
、
一
三
〈

　

一
６
一
さ
一
さ
Ｉ

　
　
　

Ξ
九
、
ニ
８

　

〈
＜
l
l
l
六
〈
、
九
七
四

　

Ｍ
ニ
．
毛
一
、
（
）
六
（
）

　

一
i
ｒ
二
九
七
、
９
８

一
Ｍ
Ｓ
'
ニ
｝
一
七
、
（
）
九
回

　

昭
和
二
十
七
年
度
に
鳶
け
る
単
独
事
業
費
総
額
は
財
政
計
画
に
き
い
て
は
前
年
度
よ
り
九
〇
億
円
の
増
加
で
、
五
一

三
億
円
と
算
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ち
、
昭
和
二
十
六
年
度
決
算
に
あ
い
て
地
方
団
体
の
単
独
事
業
実
施
額
は
、

六
五
八
億
九
千
八
百
万
円
で
、
財
政
計
画
額
四
二
三
億
円
Ｈ
s
＾
二
三
五
億
九
千
八
百
万
円
の
超
過
と
な
っ
て
い
る
こ
と

は
既
述
の
と
｀
‘
り
で
あ
る
。
従
っ
て
単
独
事
業
費
の
計
画
額
謔
財
政
計
画
に
お
い
で
は
九
〇
億
円
の
増
で
は
あ
る
け
れ

に
屯
実
績
か
ら
は
一
四
五
億
九
千
八
百
万
円
枠
を
縮
小
し
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
こ
と
に
な
る
。
然
を
に
次
に
み
る
如
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
一
九



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

゛

　
　
　
　
　
　
　

一
二
ｙ
）

文
教
施
設
及
び
災
害
復
旧
事
業
に
つ
い
Ｖ
み
ｓ
-
>
-
>
＾
、
地
方
団
体
が
単
独
に
施
行
す
べ
き
事
業
は
な
き
多
く
あ
る
現
状
で

あ
つ
で
、
か
く
の
如
き
尨
大
な
財
政
需
要
を
抱
え
て
い
る
地
方
団
体
に
単
独
事
業
の
執
行
の
抑
制
を
期
待
す
る
の
は
非

常
に
困
難
が
予
想
せ
ら
れ
る
。

両
文
教
施
設
費

　
　

地
方
団
体
が
単
独
に
施
行
す
べ
き
文
教
施
設
費
の
概
況
は
次
の
と
、
‘
り
で
あ
る
。

　
　

文
教
施
設
の
整
備
は
、
新
制
度
実
施
後
四
、
九
。
四
三
、
四
四
一
坪
で
、
既
存
坪
数
の
大
体
四
七
％
に
あ
た
る
が
、
今

　

後
な
き
要
整
備
坪
数
は
、
二
、
六
八
六
、
六
六
八
坪
あ
る
ほ
か
、
危
険
校
舎
及
び
老
朽
校
舎
で
整
備
を
要
す
る
坪
数
は
、

　

二
二
三
二
、
一
六
九
坪
あ
り
、
両
者
合
せ
て
地
方
団
体
の
整
備
す
べ
き
文
教
施
設
は
、
四
、
八
一
八
、
八
三
七
坪
で
、

　

こ
ぽ
所
要
経
費
は
Ｉ
、
五
〇
〇
億
円
以
上
に
の
ぼ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

幻

　

公
立
文
教
施
設
整
備
状
況
と
要
整
備
面
積

学

校

別

大高中小

　

等‥1
準

　

学‘学

　

学

校校校校

新
制
度
実
施
後
の
整
備
状
況

ご

２

　

１
い

・
れ
｝
Ｌ
Ｌ

　

四
六
七
‰

　
　
　
　
　

｛
Ｈ

　
　

六

　

三

　

制

財
『
Ｉ
ヅ
ー
Ｊ

皿
『９

'
ｎ
＼

　
　
　
　

坪

Ｓ
'
Ｗ
Ｍ
'
六
ｎ
ｏ

　

｝

ｚ
六
、
’
一
七
一

　

一
一
、
四
き

今
後
要
整

備
坪
数

　
　
　
　

坪

ニ
、
二
七
一
、
（
）
〈
四

　

壹
Ｅ
、
０
　
一
〈

　
　

Ξ
、
一
乙

合

坪

　

計

卜.i
ノNゝ

一一
一

制

．

)

４

謳



盲
ろ
５
学
校

　
　

計

　

薯

(ii)(i)

区

(iii)

養ろ盲高中小幼

　
　
　
　

一
（
）
。
七
四
〈
。
（
）
（
）
（
）

　
　

ニ
、
九
六
七
ご
Ｉ
（
）
（
）

　
　

一
、
一
言
一
一
、
聖
一

　
　
　

六
一
言
、
九
元

本
資
料
は
文
部
省
助
成
課
調
査
（
昭
和
二
八
年
二
月
末
現
在
）
に
よ
っ
た
。

実
施
坪
数
中
に
は
盲
ろ
う
学
校
分
四
九
、
八
一
一
坪
は
含
ま
れ
な
い
。

給
食
施
設
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

うロ

　

危
険
校
舎
と
同
程
度
の
老
朽
校
舎
面
積

分

合(2)区

学学稚

等

　
　
　

学

　
　

学

う

　
　
　

学

護

　
　
　

学

校校校校校校園
計

七
．
霊
一

四
m
＼
一
、
四
四
一

同
程
度
の
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　

坪

　
　
　
　
　

四
、
八
五
八

　

一
、
三
六
七
、
九
四
四

　
　
　

一
〇
五
、
六
八
二

　
　
　

一
六
二
、
二
八
二

　
　
　
　
　

Ｉ
、
五
三
四

　
　
　
　
　

二
、
〇
七
三

　

‐

　
　
　
　
　
　
　
　

○

　

一
、
六
四
四
、
三
七
三

　
　

四
〈
ｍ
六

二
、
六
〈
さ
｛
六
〈
ｊ

一
〈
．
一
毛
〈
、
一
兄

　

計

　
　
　
　
　
　
　

坪

　
　
　

六
、
〇
三
六

一
、
七
七
八
、
八
・
一
一

　
　

二
二
二
、
七
八
一

　
　

二
〇
九
、
七
〇
三

　
　
　

一
、
八
九
七

　
　
　

二
、
三
三
九

　
　
　
　
　

六
〇
二

二
、
一
三
二
、
一
六
九

　

災
害
復
旧
事
業
費

　

昭
和
二
十
五
年
以
降
の
発
生
災
害
に
よ
る
復
旧
事
業
で
地
方
団
体
が
単
独
に
施
行
す
べ
き
も
の
は
、
概
況
次
の
と

｀
‘
り
で
現
在
二
五
八
億
円
を
所
要
と
し
て
い
る
。

　

－

　

一

土十

　
　
　
　
　
　
　
　
　

分

五
年
発
生
災

災

害

額

木害

一
一

一
頭

復

　
　

旧

　
　

済

　
　

額

　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
万
円

　
　
　
　
　
　
　

八
、
九
三
〇

要

　
　

復

一
二
Ｉ

　

旧

　
　

額

　
　
　

百
万
円

二
、
二
三
二

　　　　　　　　　　　

危

四

　　　　　　　　

四

　　　

険
八

　　　　

四二一

七

　　　　

七七〇一

　

、

　　　　　

、、、、校
七六二.三四〇八一
九〇六六二九.六七
六二六三一九七八部舎



五゛

　

｀ゝ
一

一

一

一合(一)

そ文良十
六

そ文農土十
七

そ文農土

　
　

の

　

計
年
発
生
災

　
　

の

　

計
年
発計

の

他教林木害

　

他教林

生
災
害

　　　

計

←

　　

そ文農土

計

　　

の

他教林木

　

他教林木

　

五
、
五
三
三

　

一
、
四
九
六

　

‘
六
四
〇
ヽ

一
八
、
八
＝
二

一
〇
、
二
三
六

　

五
、
二
一
二

　

Ｉ
、
七
六
五

　
　

三
八
一

一
七
、
五
九
四

　

五
、
七
五
四

　

二
、
八
八
九

　
　
　

八
七
七

　
　
　

二
七
四

　

九
、
七
九
四

二
七
、
一
五
二

一
三
、
六
三
四

　

四
、
一
三
八

　

Ｌ
、
二
九
五

四
六
、
二
Ｉ
九

　

四
、
四
二
六

　

一
、
［
九
七

　

｀
五
一
ニ

ー
五
、
〇
六
五

三
、
ｄ
七
一

一
、
五
六
四

　
　

五
Ξ
Ｏ

　
　

一
一
四

五
、
二
七
九

一
二
、
〇
〇
一

　

五
、
九
九
〇

　

一
、
七
二
七

　

‘
六
二
六

二
〇
、
Ξ
四
四

一
二
二

一
、
一
〇
七

　

二
九
九

　

一
二
八

三
、
七
六
六

　

七
、
一
六
五

　

三
、
六
四
八

　

一
、
二
三
五

　
　

二
六
七

一
二
、
三
一
五

　

五
、
七
五
四

　

二
、
八
八
九

　
　

八
七
七

　
　

二
七
四

　

九
、
七
九
四

一
五
、
一
五
一

　

七
、
六
四
四

　

二
、
四
一
一

　
　

六
六
九

二
五
、
八
七
五

収
益
事
業

　

総

　
　
　

括

　

。

　

地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
財
政
状
況
を
改
善
す
る
と
と
も
に
戦
災
及
び
風
水
害
復
旧
事
業
を
促
進
ず
る
た
｀
め
、
競
馬



競
輪
等
の
収
益
事
業
を
実
施
し
て
い
る
が
、
そ
の
純
益
金
は
累
年
増
加
し
、
二
十
六
年
度
に
Ｉ
い
て
は
六
四
億
円
で
、

普
通
会
計
歳
入
総
額
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
弱
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
累
年
の
概
況
は
次
の
と
Ｊ
£
＾
s
＾
で
あ
る
。

事

　
　
　

業

　
　
　

純

　
　
　

益

金

　
　
　
　
　
　
　
　

５

普
通
会
計
歳
入
合
計
侈

二
七
七
、
五
〇
〇
、
一
七
三

Ｊ
倒
面

゛

〇
・
三
一

〇
・
七
八

〇
・
七
三

〇
・
九
三

　

年

　
　
　

度

昭
和
二
三
年
度

競

　

益

－馬
競

輪
宝

　
　

ぐ

　
　

じ
小

　
　
　
　
　
　

千
円

　
　
　
　
　
　
　

千
円

　
　
　
　
　
　
　

千
円

二
六
六
、
三
六
九

　
　
　

一
四
’
、
一
五
二

　
　

五
八
四
、
七
五
七

　
　

八
六
五
、
二

無潜

二
四
年
度

　

’
五
二
三
、
〇
二
Ｉ

　

一
、
二
六
六
、
七
二
〇

　

一
、
〇
三
二
、
六
六
八
二
、
八
二
二
、
四
〇
九
四
一
四
、
六
九
四
、
三
三
〇

二
五
年
度

　
　

九
〇
六
、
三
八
八
二
、
四
七
九
、
〇
五
二

　
　

六
〇
Ξ
、
二
二
五
三
、
九
八
入
、
六
六
五
五
四
五
、
一
五
四
、
三
七
八

二
六
年
屎
二
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
四
、
〇
七
〇
、
〇
四
五

　
　

三
六
四
、
五
六
〇
六
、
四
三
四
、
六
〇
五
六
九
三
、
三
二
九
、
六
四
二

　

（
見
込
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

‐

（
備
考
）

　

右
の
ほ
か
昭
和
二
十
六
年
度
以
降
に
お
い
て
は
、
小
型
自
動
車
競
走
及
び
モ
ー
タ
ー
ポ
ー
ト
競
走
を
実
施
し
た
団
体
が
若
干
あ
る
が
、

　
　
　
　

そ
の
収
支
状
況
は
大
部
分
、
収
支
均
衡
又
は
若
干
赤
字
の
状
況
で
あ
る
。

　

昭
和
二
十
七
年
度
江
つ
い
て
は
、
当
初
競
馬
二
Ｉ
億
七
千
万
円
、
競
輪
四
六
億
円
、
宝
く
じ
二
億
一
千
九
百
万
円
と

見
込
ま
れ
た
が
、
最
近
の
状
況
は
、
下
向
き
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

コ
競
馬
事
業

ぐ

　

昭
和
二
十
三
年
七
月
に
施
行
さ
れ
た
競
馬
法
に
よ
り
都
道
府
県
並
び
に
罹
災
団
体
及
び
競
馬
場
所
在
市
町
村
は
、
競

馬
事
業
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
り
、
現
在
、
都
道
府
県
の
ほ
か
、
一
七
二
市
町
村
（
二
三
特
別
区
、
一

〇
一
市
、
四
八
町
村
）
が
競
馬
の
開
催
を
認
め
ち
れ
ｖ
ｓ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
二
三

41
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競
馬
事
業
の
開
催
状
況
の
推
移
を
見
る
と
次
の
と
Ｓ
り
で
あ
る
。

年

　

一
餌
体
四
鸚
丿
篇
催
日
数
入
場
人
員
皿

昭
和
二
三
年
度

　
　

二
四
年
度

　
　

二
五
年
度

　

ニ
ー
六
年
度

（
暦
年
見
込
）

七
七

－

○
八

一

〇
七

一

一

四

一
七
八

二
九
四

三
七
八

三
八
九

九
八
一

　
　

―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人

二
、
Ξ
Ξ
四
、
二
二
二

三
、
五
七
〇
、
四
七
五

　
　
　
　
　
　
　
　

１

二
２
一
一
九

　
　

六
、
六
三
五
、
四
六
五

　
　
　
　
　
　
　

り

売
得
金
合
計
化

　
　
　
　
　
　
　

。
千
円

　

三
、
〇
一
七
、
六
七
六

　

五
、
三
八
七
、
三
七
一

一
〇
、
三
二
三
、
八
七
一

一
九
、
〇
七
六
、
三
八
二

一
二
四

一

回

　
　

平

　
　

均

　
　
　
　
　
　

人

　

一
三
、
一
一
四

　

一
二
、
一
四
四

　
　
　
　
　
　

―

。
一
七
、
〇
五
八

一
八
、
三
二
四

二
七
、
三
一
二

四
九
、
〇
四
〇
’

　

す
な
わ
ち
、
開
催
団
体
数
、
回
数
、
日
数
と
も
累
増
し
て
い
る
が
、
二
十
七
年
に
お
い
て
は
若
干
下
向
き
の
傾
向
を

示
し
て
い
る
。

　

競
ｔ
事
業
に
よ
る
純
益
金
は
逐
年
増
加
し
て
お
り
ヽ
。
特
に
昭
和
二
十
六
年
度
以
降
は
競
馬
法
の
一
部
改
正
（
昭
和
二

十
五
年
十
二
月
）
に
よ
Ｉ
控
除
率
が
引
下
げ
（
改
正
前
三
割
五
分
、
改
正
後
二
割
五
分
）
ら
れ
た
の
で
著
し
く
増
加
し

う三
競
輪
事
―
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ニ

Ｃ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

‘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

　
　
　
　

‘

　
　
　
　
　
　
　
　
　

―

　
　

昭
和
二
十
三
年
九
月
施
行
さ
れ
た
自
転
車
競
技
法
に
よ
り
都
道
府
県
並
び
に
指
定
市
町
村
は
競
輪
を
開
催
す
る
こ
と

　

が
で
き
る
こ
と
と
な
り
、
現
在
・
都
道
府
県
の
ほ
か
一
五
二
市
町
村
（
二
三
特
別
区
、
九
七
市
、
三
二
町
村
）
が
競
輪

　

の
開
催
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。

一 一 一



競
輪
事
業
開
催
の
概
況
を
見
る
と
次
の
と
お
り
で
冷
る
。

年

昭
和
二

　
　
　

二

　
　
　

二

度

一一
一

年

度

四

年

度

五

年

度

二
六
年
度

うTI
゛霜霜

　
　
　
　

、
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

、
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　

、
、
。
。

開
催
回
数
鴎
車
券
売
上
額
0
3
施
行
者
純
収
入
化

　
　

六

一
六
一

四
九
り

三
五
五

三
二
二

六
七
七

　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

　
　
　

二
四
二
、
五
〇
Ξ

　
　
　
　

一
四
、
一
五
二

一
三
、
五
〇
七
、
六
五
七

　

一
、
二
六
六
八
七
二
〇

三
三
、
一
〇
九
、
四
二
五

　

二
、
四
七
九
、
〇
五
二

二
並
、
八
七
六
、
八
八
五

　

一
、
九
七
八
、
三
七
七

二
八
、
〇
一
〇
、
〇
六
一

　

二
、
〇
九
一
、
六
六
八

五
三
、
八
八
六
、
九
四
六

　

四
、
〇
七
〇
、
〇
四
五

⑤

　
　

％

五
・
八

九
・
〇

七
・
五

七
・
六

七
・
五

七
・
六

　

す
な
わ
ち
ｙ
開
催
回
数
、
車
券
売
上
額
施
行
者
純
収
入
と
屯
累
増
し
で
い
る
が
、

き
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

中失土公教庶

民

　

区

住

　

育
共

　

福

　

業

対木祉施宅

　
　
　

分

建

　

設

　

設

施

　

設
策

小
企
業
及
び
農
工
商
振
興

費費費費費費

純

　

益

　

金

　

使

　

途

　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

　

一
、
六
八
六
、
一
三
一
．

　

二
、
一
四
九
、
八
一
’
七

　

一
、
〇
五
三
、
八
三
二

　
　
　

八
一
一
、
四
五
〇

　
　
　

一
六
八
、
六
一
三

　
　
　

三
｝
六
、
一
四
九

構

一

回

　
　

平

　
　

均

八
四
、
二
〇
〇

六
七
、
五
七
〇

七
二
、
八
九
三

八
六
、
九
八
八

七
九
、
五
九
七

七
、
六
〇
〇

五
、
一
二
六

五
、
五
七
三

六
、
四
九
六

六
、
〇
一
二

二
十
七
年
度
に
お
い
て
は
、
下
向

　

競
輪
事
業
に
よ
る
昭
和
二
十
三
年
度
よ
り
昭
和
二
十
六
年
度
ま
で
の
純
益
金
の
合
計
額
は
七
八
億
二
千
九
百
万
円
に

達
し
、
そ
の
使
途
を
み
る
と
次
の
と
３
ａ
s
＾
で
冷
る
。

　　

一一一一成

　　　　

一一一
四二〇三七－

●

　

●

　

●

　

●

　

●

　

●
○一四五五五が比

一
二
五

｜

｜



競
輪
場
建
設
費
及
び
補
修
費

　
　
　

計

(四)

　

一
、
六
四
三
、
九
七
七

　
　
　
　
　

―

　
　

一

七
、
八
二
九
、
九
六
九

一

㎜･●

-

○

一

〇
〇

〇

一
二
六

　

宝

　

く

　

じ

　

昭
和
二
十
一
年
十
一
月
臨
時
資
金
調
整
法
に
よ
り
、
地
方
財
政
の
改
善
の
た
め
都
道
府
県
及
び
五
大
市
に
々
い
て
宝

く
じ
の
発
行
が
認
め
ら
れ
、
さ
ら
に
昭
和
二
十
四
年
十
二
月
か
ら
は
こ
の
ほ
か
特
に
地
方
財
政
委
員
会
（
昭
和
二
十
七

年
八
月
か
ち
は
自
治
庁
）
に
よ
つ
で
指
定
さ
れ
た
戦
災
市
に
お
い
て
宝
く
じ
の
発
行
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
現
在

戦
災
市
八
三
市
の
う
ち
三
四
市
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。

　

宝
く
じ
発
行
状
況
の
推
移
を
見
る
と
次
の
と
き
り
で
あ
る
。

　

年
昭
和
二
Ｉ

　
　
　

二
二

度
年

度

年

度

一

三

年

度

一

四

年

度

一
一

五

年

度

－
一

六

年

度

発
行
総
額

り

　
　
　
　
　
　
　
　
　

り

Ａ

　
　

収

　

益

　

額

　

Ｂ

ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｇ

両

・
二
二
七
、
〇
〇
〇

　

五
七
一
『
Ｏ
Ｏ
Ｏ

一
、
三
一
九
、
〇
〇
〇

二
、
四
六
八
、
〇
〇
〇

一
、
五
六
六
、
〇
〇
〇

　

入
六
八
、
〇
〇
６

　
　
　
　
　

千
円

七
八
、
六
三
一

　

‘
二
三
五
、
一
七
四

　

五
八
四
、
七
五
七

】
、
Ｏ
三
二
、
六
六
入

　

六
〇
三
、
二
二
五

　

三
六
四
、
五
六
〇

　

良

三
四
・
杉

四
一
・
〇

四
四
・
Ξ

四
一
・
八

三
八
・
五

四
二
・
〇

備

考

　

宝
く
じ
の
消
化
状
況
は
当
初
は
良
好
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
政
府
く
じ
に
圧
迫
さ
れ
不
振
を
な
っ
た
。
し
か
し
昭
和

二
十
五
年
十
一
月
か
ら
賞
金
附
与
率
を
政
府
く
じ
と
同
様
最
高
四
五
％
ま
で
認
め
ら
れ
、
発
売
経
費
を
除
い
た
収
益
率

を
最
低
三
八
％
ま
で
引
下
げ
ら
れ
た
結
果
、
平
均
消
化
率
は
九
〇
％
を
上
廻
る
よ
う
に
な
っ
た
。



　
　
　

ま
た
宝
く
じ
に
よ
る
収
益
金
は
、
住
民
の
福
祉
の
た
め
の
建
設
事
業
に
充
て
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
許
可
さ
れ
て
い

　
　

る
の
で
、
本
年
度
に
恥
い
で
は
、
教
育
施
設
整
備
に
三
五
％
、
道
路
整
備
に
二
五
％
、
保
健
衛
生
関
係
に
一
五
％
、
そ

　
　

の
他
二
五
％
の
割
合
で
建
設
事
業
に
充
当
す
る
計
画
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　

昭
和
二
十
七
年
度
に
か
い
て
は
都
道
府
県
二
一
件
三
億
八
千
五
百
万
円
、
五
大
市
九
件
一
億
二
千
八
百
万
円
、
指
定

　
　

市
二
件
九
百
万
円
、
計
三
二
件
五
億
二
千
二
百
万
円
の
発
行
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昭
和
二
十
八
年
度
地
方
財
政
計
画
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一
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Ｏ

　

歳

　
　
　

出

　

昭
和
二
十
八
年
度
の
地
方
財
政
規
模
の
推
計
額
は
八
、
四
一
七
億
六
千
五
百
万
円
で
あ
っ
て
、
昭
和
二
十
七
年
度

既
定
財
政
規
模
に
昭
和
二
十
八
年
度
に
お
け
る
新
規
財
政
需
要
の
増
加
額
を
加
算
す
る
方
法
に
よ
っ
て
い
い
る
。

　

既
定
財
政
規
模
と
し
で
用
い
た
昭
和
二
十
七
年
度
地
方
財
政
推
計
額
は
、
昭
和
二
十
五
年
度
決
算
純
計
額
を
基
礎

と
し
、
こ
れ
に
昭
和
二
十
六
、
二
十
七
両
年
度
の
新
規
財
政
需
要
の
増
加
額
を
割
算
し
た
も
の
ｖ
Ｌ
/
ｊ
ａ
る
。
そ
の
内
容

は
次
の
と
｀
″
り
で
あ
る
。
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五
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』
干
八
年
度
に
、
‘
け
る
新
規
財
政
需
要
の
増
加
額
は
、
一
、
〇
〇
〇
億
四
千
五
百
万
円
で
あ
ｉ
、
交
付
金
の

算
定
上
ヽ
基
準
財
政
収
入
額
が
基
準
財
政
需
要
額
を
超
え
る
団
体
に
つ
い
て
昿
和
二
十
八
年
度
の
税
収
入
と
、
財
政

需
要
の
そ
れ
ぞ
れ
の
増
加
額
之
の
関
係
に
よ
っ
で
生
ず
る
い
わ
ゆ
る
超
過
財
源
の
増
加
額
は
、
一
四
億
千
八
百
万
円

で
＆
つ
で
、
既
定
財
政
規
模
に
加
算
す
べ
き
額
の
総
額
は
Ｉ
、
〇
一
四
億
六
千
三
百
万
円
で
あ
る
。
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と
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あ
る
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ず
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歳
入
に
つ
い
て
は
、
地
方
団
体
固
有
の
財
源
に
つ
い
て
は
可
及
的
こ
れ
が
増
収
を
見
込
ひ
と
と
も
に
、
交
付
金
二

七
〇
億
円
、
地
方
債
二
八
七
億
円
を
増
額
す
る
外
、
地
方
税
法
の
一
部
改
正
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
て
地
方
財
源
の

簾
加
を
図
っ
て
ヽ
収
支
の
均
衡
を
保
持
せ
し
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
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け
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は
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〇
〇
億
四
千
五
百
万
円
で
あ
つ
で
、
こ
れ
｀

を
増
加
の
原
因
別
に
分
別
す
る
と
次
の
と
｀
‘
り
で
あ
る
。

給
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改
訂
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伴
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も
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す
な
わ
ち
、
増
加
額
中
政
１
　
施
策
に
直
接
関
連
し
て
他
動
的
に
増
加
す
る
額
は
七
五
一
億
六
千
四
百
万
円
で
あ
つ
で
、

総
額
の
七
五
％
に
当
り
、
こ
れ
ら
の
経
費
の
大
部
分
は
地
方
団
体
が
政
府
と
協
同
し
、
相
ま
つ
で
国
民
の
公
共
需
要
の

増
加
に
答
え
る
た
め
の
さ
け
が
た
い
経
費
で
９
Ｓ
＼
s
＞
、
こ
れ
に
公
債
費
の
増
加
を
加
算
す
れ
ば
義
務
的
経
費
に
属
す
る
経

費
は
約
八
二
七
億
円
で
あ
つ
で
、
地
方
団
体
が
自
主
的
に
決
定
す
る
部
分
は
一
七
％
に
過
ぎ
な
い
。
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六
、
八
四
二

一
二
七
、
六
六
九

一
二
四
、
九
九
八

（
九
〇
、
一
〇
〇
）

一
二
二
、
六
一
一

　

二
八
、
九
六
二

　
　

二
、
五
四
四

　

八
六
、
四
五
五

　

五
〇
、
三
二
二

　

三
六
、
一
三
三

　
　

四
、
六
五
〇

　

六
三
、
二
〇
〇

　

（
九
、
二
〇
〇
）

　
　
　
　
　
　

二
二
五

　
　

‘
五
六
二

　
　
　

三
六
六

　
　
　

九
二
八

　
　
　

四
七
三

　
　
　

四
五
乖

　

二
五
、
四
九
六

　

一
一
、
二
三
六

　

一
二
、
三
一
一

　
　

一
、
〇
七
五

　
　
　

八
四
二

　

一
三
、
四
一
八

　
　

二
、
五
五
一

三
六
四
、
九
二
三

一
八
〇
、
九
八
七

　

四
七
、
φ
〇
二

　

（
一
、
九
〇
〇
）

　

五
七
、
六
九
三

　

一
六
、
二
三

　
　

一
、
八
一
四

　

三
四
、
八
九
八

　

一
九
．
七
九
三

　

一
五
、
一
〇
五

　
　

四
、
八
五
〇
．

　

二
八
、
〇
〇
〇

　
　
　

（
五
〇
〇
．
）



歳
５

雑
同(ｲ)

雑使

ｔ

用

　

料

　

入

及ヽ

収

ぴ

　

手

合

　

数

入'料入
計

　

入
九
、
六
〇
五

　

二
九
、
七
一
八

　

五
九
、
八
八
七

八
四
一
、
七
六
五

　
　
　
　
　
　

一
三
六

　

三
八
、
三
六
四

　

一
七
、
九
四
一

　

二
〇
、
四
二
三

四
七
六
、
八
四
二

　

五
一
、
二
四
一

　

一
一
、
七
七
七

　

三
九
、
四
六
四
’

三
六
四
、
九
二
三

一
、
国
の
行
政
施
策
に
伴
り
歳
入
、
歳
出
の
増
減
額
は
法
律
の
改
正
等
に
よ
り
道
府
県
と
市
町
村
と
の
間
に
異
動
々
生
ず
る
も
の
と
す

二
、
公
共
事
業
費
の
道
府
県
及
び
市
町
村
の
額
は
、
昭
和
二
十
七
年
度
の
状
況
を
基
礎
と
し
て
’
一
応
の
推
定
を
行
い
、
こ
れ
を
基
礎
と
し

　

’
て
地
方
債
の
道
府
県
及
び
市
町
村
の
割
振
り
を
行
っ
て
い
る
の
で
政
府
公
共
事
業
費
予
算
の
実
施
結
果
異
動
を
生
じ
た
場
合
は
、
こ
れ

Ｉ
に
伴
い
地
方
債
の
配
分
計
画
は
当
然
こ
れ
を
修
正
す
る
も
の
と
す
る
。

Ξ
、
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
の
道
府
県
及
び
市
町
村
の
割
振
額
は
、
給
与
改
訂
等
に
よ
る
経
費
の
増
減
額
を
し
ん
し
や
く
し
て
算
定
し
た

　

二
十
入
年
度
改
訂
単
位
費
用
案
と
、
二
十
七
年
度
の
測
定
単
位
め
数
値
よ
り
一
応
の
推
定
を
行
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
単
位
費
用
の
確

　

定
、
二
十
八
年
度
数
値
の
異
動
等
に
よ
り
修
正
を
行
り
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
　

ヽ

四
ヽ
地
方
税
収
入
に
ゲ
い
て
は
ヽ
地
方
税
法
の
改
正
に
よ
る
増
減
を
見
込
ん
だ
の
で
同
法
の
帰
趨
に
よ
っ
て
若
干
の
修
正
を
な
す
４
の
と

　

す
る
。

二
、
新
規
財
政
需
要
額

　

、
つ
給
与
改
訂
に
よ
る
増
加
経
費

　

く

　

昨
年
十
［
月
に
行
わ
れ
た
給
与
改
訂
の
平
年
度
化
に
伴
う
増
加
経
費
で
あ
っ
て
、
昭
和
二
十
八
年
度
地
方
公
務
員
数

に
同
年
庫
平
均
給
与
単
価
を
乗
じ
て
算
定
し
た
基
本
給
及
び
七
れ
に
附
帯
す
る
給
与
関
係
経
費
と
こ
れ
に
対
応
す
る
昭

和
二
十
七
年
度
の
額
と
の
増
差
額
で
あ
る
。

　

な
あ
、
給
ぎ
隆
係
経
費
の
う
ち
、
恩
給
費
の
増
湘
額
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
の
恩
給
に
し
て
、
昨
年
十
一
月
以



一
三
七

前
に
受
給
権
の
発
生
し
た
も
の
に
関
す
る
給
与
改
訂
に
伴
う
そ
フ
イ
ド
が
行
わ
れ
な
が
っ
た
の
で
、
地
方
公
務
員
に
つ

い
て
も
こ
れ
に
準
じ
、
十
一
月
以
降
に
受
給
権
の
発
生
す
る
も
の
に
つ
い
て
増
加
を
見
込
ん
で
い
る
。

　

給
与
関
係
費
の
増
加
額
の
内
容
、
基
本
給
の
増
加
額
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
増
加
額
は
次
の
と
恥
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　

ｒ
ｌ

両

　

給
与
改
訂
に
伴
う
給
与
関
係
費
の
増
加
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

－

12 11 10 9　8　7　6　5 4 3 2 1

H石寒死退公超市恩共期翰

　

事

項

　
　
　
　
　

与

末
手
当
及
び
勤
勉
手

　
　

済

　
　

組

　
　

合

　
　
　
　
　

給

町
村
吏
員
健
康
保
険
組
合

務過

1314

　

勤

　

務

災

　

害

議
員
、
委

特

　

別

職員宿計

手
償

　

直

　

手

等
報
酬
手

　

の

　

給

当当金当費当費費費当費当当与

総

　
　
　
　
　

額

　
　
　

百
万
円

二
五
、
入
〇
一

　

二
、
一
三
三

　
　
　

五
五
九

　
　
　
　

五
七

　
　
　

三
三
二

　
　
　

七
〇
七

　
　
　
　

三
九

　
　
　

二
九
六

　
　
　
　

一
七

　
　
　

四
二
四

　
　
　
　

五
四

　

一
、
入
三
五

　
　
　

二
九
六

　
　
　

六
六
一

三
三
、
二
一
一

内
一
、
五
三
六

　

五
三
五

　
　

九
七

　
　

二
三
四

　
　
　

二
七

　
　

二
〇
〇

　
　
　
　

九

　
　

二
七
七

　
　
　

三
五

　

一
、
九
四
〇

　
　
　

七
八

　
　
　
　

一
四

二
二
、
九
八
七

訳

a

　
　

五
九
七

　
　
　

二
四

　
　
　

四
〇

　
　

三
三
二

　
　

四
七
三

　
　
　

一
二

　
　
　

九
六

　
　
　
　

八

　
　

一
四
七

　
　
　

一
九

　
　

一
〇
五

　
　

二
一
八

　
　

六
四
七

一
〇
、
二
二
四

元:府

無

七町

無

　

冷

炭

　

亡職災

　

地

　　　

害

手、賜手補

　

手



　

圀

　

給
与
費
に
関
す
る
調

区
一

　
　
　
　

分
人

道

　
　

府

　
　

県

　
　

一

　
　
　
　

般

　

小

　

学

　

校

　

中

　

学

　

校

　

義
務
制
盲
ろ
う

　

学
校

　

義
務
制
事
務
職

　

員

　

そ
の
他
学
校
職
‘

　

員

　
　

計

市

　
　

町

　
　

村

消

　

警

　

教

　

一
計

員

二
二
八

　
　

二
八
年
度
所
要
額

単

　
　
　
　

価

　

金

　
　
　
　
　
　
　
　

″
二
七
年
度
既
定
額
差
引
増
加
所
要
額

二
四
〇
、
七
五
一

　
　

託
や
該
一

三
三
六
２
ハ
玉
八

　

七
柚
り
ハ
ー
に
七

一
入
二
ヽ
六
八
三

　

七
徊
心
乙
゛
Ｊ
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

三
五
、
四
〇
七
、
七
＝
二

五
五
、
二
七
七
、
八
九
七

三
二
、
八
三
六
、
九
〇
四

Ξ
ヽ
六
二
三
七
叙
ひ
一
ら
一
心

　
　
　

六
八
七
、
四
八
六

合

　
　

七
、
七
六
七

　

七
六
、
〇
六
四

八
四
七
、
五
四
六

般

　
　

三
四
八
、
一
七
五

員
丿

　
　
　
　

九
、
二
七
九

察

　
　
　

九
二
、
五
五
七

防

　
　
　

五
四
、
五
六
二

　
　
　
　

五
〇
四
、
五
七
三

計

　

一
、
三
五
二
、
一
一
九

託
麓
惑

　

一
、
一
四
二
、
二
〇
八

こ
・
や
四
・
馳

　

ヱ
ハ
、
五
三
六
、
六
一
八

（
一
一
、
九
七
四
）

一
四
三
、
六
八
八

（
一
八
、
一
一
七
）

二
Ｉ
七
、
四
〇
四

（
一
一
、
九
七
四
）

一
四
三
、
六
八
入

（
一
一
、
九
七
四
）

一
四
Ξ
、
六
八
八

　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

三
一
、
七
〇
七
、
三
八
九

四
入
、
三
八
二
、
三
五
六

二
七
、
九
〇
九
、
五
四
二

　
　
　

五
八
六
、
二
六
六

　

一
、
〇
二
二
、
九
二
九

一
’
四
、
二
七
五
、
六
一
六

　
　
　
　
　
　
　

千
円

三
、
七
〇
〇
、
三
四
二

六
、
八
九
五
、
五
四
一

四
、
九
二
七
、
三
六
二

　
　

一
〇
一
、
’
二
二
〇

　
　

一
一
九
、
三
七
九

二
、
二
六
一
、
〇
〇
二

一
四
一
、
入
八
八
、
九
四
四

　

一
二
三
、
八
八
四
、
〇
九
八

　

一
八
、
〇
〇
四
、
入
四
六

　

五
〇
、
〇
二
入
、
五
六
九

　
　

四
四
、
七
四
二
、
二
二
七

　
　

五
、
二
八
六
、
三
四
二

　
　

二
、
〇
一
七
、
二
九
二

　
　
　

Ｉ
、
七
四
一
、
四
七
三

　
　
　

二
七
五
、
八
一
九

　

一
三
、
二
九
九
、
三
三
〇

　
　

一
一
、
入
九
四
、
〇
三
八

　
　

一
、
四
〇
五
、
二
九
二

　
　

七
、
八
三
九
、
九
〇
五

　
　
　

七
、
〇
一
一
、
四
九
〇

　
　
　

八
二
入
、
四
一
五

　

七
三
、
一
八
五
、
〇
九
六

　
　

六
五
、
三
八
九
、
ヒ
二
八

　
　

七
、
七
九
五
、
八
六
八

一
一
一
五
″
〇
七
四
、
〇
四
〇

　

一
八
九
、
二
七
三
、
三
二
六

　

二
五
、
八
〇
〇
、
七
一
四



尚

　

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
調

道市

区そ義義中小一
合

消警教一

府

務

　
　

学

　
　

学

制
盲
ろ

務
制

の
他

計

　

町
計

学事

校務
県

　

分村

　

職職ふ

　　

員員校校校般
計

防察員般

二
八
年
度
所
要
額

　
　
　
　
　
　
　
　

千
円

　

四
、
四
二
五
、
九
六
六

　

六
、
九
〇
九
、
七
三
七

　

四
、
一
〇
四
、
六
一
三

　
　
　
　

入
五
、
九
三
六

　
　

、
一
四
二
、
七
八
八

　

二
、
〇
六
七
、
〇
七
七

一
七
、
七
三
六
、
一
一
七

　

六
、
二
五
三
、
五
七
二

　
　

こ
五
二
、
一
六
二
’

　

一
、
六
六
二
、
四
一
六

　
　

九
七
九
、
九
八
八

　

九
、
一
四
八
、
一
三
八

二
六
、
八
八
四
、
二
五
五

二
七
年
度
既
定
額

　
　
　
　
　
　
　

千
円

　

四
、
一
四
六
、
三
三
四

　

六
、
三
二
六
、
八
七
六

　

三
、
六
四
九
、
七
〇
九

　
　
　

七
六
、
六
六
六

　
　
　

一
三
三
、
七
六
七

　

一
、
八
六
六
、
八
〇
一

一
六
、
二
〇
〇
、
一
五
三

　

五
、
八
五
〇
、
九
〇
七

　
　
　

二
二
七
、
七
二
九

　

一
、
五
五
五
、
三
七
四

　
　
　

九
一
六
、
八
八
七

　

八
、
五
五
〇
、
八
九
七

二
四
、
七
五
一
、
〇
五
〇

差
引
増
加
所
要
額

　
　
　
　
　
　

千
円

二
七
九
、
六
三
二

　

五
八
二
、
八
六
一

　

四
五
四
、
九
〇
四

　
　
　

九
、
二
七
〇

　
　
　

九
、
〇
二
Ｉ

　

ニ
Ｏ
Ｏ
、
工
七
六

一
、
五
三
五
、
九
六
四

　

四
〇
二
、
六
六
五

　
　
　

二
四
、
四
Ξ
Ξ

　
　

一
〇
七
、
〇
四
二

　
　

六
三
、
一
〇
一

　

五
九
七
、
二
四
一

二
、
一
三
三
、
二
〇
五

　

な
必
、
昭
和
二
十
六
年
に
行
わ
れ
た
給
与
改
訂
に
際
し
、
地
方
公
務
員
の
給
与
が
国
家
公
務
員
収
比
し
高
い
と
さ

れ
る
額
、
道
府
県
一
般
職
員
三
四
八
円
、
教
育
職
員
三
四
九
円
、
市
町
村
一
般
職
員
五
七
六
円
に
相
当
す
る
額
は
、

こ
れ
を
減
額
し
た
う
え
、
算
定
し
た
増
加
財
政
需
要
額
に
基
い
て
必
要
な
財
源
措
置
を
講
じ
た
の
で
あ
る
が
、
昭
和

二
十
七
年
に
行
わ
れ
た
給
与
改
訂
に
伴
う
昭
和
二
十
八
年
度
増
加
財
政
需
要
額
も
同
様
の
趣
旨
に
よ
っ
て
算
定
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
三
九



市教道

い
る
。

一
四
〇

　

こ
の
当
初
調
整
を
加
え
た
額
は
、
給
与
改
訂
や
昇
給
等
に
よ
る
平
均
給
の
自
然
増
加
の
関
係
で
、
財
政
計
画
上
現

在
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

嘔

　
　
　
　
　
　
　

分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

当
初
調
整
額

　
　
　
　

現
在
計
画
上
の
調
整
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　

比

　
　

較

　

府

　
　

県

　
　

一

　
　

般

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ξ
四
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
九
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
四
六

　
　

育

　
　

職
｀

　
　

員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
四
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
七
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
二
九

　

町

　
　

村

　
　

一

　
　

般

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
七
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
八
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
〇
七

す
な
わ
ち
、
昭
和
二
十
八
年
度
の
給
与
費
に
つ
き
、
調
整
を
行
わ
な
か
っ
た
と
仮
定
し
た
’
も
の
と
、
調
整
を
行
っ

た
屯
の
と
の
増
差
額
を
、
基
本
給
、
期
末
手
当
及
び
そ
の
他
給
与
関
係
経
費
に
つ
い
て
算
定
す
る
と
次
の
と
お
り
で

あ
る
ｏ

7 6 5 4 3･２ １

公超市恩共"期給

　　

事

項

　
　
　
　

与

　
　
　
　

費

末
手
当
及
び
勤
勉
手
当

　

済

　

組

　

合

　

費

　
　
　
　

給

　
　
　
　

費

町
村
健
康
保
険
組
合
費

　

過
’
勤
務
手

　

当

務
―
災
害
補
償
費

総

　
　
　
　
　

額

　
　
　

百
万
円

一
」
、
入
Ξ
Ξ

一
、
四
七
九

　

二
九
〇

　

四
三
五

　

「
六
四

　

四
五
三

　
　

一
八

同

上

の

中

道

　
　
　

府

　
　

県

　
　
　
　
　
　
　

百
万
円

　
　
　
　
　

五
、
九
二
六

　
　
　
　
　
　

七
四
一

　
　
　
　
　
　

二
三
八

　
　
　
　
　
　
　

一
八
六

－

○

一
一
７一九

市

町

村

　
　
　

百
万
円

五
、
九
〇
七

七
三
八

　

五
二

二
四
九

一
六
四

三
五
〇

　
　

九
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計

賜手

地

手

当金当

　
　
　

一
四
七

　
　
　
　

一
〇

　
　
　

一
四
一

一
四
、
九
七
〇

コ

　

国
庫
負
担
補
助
金
の
増
額
に
因
る
地
方
負
担
の
増
加
額

ぐ

　
　
　

六
九

　
　
　
　

三

　
　
　

七
〇

七
、
三
四
五

　
　

七
八

　
　
　

七

　
　

七
一

七
、
六
二
五

一

　

昭
和
二
十
八
年
度
国
の
予
算
に
む
け
る
国
庫
補
助
負
担
金
に
よ
る
地
方
経
費
及
び
地
方
負
担
額
の
増
減
額
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

区そ児

　

童

二
、
投

分

　

護経

他費費害般費

失
業
対
策
事
業
費

　
　

計

合

　
　

昭
和
二
八
年
度

経

　
　

費

　

国

　
　

費

　

地
方
負
担

　

百
万
円

　

Ｗ
'
Ｅ
Ｉ
Ｋ

六
J
P
'
＾
＜
Ｈ

七
一
‘
一
、
四
一
三

　

百
万
円

　

四
、
曼
〈

―
．
〔
〕
き
一

発
．
里
一

一
元
、
〈
（
）
〈

　

六
五
．
六
空

　

一
七
、
一
六
四

二
二
二
、
六
六
七

計

　
　
　

一
Ｉ
ハ
ｄ
究

　

き
ど
Ｍ

　

Ｍ
一
．
一
三
〈

　

へ
風
）
（
）

一
言
、
〈
壹

一
〈
（
）
£
〔
〕
四

涼昌
六
九
、
六
ｉ
＼
＼
＼

一
Ｂ
'
E
U
I
七

　

七
。
六
六
四
。

九
一
、
〈
一
四

一
一
五
、
七
九
｀

　
　

昭
和
二
七
年
度

経

　
　

費

　

国

　
　

費

　

地
方
負
担

　
　

一
２
ハ
容

　

六
｀
、
七
四
六

゛
究
£
邑

　

百
万
円

　
　

Ｉ

四
六
、
Ξ
七

戻
、
Ξ
七

　

百
万
円

　

l
l
l
'
^
ハ
Ｏ
Ｈ

一
九
、
琵
九

一
三
６
一
三

一
（
）
ニ
．
莞
五

　

六
九
．
一
二
Ｉ

　

Ｉ
Ｍ
'
M
I
E
I

一
八
六
、
言
（
)

i
i
ｗ
i
i
i
　
u
ｍ
i
ｏ

　

吾
一
、
六
〈
〈

　

昌
、
一
七
二

　
　

〈
、
（
）
〔
〕
（
）

一
一
ｑ
〈
六
（
）

一
五
七
、
一
七
七

比

経

　
　

費

　

国

　
　

費

　

地
方
負
担

百
万
円

I
'
＜
H
H

i
l
i
l
l
i
K

　
　
　
=
1

a
'
〇
〈
ニ

四
〈
．
八
七
七
、

一
〈
．
九
四
九

　

｀

　

七
Ｍ
Ｉ
Ｂ

･
ｐ
ｒ
ｍ
ａ
ｏ

＾
＜
'
1
W
|
|
|

一
又
、
二
塁

　

三
琵
六

　

一
、
六
呑

一
元
ハ
、
四
六
･
ｐ

Ｂ
Ｏ
'
Ｗ
Ｈ

' Ｓ

　
　

較

―

　

費

　

地
七

百
万
円

皿
、
曼
〈

　

△

r
n
i
m

i
i
i
'
ｍ
i
Ｈ

一
■
Ｐ
'
Ｂ
１
Ｈ
>

　

一
、
９
八
六

　

△

　

】
'
ｍ
ｏ
ｏ

一
九
、
究
一
一
一

一
三
石
一
七

n
'
M
i
e
i

l
i
l
'
Ｅ
Ｈ
ｄ
ｌ

　

■ Ｓ
Ｈ
＜

言
．
〈
一
六

　

四
、
四
を
一

　
　

一
き

一
六
．
四
七
四

一
七
、
四
二
ニ

　

す
な
わ
ち
、
二
三
一
億
円
の
国
庫
補
助
負
担
金
の
増
加
に
よ
り
、
地
方
負
担
一
七
四
億
円
を
増
加
す
る
こ
と
と
な
る

の
で
あ
る
が
、
更
に
内
容
に
つ
い
て
見
る
と
、
経
常
的
経
費
に
つ
い
て
は
、
児
童
保
護
費
に
対
す
る
国
庫
負
担
金
の
復

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
四
一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
四
二

活
に
よ
り
、
二
五
偉
円
の
地
方
負
担
を
減
じ
た
が
、
そ
の
他
の
経
費
拡
つ
い
て
は
、
一
二
億
円
の
補
助
金
の
滅
に
拘
わ

ら
ず
、
三
四
億
円
余
の
地
方
負
担
の
増
加
が
１
　
ら
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
原
因
は
、
農
業
委
員
会
費
等
の
如
く
、
国
庫
負

担
率
が
引
下
げ
ら
れ
た
■
#
の
が
あ
る
こ
と
。
生
活
保
護
費
等
の
如
く
、
国
庫
負
担
率
の
高
い
負
担
金
が
減
少
し
た
こ

と
。
保
健
所
費
等
の
如
く
国
庫
負
担
率
の
低
い
負
担
金
が
増
加
し
た
こ
と
等
に
よ
る
。
「
そ
の
他
に
の
国
庫
補
助
負
担
金

の
主
な
内
容
は
次
の
‘
と
お
り
で
あ
る
。

一民家農自病農水重新生結保糟産

　

事
業

　

教

稲要規
引活核．鋤

　　　

ヽ健

揚保

食
糧

衛育農無

　

予

健
苗

業
有畜業作虫

般
公

振
、
興

w4111

　

m

費

防

　　

生

　

,補

補

　　

補

　

項
補

　

助

　

助
助

委

害

駆

農

創

設

共林伝改

良

普

設設助助

施
設
費

維除員
及

予

事

　　

会
事

森凍

林病

計予

職

業

補

補置置
画防業務防

導
所
補
助

金費費費費費費助費費金金金金金

地

　

方

　

経
。
費

△△

　

ム△

　

八
七
三

　
　

二
四

一
、
〇
五
九

　

五
〇
〇

　

三
〇
’
Ｏ

　
　

’
五
〇

　

二
七
三

　

三
九
四

　
　

五
二

　
　

九
〇

　
　
　

五

　

三
四
四

　
　

三
三

　

同

　
　
　

上

－国
庫
補
助
負
担
金

△△△

　

ａ

　

△△

二
八
七

　

二
三

八
七
三

三
五
〇

　

一
三

　

五
〇

三
五
六

二
〇
七

　

五
二

　

三
七

　

一
六

一
七
二

『
二
二

財

源

地

方

負

担

ム△，△

五
八
六

　

四
七

一
八
六

一
五
〇

三
二
二

六
二
九

一
八
七

　

｀
五
三

　

二
一

一
七
二

　

一
一



そ

の

他

　
　

ム

　
　

計

助

　
　

．
金

∠Ｘ

　
　

二
一
六

二
、
二
三
八

△ム

一
、
三
一
一

一
、
二
二
四

£Ｘ

一
、
〇
九
五

三
、
四
六
二

　

次
に
投
資
的
経
費
に
お
い
て
は
、
二
〇
０
　
億
円
の
補
助
金
の
増
加
に
伴
い
二
八
五
億
円
の
地
方
負
担
が
増
加
し
て
い

る
。
就
中
、
一
般
公
共
事
業
費
の
増
加
が
著
し
く
、
地
方
負
担
二
〇
八
億
円
の
増
加
と
な
っ
て
い
る
が
災
害
復
旧
費
に

っ
い
で
は
、
国
庫
補
助
一
〇
億
円
の
増
加
に
拘
わ
ち
ず
地
方
負
担
は
四
五
億
円
を
減
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
災
害
復
旧
費

の
補
助
率
が
、
災
害
の
規
模
と
団
体
の
財
政
力
と
に
よ
り
逓
増
す
る
よ
う
決
定
さ
れ
る
の
で
、
過
去
に
お
け
る
災
害
の

程
度
と
場
所
と
、
各
年
度
の
復
旧
事
業
の
進
捗
と
に
よ
り
年
々
の
平
均
負
担
率
が
定
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
明
年
度
の
こ

の
平
均
負
担
率
は
本
年
度
に
く
ち
べ
増
加
す
る
結
果
で
あ
る
。

　

公
共
事
業
費
の
地
方
負
担
額
の
増
加
状
況
に
っ
い
で
、
昭
和
二
十
五
年
度
を
基
準
と
し
て
、
地
方
債
の
増
加
状
況
に

比
較
す
る
と
、
次
の
と
む
り
、
公
共
事
業
費
の
地
方
負
担
額
の
増
加
率
よ
り
地
方
債
の
増
加
率
の
方
が
上
廻
っ
で
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

公

　

共

　

事

　

業

　

費

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地

　
　
　
　

方

　
　
　
　

債

年

　
　
　
　
　
　
　

度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
方
負
担
額

　
　
　
　

指

　
　
　
　

数

　
　

地

　

方

　

債

　
　
　
　

指

　
　
　
　

数

昭昭.昭昭

和和和和

一一一一一一一一

八七六五

年年年年

度度度度

(三)

　
　
　

百
万
円

三
三
、
二
六
九

五
一
、
入
六
七

六
七
、
八
二
六

八
四
、
一
五
〇

一
〇
〇

一
五
六

二
〇
四

二
五
三

　
　
　
　

百
万
円

三
〇
、
四
五
〇

五
〇
、
三
〇
〇

六
二
、
五
〇
〇

八
一
．
五
〇
〇

一
〇
〇

一
六
五

二
〇
五

二
六
八

単
独
事
業
費
の
増
加
額

地
方
団
体
に
お
け
る
単
独
事
業
費
の
需
要
の
増
加
は
政
府
の
計
画
す
る
公
共
事
業
費
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
事
情
を
等
し
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
．
四
Ξ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
四
四

　
　

す
る
馬
の
と
考
え
、
二
十
八
年
度
国
の
予
算
に
き
け
る
公
共
事
業
費
及
び
失
業
対
策
事
業
費
の
総
額
に
直
轄
分
担
金
を

　
　

除
い
た
地
方
負
担
の
額
を
合
算
し
た
公
共
事
業
の
総
事
業
量
の
二
十
七
年
度
に
対
す
る
Ｉ
増
加
率
は
Ｉ
、
二
四
八
倍
の
増

　
　

加
と
な
る
の
で
、
二
十
七
年
度
既
定
額
五
一
三
億
に
Ｉ
・
二
四
八
を
乗
じ
て
二
十
八
年
度
で
単
独
事
業
の
総
額
を
見
込

　
　

ひ
と
と
も
に
、
別
に
歳
入
中
雑
入
の
見
込
替
に
伴
う
増
差
額
は
こ
れ
を
地
方
財
源
所
要
額
に
影
響
せ
し
め
な
い
た
め
単

　
　

独
事
業
費
に
加
算
し
、
全
体
の
増
加
額
を
一
五
、
〇
九
七
百
万
円
と
見
込
ん
だ
の
で
あ
る
。

三
、
収
入
増
加
額

　

ｊ

　

Ｔ
地
方
税
収
入
の
増
加

　

ぐ

　
　
　

地
方
税
収
入
の
前
年
度
に
対
す
る
増
加
額
は
、
一
五
二
億
円
あ
っ
て
、
そ
の
う
ち
、
一
一
億
円
は
地
方
税
法
の
改
正

　
　

に
よ
る
烏
の
で
あ
る
が
、
そ
の
実
質
的
な
内
容
は
他
の
自
然
増
収
額
と
区
別
し
て
考
え
る
程
の
。
屯
の
で
は
な
い
の
で
、

　
　

一
括
し
て
道
府
県
税
、
市
町
村
税
別
に
、
そ
功
内
容
を
見
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

一

　
　
　

～

税

　　　　　

－

そ･遊入事道

　

興

　　　

府

の飲場業県
計

税

　

目

　

食

他税税税

昭
和
二
八
（
Ａ
）

　
　
　

昭
和
二
七
（
Ｂ
）

　
　
　
　

百
万
円

　

八
二
、
五
七
五

　

二
〇
、
八
八
二

　

一
七
、
七
〇
三

　
　

六
、
五
〇
一
九

一
二
七
、
六
六
九

　
　
　
　

百
万
円

　

八
一
、
六
四
三

　

二
二
、
三
六
九

　

一
七
、
七
一
八

　
　

五
、
六
。
０
七

一
二
七
、
Ξ
Ξ
七

Ａ
-
Ｂ

△△

　

九
三
二

Ｉ
、
四
八
七

　
　
　

一
五

　

九
〇
二

　

Ξ
Ξ
二

一
・
〇
一
一

び
・
九
Ξ
Ξ

〇
・
九
九
九

一
・
一
六
一

一
・
〇
’
〇
Ξ



　　　　　

－

　　　　　

べ

　　　　　

市
そ電固市・

　

気定町'町

のが資栓･村

　

ス産民

他税税税‘税

三
、
．
合

計

計

　

七
八
、
一
八
八

　

八
〇
、
八
六
二

　

二
二
、
九
七
六

　
　

七
、
九
六
一

一
八
〇
、
九
八
七

三
〇
八
、
六
五
六

　

七
〇
、
九
〇
三

　

七
二
、
四
七
六

　

、
一
三
、
二
〇
Ξ

　
　

九
、
五
四
一

一
六
大
、
一
二
三

二
九
三
、
四
六
〇

　

七
、
二
八
五

　

八
、
三
八
六

　
　

七
七
三

　

一
、
五
八
〇

一
四
、
八
六
四

一
五
、
一
九
六

一
・
一
〇
三

一
・
一
一
六

一
・
〇
五
九

〇
・
八
三
白

一
・
〇
八
九

一
・
〇
五
二

　

右
の
如
く
、
全
体
と
し
て
、
増
加
率
が
少
く
、
就
中
府
県
税
に
つ
い
て
殆
ん
ど
増
収
を
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
原
因

は
、
本
来
、
伸
張
性
の
あ
る
入
場
税
、
遊
興
飲
食
税
に
つ
き
、
昨
年
大
幅
な
税
率
軽
減
が
行
わ
れ
た
た
め
、
著
し
く
、
そ

の
機
能
が
減
殺
さ
れ
た
こ
と
に
屯
よ
る
の
で
昂
る
が
更
比
、
道
府
県
税
の
大
宗
を
な
す
事
業
税
が
、
企
業
に
必
け
る
利

潤
を
課
税
客
体
と
す
る
た
め
、
経
済
界
の
影
響
を
敏
感
に
受
け
、
安
定
性
が
な
兄

般
に
少
ぺ
な
っ
て
行
く
傾
向
忙
加
え
て
、
基
礎
控
除
の
引
上
げ
が
併
せ
考
慮
さ
れ
て
い
る
結
果
殆
ん
ど
増
収
を
見
込
ま

れ
な
い
こ
と
に
、
根
本
的
な
原
因
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
明
年
度
に
ゐ
け
る
新
規
財
政
需
要
の
増
加
は
給
与
関
係

費
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る
関
係
上
、
府
県
に
お
け
る
増
加
が
著
し
い
に
拘
わ
ち
ず
、
国
有
財
源
の
増
加
が
少
い
こ

と
は
、
全
体
と
し
て
、
国
家
財
政
へ
の
依
存
度
を
高
め
、
財
政
の
弾
力
性
を
減
少
せ
し
め
る
こ
と
と
な
る
も
の
と
予
想

さ
れ
る
。

(二)

使
用
料
手
数
料
の
増
加
見
込

昭
和
二
十
七
年
度
計
画
額
を
基
礎
と
し
、
左
の
増
加
率
に
よ
り
増
収
を
見
込
ん
だ
。

1
四
五



一
四
六

　
　

道

　
　
　

府

　
　
　

県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

増

　

加

　

率

　
　
　
　
　

増

　

加
百
緬

　
　
　

水
利
使
用
料

　
　
　
　
　
　
　

一
・
三
一
四

　
　
　
　
　
　
　
　

三
六
三

　
　
　

そ
の
他
使
用
料

　
　
　
　
　
　
　

一
・
二
〇

　
　
　
　
　
　
　

一
、
八
三
五

　
　
　

手

　
　
　

数

　
　
　

料

　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
・
二
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
一
八
四

　
　
　
　
　
　
　

計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
、
三
八
二

　
　

市

　
　
　

町

　
　
　

村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

　
　
　

使
用
料
及
手
数
料

　
　
　
　
　
　
　
　

一
・
一
八

　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
八
五
三

　

右
の
う
ち
、
水
利
使
用
料
に
っ
か
て
は
、
料
金
引
上
（
一
七
〇
円
か
ら
二
Ｉ
五
円
）
に
よ
る
増
収
化
若
干
の
自
然
増
加

を
見
込
み
そ
の
他
使
用
料
は
、
。
前
年
度
に
対
す
る
基
本
給
単
価
の
・
増
加
率
に
よ
り
、
料
金
の
改
訂
を
行
う
こ
と
を
期
待

し
、
授
業
料
に
つ
い
て
は
こ
れ
に
生
徒
数
の
増
加
に
伴
う
自
然
増
加
を
見
込
ん
だ
。

　
　
　
　

÷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｔ

　
　
　
　
　

｀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

へ

　

手
数
料
は
、
法
令
に
よ
る
も
の
比
つ
い
て
は
、
過
般
地
方
公
共
団
体
手
数
料
令
を
改
正
し
、
料
金
額
決
定
の
時
期
を

そ
画
後
に
お
け
る
給
与
そ
の
他
一
般
物
価
水
準
上
昇
の
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
な
改
訂
を
行
っ
た
の
で
、
こ
の
改
訂
に

よ
る
収
入
増
加
見
込
率
に
よ
り
、
爾
余
の
法
令
に
よ
る
手
数
料
に
づ
い
て
屯
こ
れ
に
準
じ
た
措
置
が
考
慮
さ
れ
る
見
込

み
を
も
っ
て
、
Ｊ
そ
れ
ぞ
れ
増
収
を
見
込
み
、
法
令
に
よ
る
以
外
の
手
数
料
に
っ
い
ｖ
#
亦
、
給
か
引
上
そ
の
他
の
状
況

を
勘
案
し
、
そ
れ
ぞ
れ
料
金
改
訂
を
行
い
、
増
収
を
図
る
こ
と
を
期
待
し
た
。
’



宍

　

雑
収
の
増
収

(四)

　

地
方
収
入
中
、
地
方
税
、
交
付
金
、
国
庫
支
出
金
、
地
方
債
、
使
用
料
、
手
数
料
、
繰
越
金
以
外
の
一
切
の
収
入
を

一
括
し
て
雑
入
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
て
ご
い
る
。
そ
の
種
類
は
、
財
産
収
入
、
財
産
売
却
代
、
負
担
金
、
分
担
金
、
寄
附
金
、
物

品
売
払
代
金
、
繰
入
金
（
競
馬
競
輪
等
収
益
事
業
の
収
益
金
及
基
本
財
産
金
等
の
繰
入
れ
）
納
付
金
、
弁
償
金
等
で
あ
る
。

　

昭
和
二
十
八
年
度
に
ゐ
い
て
は
、
昨
年
道
路
法
改
正
に
因
り
、
道
路
損
傷
負
担
金
が
徴
収
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
た

の
で
、
こ
の
平
年
度
化
に
伴
う
減
収
一
九
〇
百
万
円
を
見
込
ん
だ
外
は
、
財
政
計
画
全
体
を
可
及
的
現
実
に
近
づ
け
し

め
る
趣
旨
に
必
い
で
、
昭
和
二
十
六
年
度
の
決
算
に
よ
る
額
に
見
込
替
え
を
行
っ
た
に
止
ま
り
、
こ
れ
に
よ
る
増
加
収

入
額
約
二
十
三
億
Ｒ
ぽ
一
般
財
源
と
し
て
の
取
扱
を
行
わ
ず
、
こ
れ
に
見
合
う
額
は
歳
出
中
単
独
事
業
に
加
算
す
る
こ

と
と
し
た
。

　

地
方
債
の
増
加

　

昭
和
二
十
八
年
度
に
む
け
る
地
方
債
の
増
加
は
二
八
七
億
円
で
、
地
方
債
総
額
は
九
一
二
億
円
で
あ
る
。

（
註

　

企
業
会
計
分
と
し
て
は
、
地
方
債
は
六
〇
億
円
の
増
加
で
、
地
方
債
総
額
は
二
三
五
億
と
な
っ
て
い
る
。
）

　

地
方
債
の
増
加
は
次
の
と
ｏ
!
i
^
s
＾
で
あ
る
。

　
　

区

普

　

’
通

　
　

資
金

蓮会

　

計
用
部

資分分

金

一

一

七

　

年

　

度

　
　
　
　

億
円

　
　

五
七
五

一

一

八

　

年

　

度

　
　
　
　

置
円

　
　

七
〇
五

一
四
七

増

　
　

加

　
　

額

　
　
　
　
　
　

置
円

　
　
　
　
　

一
三
〇



交公

付募

公資

　
　
　

計

企

　

業

　
　

資
金

　
　

公

　
　
　

計

償金

募蓮会

　

用計

資部

　

資分

金金

　

五
〇

六
二
五

一
四
五

　

三
〇

一
七
五

一
一
〇

　

九
七

九
一
二

一
六
五

　

七
〇

二
三
五

一
四
八

　

六
〇

　

九
七

二
八
七

二
〇

四
〇

六
〇

　

地
方
債
の
増
加
額
中
、
交
付
公
債
に
よ
＆
九
七
億
円
は
、
政
府
直
轄
事
業
の
分
担
金
に
っ
い
で
、
’
一
般
財
政
規
模
が

小
さ
く
、
そ
の
弾
力
性
の
少
い
地
方
団
体
に
対
し
て
、
地
方
団
体
の
交
付
公
債
の
発
行
を
承
認
し
、
こ
れ
を
数
年
間
に

分
割
納
付
せ
し
め
よ
う
と
す
る
特
別
の
配
慮
に
基
く
も
の
で
あ
っ
て
、
従
来
の
意
味
の
地
方
債
の
増
加
額
は
普
通
会
計

分
一
九
〇
億
円
で
あ
る
。
こ
の
増
加
を
屯
っ
で
、
地
方
財
政
全
体
の
臨
時
事
業
費
、
地
方
負
担
額
と
こ
れ
に
対
す
る
地

方
債
の
充
足
割
合
を
採
り
、
前
年
度
と
比
較
し
て
見
る
と
次
の
と
き
り
で
あ
る
。

区

臨
時
事
業
地
方
負
担

額分

公
共
事
業
一

単失

業
対

　

独
’

計

事策・
災

事
業

’
業

地
方
‘
價
発
行
総
額

般費費害

昭
和
一
「
八
年
度

　
　
　
　
　

‐
。
百
万
円

　
　
　
　

六
〇
、
四
四
九

　
　
　

（
六
九
、
六
九
三
）

　
　
　
　

二
二
、
九
九
〇

　
　
　

（
一
四
、
四
三
七
）

　
　
　
　

七
、
六
六
四

　
　
　

七
四
、
〇
二
二

同

　

二

　

七

　

年
’
度

　
　

‐
’

　
　
　

百
万
円

一

　

四

八

　

八

　

ゝ

　　

ゝ

　
　

七
、
五
一
一
四
、

　

五
一
、
三
〇
〇

」
二
六
、
六
四
〇

　

六
二
、
五
〇
〇

比

　
　
　
　
　
　

較

　
　
　
　
　

百
万
円

　
　

六
、
五
九
三

（
一
六
、
三
〇
四
）

ト

　

ー
五
〇

1
二
、
七
二
二

八
一

一 一
九
、
四
六
五

九
、
一
七
六
）

一
九
、
〇
Ｃ
Ｏ



地
方
債
充
足
割
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
五
％

　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
〇
％

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
％

　

備
考

　

（
括
弧
内
は
直
轄
事
業
分
担
金
を
含
め
た
額
）

　
　

す
な
わ
ち
、
地
方
債
の
増
加
額
は
、
臨
時
事
業
費
の
増
加
額
と
ほ
ぼ
同
額
で
あ
り
、
地
方
債
充
足
率
は
、
五
％
を
増

　

加
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
而
し
て
、
一
般
に
地
方
団
体
の
財
政
は
そ
の
規
模
が
小
さ
い
た
め
弾
力
性
に
乏
し
く
叉
臨
時
事

　

業
費
の
分
量
は
年
度
間
に
異
動
が
あ
り
、
限
ち
れ
た
弾
力
性
の
範
囲
内
で
こ
れ
を
処
理
し
て
行
く
た
め
に
信
、
地
方
債

　

の
手
段
に
よ
り
財
源
の
年
度
間
の
調
整
を
図
る
必
要
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
点
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
の
地
方
債
の
充
足
率

　

は
決
し
て
高
い
と
は
い
え
な
い
し
、
増
加
発
行
後
の
地
方
債
現
在
高
の
総
額
は
約
二
千
八
百
億
円
と
な
る
見
込
で
あ
っ

　

て
、
仮
り
に
平
均
利
率
を
六
分
五
厘
と
す
れ
ば
、
一
ヶ
年
利
子
額
は
一
八
二
億
円
で
あ
っ
て
、
こ
の
額
は
地
方
税
収
入

　

総
額
の
約
六
％
、
地
方
税
と
平
衡
交
付
金
と
ヽ
の
合
計
額
の
三
・
八
％
に
当
る
。

一
四
九
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